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第１編  総 則 

第１章 計画の方針 

第１節 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。）第 42 条の規定に基

づき、津市防災会議が津市の地域に係る災害（風水害等の災害）の予防、応急対策及び復旧・復興等

に関する事項を定めています。これに基づいて、市、指定地方行政機関、指定公共機関等が行う防災

活動を総合的かつ計画的に実施することにより、市民の生命、身体及び財産を災害から保護し、地域

社会の安全と市民福祉の確保を図ることを目的とします。 

 

第２節 計画の基本方針 

この計画は、市及びその他の防災関係機関並びに市民の役割と責任を明確にするとともに、行政・

公共機関・事業者・市民が一丸となって災害に対処するための基本的な計画です。また、各防災関係

機関相互の防災対策を緊密かつ円滑に推進するための基本的大綱を示すもので、その実施細目につい

ては各機関ごとに具体的な活動計画を別に定め、万全を期します。 

なお、各機関はこの計画の習熟に努め、併せて地域住民に周知徹底を図ります。 

また、地域住民からその地区の特性に応じた地区防災計画の提案があった場合は、その内容を最大

限尊重して、津市地域防災計画に定めるよう努めます。 

 

第３節 計画の構成 

この計画は、風水害等対策編、震災対策編、津波対策編及び資料編で構成します。 

風水害等対策編の内容は、次のとおりとします。 

第１編 総則 

計画の目的や構成、県市をはじめとする防災関係機関の防災体制の概要について記述しています。 

第２編 災害予防計画 

災害の発生を未然に防止し、又は被害を最小限度にとどめるための基本的な計画とします。 

第３編 災害応急対策計画 

災害が発生するおそれがある場合、又は災害が発生した場合に災害の発生を防御し、又は応急的

な救助を行う等、災害の発生及びその拡大を極力防止するための基本的な計画とします。 

第４編 災害復旧・復興対策 

市民の生活安定のための緊急措置及び公共施設の災害復旧及び災害復興を行うための基本的な

計画とします。 
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第４節 計画の効果的な推進 

防災関係機関は、この計画を効果的に推進するため、他機関との連携を図りつつ、次のことを実行

します。 

(1) この計画に基づくアクションプログラムの作成と関係部局・職員への周知徹底 

(2) この計画とアクションプログラムの推進にかかる定期的な点検 

(3) 他の計画との整合性の点検 

 

第５節 計画の修正 

本計画は、法第 42条の規定に基づき、社会情勢の変化に応じて常に実情に合ったものとするため、

毎年検討を加え、必要があるときは修正します。 

なお、修正に当たっては原則として次の手順で行います。 

１ 市防災会議は、関係機関等の意見を聞き、防災計画修正案を作成します。 

２ 市防災会議を開催し、防災計画を審議、決定します。 

３ 市防災会議は、作成した防災計画について法第 42条第５項の規定により県知事へ報告するとと

もに、市民等にその要旨を公表します。 

また、この計画は、市職員及び防災関係施設の管理者、その他関係機関に周知するとともに、市民

及び事業者の協力のもと、その実現を図ります。 

 

[注記] 

県 県の部局、県警察及び出先機関、教育委員会等をいいます。 

市 市の部局、行政委員会、一部事務組合、消防機関（消防本部、消防署、消

防団を含む。）をいいます。 

防災関係機関 国、県、市、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機

関、公共的団体及び防災上重要な施設の管理者をいいます。 

ライフライン 電力、ガス、上下水道、通信等をいいます。 

要配慮者 高齢者や乳幼児、外国人、障がい者等の災害時に自らが適切な行動をとり

にくく、被害を受けやすい条件にある特に配慮を要する者をいいます。 

避難行動要支援者 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、

自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図

るため特に支援を要する者をいいます。 
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第２章 防災関係機関 

 

第１節 防災関係機関の責務 

 

１ 市 

(1) 市は、防災の第一次的責務を有する基礎的な地方公共団体として、市の地域並びに地域住民の

生命、身体及び財産を風水害等から保護するため、防災関係機関及び他の地方公共団体等の協力

を得て防災活動を実施します。 

(2) 市は、住民、自主防災組織、事業者、県及び防災関係機関と連携し、防災・減災対策を推進し

ます。 

 

２ 県 

(1) 県は、県の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を風水害等から保護するため、市及び防

災関係機関の協力を得て、県の地域における防災・減災対策を推進します。 

(2) 県は、災害の規模が大きく、市単独で処理することが困難と認められるとき、あるいは市の区

域を大きく超えて広域にわたるときなどは、指定地方公共機関をはじめとする防災関係機関及び

他の地方公共団体の協力を得て、防災活動を実施します。 

(3) 県は、市及び防災関係機関が実施する防災対策を支援するとともに、総合調整を行います。 

 

３ 指定地方行政機関 

(1) 指定地方行政機関は、市の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を風水害等から保護する

ため、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力して防災・減災対策及び防災活動を

推進します。 

(2) 指定地方行政機関は、市及び県の防災・減災対策及び防災活動が円滑に行われるように勧告、

指導、助言等の措置をとります。 

 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

(1) 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、自ら防災活

動を積極的に推進します。 

(2) 指定公共機関及び指定地方公共機関は、市及び県の防災・減災対策及び防災活動が円滑に行わ

れるよう、その業務に協力します。 

 

５ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

(1) 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から風水害等予防体制の整備を図り、災害

時には応急措置を実施します。 
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(2) 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、市、県その他防災関係機関の防災・減災対策及

び防災活動に協力します。 
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第２節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

防災関係機関が処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとします。 

 

１ 地方公共団体 

機関名 処理すべき事務又は業務 

市 

(1) 市防災会議及び市災害対策本部に関する事務 

(2) 防災対策の組織の整備 

(3) 防災施設の整備 

(4) 防災行政無線の整備と運用 

(5) 防災に必要な資機材の備蓄と整備 

(6) 防災のための知識の普及、教育及び訓練 

(7) 自主防災組織等の育成及び強化 

(8) 災害に関する情報の収集、連絡及び被害調査 

(9) 被災者に対する情報の伝達及びその他の住民に対する広報 

(10) 地域住民に対する避難情報の発令 

(11) 被災者の救助に関する措置 

(12) ボランティアの受入れに関する措置 

(13) 災害時の防疫その他保健衛生に関する措置 

(14) 被災市営施設の応急対策 

(15) 災害時の文教対策 

(16) 災害時における交通及び輸送の確保 

(17) その他災害応急対策及び災害復旧の実施 

(18) 災害廃棄物の処理に関する措置 

(19) 管内の公共団体が実施する災害応急対策の調整 

(20) 避難地、避難路、緊急輸送を確保するために必要な道路の整備、その他防災上整備が

必要な事業の実施 

(21) その他災害の発生の防御及び被害拡大防止のための措置 

市消防 

(1) 火災の予防・警戒・鎮圧 

(2) 災害の防除及び被害の軽減 

(3) 救助・救急活動 

(4) 災害情報の収集・連絡等 

(5) 消防団及び自主防災組織の育成及び強化 

県 

(1) 県防災会議及び県災害対策本部に関する事務 

(2) 防災対策の組織の整備 

(3) 防災施設の整備 

(4) 防災行政無線の整備と運用 

(5) 防災に必要な資機材の備蓄と整備 

(6) 防災のための知識の普及、教育及び訓練 

(7) 災害に関する情報の収集、連絡及び被害調査 

(8) 被災者に対する情報の伝達及びその他の県民に対する広報 

(9) 被災者の救助に関する措置 

(10) ボランティアの受入れに関する措置 

(11) 災害時の防疫その他保健衛生に関する措置 

(12) 被災県営施設の応急対策 

(13) 災害時の文教対策 

(14) 災害時の混乱防止 

(15) 災害時の交通及び輸送の確保 
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(16) 自衛隊の災害派遣要請 

(17) 災害復旧の実施 

(18) 災害廃棄物の処理に関する措置 

(19) 市町及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の支援及び総合調

整 

(20) 避難地、避難路、緊急輸送を確保するために必要な道路、その他防災上整備が必要な

事業の実施 

(21) その他災害発生の防御及び被害拡大防止のための措置 

 

２ 三重県警察本部（津警察署､津南警察署） 

処理すべき事務又は業務 

(1) 災害警備体制 

(2) 災害情報の収集・連絡等 

(3) 救出救助活動 

(4) 避難誘導 

(5) 緊急交通路の確保 

(6) 身元確認等 

(7) 二次災害の防止 

(8) 危険箇所等における避難誘導等の措置 

(9) 社会秩序の維持 

(10) 被災者等への情報伝達活動 

(11) 相談活動 

(12) ボランティア活動の支援 

 

３ 指定地方行政機関 

機関名 処理すべき事務又は業務 

財務省東海財務局 

津財務事務所 

(1) 災害復旧事業における職員の査定立会 

(2) 災害応急復旧事業等のための災害つなぎ資金の短期貸付措置 

(3) 災害復旧事業財源に係る財政融資資金の措置 

(4) 管理する国有財産の無償貸付等の措置及び国有財産に係る関係機関との連絡調整 

(5) 金融上の諸措置 

東海農政局 

三重県拠点 

(1) 米穀販売業者に対する知事、又は知事の指定する者への精米の売却に関する指示（知

事の供給要請による。） 

(2) 知事又は知事の指定する者への政府米売却、又は出荷業者等に対する米穀の売却に関

する指示 

(3) 国が災害対策用として備蓄している乾パン及び乾燥米飯の被災地に対する緊急輸送措

置 

第四管区 

海上保安本部 

 

(1) 情報の収集及び伝達に関すること 

(2) 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合に

おける援助に関すること 

(3) 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること 

(4) 船舶交通の障害の除去に関すること 

(5) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること 

(6) 法令の海上における励行に関すること 

東京管区気象台 

（津地方気象台） 

(1) 気象、地象、水象の観測並びにその成果の収集及び発表 

(2) 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。）及び水象の予

報・警報等の防災情報の発表、伝達及び解説 

(3) 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備 
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機関名 処理すべき事務又は業務 

(4) 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言 

(5) 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発活動 

東海総合通信局 

(1) 災害時に備えての電気通信施設（有線電気通信施設及び無線通信施設）の整備のため

の調整及び電波の監理 

(2) 災害時における電気通信の確保のための応急対策及び非常の場合の無線通信の監理 

(3) 災害地域における電気通信施設の被害状況の調査 

(4) 非常通信訓練の計画及びその実施についての指導に関すること 

(5) 非常通信協議会の運営に関すること 

(6) 通信インフラに支障が発生した被災地の地方公共団体等への衛星携帯電話等の災害対

策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸与 

三重労働局 

(1) 事業者に対する二次的災害防止のための指導・監督の実施 

(2) 事業場における労働災害発生状況の把握 

(3) 労働災害と認められる労働者に対する迅速、適正な保険給付等の実施 

中部地方整備局 

三重河川国道事務所 

(1) 災害予防 

ア 応急復旧用資機材の備蓄の推進、災害時にも利用可能な通信回線等の確保及び防災拠

点の充実 

イ 機動力を生かした実践的な方法による防災訓練の実施 

ウ 公共施設等の被災状況調査を行う防災エキスパート制度の活用 

エ 災害から地域住民の生命、財産等を保護するための所管施設等の整備（耐震性の確保

等）に関する計画・指導及び事業実施 

オ 災害時の緊急物資並びに人員輸送用岸壁の整備に関する計画・指導及び事業実施 

カ 関係機関との連携による災害に強い地域づくり計画の策定 

キ 洪水予警報や道路情報、波浪観測情報等の発表・伝達及び住民・事業者への伝達手段

の確保 

ク 河川管理者の水防への協力事項及び道路啓開（くしの歯作戦）・航路啓開に関する計

画等の情報共有 

(2) 初動対応 

情報連絡員（リエゾン）及び緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）等を派遣し、

被災地方公共団体等が行う被災状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の

早期復旧その他災害応急対策に対する支援を行うとともに、緊急車両の通行を確保するた

め、関係機関と調整を図りつつ、道路啓開を実施 

(3) 応急・復旧 

ア 防災関係機関との連携による応急対策の実施 

イ 緊急輸送道路を確保する等の目的で実施される交通規制への協力 

ウ 水防・避難のための氾濫情報等の発表・伝達、水害応急対策、水防活動への協力及び

著しく激甚な災害が発生した場合における特定緊急水防活動の実施 

エ 道路利用者に対して、道路障害規制等の情報提供を道路情報板や道の駅等の道路情報

提供装置を用いて行い、情報の周知を図るとともに、低速走行の呼びかけ等の実施 

オ 応急活動のための体制の整備及び所掌事務の実施 

カ 路上障害物の除去等による緊急輸送道路の確保 

キ 緊急を要すると認められる場合の申し合わせに基づく自主的な応急対策の実施 

ク 所管施設の緊急点検の実施 

ケ 情報の収集及び連絡 

コ 道路施設、堤防、水門等の河川管理施設の被災に対する総合的な応急対策並びに応急

復旧に関する計画・指導及び事業実施 

サ 要請に基づき、中部地方整備局・近畿地方整備局が保有している防災ヘリ・各災害対

策車両等を被災地域支援のために出動 

中部地方整備局 

四日市港湾事務所 

(1) 災害から港湾並びに地域住民の生命、財産等を保護するための港湾・海岸保全施設等

の整備に関する計画・指導及び事業実施 
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機関名 処理すべき事務又は業務 

(2) 災害時の緊急物資並びに人員輸送用岸壁等の整備に関する計画・指導及び事業実施 

(3) 港湾・海岸保全施設等の被災に対する総合的な応急対策並びに応急復旧に関する計

画・指導及び事業実施 

(4) 海上の流出油災害に対する防除等の措置 

 

４ 指定公共機関 

機関名 処理すべき事務又は業務 

西日本電信電話 

株式会社三重支店 

災害発生に際して、電気通信設備運営の万全と総合的な通信設備の応急復旧計画の確立

並びに早急な災害復旧措置を遂行する。 

(1) 電気通信設備の災害情報の収集、情報連絡の措置 

(2) 非常時における通信電話回線の規制措置又は臨時回線の作成及び被災地の復旧救護等

のための回線疎通措置 

(3) 被災通信回線の復旧順位に基づき、要員、資材、輸送方法等の確保及び通信設備の早

急な災害復旧措置 

株式会社ＮＴＴドコ

モ東海支社三重支店 

災害発生に際して、移動通信設備運営の万全と総合的な移動通信設備の応急復旧計画の

確立並びに早急な災害復旧措置を遂行する。 

(1) 移動通信設備の災害情報の収集、情報連絡の措置 

(2) 非常時における携帯電話通信回線の規制措置及び被災地の復旧救護等のための回線疎

通措置 

(3) 被災通信回線の復旧順位に基づき、要員、資材、輸送方法等の確保及び移動通信施設

の早急な災害復旧措置 

ＫＤＤＩ株式会社中

部総支社、ソフトバン

クモバイル株式会社 

(1) 電気通信設備に関わる災害情報の収集、連絡の措置 

(2) 非常時における通信の確保と利用制限の措置及び被災地における復旧救護等のための

臨時通信回線の設定 

(3) 被災通信設備の早急な災害復旧措置 

日本赤十字社 

三重県支部 

(1) 災害時における医療、助産及びその他の救助 

(2) 救援物資の配分 

(3) 義援金の受付及び配分 

(4) 災害時の血液製剤の供給 

(5) その他災害救護に必要な業務 

日本放送協会 

津放送局 

(1) 災害時における放送番組は、災害の種別・状況に応じ、緊急警報放送、災害関係の情

報、警報、注意報、ニュース及び告知事項、災害防御又は災害対策のための解説・キャ

ンペーン番組等、有効適切な関連番組を機動的に編成して、災害時の混乱を防止し、人

心の安定と災害の復旧に資する。 

(2) 放送に当たっては、外国人、視聴覚障がい者等にも配慮を行うよう努める。 

(3) 市民に対する防災知識の普及並びに各種予警報等の報道による周知 

(4) 市民に対する情報、対策通報、ニュース及びお知らせの迅速な報道 

中日本高速道路 

株式会社 

伊勢自動車道の維持、修繕又はその他の管理並びに災害復旧の実施 

東海旅客鉄道株式会

社、 

日本貨物鉄道株式会

社東海支社 

(1) 災害により線路が不通となった場合の旅客の連絡他社線への振替輸送手配 

(2) 災害により線路が不通となった場合の旅客及び荷物の輸送手配並びに不通区間の自動

車による代行輸送 

(3) 災害被災者救助用寄贈品等に対する運賃の減免 

(4) 災害発生時の鉄道財産の警備及び旅客の保護救出並びに荷物事故の防止及び調査 

(5) 災害発生時及び発生するおそれがある場合の列車運転計画並びに災害により線路が不

通となった場合の列車の運転調整 

(6) 機関車及び気動車、電車、客貨車の確保及び保守管理 
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機関名 処理すべき事務又は業務 

(7) 線路、トンネル、橋りょう及び盛土等の保守管理 

(8) 停車場、その他輸送に直接関係のある建物、電力施設、信号保安施設、通信施設の保

守管理 

中部電力パワーグリ

ッド株式会社 

三重支社 

(1) 電力復旧に必要な要員及び資機材の確保 

(2) 電力供給設備への必要な応急対策を含む、災害防止措置の実施 

(3) 地方自治体、県警察、関係会社、各電力会社等との連携 

(4) 発災後の電力供給設備被害状況の把握及び復旧計画の立案 

(5) 電力供給施設の早期復旧の実施 

(6) 被害状況、復旧見込み、二次災害防止など広報活動の実施 

日本郵便株式会社 

東海支社 

(1) 災害時における郵便業務の確保 

ア 郵便物の送達の確保 

イ 郵便局の窓口業務の維持 

(2) 郵便業務に係る災害特別事務取扱い及び援護対策 

ア 被災者の安否通信等の便宜を図るため、被災地の郵便局において、被災世帯に対し、

通常葉書などの無償交付の実施 

イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除の実施 

ウ 被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社、その他総務省令で定める法人又

は団体にあてた救助用の現金書留郵便物等の料金免除の実施 

エ 被災者の救助を行う団体が被災者に配付する救助物資を購入するために必要な費用

に充てるため、あらかじめ当該団体からの申請に基づき、総務大臣の許可を得て、お

年玉付郵便葉書等寄付金の配分の実施 

東邦ガス株式会社 

津営業所 

(1) ガス施設の災害予防措置及び防災対策に係る措置の実施 

(2) 発災後に備えた要員及び資機材の確保 

日本通運株式会社 

津支店 

災害応急活動のための県災害対策本部からの車両借り上げ要請に対する即応体制の整備

並びに配車 

 

５ 指定地方公共機関 

機関名 処理すべき事務又は業務 

公益社団法人津地区

医師会 

公益社団法人久居一

志地区医師会 

(1) 医療救護班の編成及び連絡調整 

(2) 医療及び助産等救護活動 

報道機関（日本放送協

会津放送局を除く） 

日本放送協会津放送局に準ずる。 

一般乗合旅客自動車

運送事業会社 

（三重交通株式会社

等） 

(1) 災害応急活動のための県災害対策本部からの車両借り上げ要請に基づく応急輸送車の

派遣及び配車配分 

(2) 災害により線路が不通となった区間の鉄道旅客の代行輸送 

(3) 災害における学校、病院及び社会養護施設等の通学、通院利用者の臨時応急輸送 

一般社団法人三重県

トラック協会 

災害応急活動のための県災害対策本部からの車両借り上げ要請に対する即応体制の整備

並びに配車 

鉄道事業者 

（近畿日本鉄道株式

会社、 

伊勢鉄道株式会社） 

(1) 災害により線路が不通となった場合の自動車による代行輸送又は連絡他社線による振

替輸送 

(2) 線路、トンネル、橋りょう、停車場、盛土及び電気施設等その他輸送に直接関係ある

施設の保守管理 

 

ガス事業者（都市ガス (1) 需要者の被害復旧及び状況調査をして、需要者に対する特別措置の計画と実施 



津市 地域防災計画 

 10 

機関名 処理すべき事務又は業務 

事業者及び三重県津

ＬＰガス協議会） 

(2) 供給設備及び工場設備の災害予防及び復旧を実施し、需要者に対する早期供給 

 

６ 自衛隊 

処理すべき事務又は業務 

(1) 要請に基づく災害派遣 

(2) 関係機関との防災訓練への協力参加 

 

７ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関名 処理すべき事務又は業務 

産業経済団体 

（農業協同組合、森林

組合、漁業協同組合及

び商工会等） 

災害時の対策指導、被害調査の自主的な実施並びに必要資機材及び融資あっせんに対す

る協力 

文化、厚生、社会団体 

（日赤奉仕団、婦人

会、青年団等） 

被災者の救助活動及び義援金品の募集等への協力 

危険物施設等の 

管理者 

市等の防災機関と密接な連絡並びに危険物等の防災管理の実施 

各港湾施設の 

管理機関 

港湾施設（防潮堤、水門、防潮扉、岸壁等）の維持管理並びに災害予防、復旧の実施 

土地改良区、水利組合

等 

防災上危険と考えられる樋門、水路又は老朽ため池等施設の整備又は復旧工事の施工並

びに防災管理の実施 

自主防災組織、 

自治会等 

(1) 地域における災害予防に関すること 

(2) 避難時における地域活動に関すること 

(3) 災害時における地域の防災活動に関すること 

 



〔風水害等対策編〕 

 11 

第３章 市民の責務と事業所の役割 

 

○ 市及び防災関係機関が実施する防災対策には限界があることから、市民及び事業所は、法第７条

「住民等の責務」に基づき積極的に防災に寄与するよう努めなければなりません。 

 

第１節 市民の責務 

市民は、「自らの命は自ら守る」という防災の原点に立ち、積極的に防災対策に努めるとともに、

地域の一員として「自分たちのまちは、自分たちで守る」という連帯感のもと、地域の防災に寄与し

なければなりません。 

 

１ 自己管理 

災害に備えてローリングストックを含め、３日分以上の食料、飲料水等の備蓄を自ら実施するよう

努めます。 

 

２ 地域への協力 

地域住民が協力して救助、初期消火、要配慮者の避難支援等の応急対策活動が実施できるよう地域

の実情に即した自主防災組織の拡充と強化に努めます。 

 

３ 市及び防災関係機関への協力 

市及び防災関係機関が実施する防災に関する事業並びに災害発生時の救助・救援等の応急対策活動

に協力します。 

 
 

第２節 事業所の役割 

事業所は、事業所内の防災体制の充実を図るとともに地域の一員であることを自覚し、積極的に地

域の防災に寄与するよう努めなければなりません。 

 

１ 自己管理 

災害が発生した場合であっても、事業所内の従業員及び利用者の安全確保並びに経済活動の継続が

できるよう防災計画や事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に努めます。 

 

２ 地域への協力 

積極的に地域の防災活動に協力し、地域の防災に寄与するよう努めます。 

 

３ 市及び防災関係機関への協力 

市及び防災関係機関が実施する防災に関する事業並びに災害発生時の救助・救援等の応急対策活動
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に協力します。 

第３節 地区防災計画の提案 

地域における共助による防災活動を推進するため、地区内の居住者及び事業者は地区防災計画を作

成し、市防災会議へ提案することができます。市防災会議は、提案を受け、必要があると認めるとき

は、地域防災計画に定めるものとします。 

提案のあった地区防災計画は、資料編のとおりです。 
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第４章 津市の特性 

第１節 自然的条件 

 

１ 沿 革 

本市は、平成１８年１月１日に、２市６町２村が合併し、総人口約２９万人の津市となりました。 

本市では、平成３０年４月からを計画期間とする津市総合計画基本構想・第２次基本計画を新たに

策定し、６つの目標として「子どもたちの未来が輝くまちづくり」「安心して健やかに暮らせるまち

づくり」「いのちと暮らしを守るまちづくり」「心やすらぐ住みよいまちづくり」「自分らしく心豊か

に輝けるまちづくり」「魅力と活力を生み出すまちづくり」を掲げ、市民の皆様がそれぞれの幸せを

実感し、笑顔があふれ幸せに暮らせる県都を目指しています。 

 

２ 位置・面積・地勢 

本市は、北に鈴鹿市、亀山市と、西は伊賀市、名張市、奈良県御杖村、曽爾村と、南は松阪市と接

し、東は伊勢湾に臨み、三重県の中央部を横断して位置しています。 

面積は約 711ｋ㎡で、三重県の市町で最も面積が広く、総面積の 5,777ｋ㎡の約 12％を占めていま

す。 

本市の地勢は、山間地帯、丘陵地帯及び平野部の３地帯に分けることができます。 

西境沿いの山間地帯は、標高 700～1,000ｍの山々が連なる布引山地と一志山地からなります。 

布引・一志山地の山ろくは、東に向かって高度を減じつつ、標高 30～50ｍの丘陵地、丘陵地縁辺

の台地、伊勢平野の一部を形成する海岸平野へと階段状に広がり、布引・一志山地を源とする安濃川、

雲出川が伊勢湾に、また、市域内西端近くに流れる名張川が木津川、淀川を経由して大阪湾に注いで

います。 

 

３ 気 候 

本市は、三重県の中部山間地と伊勢平野の中心まであり、西方には布引山系を控え、海抜 1,000ｍ

級の山々に囲まれた極めて急峻な山間地となっています。また、本市の中央部は標高 50～300ｍの定

高性を持つ丘陵地帯です。 

東は伊勢湾に面し、自然堤防の低平な微高地まで含む都市で、四季の変化が明瞭であり、気候風土

は温和な土地柄です。 

春は、気温も急上昇し、天気は晴と雨が周期的に現れるようになります。高気圧に覆われ、夜間放

射冷却時には降霜がみられます。平年の梅雨は６月上旬から７月中旬で、特に梅雨末期には前線の活

動が活発となり、集中豪雨に見舞われることもあります。 

夏は、太平洋高気圧に覆われて天気は安定しますが、雷の発生も多く、夏期の後半になると台風の

襲来も多く見られます。 

秋は、特徴として秋霖（秋の長雨）が現われ、梅雨のような日が続くことがありますが、１１月に

なるとすがすがしい秋晴の日が多く現れます。 
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冬は、大陸からの寒気団により天候が左右されます。また寒気の強い時には降雪をみることがあり

ます。 
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第２節 社会的条件 

１ 人口・世帯 

(1) 総人口と世帯 

令和２年の国勢調査による本市の人口は、274,537人となっており、三重県の総人口の 1,770,254

人の 15.5％を占め、県内では四日市市（305,424人、三重県の総人口の 17.3％）に次いで２番目に

人口の多い市になります。 

世帯については、令和２年の国勢調査によると、117,663 世帯となっており、１世帯当たりの人

員は 2.33人で、三重県全体の平均 2.38人をわずかに下回っています。 

（令和２年国勢調査より） 

 

(2) 年齢別人口 

年齢別人口は、下表のとおりであり、少子高齢化は今後急速に進んでいく状況にあります。65歳

以上の高齢者人口の比率は、平成 27年には 27.7％であったものが令和２年には 29.4％と高齢化が

着実に進んでいます。 

 

■ 年齢別人口集計      

 男 女 総 数 

０～９歳  10,906  10,117  21,023 

10～19歳  12,793  12,184  24,977 

20～29歳  13,227  12,503  25,730 

30～39歳  14,544  13,947  28,491 

40～49歳  19,177  18,670  37,847 

50～59歳  17,450  17,806  35,256 

60～69歳  16,447  17,445  33,892 

70～79歳  16,442  19,347  35,789 

80～89歳  8,610  13,082  21,692 

90歳以上  1,616  4,144  5,760 

不  詳  2,325  1,755  4,080 

合  計  133,537  141,000  274,537 

 

（令和２年国勢調査より） 

 

 



津市 地域防災計画 

 16 

(3) 地域別人口の推移 

                                                                     （令和２年国勢調査より） 

 

２ 地域特性 

(1) 豊かな自然環境と広大な市域 

本市は、東部には白砂青松の面影を伝える海岸、中央部には緑あふれる田園と里山、西部には山

林、湖、渓流など、多様で豊かな自然環境に恵まれ、また、全国的にみても広大な市域を有してい

ます。 

こうした豊かな地域の中に、伊勢の海県立自然公園、室生赤目青山国定公園、赤目一志峡県立自

然公園などが位置し、海水浴、潮干狩り、温泉、ゴルフ、キャンプ、ハイキングなどに、県内外か

ら多くの入込客があります。 

(2) 地理的な優位性 

本市は、三重県の中央部にあって、中部圏と近畿圏との結節点に位置しており、名古屋市、大阪

市にも容易にアクセスが可能です。 

このことから、北勢、伊賀、南勢志摩、奥伊勢、東紀州などを結ぶ交通ネットワークの拠点に位

置し、また、奈良県を通しての近畿圏からの「玄関口」として、さらに中部国際空港への海上アク

セスを通じて国内・国外の諸都市からの「玄関口」ともなる地域といえます。 

(3) 多様な歴史・文化資源 

（人） 
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本市は、古くは海上交易の港町として、また、藤堂藩政下における城下町としての歴史を広く地

域に刻む一方、伊勢神宮に向かういくつかの街道が形成されてきたことによって、東西の文化に接

し、全国の情報が集まる地域となっていました。そのため、本圏域には、様々な貴重な史跡や文化

財など地域固有の歴史・文化が伝承され、これらが今日の日常生活の中にも息づいています。 

(4) 都市機能の集積 

本市は、県庁所在地として国、県の行政機関が数多く立地しているほか、企業の本社、支店、営

業所が多数開設され、三重県の経済活動の拠点となっています。 

また、国立大学法人三重大学、三重県立看護大学、津市立三重短期大学などの高等教育機関が立

地しているほか、国立大学法人三重大学医学部附属病院、独立行政法人国立病院機構三重中央医療

センター、独立行政法人国立病院機構三重病院、独立行政法人農業・生産系特定産業技術研究機構

野菜茶業研究所など高度で専門的な医療機関や研究機関も設置されています。 

さらには、みえ市民活動ボランティアセンターをはじめ、合併市町村にも市民活動の場が提供さ

れていますし、県全体の文化振興の拠点でもある三重県総合文化センター、三重県立博物館、三重

県立美術館、市の地域の文化交流拠点となる文化施設も整備されるなど、都市機能が集積した恵ま

れた地域といえます。 

(5) 多様な産業活動 

本市は、県都という都市の特徴から都市機能が集積し、行政機関から金融機関、各種サービス機

関まで幅広く立地しているほか、多くの観光・レクリエーション資源も有する地域でもあることか

ら、第３次産業の構成比が高い産業構造になっています。 

また、市の恵まれた自然環境を生かして、第１次産業としては、米、野菜、茶、花き・花木、果

樹などの農産物をはじめ、杉などの優良木材が生み出されているほか、伊勢の海や雲出川などでの

漁業も盛んです。 

第２次産業としては、市の各地域において工業団地や工場適地への製造業を中心とした立地によ

って、電気機械器具、輸送用機械器具などの製造品出荷額が多く、活発で多様な産業活動が行われ

てきています。 

 



津市 地域防災計画 

 18 

第３節 対象とする災害 

この計画の作成に当たっては、市における地勢、地質構造、気象等の自然条件に加え、人口等の社

会的条件及び過去において発生した各種災害の経験を勘案し、発生するおそれのある次の災害を対象

としました。 

(1) 台風による災害 

(2) 集中豪雨等の異常降雨による災害 

(3) 崖崩れ、土石流、地滑りによる災害 

(4) 竜巻や突風による災害 

(5) 大規模火災 

(6) その他大規模な災害 

 

第４節 災害の記録 

津市における各災害の主なものは、資料編のとおりです。 
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第２編 災害予防計画 
 

第１章 災害に強いまちづくり 

 

第１節 災害に強いまちづくりの計画的な推進 

 

○ 市民と行政が一体となって平常時から防災について取り組み、災害に強いまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 災害に強い防災基盤の整備（危機管理部、建設部、都市計画部、上下水道事業局、上

下水道管理局、政策財務部、農林水産部、環境部） 

災害に強いまちをつくるためには、都市構造の防災性を高めていくことが重要です。 

このため、一時避難場所となるオープンスペース、避難路、防災拠点などの防災基盤を始め、道路、

河川、ライフライン等の社会基盤の整備の計画的推進を図ります。 

また、要配慮者の方々が安全にかつ安心して暮らせるまちづくりを進めることが災害に強いまちに

つながることから、ユニバーサルデザインのまちづくりと合わせて、環境への負荷をできる限り抑え

た持続可能な社会の形成を住民参画のもとで推進します。 

市民においても、災害に強いまちづくりについて「自分たちのまちは自分たちで守る。」という自

覚をもち、住民の主体的な防災組織・まちづくり組織の拡充と強化を図ることが重要です。 

(1) 防災空間の確保 

一時避難場所としての公園・緑地の整備や農地の保全、緊急輸送道路としての幹線道路の整備を

推進します。 

また、土地所有者等による敷地後退（セットバック）を推進し、緊急車両等が進入可能な道路幅

員を確保するため、津市狭あい道路整備事業助成金交付制度の活用を促進、啓発します。 

(2) 防災拠点の整備 

地域のコミュニティ施設は日常的な防災活動の拠点として、また、災害時の避難所は救援物資や

各種情報を入手でき、復旧・復興に向けての取組を進める地域の拠点として機能することから、こ

の整備・確保を推進します。 

(3) 総合的かつ計画的な施設整備の推進 

道路整備、河川改修、下水道整備等の各種事業の整備を推進します。 

災害に強いまちづくりの 

計画的な推進 

１ 災害に強い防災基盤の整備 

２ 防災性向上のための公共施設の整備 

３ ライフライン施設の整備 
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(4) 防災意識の高揚と自主防災組織の強化 

市民の防災に対する意識を高めるとともに、自主防災組織の拡充と強化を図ります。 

(5) 山地災害等への対応 

   治山事業や砂防事業等を促進し、山地災害防止に努めます。 

(6) 海岸保全施設の整備 

   海岸保全施設は、高潮災害の防止・軽減に有効な施設であることから、護岸堤防の整備促進を図

ります。 

 

２ 防災性向上のための公共施設の整備（建設部、上下水道事業局、上下水道管理局、都

市計画部） 

道路、河川、上下水道等各種公共施設は、防災上の役割や住民にとって必要不可欠なライフライン

としての性格を有しており、災害に強い施設の整備促進を図ります。 

また、日常の管理が災害時の被害の減少につながることから、その点検整備を推進するとともに、

必要に応じ施設の補修、補強、更新等を計画的に実施します。 

 

３ ライフライン施設の整備（指定公共機関、指定地方公共機関） 

電気、ガス、電話、公共交通機関等は災害時に備え日常の保守管理を充分に行うとともに、必要に

応じ施設の補修、補強、更新等を計画的に実施します。 

また、災害時に備え防災関係マニュアルの整備や復旧訓練を実施し、災害に対する能力向上を図り

ます。 
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第２節 水害予防計画 

 

○ 水害に対する安全を確保するために、河川の改修をはじめ調整池の確保や下水道施設等の整備を

進めるなど、流域全体の総合的な治水対策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 河川改修による治水対策の推進（建設部） 

本市が管理する準用河川の未整備区間の改修を進め、治水安全度を向上させるとともに、国・県が

管理する一・二級河川の整備との連携を図りながら、水系を一貫した治水対策を推進します。 

 

２ 下水道等の整備による浸水区域の解消（上下水道事業局、上下水道管理局、建設部） 

都市化の進展による雨水流出量の増大に対処するため、公共下水道及び排水路の新設・改修とポン

プ場の整備を進め、浸水区域の解消に努めます。 

 

３ 総合的な治水対策の推進（建設部、上下水道事業局、上下水道管理局、農林水産部、

都市計画部） 

雨水の流出抑制対策を多面的に行い、総合的な治水対策を推進するため、農業用ため池の調整池と

しての活用や農地の保水機能の確保、道路における浸透ますや透水性舗装など雨水の地下浸透施設及

び各戸における雨水貯留や雨水の再利用施設の普及を促進します。 

また、市が管理する地下道等で冠水する危険性の高い箇所については、排水ポンプを設置する

など、道路交通の安全性の確保を図ります。 

開発行為に対しては、土地利用を適切に行うよう規制、誘導をするとともに、雨水対策としては、

調整池等の雨水流出抑制施設の設置により、雨水流出量の抑制を図ります。 

 

４ 浸水想定区域内の事業所等における対策の促進（危機管理部、建設部） 

  浸水想定区域内の事業所等（地下街、要配慮者利用施設、大規模工場等）については、水防法第 15

条の規定に基づき、避難確保計画及び浸水防止計画の作成、自衛水防組織の設置、訓練の実施等の措

置を実施します。 

３ 総合的な治水対策の推進 

水 害 予 防 計 画  

１ 河川改修による治水対策の推進 

２ 下水道等の整備による浸水区域の解消 

４ 浸水想定区域内の事業所等における対策の促進 
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 (1) 避難確保計画及び浸水防止計画 

  ア 避難確保計画及び浸水防止計画で定める事項 

・洪水時の防災体制に関する事項 

・洪水時の避難の誘導に関する事項 

・洪水時の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項 

・洪水時を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項 

・その他、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項 

  イ 避難確保計画等の報告及び公表 

避難確保計画又は浸水防止計画を作成・変更したときは、その旨を津市に報告するとともに、

ホームページへの掲載やパンフレット等を作成するなどして公表します。 

 (2) 自衛水防組織 

洪水時に施設の利用者等の迅速かつ円滑な避難を確保し、被害の軽減と拡大の防止を図るため、

自衛水防組織の活動体制を確立します。 

 (3) 事業所等（地下街、要配慮者利用施設、大規模工場等）の措置 

  ア 地下街等における措置 

    地下街等の所有者又は管理者は、地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び

浸水防止を図るために、避難確保計画及び浸水防止計画を作成するとともに、自衛水防組織を設

置し、訓練を実施しなければなりません。 

  イ 要配慮者等が主として利用する施設における措置 

    浸水想定区域内にある社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する

者が利用する施設の所有者又は管理者は、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、

避難確保計画を作成するとともに、訓練を実施します。また、自衛水防組織を設置するよう努め

ることとします。 

    浸水想定区域内にある要配慮者等が主として利用する施設は、資料編のとおりです。 

ウ 大規模工場等における措置 

    大規模工場等の所有者又は管理者は、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避

難確保計画の作成に努めます。また、自衛水防組織を設置するとともに、訓練を実施するよう努

めなければなりません。 
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第３節 土砂災害等予防計画 

 

○ 地すべり、がけ崩れ、土石流等による土砂災害の発生が予測される危険箇所については、防災体

制の整備、予防措置の指導及び防災工事など各種の予防対策を講じ、地域住民の安全確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂災害等予防計画 

⑴ 危険箇所の把握 

⑵ 治山事業の促進 

⑶ 砂防事業等の促進 

⑷ 造成地等宅地災害の予防 

 

⑵ 情報伝達体制 

 

⑴ 土砂災害に関する情報の把  

 握 

 

⑶ 警戒避難体制の整備 

 

⑴ 土砂災害警戒区域の指定 

 

⑵ 情報の収集 

 

⑶ 警戒避難体制の整備 

 

⑷ 住民への避難支援等 

⑸ 情報伝達を要する施設 

 

⑹ 土砂災害警戒区域内の要配 

慮者利用施設における対策の

促進 

 

１ 土砂災害等予防 

計画 

２ 土砂災害対策 

３ 土砂災害警戒区 

域への対策 

の対策 
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１ 土砂災害等予防計画 

(1) 危険箇所の把握（農林水産部、建設部） 

市は、関係機関と協力し、地すべり、がけ崩れ、土砂流出等による土砂災害の発生が予想される危

険箇所のパトロールを実施し、正確な実態の把握に努めます。 

(2) 治山事業の促進（農林水産部、各総合支所） 

森林は、山地の崩壊防止、土砂の流出防止のほかに洪水防止、水資源のかん養等、環境保全及び防

災上大きな役割を果たしています。 

このため、崩壊危険地及び崩壊地、未植栽地並びに侵食された渓流などの荒廃山地に起因する災害

の防止及び軽減を図るための治山事業の促進を図ります。 

併せて機能の低下した保安林、被災保安林等を改良し、水源かん養機能、土砂崩壊、流出防備等の

防災機能と大気浄化、温暖化防止等の環境保全機能を発揮する森林の造成及び改良に係る保安林整備

事業の促進を図ります。 

(3) 砂防事業等の促進（建設部） 

ア  砂防対策 

荒廃した山地、渓流の土砂流出、集中豪雨等の土石流等による災害から、市民の生命、財産を

守るため、土石流危険渓流を把握するとともに、砂防えん堤の築造と侵食による土砂流出防止の

護岸工事等の砂防事業を促進します。 

併せて、砂防指定地における標識の設置を含めて防災意識の普及を推進します。 

イ  急傾斜地対策 

集中豪雨等によるがけ崩れ災害に対処するため、傾斜度 30 度以上、高さ５ｍ以上で急傾斜地

の崩壊により危害の生ずるおそれのある人家が５戸以上、又は５戸未満であっても、官公署、学

校、病院に危害が生ずるおそれのある区域は、「急傾斜地崩壊危険区域」としての指定と崩壊防

止工事の促進を図ります。 

また、急傾斜地崩壊危険区域における標識の設置を含めて防災意識の普及を推進します。 

ウ 地すべり対策 

地すべりは、特殊な地質のところで土地の一部が地下水等に起因して移動する現象ですが、地

すべりによる危険箇所の把握に努め、「地すべり防止区域」の指定と防止工事の促進を図ります。 

(4)  造成地等宅地災害の予防（都市計画部、建設部） 

ア 宅地造成地工事に伴う土砂の流出、擁壁の倒壊などによる被害を防止するため、関連する法令

や技術基準に基づき指導します。 

イ 既存の造成宅地について、住民に対して大規模盛土造成地マップによる情報提供を行い、防災

意識の向上を図るとともに、大規模地震等による宅地被害の軽減を目的とする、対策工事の必要

性を検討するための調査を行います。 

ウ  土砂災害特別警戒区域、災害危険区域（未指定）又は建築基準法第 40条の適用を受ける宅地に 

存する危険な既存不適格住宅の移転を推進し、安全な住環境の整備に努めます。 

エ   豪雨等による宅盤等の変状による二次災害の防止を図るため、建築又は土木技術者を対象に、

県が実施する被災宅地危険度判定士講習会への参加を促し、判定士の養成に努めます。 
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２  土砂災害対策 

(1)  土砂災害に関する情報の把握（危機管理部） 

    津地方気象台と三重県が共同で発表する土砂災害警戒情報や、三重県土砂災害情報提供システム

等により土砂災害の危険度情報を把握するとともに、監視を行います。 

     また、津地方気象台や三重県が発信する雨量情報等を収集し、防災活動や住民等への避難情報発

令の判断材料として活用します。 

(2)  情報伝達体制（危機管理部、政策財務部） 

   土砂災害発生の前兆現象を確認した時や、三重県土砂災害情報提供システム等により、土砂災害

発生の危険が高まっていることを確認した場合は、土砂災害の避難情報発令の判断基準に基づき、

必要に応じて次の伝達方法を用いて避難情報を伝達します。 

   ア 同報系防災行政無線 

   イ 津市防災情報メール（多言語版を含む。） 

   ウ ファクス配信 

   エ エリアメール 

   オ ＣＡＴＶ（データ放送を含む。） 

   カ 広報車 

キ  ホームページ 

ク  津市公式アプリケーション「津ぅなび」 

ケ  緊急告知ラジオ 

コ 電話応答サービス 

(3)  警戒避難体制の整備（建設部、農林水産部、危機管理部、市民部、各総合支所、各施設管理者） 

  ア 警戒体制の整備（建設部、農林水産部、各総合支所） 

   (ｱ) 状況の把握 

豪雨や長雨等により、土砂災害が発生するおそれがある時は、パトロール等を行うことに 

より、状況の把握に努めます。 

   (ｲ) 危険箇所の点検 

発災後の降雨等により発生が予想される土砂災害等の二次災害の防止、軽減を図るため、土

砂災害危険箇所の点検を行います。 

その結果、危険性が高いと判断された箇所について、関係機関や市民に周知を図るほか、警

戒避難の実施など、必要な応急対策を行います。 

   (ｳ) 災害発生場所の調査 

      土砂災害が発生した場合は、早急に被害状況や今後の被害拡大の可能性等について現地確認

を行い、必要に応じて不安定土砂の除去、仮設防護柵の設置等の応急工事を行います。 

また、道路など交通機関への影響がある場合は、市民等に周知するための応急の表示等を行

い、危険を回避します。 

イ  避難体制の整備（危機管理部、市民部、各総合支所、各施設管理者） 

(ｱ) 避難開始の基準 

      第２編 第３章 第１節の３「避難開始の基準の設定」のとおりとします。 

   (ｲ) 自主的な避難 
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      第２編 第３章 第４節のとおりとします。 

(ｳ) 避難計画の策定 

       第２編 第３章 第５節のとおりとします。 

   (ｴ) 避難体制の整備 

      第２編 第３章 第６節のとおりとします。 

   

３ 土砂災害警戒区域への対策 

(1) 土砂災害警戒区域の指定（建設部、危機管理部） 

ア  土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 57 号。

以下｢土砂災害防止法｣という。）第７条の規定に基づき、三重県において、土砂災害危険箇所等

の土砂災害発生の危険がある箇所で警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として土砂災害

警戒区域（以下「警戒区域」という。）に指定しています。 

  警戒区域の一覧は、資料編のとおりです。 

イ  警戒区域への対策 

警戒区域については、土砂災害防止法第８条の規定に基づき、必要な事項を定めて対応を図り

ます。 

ウ  住民への情報伝達 

三重県が土砂災害警戒区域の指定を行った場合には、当該地区ごとに土砂災害に関する情報の

伝達方法、避難先に関する情報、その他円滑な避難を確保する上で必要な事項を定めた地区ごと

の土砂災害ハザードマップを作成し、配布するほか、市ホームページに掲載するなど周知を行い

ます。 

 (2)  情報の収集（危機管理部） 

津地方気象台と三重県が発表する土砂災害警戒情報や、三重県土砂災害情報提供システム等に

より、警戒区域ごとの土砂災害危険度情報の監視を行い、状況を把握します。 

また、津地方気象台や三重県が発信する雨量情報等を収集・分析し、迅速な住民等への避難情

報発令の判断材料として活用します。 

 (3) 警戒避難体制の整備（建設部、農林水産部、消防本部、各総合支所） 

ア  警戒体制の整備 

    (ｱ) 状況の把握 

豪雨や長雨等により、土砂災害が発生するおそれがある時は、パトロール等を行うことに

より、状況の把握に努めます。 

(ｲ) 監視体制 

土砂災害警戒情報が発表された後、三重県土砂災害情報提供システムにおいて、土砂災害危

険度が薄紫色（非常に危険）となった地域を特定し、消防本部・消防団による危険箇所の巡視

を行います。 
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   【土砂災害危険箇所監視体制】 

 

気象台・三重県 

（土砂災害警戒情報発表） 

 

 

津市災害対策本部 （土砂災害警戒情報発表地域の特定） 

 

    （土砂災害危険箇所の巡視を要請） 

           

 

 

 

      （消防署に巡視の実施を指示）      （方面団に巡視の実施を指示） 

 

 

 

 

 

※ 巡視結果の報告は、連絡体制の逆の流れとする。 

   ※ この体制は、一般の土砂災害対策においても適用するものとする。 

 

(ｳ) 危険箇所の点検 

発災後の降雨等により発生が予想される土砂災害等の二次災害の防止、軽減を図るため、土

砂災害危険箇所の点検を行います。 

その結果、危険性が高いと判断された箇所について、関係機関や市民に周知を図るほか、警

戒避難の実施など、必要な応急対策を行います。 

イ  避難体制の整備 

(ｱ) 避難計画の作成 

地域で土砂災害に係る説明会やワークショップ等を開催し、土砂災害の危険についての理解

を深めるとともに、タウンウォッチングや避難訓練を通じ、地域における危険箇所や避難経路

の確認を行い、避難方法や避難計画の作成など、避難体制づくりを推進します。 

    (ｲ) 土砂災害避難施設・土砂災害避難協力施設の指定 

      三重県の指定による土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域並びに三重県の定める土砂

災害危険箇所内に所在する避難所について、土砂災害を受ける可能性が高い場合又は土砂災害

を受けるおそれがある場合等に、その代替となる民間施設等をあらかじめ土砂災害避難施設又

は土砂災害避難協力施設として指定することを推進します。 

≪土砂災害避難施設の選定基準≫ 

    ａ  土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域並びに土砂災害危険箇所の範囲外でその周

消防本部 

消防長 消防団長 

消防署  各方面団本部 

消防署長 分署長 分遣所長 方面団長 

災害状況、活動状況の共有 

土砂災害危険箇所の 

巡視を実施 

状況に応じて、広報 

活動を併用する 
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辺等に所在する建物 

     ｂ  有効的な避難スペース（避難者一人当たりの面積が、概ね１㎡）及び有効的な避難スペー

スまでの有効な避難経路を有する建物 

ｃ 浸水及び暴風により構造耐力上支障のある事態を生じない構造の建物 

ｄ 日常的に使用され、又は管理されている建物 

ｅ 避難所として指定されていない建物 

ｆ いつでも避難できる建物  

≪土砂災害避難協力施設の選定基準≫ 

ａ 土砂災害避難施設の①～⑤と同じ 

   ｂ 所有者又は管理者が認める日時に限り避難することができる建物 

(4)  住民への避難支援等（危機管理部） 

   市は、土砂災害ハザードマップを活用し住民等に危険度の周知を行うとともに、地区防災計画

の策定や避難訓練に対する支援を行うほか、土砂災害避難施設等の更なる確保に努めます。 

     また、住民に対して、大雨警報（土砂災害）が発表された場合、あらかじめ指定した土砂災害

避難施設等に避難するよう啓発します。 

  ア 住民への避難誘導 

    大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報が発表された時は、土砂災害時に避難できる指定避難 

所や土砂災害避難施設等安全な場所へ避難誘導を行います。ただし、既に土砂災害時に開設しな

い指定避難所へ避難していた場合は、速やかに土砂災害時に避難できる指定避難所や土砂災害避

難施設等安全な場所へ誘導を行います。 

イ 住民による避難 

    土砂災害が発生することに備えて、土砂災害警戒区域等の居住者は、以下のことに留意し、迅速 

な避難行動がとれるようにします。 

(ｱ) 自主的な避難 

テレビ・ラジオ・インターネット等で最新の気象情報、災害情報、避難情報、土砂災害の前 

兆現象等に留意し、異常を感じた場合や市から「自主避難」の呼びかけがあった場合は、安全

な場所に自主避難を行います。 

(ｲ) 避難情報による避難 

     市から避難情報の発令があった場合は、あらかじめ定められた指定緊急避難場所等に避難 

する立ち退き避難（水平避難）を基本としますが、立ち退き避難する余裕がない場合や、立ち 

退き避難が危険な状況である場合には、急傾斜地等の反対側の上階に屋内避難（垂直避難）す 

ることとします。 

   (ｳ) 地域における共助による避難 

     自主防災組織等が中心になって、避難行動要支援者等に配慮し、避難支援を行います。 

   (ｴ) 指定緊急避難場所への避難 

     土砂災害の危険性が生じた場合は、土砂災害時でも避難できる一時避難場所や指定避難所、 

土砂災害避難施設へ避難を行います。 

(5)  情報伝達を要する施設（危機管理部） 

土砂災害防止法第８条第１項第４号の規定に基づき、警戒区域内に社会福祉施設、学校、医療

施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設がある場合には、円滑な警戒避難
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が図れるよう、事前に、ファクス配信等を活用して、土砂災害に関する情報等の伝達を行います。 

(6)  土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設における対策の促進（危機管理部） 

土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設については、土砂災害防止法第 8 条第１項第４号の規

定に基づき、避難確保計画の作成、訓練の実施等の措置を実施します。 

   ア  避難確保計画 

   (ｱ) 避難確保計画で定める事項 

・土砂災害が発生するおそれがある場合の防災体制に関する事項 

・土砂災害が発生するおそれがある場合の避難の誘導に関する事項 

・土砂災害が発生するおそれがある場合の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項 

・土砂災害を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項 

・その他、土砂災害が発生する恐れがある場合の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要

な措置に関する事項 

(ｲ) 避難確保計画等の報告及び公表 

避難確保計画を作成・変更したときは、その旨を津市に報告するとともに、ホームページ 

の掲載やパンフレット等を作成するなどして公表します。 

  イ  要配慮者利用施設の措置 

土砂災害警戒区域内にある社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要

する者が利用する施設の所有者又は管理者は、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

め、避難確保計画を作成するとともに、訓練を実施します。 

土砂災害警戒区域内にある要配慮者等が主として利用する施設は、資料編のとおりです。 
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第４節 公共施設・ライフライン施設災害予防計画 

 

○ 道路、河川、鉄道、電気、上下水道、ガス等の公共施設の被害は、避難、救護、復旧対策に大き

な障害となるため、災害に強い公共施設を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 道路・橋りょうの整備（建設部） 

(1) 道路・橋りょうの安全確保 

道路・橋りょうは市民の日常生活の面で重要な役割を担っていますが、市民の避難路や応急対策

活動、応急復旧活動の動脈として欠くことのできない都市施設であることから、道路管理者は、道

路網とその安全性の確保を計画的に推進します。 

(2) 幹線道路の整備 

災害発生時の避難及び救助活動の迅速化を図るため、道路管理者は、緊急輸送道路をはじめとす

公共施設・ライフライン施設 

災害予防計画 

１ 道路・橋りょうの整備 

２ 河川の改修 

５ 漁港施設の整備 

６ 上水道施設の整備 

７ 下水道施設の整備 

８ 公共交通機関の整備 

10 電力施設の整備 

11 ガス施設の整備 

12 廃棄物処理施設の整備 

４ 港湾施設の整備 

９ 地域コミュニティ施設・教育施設の整備 

３ 海岸保全施設の整備 
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る幹線道路や地域の生活の基盤となる重要な生活道路の整備を計画的に推進します。 

(3) 橋りょうの整備 

道路管理者は、橋りょうの劣化や損傷の有無の把握に努めるとともに、耐震化、長寿命化を推進

し、災害時の機能確保を図ります。 

(4) 孤立集落の安全確保 

孤立集落に接続する道路は、落石・法面崩壊の対策を必要とする箇所にあることから、これらの

災害防除事業を推進します。 

 

２ 河川の改修（建設部） 

本市の管理する河川は、準用河川をはじめとして支線水路まで至りますが、損壊等に起因する浸水

を未然に防止するため、河川管理者は、その果たすべき機能が確保されるよう、必要な改修を行いま

す。 

 

３ 海岸保全施設の整備（建設部） 

海岸保全施設は、昭和 34 年の伊勢湾台風等により甚大な被害を被り、その災害復旧として、伊勢

湾等高潮対策事業により整備されましたが、年月の経過により、海岸護岸の老朽化、地盤沈下、海浜

の侵食等により機能低下が生じているものもあります。 

このため、施設管理者は、南海トラフを震源とする大規模地震等を想定し、耐震性の向上対策、津

波や液状化対策等による安全性の確保について、海岸保全施設の整備を要望します。 

 

４ 港湾施設の整備（都市計画部） 

中部国際空港海上アクセス基地（津なぎさまち）は、中部国際空港と津市を結ぶ海上交通拠点とし

て重要な公共交通の役割を果たしていることから、施設の安全性の確保に努めます。 

また、災害時の被災状況によって海上の緊急輸送が必要な事態が生じた場合は、緊急の輸送基地と

しての活用を図ります。 

 

５ 漁港施設の整備（農林水産部） 

漁港は、市民の多様なニーズに対応した水産物の安定的な供給を行うため、漁獲物の陸揚げと流通

の拠点として重要な役割を果たしていることから、施設の安全性の確保に努めます。 

また、災害時の被災状況によって海上の緊急輸送が必要な事態が生じた場合は緊急の輸送基地とし

ての活用を図ります。 

 

６ 上水道施設の整備（上下水道事業局、上下水道管理局） 

災害による配水管等の破損に伴う水道水の断水を最小限にとどめるために、配水区域の多系統化に

よる危険回避に努めるとともに、水道施設及び管路の耐震化並びに浄水及び配水施設における非常用

電源設備の確保等を計画的に進めます。電力会社との間で運用している、２４時間体制の専用電話を

活用し、停電からの施設の迅速な復旧に努めます。 
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また、被災時における応急給水を円滑に行うため、応急給水施設や資機材の整備、充実を図るとと

もに、円滑な応急復旧を行うため、管理図書の整備・保管等を適切に行います。 

 

７ 下水道施設の整備（上下水道事業局、上下水道管理局） 

下水道の老朽化施設については、計画的な改築を進めます。 

新たな施設については、地質、構造等の状況を配慮して災害対応の強化に努めます。 

災害時においても住民の安全で衛生的な生活環境を確保するため、下水道の機能を最低限維持する

とともに、施設の被害を最小限に抑え、早期の機能回復を図るため、次の措置を講じます。 

(1) 施設の損壊等による下水の滞留に備え、施設の複数化や雨水管渠の活用等のバックアップ機能の

導入に努めます。 

(2) 被災状況を迅速かつ的確に把握する体制、システムの整備に努めます。 

(3) 下水道施設における非常用電源設備の確保等を計画的に進めます。 

(4) 災害時に必要な応急復旧資材の確保に努めます。 

(5) 迅速かつ円滑な応急復旧を行うため、管理図書の整備・保管を図ります。 

(6) ポンプ場の耐水対策を図ります。 

(7) 電力会社との間で運用している、２４時間体制の専用電話を活用し、停電からの施設の迅速な復

旧に努めます。 

 

８ 公共交通機関の整備 

(1) 鉄道（鉄道事業者） 

列車運転の安全確保に必要な路線及び諸設備の実態と周囲の諸条件を把握し、管区内施設の維持

改良に努めるとともに、災害に対処し得る次の体制を整備しておきます。 

ア 東海旅客鉄道株式会社 

(ｱ) 鉄道施設の安全対策の推進 

橋りょう、土木構造物等の線路建造物及び電気、建築施設を主体に、線区に応じた補強対策

を推進し、安全性の向上を図ります。 

(ｲ) 情報連絡施設の整備 

防災情報システム導入による運転保安の強化を図ります。 

(ｳ) 復旧体制の整備 

ａ 復旧要員の動員及び関係機関との協力応援体制 

ｂ 復旧用資材の配置及び整備 

ｃ 災害に関する知識の普及 

ｄ 訓練の実施 

イ 近畿日本鉄道株式会社 

災害発生時における鉄道の被害を軽減するとともに、被害が発生した場合に迅速な復旧を図り

輸送機能を確保するため、次の対策を講じます。 

(ｱ) 施設の防災構造の強化 

大雨による浸水あるいは盛土箇所の崩壊等による災害を防止するため、線路の盛土、法面改

良等を図ります。 
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(ｲ) 情報連絡施設の整備 

迅速に各種情報を周知徹底させるため、通信施設の整備拡充を図ります。 

(ｳ) 復旧体制の整備 

ａ 復旧要員の動員及び関係機関との協力応援体制 

ｂ 応急復旧用資機材の配置及び整備 

ｃ 列車及び旅客の取り扱い方の徹底 

ｄ 消防及び救護体制 

ｅ 防災知識の普及 

ウ その他の鉄道事業者 

日本貨物鉄道株式会社、伊勢鉄道株式会社についても同様の体制を整備します。 

(2) バス（一般乗合旅客自動車運送事業者） 

災害に対処できるよう、次の体制の整備を図ります。 

ア 三重交通株式会社 

(ｱ) 復旧体制の整備 

ａ 災害復旧に基づく派遣車両並びに乗務員の確保と車庫及び輸送に直接関係する建物、保安

施設、無線局の管理 

ｂ 訓練の実施と知識の普及及びマニュアルの充実 

(ｲ) 情報連絡施設の整備強化 

バス車両無線の全車搭載への計画的取組 

イ その他の一般乗合旅客自動車運送事業者 

その他の一般乗合旅客自動車運送事業者についても同様の体制を整備します。 

 

９ 地域コミュニティ施設・教育施設の整備（各施設管理者） 

避難場所となる小・中学校等の教育施設や、地域の防災の拠点となるコミュニティ施設について、

優先かつ計画的に耐震改修等により施設の安全性を確保します。 

 

10 電力施設の整備（中部電力パワーグリッド株式会社） 

災害時における電力供給を確保し、社会生活の維持を図るため、電力設備の防護対策等、日常の防

災に努めます。 

(1) 送電設備、変電設備、配電設備等については、耐震対策など平常時から災害を考慮した対策を講

じます。 

(2) 被災状況を迅速かつ的確に把握する体制、システムの整備に努めます。 

(3) 災害復旧用資機材（移動用変圧器、発電機車等）を確保するとともに、緊急時の輸送体制を整備

します。 

(4) 避難施設、公共機関、病院等への優先復旧について計画を策定します。 

(5) 迅速かつ円滑な応急復旧を行うため、管理図書の整備を図ります。 

 

11 ガス施設の整備 

(1) 都市ガス（都市ガス事業者） 
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災害時の都市ガス施設の災害及び二次災害を防止するとともに、災害が発生した場合の被害拡大

防止のため次の対策を実施します。 

ア 新規に埋設する管は、耐震性に優れ耐食性の高い材質とします。また、経年管についても計画

的に更新します。 

イ 被災状況を迅速かつ的確に把握する体制、システムの整備に努めます。 

ウ 災害復旧用資機材・車両等の確保や緊急時の輸送体制を確保します。 

エ 重要施設への供給を早期に確保するため、臨時供給方法についてあらかじめ計画を策定します。 

オ 迅速かつ円滑な応急復旧を行うため、管理図書の整備を図ります。 

(2) ＬＰガス（ＬＰガス事業者） 

ア ＬＰガス容器について、流失及び転倒防止措置を実施します。 

イ 被災状況を迅速かつ的確に把握する体制、システムの整備に努めます。 

 

12 廃棄物処理施設の整備（環境部） 

(1) 管理体制 

廃棄物処理施設が被災した場合には、施設運営が困難となり、生活環境に影響を及ぼすことにな

るので、平常時から耐震性の確保や燃料の供給停止への備えなど施設の管理を十分に行います。ま

た、被害が生じた場合には、迅速に応急対策を図り、そのために必要な手順や必要最低限の機材、

予備部品等を確保します。 

(2) 応援体制の整備 

災害による処理施設、機材等の不足に対応するため、県内市町はもとより他都道府県や民間企業

についても応援体制の整備を推進します。 

(3) 仮置場の候補地の選定 

災害により発生した廃棄物等を一時的に集積しておくための仮置場の候補地を選定しておきま

す。 
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第５節 農林漁業災害予防計画 

 

○ 災害に強い農業、畜産業を推進するための施策を行います。 

○ 災害に強い森林づくりを推進するため森林の適正管理を進め、治山・砂防対策の推進により土砂

流出防止等の機能を保持向上させます。 

○ 水産基盤の整備に努めるとともに、被災しやすい施設については各種指導により被害防止に努め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 農業、畜産業の災害予防（農林水産部） 

(1) 防災営農施策 

災害による農作物被害(病害虫を含む)の減少を図るための施策を推進します。 

(2) 農地保全 

ア 湛水被害を生ずるおそれのある地域においては、排水施設の整備を行い、災害の防止に努めま

す。 

イ ため池の決壊等の災害を防止するため、ため池管理者と連携し、日常管理の中で異常等の早期

発見に努めるなど監視を強化するとともに、今後のため池整備については、ため池の規模、老朽

度及び下流域への影響等から危険度の高いため池を中心に、県の「第６次三重県地震防災緊急事

業５カ年計画」に基づく県営土地改良事業等の手法により計画的に改修を進めます。 

    また、浸水等の被害が想定されるため池ごとに被害想定地域等に関する情報、避難先に関する

情報、その他円滑な避難を確保する上で必要な事項を定めた、ため池ハザードマップを作成し、

配布するほか、ホームページに掲載するなど周知を行います。 

  なお、台風等による豪雨時には、「ため池防災支援システム」の活用により、ため池の決壊と

下流被害の危険度をリアルタイムで予測し、ため池管理者等関係機関に情報提供を行います。 

ウ 洪水、土砂災害、湛水等に対して、農地、農業用施設を守るため防災ダム、防災ため池等の整

備を進めるほか、洪水防止などの農業の有する多面的機能を適切に発揮するため、農業用用排水

施設の整備、更新・補修、老朽ため池の補強、低・湿地地域等における排水対策、降雨時による

農地の浸食対策等について、総合的に農地防災事業を推進し、災害発生の未然防止を図ります。 

(3) 家畜伝染病の発生予防及びまん延防止対策 

三重県中央家畜保健衛生所と連絡を密にし、災害発生時に県が実施する家畜伝染病の調査や家畜

伝染病予防法の規定に基づく伝染病の発生予防・予察及びまん延防止のための必要な措置（検査、

農林漁業災害予防計画 

１ 農業、畜産業の災害予防 

２ 林業の災害予防 

３ 漁業の災害予防 
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注射、消毒等）に対して協力します。 

 

２ 林業の災害予防（農林水産部） 

(1) 森林の適正管理 

林野災害を未然に防止するため、森林の適正な管理を推進し、森林の公益的機能を目的として指

定されている保安林の保全を図ります。 

(2) 森林の荒廃防止 

森林の荒廃を予防・復旧するため、伐採等の人為的原因及び地質、傾斜度、林齢、荒廃度、降雨

量等の自然的原因を各流域ごとに検討し、山地災害危険地区内の荒廃度合いを踏まえ、治山事業を

促進します。 

 

３ 漁業の災害予防（農林水産部） 

漁港の安全対策として漁港区域における施設の防護と漁船の安全を目的として防波堤、護岸等の

整備を行うとともに、泊地、航路の浚渫、物揚場の整備を推進します。 

また、漁船の安全係留、退避及び漁具等の被害防止について指導します。 
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第６節 火災予防計画 

 

○ 職場や地域における消火・避難訓練を推進するとともに民間防火防災組織の育成を図ります。 

○ 防火対象物や危険物施設の火災予防を推進します。 

○ 消防力の強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 職場や地域における消火・避難訓練（消防本部） 

職場や地域における火災の予防、初期消火及び避難方法について講習会や訓練を実施します。 

 

２ 民間防火防災組織の育成（消防本部） 

(1) 事業所の自衛消防組織、地域の自主防災組織等の育成を図ります。 

(2) 消防法に規定する防火対象物については、防火管理者、防災管理者等の選任及び消防計画の作成

とこれに基づく消火・通報・避難及び救出・救護訓練、消防用設備等の点検整備の実施等、減災体

制の徹底を図ります。 

 

３ 防火対象物や危険物施設の火災予防の推進（消防本部） 

計画的に防火対象物や危険物施設の予防査察を実施し、火災発生の危険要因を是正し、火災の未然

防止を図るとともに、火災による被害の軽減を図ります。 

 

４ 消防力の強化（消防本部） 

消火栓の断水時などにも使用でき、かつ地震に強い耐震性防火水槽や、高度な消火・救急・救助資

機材などを整備し、複雑多様化する各種災害に対応できるよう消防力の強化に努めます。 

また、消防力を最大限に発揮できるよう、消防力整備計画などの策定・見直しを行います。 

 

１ 職場や地域における消火・避難訓練 

２ 民間防火防災組織の育成 

３ 防火対象物や危険物施設の火災予防の推進 

４ 消防力の強化 

火 災 予 防 計 画 
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第７節 林野火災予防計画 

 

○ 関係機関と緊密な連携をとり、林野火災消防計画の確立に努めます。 

○ 林野火災の発生を未然に防止するために、防火意識の普及・啓発、林野巡視の強化及び予防施設

の整備を図り、健全な森林の育成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 林野火災消防計画の策定（消防本部） 

市は、関係機関と緊密な連絡をとり、林野火災消防計画の策定に努めます。 

林野火災消防計画には、森林の状況、気象条件、地理、水利の状況及び林内作業の状況等を調査の

上、次の事項について計画します。 

(1) 特別警戒実施計画 

ア 特別警戒区域   イ 特別警戒時期  ウ 特別警戒実施要領 

(2) 消防計画 

ア 消防分担区域   イ 出動計画    ウ 防護鎮圧計画 

(3) 資機材整備計画 

(4) 啓発運動の推進計画 

(5) 防災訓練の実施計画 

 

２ 森林所有（管理）者への指導（消防本部、農林水産部） 

林野火災予防のため、森林所有（管理）者に対し次の事項について指導を行います。 

(1) 防火線、防火樹帯の設備及び造林地に防火樹の導入 

(2) 自然水利の活用等による防火用水の確保 

(3) 事業地の防火措置の明確化 

(4) 火入れに当たっては、森林法に基づく許可等のほか消防機関との連絡体制の整備 

(5) 火災多発期（12月～3月）における巡視の強化 

(6) 林野火災対策用資機材の整備 

 

１ 林野火災消防計画の策定 

２ 森林所有（管理）者への指導 

３ 監視・警戒体制の整備 

４ 防火意識の普及 

林 野 火 災 予 防 計 画 
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３ 監視・警戒体制の整備（消防本部、農林水産部） 

林野火災防止のため、山地防災ヘルパー等の巡視制度及び火気の早期発見と迅速な通報の行える体

制の整備に努めます。 

火災が発生するおそれが大きいと認められる山林、原野等の場所については、区域を指定の上、喫

煙を制限します。 

特に、火災警報発令時においては、監視・警戒体制を強化するとともに、津市火災予防条例の定め

るところにより、市及び林野の所有（管理）者は火の使用制限を徹底するなど万全の方策を推進しま

す。 

 

４ 防火意識の普及（消防本部、農林水産部） 

関係機関の協力を得て、一般住民に対し「山火事予防運動」等の行事を通じて森林愛護並びに防火

思想の普及啓発を図ります。 

なお、登山、遊山、狩猟等の山入者のたばこ等の不始末による火災を防止するため、森林保全巡視

を通じた指導や「火気取扱い注意の掲示」「キャンプ地等の指定炊飯場所の設置」等の措置を講じま

す。 
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第８節 危険物等災害予防計画 

 

○ 災害時における二次災害の発生拡大を防止するため、危険物施設における施設管理者への指導・

啓発を促進するとともに、公共の安全を確保するため、保安体制の整備に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 施設管理者への指導・啓発（消防本部） 

消防法をはじめ関係法令の周知徹底、規制を行うとともに、危険物施設における自主保安体制の整

備、保安意識の高揚に努めます。 

(1) 危険物製造所等に対する指導 

消防法に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所に対し、立入検査等を実施し、法令基準の遵守状況

について、その確認を行うとともにその都度災害予防上必要な指導を行います。 

(2) 危険物運搬車両に対する指導 

消防法に規定する移動タンク貯蔵所及び容器運搬車両の管理者及び運転者に対し、移送及び運搬

並びに取扱い基準の厳守、車両の火災防止及び安全運転の励行について指導を行います。 

(3) 保安教育の実施 

危険物事業所における保安管理の向上を図るため、関係機関と協力して講習会、研修会等を実施

します。 

(4) 自主保安体制の強化 

防災資機材の増強を図るとともに自主保安体制の整備・強化に努めます。 

 

２ ＬＰガス、都市ガス災害予防対策の推進 

ＬＰガス及び都市ガス（以下「ガス」という。)による災害を防止し、公共の安全を確保するため、

保安体制を確立するとともに、二次災害の予防に努めます。 

(1) 保安、防災体制の確立（ガス事業者） 

ガスによる災害を防止するため、防災関係機関及びガス事業者は、相互の連絡、又は津地区広域

ガス安全対策連絡協議会を通じて地域毎の保安防災体制を確立し、事故発生の未然防止と住民の安

全対策の推進を図ります。 

(2) 土木工事におけるガス埋設管の安全対策（道路管理者） 

道路管理者は、ガス管等の埋設されている道路について道路法に基づく道路の占用許可を与える

場合には、当該申請者に対し安全対策上の措置について指示又は条件を付します。 

危険物等  

災害予防計画  

１ 施設管理者への指導・啓発 

２ ＬＰガス、都市ガス災害予防対策の推進 

３ 近県の原子力発電所の安全確保に係る 

情報収集体制の整備 



〔風水害等対策編〕 

 41 

(3) ガス消費者に対する啓発（ガス事業者） 

ガス消費者に対し、保安意識の高揚を図るため必要な啓発を行います。 

 

３ 近県の原子力発電所の安全確保に係る情報収集体制の整備（危機管理部） 

近県の原子力発電所の安全確保に関する情報収集について、市民の不安を解消することを目的とし

て、以下の事項について、三重県との連絡体制を整備します。 

(1) 災害などにより、原子力施設に非常事態が発生したとき。 

(2) 放射性物質によって、発電所の周辺環境に異常が発生したとき。 

(3) 非常用炉心冷却設備等工学的安全施設が動作したとき。 

(4) その他上記各項に準ずる異常が発生したとき。 
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第９節 竜巻災害予防計画 

 

○ 発生すれば局地的に甚大な被害をもたらす竜巻に関する知識の普及啓発を行い、被害の軽減を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 竜巻に関する知識の普及啓発（危機管理部） 

竜巻は、大気が不安定になって発達した積乱雲の下で発生します。特に沿岸部で発生が多く確認さ

れています。しかし、積乱雲は必ずしも竜巻を起こすわけではなく、発生を予測するのは困難です。 

そのため、竜巻に関する知識の普及啓発を行い、人的被害の軽減を図ります。 

(1) 住民への啓発 

市は、関係機関と連携して、竜巻に関する知識の普及啓発を行い、人的被害の軽減を図ります。 

(2) 安全な場所への避難啓発 

  竜巻来襲時に鉄筋コンクリート構造など頑丈な建物の中へ避難し、屋内でも窓や壁から離れ、よ

り安全な場所へ避難するよう啓発を行います。 

１ 竜巻に関する知識の普及啓発 竜巻災害予防計画 
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第２章 地域防災力の育成 

 

○ 防災教育などを通じた防災知識の普及と実践的な防災訓練を通して、「自らの身の安全は自ら守

る」人づくりに努めます。 

○ 自主防災組織を育成し、消防団を含めた地域防災力の向上を図ります。特に、要配慮者に配慮し

た地域づくりを進めます。 

○ ボランティアなど自発的な活動を支援します。 

 

第１節 防災意識・防災知識の普及 

 

○ 全ての市民が、防災に関する意識と知識を持つための取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 防災啓発、防災教育の実施（危機管理部、教育委員会事務局、市民部、健康福祉部） 

 (1) 市民に対する防災啓発 

市は、地域での学習会、広報等を通じて、災害に対する日頃の備えと災害発生時の的確な行動等、

防災に関する正しい知識の普及と防災意識の高揚を図るとともに、地域防災を支える人材の育成

に努めます。 

また、防災知識の普及に当たっては、高齢者や乳幼児、妊産婦、障がい者、外国人等の要配慮者

への配慮が必要なことや被災時の男女のニーズの違い、感染症予防対策の必要性等にも触れ、様々

な視点に配慮する必要があることを啓発します。 

 (2) 学校教育における防災教育 

ア 学校教育において、児童・生徒が、防災に対する正しい知識と行動を身につけるための防災

教育を推進します。 

イ 学校現場での取組を家庭、地域へと広げ、市全体の防災力の向上を図ります。 

ウ 発達段階に応じた学習カリキュラム、教材の研究・開発を推進します。 

エ 学校、家庭、地域が一体となった防災への取組を推進します。 

オ 教職員の防災研修を推進します。 

１ 防災啓発、防災教育の実施 

２ 防災関係機関が実施する対策 

３ 防災に関する広報の実施 

４ 危険物を有する施設などにおける防災研修 

防災意識・ 

防災知識の普及 
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(3) 社会教育における防災教育 

公民館活動等における講座、研修などの学習内容に防災教育を組み入れ、正しい知識の普及と防

災意識の高揚を図ります。 

(4) 防災学習・防災啓発に係るコミュニティ施設等の有効活用 

   防災学習・防災啓発を実施するに当たっては、防災コミュニティセンターや市民センター等の公

共施設のほか、地域の集会所等も有効的に活用を図ります。 

２ 防災関係機関が実施する対策 

防災関係機関は自らの取組の中で防災教育活動を推進するとともに、住民の意識を高めるための広

報を様々な媒体を活用して実施します。 

 

３ 防災に関する広報の実施（危機管理部、都市計画部） 

市は、地域で行われる学習会、防災マップや広報紙、ホームページ等の様々な媒体を通して、防災

知識の普及と防災意識の高揚を図ります。 

 

≪広報内容≫ 

（知識）  ・気象情報、避難場所、過去の災害事例等、災害の基礎知識 

・身の安全確保の方法、救助、応急手当の方法 

・地域の災害特性、危険場所 

・各機関の実施する防災対策 

・信号機が消灯した信号交差点での通行方法 

（災害への備え） ・避難場所や避難経路の確認 

・家具等の固定、家屋・塀・擁壁の安全対策 

・耐震診断・耐震補強の実施 

・防災訓練、地域の自主防災活動への参加 

・１週間分以上の食料、飲料水、物資の備蓄（３日～１週間程度、 

アレルギー対応食等を含む） 

・非常持ち出し品（食料、飲料水、懐中電灯、ラジオ、携帯電話等 

の充電用バッテリー、マスク、アルコール消毒液、体温計等の感 

染症対策物品等）の準備等 

・家庭用医療機器等の非常用電源の確保 

（災害時の行動） ・身の安全確保、救助、応急手当 

・避難時の火元確認、電源ブレーカーの遮断 

・非常持ち出し品（食料、飲料水、懐中電灯、ラジオ、携帯電話等 

の充電用バッテリー、マスク、アルコール消毒液、体温計等の感 

染症対策物品等）の携行 

・避難行動要支援者への支援 

・情報の収集等 
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４ 危険物を有する施設などにおける防災研修（消防本部） 

危険物を有する施設、病院、ホテル、旅館、大規模小売店舗等の安全管理や緊急時の対応に関して、

情報提供等による支援を行い、防災研修の実施を促進します。 
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第２節 防災訓練の実施 

 

○ 防災関係機関相互の連携体制を確認し、住民の防災意識の高揚を図るため各種の防災訓練を実施

します。 

○ 現場訓練は、地域の災害特性を考慮し、可能な限り被害を想定する現地で実施するなど実情に即

した実践的な内容とします。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 防災訓練の実施 

(1) 現場訓練実施に当たっての留意事項 

ア 地域の災害特性を考慮し、実践的な訓練種目を選定します。 

イ 可能な限り、被害を想定する現地において実施し、各防災関係機関の応急対策計画が実践的な

ものか検証します。 

ウ 訓練を開催するに当たっては、あらかじめ広報紙やホームページ等により幅広く広報を行い、

市民の参加促進に努めます。 

エ 訓練を実施する際には、高齢者、障がい者等の要配慮者に十分配慮するとともに、被災時の男

女のニーズの違い等、多様な視点に十分配慮するよう努めます。併せて、女性、子供、高齢者、

障がい者等様々な方の参加のもと、実施します。 

(2) 訓練の種類 

ア 国及び県が主体 

(ｱ) 国、県その他関係機関が実施する訓練 

国、県その他関係機関が実施する訓練には積極的に参加し、相互の連携を密にするとともに、

大規模災害発生の際の混乱と被害を最小限に抑えるように努めます。 

(ｲ) 広域合同防災訓練 

市は、県との協力のもとに広域合同防災訓練を実施します。 

イ 市及び市内防災関係機関が主体（危機管理部、消防本部） 

(ｱ) 総合防災訓練 

市は県、自衛隊等防災関係機関、民間企業、自主防災組織、ボランティア団体及び地域住民

等と連携して総合防災訓練を実施します。 

(ｲ) 消防訓練 

消防関係機関は、消防活動の円滑な遂行を図るため、消防訓練を実施します。 

(ｳ) 水防訓練 

水防関係機関は、水防活動の円滑な遂行を図るため、水防訓練を実施します。 

防 災 訓 練 の 実 施 

１ 防災訓練の実施 

２ 防災訓練の検証 
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(ｴ) 避難訓練 

風水害、土砂災害の避難訓練においては、避難情報の発令に伴う居住者に求められる行動を

考慮した避難訓練を実施します。 

(ｵ) 情報収集伝達訓練 

緊急時における情報の収集、伝達を的確に行うため、平常時から無線通信機器の操作習熟に

努めるとともに、市民、各機関ごと及び複数の他機関との間において情報の収集、伝達の要領、

並びに通信設備の応急復旧等について訓練を実施します。 

(ｶ) 図上訓練 

組織内での情報伝達や指揮命令系統の確認と防災関係機関相互の連携強化を主目的に、応急

対策能力を高めるための図上訓練を実施します。 

また、大規模災害時には、他の地方公共団体や指定行政機関等の応援を円滑に受け入れるこ

とが重要であることから、津市災害時受援計画に基づき、本市の受援力を高めるための図上訓

練を実施します。 

ウ 幼稚園、保育所、こども園、小・中・義務教育学校が主体（教育委員会事務局、健康福祉部） 

防災関係機関や教育委員会などの指導のもとに、職員、保護者を含めて訓練を行います。 

児童生徒等を対象とした訓練では、地域生活圏に存在する危険の確認と対処方法、災害に対し

て沈着、冷静、敏速に行動するなど、身の安全を守る動作と方法を訓練します。 

教職員・保護者は、それぞれの役割を確認します。 

エ 地域が主体 

自主防災組織を中心とする市民は、市の防災訓練等を参考にして地域性を考慮した避難所運営

訓練等、様々な訓練を実施します。 

 

２ 防災訓練の検証 

訓練終了後、訓練結果の検証を行い、課題を明らかにするとともに、必要に応じて防災対策の改善

に努めます。 
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第３節 自主的な防災活動への支援 

 

○ 風水害などから命を守るためには、「自らの身の安全は自らが守る」「自分たちのまちは自分たち

で守る」行動が重要となるため、地域が実施する自主的な防災活動への支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 自主的な防災活動の推進（危機管理部、各総合支所） 

大規模災害が発生した際に、地域の被害を軽減するためには、「自分たちのまちは自分たちで守る」

という精神のもと、地域住民が互いに協力し防災活動に取り組むことが重要です。 

このことから、市は、「自助・共助」の重要性に鑑み、地域において自主的な防災活動を行う自主

防災組織の結成を促進するとともに、その育成を推進します。 

 

２ 自主防災組織の育成（危機管理部、各総合支所） 

地域ごとの自主防災組織の結成促進及び育成のため、次の支援を行います。 

(1) 地域の危険性に関する情報（被害想定、危険箇所等）の提供 

(2) 自主防災組織の必要性についての広報・啓発資料の作成 

(3) 防災訓練、研修会等の実施への支援 

(4) 自主防災活動に必要な防災資機材等の整備支援 

(5) 自主防災組織の避難計画をはじめとする防災に関する計画の策定支援 

(6) 市内自主防災組織間の連携の支援 

(7) 地域の多様な組織との連携の支援 

 

３ 自主防災活動のリーダーの育成（危機管理部、各総合支所） 

自主防災組織の構成員を対象とした研修を実施し、地域での自主的な防災活動のリーダーの育成に

努めます。 

 

４ 自主防災組織の活動（危機管理部、各総合支所） 

自主防災組織は、平常時において、①防災知識の普及、②地域内の安全点検、③防災訓練の実施、

④防災資機材の点検整備など、地域防災力の向上に努めるほか、災害時においては、①情報の収集と

伝達、②出火防止と初期消火、③避難誘導、④救出・救護、⑤給食・給水などを行います。 

２ 自主防災組織の育成 

３ 自主防災活動のリーダーの育成 

４ 自主防災組織の活動 

自主的な防災活動への 

支援 

１ 自主的な防災活動の推進 
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なお、自主防災組織の具体的な活動内容は、地域の特性等を踏まえ、自主防災組織で話し合って定

めます。 

また、自主防災組織の体制づくりや活動の実施に当たっては、女性の参画の促進に努めます。 
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第４節 事業所による自主防災体制の整備 

 

○ 事業所は、災害時に従業員、顧客の安全を確保するとともに、業務継続に向けての社会的責任を

果たすため、防災施設の整備、自衛防災組織の育成強化等に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 災害時に事業所が果たす役割 

(1) 従業員、顧客の安全確保 

(2) 業務の維持、継続 

(3) 地域の防災活動、防災関係機関の応急対策活動への協力 

 

２ 事業所の自衛防災組織の防災活動 

(1) 平常時の活動 

ア 防災訓練の実施 

イ 防災施設及び設備等の整備 

ウ 従業員等の防災に関する教育の実施 

エ 防災マニュアル(災害時行動の手引き)の作成 

オ 地域の防災訓練への参加、地域の自主防災組織との協力 

カ 防災資機材の備蓄 

(2) 災害時の活動 

ア 情報の収集伝達 

イ 避難誘導 

ウ 救出救護 

エ 地域の防災活動及び防災関係機関の行う応急活動への協力 

 

３ 地域との連携の強化 

(1) 地域の自主防災組織との連携強化 

地域の自主防災組織との会議や防災訓練への参加により、連携を強化します。 

(2) 地域内事業所との連携強化 

地域の他の事業所との相互協力等を深めるための連携を図ります。 

 

事業所による 

自主防災体制の整備 

１ 災害時に事業所が果たす役割 

２ 事業所の自衛防災組織の防災活動 

３ 地域との連携の強化 
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第５節 消防団による地域防災体制の整備 

 

○ 消防団の活動能力の向上を図るため、団員確保等の体制整備、教育訓練及び活動環境の整備を行

います。また、自主防災組織とともに消防団を中心とした地域の防災体制づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 消防団の体制の整備（消防本部） 

青年層・女性層の消防団への加入を促進し、消防団員の確保に努めます。 

 

２ 教育訓練の実施（消防本部） 

消防団の消防活動技術の向上を図るとともに、平常時の住民に対する防災啓発や訓練指導に努めま

す。 

 

３ 活動環境の整備（消防本部） 

消防団の施設・装備を充実し、活動環境の整備に努めます。 

 

４ 住民に対する消防団活動の周知（消防本部） 

広報紙、各種イベント等を活用し、消防団活動の周知を図ります。 

 

５ 自主防災組織等との連携（消防本部） 

消防団は地域の防災リーダーとして、地域の自主防災組織の育成、避難訓練の実施等について指導

的役割を果たします。 

 

消防団による 

地域防災体制の整備 

１ 消防団の体制の整備 

２ 教育訓練の実施 

３ 活動環境の整備 

４ 住民に対する消防団活動の周知 

５ 自主防災組織等との連携 

６ 消防団の防災活動 
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６ 消防団の防災活動（消防本部） 

(1) 平常時の活動 

ア 災害についての知識の普及 

イ 地域における危険箇所の把握と周知 

ウ 地域における防災施設（消防水利、避難所等）の把握と周知 

エ 防災訓練の実施 

オ 要配慮者の把握 

カ 情報収集・伝達体制の確認 

キ 地域内の他組織との連携 

(2) 災害時の活動 

ア 集団避難、避難行動要支援者への避難誘導 

イ 地域住民の安否確認 

ウ 消火・救急・救助活動 

エ 情報の収集・伝達 

オ 給食・給水の実施及び支援 

カ 避難所の運営に対する支援 

キ その他防災関係機関、災害ボランティア等への応急活動に対する協力 
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第６節 ボランティア活動への支援 

 

○ 災害という非常事態の中で、市が行う災害応急活動では市民の要求に対応できなくなる場合が想

定されます。 

  そうした場合には、被災していない方やボランティアなどの自発的な支援が被災した方々の大き

な助けとなります。 

  こうした自発的な活動への支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 関係者相互の連携の強化（市民部、健康福祉部） 

ＮＰＯ、ボランティア団体、社会福祉協議会、日本赤十字社、青年会議所、行政機関など、災害発

生時に連携する必要のある関係者で、定期的に災害発生時の連絡体制や相互支援、役割分担に関して

協議を行うなど、平常時から連携を密にしておくとともに協力体制の整備を図ります。 

また、ボランティア団体のネットワークづくりを支援します。 

 

２ 自発的な支援活動を担う人材の育成（市民部、健康福祉部、危機管理部、教育委員会

事務局） 

(1) ボランティアリーダーやボランティアコーディネーターなど自発的な支援活動を担う人材の育

成を行います。 

(2) 災害時におけるボランティアの十分な協力と円滑な活動に結びつけるため、交流会や講演会の開

催など、市民・企業等に対するボランティア活動の普及・啓発を行います。 

(3) 児童・生徒が福祉や社会貢献について関心を持ち、ボランティアの必要性や役割について理解を

深められるよう、地域や学校教育の中でボランティア活動を推進します。 

(4) 災害時におけるボランティア活動が効果的に行えるよう、市及び関係機関が協力し、知識や経験、

資格等を持ったボランティアの登録を促進します。 

 

３ ボランティアの受入れと活動体制（市民部） 

平常時から災害発生時におけるボランティアの受入れ、被災者ニーズの把握、ボランティア活動の

調整及び行政との連絡調整等を行う等、「受援力」を高めるため、社会福祉協議会やＮＰＯなどと定

期的な交流や訓練を通じ、「災害ボランティアセンター」の体制づくりを推進します。 

ボランティア活動への 

支援 

１ 関係者相互の連携の強化 

２ 自発的な支援活動を担う人材の育成 

３ ボランティアの受入れと活動体制 

４ ボランティアの活動基盤の支援 
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４ ボランティアの活動基盤の支援（市民部） 

(1) 災害時におけるボランティア活動が円滑に行えるよう、平常時から活動拠点の管理や活動への応

援体制づくりに努めるとともに、必要な資機材の整備を進めます。 

(2) ボランティア活動の実施に当たっては、ボランティア活動保険への加入を促進します。 
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第７節 災害時における要配慮者への対策 

○ 避難行動要支援者等の要配慮者の把握と、その配慮を行った施設や環境の整備を行うとともに、地

域ぐるみの支援体制づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 福祉のまちづくりの推進（健康福祉部、危機管理部、政策財務部、建設部、都市計画

部） 

(1) 地域ぐるみの支援体制づくりを進めるため、消防団や自主防災組織、自治会を始め、民生委員・

児童委員、社会福祉協議会等の関係組織相互の連携を進めます。 

(2) 支援体制づくりを進めるに当たっては、要配慮者自らの積極的な取組が不可欠であるため、市や

消防団、自主防災組織等は、各種活動を通じて人と人とのつながりを深めるとともに、要配慮者が

自ら地域にとけ込んでいくことができる環境づくりに努めます。 

(3) 路面の平坦性や有効幅員を確保した避難路の整備、車いす使用者や視覚障がい者にも配慮した支

障のない出入口のある避難地の整備、明るく大きめの文字を用いた誰もが見やすい防災標識の設置

等、ユニバーサルデザインに配慮した公共施設の整備を進めます。 

(4) 民間施設についても、市民、企業、関係機関との連携を図り、施設のバリアフリー化などユニバ

ーサルデザインに配慮した住環境の整備を促進します。 

 

２ 避難行動要支援者への支援（健康福祉部、危機管理部、市民部） 

(1) 避難行動要支援者 

要配慮者については、災害発生時に適切な避難ができるよう十分留意する必要があります。 

特に、以下の要件に該当する者については、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場

合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を

要することから、避難行動要支援者として位置づけ、その情報の把握と、必要な支援対策を講じま

す。 

 

災害時における 

要配慮者への対策 

１ 福祉のまちづくりの推進 

２ 避難行動要支援者への支援 

３ 外国人市民等への支援 

４ 福祉施設に入所（通所）する要配慮者への支援 

５ 要配慮者支援に係る関係機関の連携の構築 

６ 情報伝達を要する施設 
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避難行動要支援者の要件 

避難行動要支援者は、以下の要件に該当する者です。その他、以下の要件は満たさないものの、

総合的に勘案して、支援が必要として本人等からの申出があり、津市で認めた者についても避難行

動要支援者とします。 

・６５歳以上のみの世帯に属する者で、介護保険の要支援又は要介護認定を受けている者 

・介護保険の要介護認定を受けている者で、要介護３以上の認定を受けている者 

・身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額

区分が第１種である者 

・療育手帳（Ａ１、Ａ２）の交付を受けている者 

・精神障害者保健福祉手帳（１級、２級）の交付を受けている者 

・障害者総合支援法の障害福祉サービス（同行援護、行動援護）を受けている難病患者 

・その他市長が必要と認める者 

(2) 支援体制 

  ア 市の推進体制  

    健康福祉部、危機管理部、市民部等関係部局が連携し、避難行動要支援者対策について、普

及周知及び支援などを行います。 

    また、関係部局は、平常時の業務と関わりの深い避難支援等関係者と必要な連絡調整を行い

ます。 

イ 避難支援等関係者 

避難行動要支援者対策の実施に当たっては、法第４９条の１１第２項に定める避難支援等関

係者と情報を共有し、連携を図りながら進めるものとします。 

避難支援等関係者は、次のとおりとします。 

   (ｱ) 自治会 

   (ｲ) 自主防災組織 

    (ｳ) 消防機関 

   (ｴ) 民生委員 

   (ｵ) 津市社会福祉協議会 

   (ｶ) 警察署 

(3) 避難行動要支援者名簿の作成、更新及び管理 

避難行動要支援者名簿については、「津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例」に

基づき、地域の避難支援等関係者に提供します。 

ア 名簿の作成 

(ｱ) 避難行動要支援者の情報収集 

関係部局は、名簿の作成に必要な限度で、その保有する避難行動要支援者の氏名その他の

避難行動要支援者に関する情報を収集します。 

また、名簿の作成に必要があると認めるときは、法の規定に基づき、関係都道府県知事そ

の他の者に対し、保有する避難行動要支援者に関する情報の提供を求めます。 

(ｲ) 名簿の記載事項 

避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次の情報を掲載します。 

・氏名 
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・生年月日 

・性別 

・住所又は居所 

・電話番号その他の連絡先 

・避難支援等を必要とする事由 

・その他避難支援等の実施に関し、市長が必要と認める事項 ※ 

※ その他避難支援等の実施に関し、市長が必要と認める事項としては、「同居」、「敷地内同

居」、「その他の住所地で居住」といった当該避難行動要支援者に係る情報を記載する。 

 イ 避難支援等関係者への名簿情報の提供 

   (ｱ) 平常時における名簿情報の提供 

     災害の発生に備え、名簿情報の提供を拒否する場合を除いて、平時から避難支援等関係者

に名簿情報を提供するものとします。 

   (ｲ) 災害発生時の名簿情報の提供 

     災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身

体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、本人の同意の有無にかかわら

ず、名簿情報を避難支援等関係者のほか災害発生後に被災地に派遣された自衛隊の部隊や他

の都道府県警察からの応援部隊等に提供するものとします。 

  ウ 避難行動要支援者名簿の更新 

   (ｱ) 関係部局は、その保有する避難行動要支援者の氏名その他の避難行動要支援者に関する情

報について、毎年更新を行うものとします。 

(ｲ) 市は、名簿更新後速やかに避難支援等関係者に提供します。  

エ 名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するための措置 

名簿の作成、管理、平常時並びに災害発生時における名簿の提供に際しては、個人情報保護

法及び津市個人情報保護条例の規定に基づき、適切な情報の管理を行うものとします。 

  オ 避難行動要支援者の円滑な避難のための情報伝達の配慮 

避難支援等関係者が、名簿を活用して着実な情報伝達及び早い段階での避難行動を促進でき

るよう、高齢者等避難及び避難指示の発令及び伝達に当たっては、以下のことに配慮するもの

とします。 

   (ｱ) 要配慮者にも分かりやすい言葉や表現、説明などにより一人一人に的確に伝わるようにす

ること。 

   (ｲ) 同じ障がいであっても、必要とする情報伝達の方法等は異なることに留意すること。 

   (ｳ) 高齢者や障がい者に合った、必要な情報を選んで流すこと。 

  カ 避難支援者及び避難支援等関係者の安全確保 

    市は、避難支援者及び避難支援等関係者が避難行動要支援者の避難支援を行う際、避難支援

等関係者等の安全確保に十分な配慮を行うよう、あらかじめ様々な機会を通じて啓発に努める

ものとします。   

  キ 避難行動要支援者の避難行動支援に係る計画 

 (ｱ) 全体計画 

市は、平成２５年８月に国が定めた「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」

に基づき、避難行動要支援者に係る全体的な考え方を整理し、地域における共助による避難
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支援、地域防災計画の下位計画として全体計画を定めます。 

(ｲ) 個別避難計画 

市は、避難行動要支援者ごとに個別避難計画の作成に努めることとし、作成については当

該避難行動要支援者の同意を得ることとします。 

また、個別避難計画情報の提供については、災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合において特に必要がある場合を除き、原則、当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援

者及び避難支援等実施者の同意を得ることとします。 

なお、個別避難計画情報の提供を受けた者若しくは当該個別避難計画情報を利用して避難

支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者等は、正当な理由がなく、当該個別避難

計画情報に係る避難行動要支援者等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

   

３ 外国人市民等への支援（危機管理部、市民部） 

(1) 災害関連情報の広報 

ア 災害に関する情報を提供する際は、ひらがななどの分かりやすい日本語表現に努めます。また、

必要に応じて、通訳・翻訳ボランティアと連携を図り、外国語による情報を提供します。 

イ 津市防災情報メール多言語版の登録について、関係機関と連携して推進を図り、迅速かつ正確

な情報提供に努めます。 

(2) 誘導標識や案内看板等の整備 

  避難誘導標識、避難所看板等の外国語の表示及び分かりやすい日本語表現に努めます。 

(3) 地域社会との連携 

  災害時に近隣との協力・連携が図れるよう啓発や地域交流に努めます。 

(4) 外国人を雇用する事業所への支援 

  災害についての避難の心得等について事業所内での教育や訓練の支援に努めます。 

(5) 宿泊施設事業者との連携 

宿泊される外国人旅行者に対して、宿泊施設事業者による避難誘導等が円滑に実施できるよう啓

発を行うとともに訓練の支援に努めます。 

 

４ 福祉施設に入所（通所）する要配慮者への支援（健康福祉部） 

施設管理者は、施設入所者等の安全確保を図るため、次の対策を進めます。また、市及び関係機関

は、必要に応じ、指導・助言を行うなど、その促進に努めます。 

(1) 施設・設備の安全確保対策 

ア 安全確保に必要な消防設備を整備します。 

イ 危険物の適正管理など安全管理に努めます。 

(2) 施設入所者等の避難対策 

ア 地域の災害特性の把握 

施設の立地する地域の災害について、正しい知識及び対応の方法について習得に努めます。 

イ 施設入所者等の避難計画の作成 

(ｱ) 災害発生時の職員の役割分担、動員体制等の防災組織の確立、家族等への緊急連絡体制を整

備します。 
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(ｲ) 夜間・休日における災害の発生を想定するなど、現実的な避難誘導計画を作成します。 

(ｳ) 夜間の勤務者での訓練など実践的な避難訓練を実施します。 

(ｴ) 消防団・自主防災組織など地域と連携した避難体制づくりを進めます。 

(3) 防災関係機関との連携 

施設の安全確保対策及び避難対策について、防災関係機関に指導・助言を求めるなど、積極的な

連携を図ります。 

 

５ 要配慮者支援に係る関係機関の連携の構築（健康福祉部） 

災害時における要配慮者の支援の充実に向けて、ボランティアセンター事業を実施する津市社会福

祉協議会等と情報共有や支援活動の連携を図ります。 

 

６ 情報伝達を要する施設（危機管理部） 

(1) 水防法の規定に基づく要配慮者利用施設 

水防法第 15条第１項第４号の規定に基づく浸水想定区域内にある社会福祉施設、学校、医療

施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設は、資料編のとおりです。 

なお、円滑な避難確保が図れるよう、ファクス配信等を活用し、上記施設へ洪水予報等の伝

達を行います。 

(2) 土砂災害防止法の規定に基づく要配慮者利用施設 

土砂災害防止法第８条第１項第４号の規定に基づく警戒区域内にある社会福祉施設、学校、

医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設は、資料編のとおりです。 

     なお、円滑な避難確保が図れるよう、ファクス配信等を活用し、土砂災害に関する情報等の

伝達を行います。
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第３章 人的被害の発生を未然に防ぐ避難対策 

 

○ 防災施設管理者、住民、行政の役割を明らかにして避難対策の基本的な方向を示します。 

 

第１節 防災施設の限界と避難開始の時期 

 

○ 市は、災害に対する防災施設の限界と、限界を越えた場合に被害の及ぶ範囲を明らかにし、住民

が安全に避難できる基準づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１ 防災施設の限界点の設定（各施設管理者） 

防災施設の管理者は、防災施設の限界点を設定するように努めます。 

 

≪防災施設の限界点の考え方≫ 

自然現象が防災施設の防御能力を越えることで災害は発生します。防災施設で防ぐことができな

くなるときの災害の大きさ(水位など)について平常時から消防団及び自主防災組織等に周知し、防

災施設が限界に達する前に住民が安全に避難できるように努めます。 

ア 防災施設の限界点 

防災施設の耐えられる範囲を越える現象が起き、災害発生の危険が高まる極限点を「防災施設

の限界点」と設定します。 

イ 避難開始点 

防災施設の限界点に達する前の段階で設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災施設 

防災施設の限界点 

計画高水位（ＨＷＬ） 

避難開始点 

 氾濫危険水位 

設計範囲外の現象 

設計範囲内の現象 

水位の上昇など 

破堤・越流 

１ 防災施設の限界点の設定 

２ 被害の及ぶ範囲の公表 

３ 避難開始の基準の設定 

防災施設の限界と 

避難開始の時期 

４ 判断基準等及び避難対象地区等 
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２ 被害の及ぶ範囲の公表（危機管理部、各総合支所） 

防災施設の管理者は、被害の及ぶ範囲を明らかにするよう努めます。 

水防法に基づく洪水予報指定河川及び水位周知河川においては、浸水想定区域図を基にそれらの区

域及び水深を公表するように努めます。 

また、水防法による指定を受けていない中小河川についても、地域と協議を行い、被害の及ぶ範囲

等を公表するように努めます。 

 

３ 避難開始の基準の設定（危機管理部） 

防災施設の管理者は、「〔警戒レベル３〕高齢者等避難」、「〔警戒レベル４〕避難指示」、「〔警戒レベ

ル５〕緊急安全確保」の３段階により避難開始の基準を設定するように努めます。 

[避難情報と居住者等に求められる行動の関係] 

避難情報 発令時の状況 居住者等に求められる行動 

〔警戒レベル３〕 

高齢者等避難 

災害が発生するお

それがある状況 

高齢者等避難が発令された際には、高齢者や障がい者等、避難に時間を要

する人は危険な場所から避難する。 

具体的にとるべき行動は「立退き避難」を基本とし、洪水等及び高潮に対

しては、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認

したうえで「屋内安全確保」することも可能。 

高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を

見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングで

ある。 

〔警戒レベル４〕 

避難指示 

災害が発生するお

それが高い状況 

避難指示が発令された際には、居住者等は危険な場所から全員避難する。 

具体的にとるべき行動は「立退き避難」を基本とし、洪水等及び高潮に対

しては、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認

したうえで「屋内安全確保」することも可能。 

〔警戒レベル５〕 

緊急安全確保 

災害が発生又は切

迫している状況 

緊急安全確保が発令された際には、居住者等は命の危険があることから直

ちに身の安全を確保する。 

具体的にとるべき行動は、「緊急安全確保」である。 

 



津市 地域防災計画 

 62 

４ 判断基準等及び避難対象地区等（危機管理部） 

法第 60 条及び津市避難情報発令の判断・伝達マニュアルに基づき、市長は、避難情報の発令を行

うものとします。 

また、避難情報の発令に当たっては、避難情報と居住者等がとるべき行動の関係を直感的に理解し

やすいものにするため、警戒レベルを付して発令します。 

なお、避難情報の発令対象地区については、想定最大規模の降雨による浸水想定区域図に基づき、

洪水ハザードマップを更新し公表しているものの、基本的には「第一段階」として「計画規模の降雨」

を前提とした浸水想定区域を「避難情報発令対象地区」としますが、その河川流域において計画規模

の降雨量を超える雨量を予測又は観測した場合や、破堤・越水を確認した場合は「第二段階」（「想定

最大規模の降雨」を前提とした浸水想定区域を「避難情報発令対象地区」とする）とし、対象地区へ

「〔警戒レベル４〕避難指示」、「〔警戒レベル５〕緊急安全確保」をそれぞれ発令します。 

 

(1) 避難情報発令の判断基準等 

ア 水防法に基づく洪水予報河川及び水位周知河川ごとの避難情報発令基準 

 〔警戒レベル３〕 〔警戒レベル４〕 〔警戒レベル５〕 

河川名 高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

雲出川 

（中村川合流より上流） 

大仰観測所の水位が4.80

ｍ（避難判断水位）を観測

し、更に水位の上昇が見込

まれるとき  

大仰観測所の水位が5.10ｍ

（氾濫危険水位）を観測し、

更に水位の上昇が見込まれ

るとき 

当該河川において決壊や越

流を確認したとき 

雲出川 

（中村川合流より下流） 

雲出橋観測所の水位が

5.00ｍ（避難判断水位）を

観測し、更に水位の上昇が

見込まれるとき 

雲出橋観測所の水位が

5.40ｍ（氾濫危険水位）を

観測し、更に水位の上昇が

見込まれるとき 

当該河川において決壊や越

流を確認したとき 

雲出川 

（県管理区間） 

元小西観測所の水位が

2.82ｍ（避難判断水位）を

観測し、更に水位の上昇が

見込まれるとき 

元小西観測所の水位が

2.82ｍ（氾濫危険水位）を

観測し、更に水位の上昇が

見込まれるとき 

当該河川において決壊や越

流を確認したとき 

波瀬川 

下川原橋観測所の水位が

2.20ｍ（避難判断水位）を

観測し、更に水位の上昇が

見込まれるとき 

下川原橋観測所の水位が

3.40ｍ（氾濫危険水位）を

観測し、更に水位の上昇が

見込まれるとき 

当該河川において決壊や越

流を確認したとき 

安濃川 

一色観測所の水位が 2.80

ｍ（避難判断水位）を観測

し、更に水位の上昇が見込

まれるとき 

一色観測所の水位が 3.24

ｍ（氾濫危険水位）を観測

し、更に水位の上昇が見込

まれるとき 

当該河川において決壊や越

流を確認したとき 

美濃屋川 

長岡観測所の水位が 2.16

ｍ（避難判断水位）を観測

し、更に水位の上昇が見込

まれるとき 

長岡観測所の水位が 2.50

ｍ（氾濫危険水位）を観測

し、更に水位の上昇が見込

まれるとき 

当該河川において決壊や越

流を確認したとき 

岩田川 

野田観測所の水位が 1.78

ｍ（避難判断水位）を観測

し、更に水位の上昇が見込

まれるとき 

野田観測所の水位が 1.78

ｍ（氾濫危険水位）を観測

し、更に水位の上昇が見込

まれるとき 

当該河川において決壊や越

流を確認したとき 

中ノ川 

三宅観測所の水位が 3.00

ｍ（避難判断水位）を観測

し、更に水位の上昇が見込

まれるとき 

三宅観測所の水位が 3.70

ｍ（氾濫危険水位）を観測

し、更に水位の上昇が見込

まれるとき 

当該河川において決壊や越

流を確認したとき 
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志登茂川 

一身田平野観測所の水位

が 3.42ｍ（避難判断水位）

を観測し、更に水位の上昇

が見込まれるとき 

一身田平野観測所の水位が

3.75ｍ（氾濫危険水位）を

観測し、更に水位の上昇が

見込まれるとき 

当該河川において決壊や越

流を確認したとき 

相川 

藤方観測所の水位が 3.83

ｍ（避難判断水位）を観測

し、更に水位の上昇が見込

まれるとき 

藤方観測所の水位が 4.37

ｍ（氾濫危険水位）を観測

し、更に水位の上昇が見込

まれるとき 

当該河川において決壊や越

流を確認したとき 

横川 

栗真小川観測所の水位が

2.19ｍ（避難判断水位）を

観測し、更に水位の上昇が

見込まれるとき 

栗真小川観測所の水位が

2.19ｍ（氾濫危険水位）を

観測し、更に水位の上昇が

見込まれるとき 

当該河川において決壊や越

流を確認したとき 

※ 高齢者等避難並びに避難指示の発令判断基準水位が同じ設定の河川においては、当該河川の水

位が高齢者等避難の発令判断基準水位に達したときには、高齢者等避難を発令します。さらに、

急激な水位の上昇が見られる場合は、その後の雨量等の状況を判断して、避難指示を発令します。

ただし、上記において高齢者等避難を発令するいとまがない場合は、避難指示を発令します。 
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イ 中小河川における避難情報発令基準 

  災害対策本部各支部長は、マニュアルに基づいて的確な避難情報の発令を行うため、次表基準

に達した時は自治会等と協議を行い速やかに本部長に意見具申を行います。 

 ［警戒レベル３］ 〔警戒レベル４〕 〔警戒レベル５〕 

河川名 高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

穴倉川 

（津） 

広永橋の水位が橋桁の底部か

ら 1.00ｍ（青色）に達し、更

に水位上昇が見込まれるとき 

広永橋の水位が橋桁の底部か

ら 0.50ｍ（黄色）に達し、更

に水位上昇が見込まれるとき 

 

広永橋の水位が橋桁の底部

（赤色）に達し、更に水位上

昇が見込まれるとき、または

当該河川において決壊や越流

を確認したとき 

天神川 

高茶屋観測所の水位計が 2.00

ｍを示し、更に水位上昇が見

込まれるとき 

高茶屋観測所の水位計が 2.20

ｍを示し、更に水位上昇が見

込まれるとき 

高茶屋観測所の水位計が 2.40

ｍを示し、更に水位上昇が見

込まれるとき、または当該河

川において決壊や越流を確認

したとき 

谷杣川 

榊原町上教育集会所上流の水

位が護岸階段天端から３段目

（青色）に達し、更に水位上

昇が見込まれるとき 

榊原町上教育集会所上流の水

位が護岸階段天端（黄色）に

達し、更に水位上昇が見込ま

れるとき 

榊原町上教育集会所上流の水

位が護岸階段天端を超え越流

するおそれがあるとき、また

は当該河川において決壊や越

流を確認したとき 

田中川 

（上野） 

大蔵橋西記念碑付近の水位が

基準（青色）に達し、更に水

位上昇が見込まれるとき 

大蔵橋西記念碑付近の水位が

基準（黄色）に達し、更に水

位上昇が見込まれるとき 

大蔵橋西記念碑付近の水位が

堤防を越えるおそれがあると

きや、漏水等堤防の決壊につ

ながる前兆現象が確認される

とき、または当該河川におい

て決壊や越流を確認したとき 

田中川 

(東千里) 

防潮水門設置の水位標が 2.60

ｍを観測し、更に水位上昇が

見込まれるとき 

防潮水門設置の水位標が 2.80

ｍを観測し、更に水位上昇が

見込まれるとき 

防潮水門西地点の水位が堤防

を越えるおそれがあるとき

や、漏水等堤防の決壊につな

がる前兆現象が確認されると

き、または当該河川において

決壊や越流を確認したとき 

田中川 

(大蔵園) 

 

防潮水門設置の水位標が 2.40

ｍを観測し、更に水位上昇が

見込まれるとき 

防潮水門設置の水位標が 2.60

ｍを観測し、更に水位上昇が

見込まれるとき 

汐見橋西地点の水位が堤防を

越えるおそれがあるときや、

漏水等堤防の決壊につながる

前兆現象が確認されるとき、

または当該河川において決壊

や越流を確認したとき 

中ノ川 

芸濃町楠原新六橋の水位が基

準（青色）に達し、更に水位

上昇が見込まれ、現場の状況

により、災害が発生するおそ

れがあるとき 

芸濃町楠原新六橋の水位が基

準（黄色）に達し、更に水位

上昇が見込まれ、現場の状況

により、災害が発生するおそ

れがあるとき 

芸濃町楠原新六橋の水位が基

準（赤色）に達し、更に水位

上昇が見込まれるとき、また

は当該河川において決壊や越

流を確認したとき 

桂畑川 

（南長野） 

市道東出中出線岩辺橋下の水

位が左岸（護岸工）の概ね 1/2

市道東出中出線岩辺橋下の水

位が左岸（護岸工）の概ね 2/3

市道東出中出線岩辺橋下の水

位の更なる上昇が見込まれ、
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下（青色）に達し、更に水位

上昇が見込まれ、現場の状況

により、災害が発生するおそ

れが高まったとき 

下（黄色）に達し、更に水位

上昇が見込まれ、現場の状況

により、災害が発生するおそ

れが高まったとき 

現場の状況により、災害が発

生するおそれが非常に高まっ

たとき（赤色）、または当該河

川において決壊や越流を確認

したとき 

桂畑川 

（桂畑） 

桂畑文化センター前の水位が

左岸（ガードレール下）の概ね

1/2下（青色）に達し、更に水

位上昇が見込まれ、現場の状

況により、災害が発生するお

それが高まったとき 

桂畑文化センター前の水位が

左岸（ガードレール下）の概ね

2/3下（黄色）に達し、更に水

位上昇が見込まれ、現場の状

況により、災害が発生するお

それが高まったとき 

桂畑文化センター前の水位の

更なる上昇が見込まれ、現場

の状況により、災害が発生す

るおそれが非常に高まったと

き（赤色）、または当該河川に

おいて決壊や越流を確認した

とき 

細野川 

市道北長野本線前田橋下の水

位が左岸（ブロック積）の概ね

1/2下（青色）に達し、更に水

位上昇が見込まれ、現場の状

況により、災害が発生するお

それが高まったとき 

市道北長野本線前田橋下の水

位が左岸（ガードレール下）の

概ね 2/3 下（黄色）に達し、

更に水位上昇が見込まれ、現

場の状況により、災害が発生

するおそれが高まったとき 

市道北長野本線前田橋下の水

位の更なる上昇が見込まれ、

現場の状況により、災害が発

生するおそれが非常に高まっ

たとき（赤色）、または当該河

川において決壊や越流を確認

したとき 

柳谷川 

三郷柳谷梅林寺下の水位が右

岸（ブロック積）の概ね 1/2 下

（青色）に達し、更に水位上

昇が見込まれ、現場の状況に

より、災害が発生するおそれ

が高まったとき 

三郷柳谷梅林寺下の水位が右

岸（ブロック積）の概ね 2/3 下

（黄色）に達し、更に水位上

昇が見込まれ、現場の状況に

より、災害が発生するおそれ

が高まったとき 

三郷柳谷梅林寺下の水位の更

なる上昇が見込まれ、現場の

状況により、災害が発生する

おそれが非常に高まったとき

（赤色）、または当該河川にお

いて決壊や越流を確認したと

き 

穴倉川 

（美里） 

津市消防団美里方面団第３分

団詰所・車庫予定施設前の水

位が左岸（ブロック積）の概

ね 1/2 下（青色）に達し、更

に水位上昇が見込まれ、現場

の状況により、災害が発生す

るおそれが高まったとき 

津市消防団美里方面団第３分

団詰所・車庫予定施設前の水

位が左岸（ブロック積）の概

ね 2/3 下（黄色）に達し、更

に水位上昇が見込まれ、現場

の状況により、災害が発生す

るおそれが高まったとき 

津市消防団美里方面団第３分

団詰所・車庫予定施設前の水

位の更なる上昇が見込まれ、

現場の状況により、災害が発

生するおそれが非常に高まっ

たとき（赤色）、または当該河

川において決壊や越流を確認

したとき 

待口川 

国道 163 号みさと丘入口交差

点北の水位が頭首工（青色）

を越流し、更に水位上昇が見

込まれ、現場の状況により、

災害が発生するおそれが高ま

ったとき 

国道 163 号みさと丘入口交差

点北の水位が農業用水ゲート

（黄色）に達し、更に水位上

昇が見込まれ、現場の状況に

より、災害が発生するおそれ

が高まったとき 

国道 163 号みさと丘入口交差

点北の水位の更なる上昇が見

込まれ、現場の状況により、

災害が発生するおそれが非常

に高まったとき（赤色）、また

は当該河川において決壊や越

流を確認したとき 

美濃屋川 

（内多） 

内多区公民館東堤防の水位が

左岸法面（護岸工を除く）の

概ね 1/2（青色）に達し、更に

内多区公民館東堤防の水位が

左岸法面（護岸工を除く）の

概ね 2/3（黄色）に達し、更に

内多区公民館東堤防の破堤ま

たは堤防天端高に水位が到達

するおそれが高いとき、また
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水位上昇が見込まれるとき 水位上昇が見込まれるとき は当該河川において決壊や越

流を確認したとき 

美濃屋川 

（太田） 

太田橋下堤防の水位が右護岸

ヒューム管底（青色）に達し、

更に水位上昇が見込まれると

き 

太田橋下堤防の水位が右護岸

ヒューム管芯（黄色）に達し、

更に水位上昇が見込まれると

き 

太田橋下堤防の破堤または堤

防天端高に水位が到達するお

それが高いとき、または当該

河川において決壊や越流を確

認したとき 

美濃屋川 

（清水） 

清水ヶ丘（堂山古墳群）西堤

防の水位が右岸法面（護岸工

を除く）の概ね 1/2（青色）に

達し、更に水位上昇が見込ま

れるとき 

清水ヶ丘（堂山古墳群）西堤

防の水位が右岸法面（護岸工

を除く）の概ね 2/3（黄色）に

達し、更に水位上昇が見込ま

れるとき 

清水ヶ丘（堂山古墳群）西堤

防の破堤または堤防天端高に

水位が到達するおそれが高い

とき、または当該河川におい

て決壊や越流を確認したとき 

波瀬川 

薬師橋下流左岸量水板の水位

が 1.50m（青色）を観測し、

更に水位上昇が見込まれると

き 

室の口観測所の雨量や薬師橋

下流左岸量水板の水位並びに

室の口地内の状況により災害

が発生するおそれがあるとき 

室の口観測所の雨量や薬師橋

下流左岸量水板の水位並びに

室の口地内の状況により災害

が発生するおそれが非常に高

まったとき、または当該河川

において決壊や越流を確認し

たとき 

大村川 

（上流） 

寺前橋の水位が基準（青色）

に達し、更に水位上昇が見込

まれ、現場の状況により、災

害が発生するおそれがあると

き 

寺前橋の水位が基準（黄色）

に達し、更に水位上昇が見込

まれ、現場の状況により、災

害が発生するおそれがあると

き 

寺前橋の水位が基準（赤色）

に達し、更に水位上昇が見込

まれるとき、または当該河川

において決壊や越流を確認し

たとき 

大村川 

（中流） 

白山橋の水位が基準（青色）

に達し、更に水位上昇が見込

まれ、現場の状況により、災

害が発生するおそれがあると

き 

白山橋の水位が基準（黄色）

に達し、更に水位上昇が見込

まれ、現場の状況により、災

害が発生するおそれがあると

き 

白山橋の水位が基準（赤色）

に達し、更に水位上昇が見込

まれるとき、または当該河川

において決壊や越流を確認し

たとき 

佐田川 

藤治垣内の判断地点の水位が

基準（青色）に達し、更に水

位上昇が見込まれ、現場の状

況により、災害が発生するお

それがあるとき 

藤治垣内の水位が基準（黄色）

に達し、更に水位上昇が見込

まれ、現場の状況により、災

害が発生するおそれがあると

き 

藤治垣内の水位が基準（赤色）

に達し、更に水位上昇が見込

まれるとき、または当該河川

において決壊や越流を確認し

たとき 

垣内川 

垣内公民館前の水位が基準

（青色）に達し、更に水位上

昇が見込まれ、現場の状況に

より、災害が発生するおそれ

があるとき 

垣内公民館前の水位が基準

（黄色）に達し、更に水位上

昇が見込まれ、現場の状況に

より、災害が発生するおそれ

があるとき 

垣内公民館前の水位が基準

（赤色）に達し、更に水位上

昇が見込まれるとき、または

当該河川において決壊や越流

を確認したとき 

八手俣川 

下之川観測所の水位が 2.50ｍ

を観測したとき 

下之川観測所の水位が 2.50ｍ

以上の水位に達し、更に水位

上昇が見込まれ、災害が発生

するおそれがあるとき 

下之川観測所の水位が 3.00ｍ

以上の水位に達し、更に水位

上昇が見込まれるとき、また

は当該河川において決壊や越

流を確認したとき 
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ウ 土砂災害の避難情報発令の判断基準 

三重県土砂災害情報提供システム（以下「土砂システム」という。）において、土砂災害危険

度情報や土砂災害危険箇所等を確認し、以下の基準に基づいて避難情報を発令します。 

【避難情報発令の判断基準】 

〔警戒レベル３〕 〔警戒レベル４〕 〔警戒レベル５〕 

高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

・大雨警報発表中において、三重

県及び津地方気象台から土砂

災害警戒情報が発表されたと

き（土砂システムにおいて土砂

災害危険度情報が警戒（赤）と

なったとき）。 

・その他災害対策本部長が必要と

判断したとき。 

・土砂システムにおいて土砂災害

危険度情報が危険（紫）となっ

たとき。 

・近隣で前兆現象（湧き水・地下

水の濁り・渓流の水量の変化・

山鳴り・流木の流出など）が確

認されたとき。 

・その他災害対策本部長が必要と

判断したとき。 

※消防団や職員等による巡視結

果や地元からの情報等を踏ま

え、判断する。 

・土砂システムにおいて土砂災害

危険度情報が災害切迫（黒）と

なったとき。 

・土砂災害が発生したとき。 

なお、「〔警戒レベル５〕緊急安全確保」は、人的被害が発生した場合やそれに発展しうる場合 

   に、可能な範囲で発令するものです。 

エ 高潮災害の避難情報発令の判断基準 

気象庁が発表する気象警報・注意報、三重県が発表する高潮氾濫発生情報により、的確な避難

情報の発令を行うため、次表基準に達した時速やかに本部長に意見具申を行います。 

【避難情報発令の判断基準】 

〔警戒レベル３〕 〔警戒レベル４〕 〔警戒レベル５〕 

高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

・強風注意報発表中において、津

地方気象台から高潮警報に切り

替わる可能性が高い旨が言及さ

れた高潮注意報が発表されたと

き。 

・その他災害対策本部長が必要と

判断したとき。 

・暴風警報発表中において、高潮

警報が発表されたとき。 

・その他災害対策本部長が必要と

判断したとき。 

 

・三重県から高潮氾濫発生情報が

発表されたとき。 

(2) 特別警報発表時における対応について 

 ア 大雨特別警報 

大雨特別警報が発表された旨の周知を市内全域に行います。 

また、河川及び土砂災害の避難情報発令の判断基準に基づき既に発令されている避難情報につ

いては、改めて避難の対象となる地域を確認し、避難が必要な地域に適切な避難情報が発令され

ているか確認を行うとともに、避難所についても必要な避難所が開設されているか確認を行いま



津市 地域防災計画 

 68 

す。 

なお、気象庁から大雨特別警報が発表されていない場合でも、伊勢湾台風級の台風が上陸する

おそれがある場合には、市は、気象庁からの情報等をもとに、河川及び土砂災害の避難情報の発

令基準に満たしていない場合においても、暴風時には避難が困難になることを想定し、津地方気

象台や河川管理者と協議し早めの高齢者等避難や避難指示の発令を検討するものとします。 

イ 高潮特別警報 

高潮特別警報が発表された旨の周知を市内全域に行います。 

津、河芸、香良洲地域の沿岸部に対して、状況に応じて、避難情報を発令することとし、必要

な避難所を開設することとします。 

ウ 波浪特別警報 

  波浪特別警報が発表された旨の周知を市内全域に行います。 

エ 大雪特別警報、暴風特別警報、暴風雪特別警報 

大雪特別警報、暴風特別警報、暴風雪特別警報が発表された旨の周知を市内全域に行います。 

屋外に出ることの危険性、屋内待避について市内全域に注意喚起を行います。 

(3) 避難情報の発令対象地区 

   河川毎の発令対象地区、土砂災害の発令対象地区、高潮災害の発令対象地区については、津市避

難情報発令の判断・伝達マニュアルのとおりです。 

(4) 避難指示による避難 

   避難指示が発令された対象地域内の住民は、地域内又は近隣住民と協力し、危険な場所から迅速

に地域の一時避難場所や安全な避難所等（安全な地域にある親戚・知人宅等を含む）へ避難（立退

き避難）します。 

なお、洪水等及び高潮については、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を

確認できた場合、自らの判断で「屋内安全確保」（上階への移動や上層階での待避）をすることも選

択可能です。 

土砂災害については、「立退き避難」が原則です。「立退き避難」を安全にできない可能性がある

状況に至ってしまったと考えられる場合には、「緊急安全確保」（その時点でいる場所よりも相対的

に安全である場所へ直ちに移動等すること）を行います。 

 (5) 緊急安全確保による避難等 

   緊急安全確保が発令された場合、既に災害が発生・切迫している状況であるため、対象地域内の

住民は、命を守るための最善の行動をとります。また、緊急安全確保は、実際に災害が発生してい

ることを把握した場合に、可能な範囲で発令するもので、必ずしも発令されるものではないこと、

また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らないことに留意します。 
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第２節 危険性の周知 

 

○ 防災施設の危険性に関する情報について、平常時と緊急時における情報提供のあり方について基

本的な方向を示します。 

 

 

 

 

 

 

１ 危険性の事前周知（危機管理部） 

(1) 河川管理者は、氾濫危険水位や避難判断水位などの河川の水位に関する情報を防災関係機関に提

供します。 

(2) 市は、災害時に地域住民が適切に判断し、避難行動等が行えるよう、ハザードマップ等を活用し、

危険性に関する情報を対象となる地域住民に周知します。 

 

２ 緊急時の情報提供（各施設管理者） 

(1) 防災施設管理者は、災害が発生し又は災害が発生するおそれがある時は、必要な情報等を防災関

係機関に通知します。 

(2) 防災施設管理者や市は、直接住民に避難開始を知らせる設備や、住民が避難開始を読み取れる設

備等の整備を進めます。 

 

危険性の周知 

１ 危険性の事前周知 

２ 緊急時の情報提供 
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第３節 避難を促すための情報提供の充実 

 

○ 避難開始時期などを知らせる標識等の情報提供手段の整備、充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 危険性の情報提供（危機管理部） 

(1) 情報提供の手段 

ア 危険性のある区域を示す標識 

イ 避難開始時期を印した水位表示板などの標識 

ウ 過去の災害を伝える浸水位表示柱など 

エ ハザードマップ（危険度地図）などの啓発資料 

オ ホームページ 

(2) 情報提供の内容 

ア 危険性があることの警告 

イ 災害に関する知識 

ウ 避難開始の時期 

エ 被害の及ぶ範囲 

 

２ 避難場所の情報提供（危機管理部） 

(1) 情報提供の手段 

ア 広報紙及びホームページ 

イ 避難場所を示す標識 

ウ 避難誘導標識 

エ 津市公式アプリケーション「津ぅなび」 

(2) 情報提供の内容 

ア 指定避難所の所在地・名称 

イ 一時避難場所の所在地・名称 

ウ 土砂災害避難施設、土砂災害避難協力施設の所在地・名称 

 

３ 避難の開始が判断できる情報提供（危機管理部） 

(1) 情報提供の手段 

ア 同報系防災行政無線 

イ 住民が避難開始時期を読み取れる水位表示板などの標識 

避難を促すための 

情報提供の充実 

１ 危険性の情報提供 

２ 避難場所の情報提供 

３ 避難の開始が判断できる情報提供 
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ウ ＣＡＴＶとの連携による河川監視カメラの映像配信等 

エ  津市防災情報メール（多言語版を含む。） 

オ  ファクス配信 

カ  エリアメール 

キ  ＣＡＴＶ（データ放送を含む。） 

ク  広報車 

ケ  ホームページ 

コ  津市公式アプリケーション「津ぅなび」 

サ  緊急告知ラジオ 

シ  電話応答サービス 

(2) 情報提供の内容 

ア 避難開始時期 

イ 安全な避難の実施に必要な事項 
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第４節 自主的な避難 

 

○ 住民は、災害から安全に避難できるよう避難開始の基準づくりや避難方法の検討に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 避難方法についての話し合い（危機管理部、健康福祉部、各総合支所） 

住民は、自主防災組織の活動を通じ、次の取組を進めます。 

(1) 地域の災害についての正しい知識の取得 

(2) 地域の危険箇所の確認 

(3) 緊急かつ一時的に避難、集合する場所の検討 

(4) 避難経路の検討 

(5) 避難行動要支援者と一緒に避難する計画づくり 

 

２ 避難開始の基準づくり（危機管理部、各総合支所） 

市は、大雨や洪水、高潮による災害の発生を事前に予測できるよう努めていますが、地域毎に状況

が異なるため、災害が発生し又はそのおそれがある地域の住民の方がより早く正確に危険を察知する

ことが可能な場合もあります。このことから、住民が自らの経験などから決める「避難開始の目安」

を避難開始の基準とし、災害が発生し又はそのおそれがある地域の住民が、自らの判断で避難行動要

支援者と一緒に避難する取組を進めようとするものです。 

(1) 住民は、自主防災組織の取組などを通じ、避難開始の基準づくりを進めます。 

ア 過去に実際に起きた災害の体験などから住民同士で話し合って避難開始の基準をつくります。

災害の体験とは、 

(ｱ) 過去の洪水や高潮の浸水位、雨量、潮位 

(ｲ) 土砂災害が起きたときの雨量 

(ｳ) 災害の前兆現象（沢の濁りや落石など） 

(ｴ) 防災関係機関の助言 

ａ 河川など施設管理者の助言 

ｂ 防災関係機関の調査（洪水ハザードマップなど） 

ｃ 気象警報・情報               等です。 

イ 避難開始の基準は、地域で共有します。 

自 主 的 な 避 難  

１ 避難方法についての話し合い 

２ 避難開始の基準づくり 

３ 自主的な避難における避難所の開設 
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ウ 災害時に確認するための「目印」を水路などに取り付けます。 

(2) 市及び防災施設の管理者は、住民の基準づくりを支援します。 

ア 避難開始の基準の設定に対する助言 

イ 「目印」取り付けへの協力 

 

例：避難開始の目安「○○川の階段の上から３段目まで水位があがったら」 

 

 

 

 

 

(3) 国・県が設置した危機管理型水位計の活用 

河川管理者が設置した危機管理型水位計について、その水位により地域住民自ら避難判断を 

行うことができるように、河川管理者と協議の上、有効活用を図ります。 

 

３ 自主的な避難における避難所の開設（危機管理部、市民部、各総合支所） 

市は、住民が自主的に避難する場合は、住民から避難する避難所を聞き取ったうえで開設を行いま

すが、今後はあらかじめ開設する避難所を指定しておくことを検討するなど、次のような一定の基準

を設け、住民が安全に避難できるようなルール作りと避難所の開設を整理します。 

・一時的な避難であることから備蓄飲食料は原則支給されません。 

・避難時に必要な薬や飲食物等がある場合は各自持参します。 

・避難の際には、感染症対策として、マスク、アルコール消毒液、体温計等を各自できる限り持参

します。 

・あらかじめ市役所・総合支所に最寄りの開設される避難所を電話等で確認します。 

 

 

避難開始の目安 

目印に階段の３段目をペイントする 

階段 川の水面 
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第５節 避難計画の策定 

 

○ 市は、地域住民による避難計画作成を支援し、迅速かつ安全に避難する体制づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 避難方法の検討（危機管理部、各総合支所） 

(1) 地域の危険性の周知 

市は、ハザードマップ等を作成し地域の危険性の周知に努め、地域住民は、それらを活用し地域

の災害特性を把握します。 

また、近年全国各地で発生している水害・土砂災害はハザードマップで指摘された箇所で発生し

ている事例が多く、ハザードマップを有効活用した避難行動の啓発等を強化します。 

今後、最新の被害想定が発表された場合はハザードマップを順次最新のものに更新し、改めて地

域住民に周知を行います。 

≪災害の特性≫ 

ア 洪水 

イ 土砂災害危険箇所 

ウ 高潮 

(2) 地域特性の検討 

地域住民は、迅速かつ安全に避難するため、以下の事項について話し合うものとします。 

ア 緊急かつ一時的に避難、集合する場所の選定 

イ 避難経路 

ウ 住民等への連絡方法 

エ その他必要な事項 

 

２ 避難計画の作成（危機管理部、各総合支所） 

(1) 災害発生時の地域の状況についての情報収集体制 

市は、被災地の状況を早期に把握する体制づくりを行います。 

避 難 計 画 の 策 定  

１ 避難方法の検討 

２ 避難計画の作成 

３ 関係機関との連携 

４ 避難訓練の実施 

５ 避難についての広報 
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(2) 警戒を呼びかける広報活動 

災害の種類ごとに警戒を呼びかける基準又は条件の設定を行います。 

(3) 避難開始の基準 

ア 市は、避難開始の基準又は条件の設定を行います。 

イ 防災施設の管理者は、市の避難開始の基準の設定に対し助言します。 

(4) 自主防災組織、自治会による避難誘導の計画 

市は、地域住民による避難計画の作成を推進し、市民が迅速かつ安全に避難する体制づくりを進

めます。避難計画には避難行動要支援者と一緒に避難する体制整備を含めます。 

(5) 住民自らによる避難行動計画 

台風接近時等の大雨による河川氾濫等の際に、適切な避難行動を行うためには、日頃からハザー

ドマップ等を確認し、自らの様々な洪水リスクを知るとともに、どのタイミングで、どのような避

難行動が必要かあらかじめ考えておくことが重要です。 

このため、地域住民は、事前に必要な防災行動をまとめた「マイ・タイムライン」の作成等、一

人ひとりの避難行動計画の作成に努めるものとします。 

 

３ 関係機関との連携（危機管理部、各総合支所） 

市は、避難計画の実効性を確保するため、警察署や防災施設の管理者等の関係機関と必要な連携を

行います。 

 

４ 避難訓練の実施（危機管理部、各総合支所） 

市は、自主防災組織や自治会等が行う災害の種別や地域性に応じた避難訓練に対して支援します。 

 

５ 避難についての広報（危機管理部、各総合支所） 

自主防災組織、自治会等は作成した避難計画を地域住民に周知します。また、市は地域の取組に支

援を行うとともに、事前にハザードマップ等を確認し、避難の際には、安全なエリアの親戚・知人宅

や自宅での垂直避難も選択肢になること等を市民に対して周知し、避難に対する理解促進に努めます。 
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第６節 避難体制の整備 

 

○ 市は、緊急一時的な避難や長期間の避難に対応できる避難場所の整備などを進めます。 

○ 市は、迅速な避難活動ができるよう避難場所を住民等に周知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 一時的な避難体制の整備（危機管理部） 

(1) 指定緊急避難場所（緊急一時的な避難ができる施設）の指定 

災害の種類や状況によって、危険が切迫した場合における住民等の安全な避難先を確保するため、

災害の危険が及ばない場所又は施設を、法第 49 条の４の規定に基づき、災害の種類ごとに指定緊

急避難場所として指定します。 

(2) 一時避難場所の指定 

緊急一時的な避難の場である一時避難場所については、法第 49 条の４の規定に適合する施設を

選定・指定するものとし、併せて、同条に基づく指定緊急避難場所に指定します。 

なお、一時避難場所については、緊急一時的な避難場所であり、職員の配備及び食料等の備蓄は

行わないものとします。 

ただし、土砂災害避難施設、土砂災害避難協力施設については、職員のみの配備を行うものとし

ます。  

 ≪一時避難場所の選定基準≫ 

ア 一時避難場所は、集合した人の安全がある程度確保されるスペースをもった集会所、公民館等

であること。 

イ 避難者一人当たりの面積が、概ね１㎡以上であること。 

ウ 災害の種類ごとに指定することとし、下記の基準を満たすもの。 

(ｱ) 「洪水」の場合 

ａ 「洪水ハザードマップ」の浸水想定区域外にあり、雨風が凌げる建物を基本に指定しま

す。ただし、浸水想定区域内の建物であっても、洪水ハザードマップにより想定される

浸水深以上の高さに居住者等の受入れの用に供すべき屋上その他の部分が配置され、か

つ、当該居住者等受入用部分までの避難上有効な階段その他の経路がある建物は指定し

ます。 

ｂ 「洪水ハザードマップ」の浸水想定区域外にあるが、地形上の原因により洪水が発生

し、又は発生するおそれがあると認められる場所にある建物については指定しません。 

 

避難体制の整備 

１ 一時的な避難体制の整備 

２ 長期的な避難体制の整備 

３ 防災上重要な施設の避難計画の作成 
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(ｲ) 「土砂」の場合 

ａ 土砂災害防止法に基づき三重県が指定する土砂災害警戒区域（土砂災害特別警戒区域を含

む。）の影響範囲に含まれず、雨風が凌げる建物を基本に指定します。 

ｂ 建物の半分未満が土砂災害警戒区域に含まれる場合にあっては、次のとおりとします。 

(a) ２階以上の建物であって、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の堅牢な

構造物を指定します。ただし、土砂災害警戒区域に含まれない部分を指定することとし

ます。 

(b) 木造平屋の構造物については指定しません。 

ｃ 建物の全部又は半分以上が土砂災害警戒区域に含まれる場合については指定しません。 

(ｳ) 「高潮」の場合 

ａ 「高潮ハザードマップ」の浸水想定区域外にあり、雨風が凌げる建物を基本に指定します。

ただし、浸水想定区域内の建物であっても、高潮ハザードマップにより想定される浸水深以

上の高さに居住者等の受入れの用に供すべき屋上その他の部分が配置され、かつ、当該居住

者等受入用部分までの避難上有効な階段その他の経路がある建物は指定します。 

ｂ 「高潮ハザードマップ」の浸水想定区域外にあるが、地形上の原因により高潮が発生し、

又は発生するおそれがあると認められる場所にある建物については指定しません。 

 (3) 避難路の選定基準 

ア 危険のないところ 

(ｱ) 土砂災害、浸水等が予測される区域以外 

(ｲ) 地下に危険な埋設物がないこと。 

(ｳ) 崩壊のおそれのある建物や構造物等が沿線にないこと。 

イ 自動車の交通量がなるべく少ないこと。 

ウ 避難場所まで複数の道路を確保すること。 

エ 避難路は相互に交差しないこと。 

(4) 地域住民の参画 

避難場所や避難路の選定は、地域の自主防災組織、住民の参画を得て行います。 

(5) 避難誘導体制の整備 

ア 市は、自主防災組織等と協力し、危険箇所・火災の発生状況等を把握し、住民等の安全な避難

誘導が行えるよう体制づくりを行います。 

イ  避難に当たっては、避難行動要支援者の安全を優先して確保するため、消防団、自主防災組織

を中心に自治会、福祉関係機関等と連携を図り、地域の特性を考慮します。また、避難行動要支

援者のそれぞれの特性にも配慮し、避難行動要支援者と一緒に避難する避難誘導体制を整備しま

す。 

  なお、感染症を恐れて、避難を躊躇することがないよう、適切に避難誘導を行います。 

ウ 駅、学校、保育所、こども園、福祉施設、病院、図書館など多くの人に利用される施設の管理

者は、避難誘導に係る計画の作成及び訓練に努めます。 

エ 一時避難場所又は土砂災害避難施設及び土砂災害避難協力施設並びに避難場所を示す標識、案

内板を設置します。 

オ 一時避難場所又は土砂災害避難施設及び土砂災害避難協力施設並びに避難場所へ誘導する標

識、案内板を設置します。 
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カ 夜間においても確認できる標識、案内板を設置します。 

キ 市の広報紙や地域における自主防災組織等の避難訓練により一時避難場所又は土砂災害避難

施設及び土砂災害避難協力施設並びに避難場所について住民への周知を図ります。 

ク 市は、人命に関わる感染症のまん延等、必要に応じて感染症の自宅療養者の避難が円滑に行え

るよう、三重県津保健所との連携に努めます。 

 

２ 長期的な避難体制の整備（危機管理部、市民部、各総合支所、各施設管理者） 

市は、避難体制の整備を推進するに当たり、「避難所運営ガイドライン（平成２８年４月（令和４

年４月改定））内閣府（防災担当）」を踏まえ、以下のとおり取組を進めます。 

(1) 指定避難所（一定期間避難生活ができる施設）の指定 

被災者が一定期間滞在する場としての指定避難所（以下「避難所」という。）については、法第

49条の７の規定に基づき指定します。 

なお、法 49 条の８の規定に基づき、指定の対象となる施設が、指定緊急避難場所と指定避難所

の双方の指定基準に適合している場合は、両者を兼ねることができるものとします。 

≪避難所の選定基準≫ 

ア 崩壊のおそれのない安全な建物で、災害による影響が比較的少なく、かつ、車両による物資の

輸送が容易な場所に立地していること。 

イ 避難者一人当たりの面積が、概ね２㎡以上であること。 

ウ 物資の受入、配布が可能なスペースを有していること。 

エ 水や食料の供給が容易で、トイレの利用ができること。 

オ 出入口へのスロープ、男女別トイレ、多目的トイレ、更衣室、ファクスの設置など、女性や高

齢者、障がい者等に配慮されていること。 

(2) 避難所担当職員の役割 

ア 避難所担当職員は、避難所開設の指示が出た場合、決められた避難所を直ちに開設できるよう

準備をしておきます。 

イ 避難所担当職員は、交通機関の混乱や途絶の可能性があることを想定し、自転車や徒歩を含む

避難所への複数の交通手段を確保しておきます。 

ウ グループにより複数の避難所を担当する場合は、事前に避難所の開設方法等を定めておきます。 

エ 避難所担当職員は、年度当初に避難所の備蓄品について、備蓄場所、備蓄品目、数量を確認し

ます。備蓄品目、数量に不足がある場合は、危機管理部に連絡し、速やかに補充します。 

オ 避難所担当職員は、施設管理者と鍵の管理や避難所の運営等について、事前に確認及び協議し

ます。 

カ 避難所担当職員は、担当する避難所において開催される避難訓練等に、積極的に参加します。  

キ 避難所担当職員は、避難所における感染予防策を講じます。 

(3) 避難所の運営方法についてあらかじめ定めておきます。 

ア 避難所の管理運営に関すること。 

(ｱ) 避難所の管理者不在時の開設体制の整備 

(ｲ) 施設管理者、避難所担当職員、自主防災組織等の協力による避難所運営委員会の体制整備 

(ｳ) 災害対策本部との連絡体制の整備 
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(ｴ) 避難者の把握、情報の収集・伝達、各種相談業務等応急対策の体制整備 

(ｵ) 要配慮者、男女の違いなど多様なニーズに配慮した運営体制 

(ｶ) 感染症の拡大防止に配慮した運営体制 

イ 避難住民への支援に関すること。 

(ｱ) 避難者への給水、給食の体制整備 

(ｲ) 避難者への毛布、衣料、日用必需品等の支給の体制整備 

(ｳ) 負傷者に対する応急医療の体制整備 

(ｴ) 避難者への感染症対策 

(4) 避難所には、津市備蓄計画に基づき食料及び資機材等をあらかじめ備蓄し、かつ必要なときに直

ちに配備できるよう準備しておきます。また、資機材は、誰もが使用しやすいものを備蓄するよう

努めます。 

≪備蓄及び配備に準備する主なもの≫ 

ア 食料・飲料水    キ 給水用機材 

イ 生活必需品    ク 救護所及び医療資機材 

ウ 通信機材     ケ 仮設トイレ 

エ 放送設備     コ 仮設テント 

オ 照明設備     サ 防疫用資機材 

カ 炊き出しに必要な機材及び燃料  シ 工具類 

≪感染症対策用備蓄及び配備に準備する主なもの≫ 

ア マスク      ケ 非接触式体温計 

イ ハンドソープ    コ 使い捨て手袋 

ウ 施設用消毒液    サ フェイスシールド 

エ 手指消毒液    シ 避難所用敷マット 

オ ウエス     ス 感染対策用ガウン 

カ 簡易間仕切り    セ 折りたたみベッド（兼）椅子 

キ 段ボールベッド    ソ 連結式パーテーション 

ク プライベートテント    

(5) 広域避難体制の充実 

   河川の氾濫等大規模災害発生時には、被災地域の住民が他地域の避難所へ避難し、すべての避難

者を収容することが困難となることが想定されます。収容しきれない他地域からの避難者を他の避

難所へ移送するため、十分な避難スペースを確保するとともに、移送体制の充実を図ります。 

ア 市が所有する車両を最大限活用します。 

イ 三重県と三重県バス協会との災害応援協定に基づき、三重県に対して要請を行い、避難者の移

送手段を確保します。 

ウ 市は、移送手段確保のため、さらに大型輸送車両等を有する民間事業者との応援協定の締結に

努めます。 

(6) 避難所外避難者への対応 

   大規模災害発生時には、災害の状況により指定避難所（敷地内のグラウンドや駐車場含む）以外

に、自宅で避難する避難者（在宅避難者）や指定避難所以外の場所に自家用車等で避難する避難者

（車中泊避難者）など多様な避難形態が発生し、これらの指定避難所以外に避難する避難者（以下
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「避難所外避難者」という。）の把握が困難となり、避難生活に必要な食料や資機材等の提供など

が滞ることが想定されます。 

このため、これらの避難所外避難者については、防災行政無線による放送や防災情報メールなど

の情報伝達手段を通じて最寄りの指定避難所において避難所外避難者として名簿登録するよう促

し、その上で登録した避難所において必要な物資等の提供を行います。ただし、歩行困難等の理由

で指定避難所に受け取りに来ることができない在宅避難者には、自主防災会やボランティアなどの

協力を得て名簿登録し、必要な支援を行います。 

また、車中泊避難者などの避難所外避難者へは、エコノミー症候群などの発症予防の周知を図る

などして、健康管理方法にも配慮します。 

(7) 避難者の通信手段の確保 

   避難者等の外部との通信手段を確保するため、特設公衆電話の設置に努めます。 

(8) 避難所の安全性の確保 

避難所の安全性に問題がないかどうかを定期的に点検し、必要な措置を行います。 

 

３ 防災上重要な施設の避難計画の作成（各施設管理者） 

防災上重要な施設の管理者は、次に示す避難計画を作成し、関係職員に周知するとともに訓練を実

施するよう努めます。 

なお、洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設（資料編のとおり）

については、避難確保計画の作成をするとともに訓練を実施します。 

(1) 学校、幼稚園、その他教育施設及び保育所、こども園 

ア 地域の特性等を考慮します。 

避難の場所、避難経路、避難誘導、指示伝達の方法 

イ 生徒、児童、園児を集団的に避難させる場合を想定します。 

避難路の選定、収容施設の確保並びに保健、衛生及び給食等の方法 

(2) 病院、その他の医療施設及び特別養護老人ホーム等 

患者等を他の医療機関又は安全な場所へ集団的に避難させる場合を想定します。（収容施設の確

保、移送の方法、保健、衛生、入院患者に対する実施方法等） 

(3) 興行場、駅、その他不特定多数の者の利用する施設 

多数の避難者の集中や混乱に配慮した避難誘導計画を作成し、避難者を安全に誘導します。 
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第７節 防災拠点の整備 

 

○ 地域のコミュニティ施設を日常的な自主防災活動の拠点として運用します。 

○ 災害時の避難所は救援物資や各種情報を入手でき、復旧・復興に向けての取組を進める地域の拠

点として機能することから、防災拠点としての整備・確保を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 自主防災拠点の整備（危機管理部） 

市は、地域のコミュニティを単位とした集会所等を地域における日常的な自主防災活動や災害時の

応急活動、避難等の拠点として位置づけ、救出・救護、情報連絡、給食・給水等の防災資機材の整備

を促進します。また、誰もが使用しやすい防災資機材などの情報提供に努めます。 

 

２ 地区防災拠点の整備（危機管理部） 

市は、市民センター、学校等を地区防災拠点として位置づけ、物資の備蓄、放送設備等の防災設備

の整備を進めます。 

 

３ 地域防災拠点の整備（政策財務部、各総合支所、危機管理部、上下水道事業局、上下

水道管理局） 

市庁舎等を地域防災拠点として位置づけ、防災設備の整備を進めます。 

 

防災拠点の整備 

１ 自主防災拠点の整備 

２ 地区防災拠点の整備 

３ 地域防災拠点の整備 
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第４章 災害に備える体制の確立 

 

○ 市その他防災関係機関は、災害の発生が予測されるとき、又は災害が発生したときにおいて、迅

速な初動体制の確立や効率的な災害応急対策、復旧活動の推進が図られるよう平常時から防災活動体

制の整備、充実に努めます。 

 

第１節 災害対策本部 

 

○ 災害対策本部について必要な事項を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 津市災害対策本部の設置（危機管理部） 

(1) 災害対策本部設置の決定 

市域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において市長が必要と認めるときは、津市

災害対策本部を設置し、災害のおそれが解消し又は災害応急対策が概ね完了したと認めたときはこ

れを廃止します。 

(2) 市長（本部長）の代理 

市長が不在、又は連絡不能の場合は、副本部長である副市長が代行します。 

(3) 災害対策本部の設置及び廃止等の基準 

ア 設置 

(ｱ) 津市に暴風警報、暴風雪警報、大雨警報、大雪警報、洪水警報、高潮警報のいずれかの警報

が発表されたとき又は、高潮警報に切り替わる可能性が高い旨が言及された高潮注意報が発表

されたとき。 

(ｲ) 津市に大雨特別警報、暴風特別警報、高潮特別警報、波浪特別警報、暴風雪特別警報又は大

災 害 対 策 本 部 

１ 津市災害対策本部の設置 

２ 配備基準と動員体制の整備 

３ 配備要員の初動の確保 

４ 業務継続計画（ＢＣＰ） 

５ タイムラインの活用 

６ 防災関係機関の体制の整備 
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雪特別警報のいずれかが発表されたとき。 

(ｳ) 竜巻、地すべりその他異常な自然現象（地震を除く）又は火災、爆発等の人為的な原因によ

る災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合で、市長（本部長・水防管理者）が必要と

認めたとき。 

イ 廃止 

(ｱ) 津市に発表されていた暴風警報、暴風雪警報、大雨警報、大雪警報、洪水警報又は高潮警報

が解除されたとき。 

(ｲ) 津市に発表されていた大雨特別警報、暴風特別警報、高潮特別警報、暴風雪特別警報、大雪

特別警報が注意報に切り替わったとき又は解除になったとき、及び波浪特別警報が警報等へ切

り替わったとき。 

(ｳ) 災害対策本部の業務が概ね完了したとき。 

(ｴ) その他市長が適当と認めたとき。 

ウ 災害対策本部が設置されない場合 

災害の状況により災害対策本部が設置されない場合であっても、必要な場合は「津市災害対策

本部に関する条例施行規則」の定める分掌事務等によって関係部局が災害対策に当たります。 

(4) 災害対策本部の組織及び分掌事務 

災害対策本部の組織及び分掌事務は、「津市災害対策本部に関する条例」並びに「津市災害対策

本部に関する条例施行規則」で定めるところによります。 

(5) 現地災害対策本部 

被害が局地的に重大である場合は、必要に応じて現地災害対策本部を設置します。現地災害対策

本部長及び現地災害対策本部員は、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから市

長（本部長）が指名する者をあて、組織及び分掌事務については災害対策本部に関する規定を準用

します。 

(6) 災害対策本部の代替機能 

ア 本庁舎が被災した場合など、災害対策本部を本庁舎内に設置できない場合に備え、次のとおり

災害対策本部の予備施設を指定します。なお、事態の状況に応じ、市長の判断により下記の順位

に変更します。 

第１位 消防本部 

第２位 安濃庁舎 

第３位 美里庁舎 

第４位 河芸庁舎 

イ 各部（室）等は、本庁舎が被災した場合に備え、あらかじめ代替拠点を指定し、指定された代

替拠点に参集します。 
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２ 配備基準と動員体制の整備 

(1) 配備基準（危機管理部） 

災害の程度に応じ配備基準を定めます。（別表） 

(2) 動員体制（各部、各総合支所） 

各部室及び出先機関は、次の手順により動員体制を整備します。 

ア 配備体制ごとに必要な実施事項を整理します。 

イ 配備体制ごとの実施事項を円滑に行うために必要な動員体制を決定します。 

ウ 決定された動員体制をもとに、該当職員に職務分掌を周知します。 

 

３ 配備要員の初動の確保（各部、各総合支所） 

(1) 災害対策本部員は、職員参集メール、電話等により招集します。 

(2) 夜間、休日等の勤務時間外における連絡体制を整備します。 

(3) 夜間、休日等の勤務時間外において配備基準に該当する災害の発生を覚知したときは、招集の連

絡がない場合であっても直ちに参集します。 

(4) 参集に際しては、人命救助を最優先とした災害対応を行い、夜間に及ぶことを念頭に、ヘッドラ

イト等照明器具や必要な装備を携行・着用します。 

(5) 甚大な被害が発生し、勤務場所に参集することが困難な場合は、最寄りの出先機関等に参集しま
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す。 

 

[風水害時の配備基準及び体制表]            （別表） 

 配備体制 配備人員 配 備 基 準 

（
準
備
体
制
） 

第
１
配
備 

配備体制により定められた

職員が情報連絡活動等を円滑

に行い、状況に応じ警戒体制

に移れる体制とします。 

各部・支部

の配備計画に

よる人員 

１ 津市に次の注意報のいずれかが発表された場合で、市長

(本部長・水防管理者)が必要と認めたとき。 

(1) 大雨注意報  (2) 洪水注意報  (3) 高潮注意報 

２ 竜巻、地すべりその他の異常な自然現象（地震を除く）

又は火災、爆発等の人為的な原因による災害が発生するお

それがあり、又は発生した場合で、市長（本部長・水防管

理者）が必要と認めたとき。 

（
警
戒
体
制
） 

第
２
配
備 

相当の被害が近く発生する

おそれがあり、又は発生した

場合で、所掌する応急対策を

迅速・的確に行うことができ

る体制とします。 

特別警報が発表された場合

は、既に配備している職員以

外は自宅待機とし、各部・各

支部からの連絡に備える体制

とします。 

 

各部長・各

支部長 

各部・支部

の配備計画に

よる人員 

（特別警報が

発表された場

合は、必要に

応じて、配備

人員を増強す

る） 

１ 津市に次の警報のいずれかが発表されたとき。 

(1) 大雨警報      (2) 洪水警報 

(3) 大雪警報      (4) 暴風警報 

(5) 暴風雪警報     (6) 高潮警報又は、高潮警報に切 

り替わる可能性が高い旨が言 

及された高潮注意報 

２ 津市に次の特別警報のいずれかが発表されたとき。 

(1) 大雨特別警報    (2) 暴風特別警報 

(3) 高潮特別警報     (4) 波浪特別警報 

(5) 暴風雪特別警報    (6) 大雪特別警報 

３ 竜巻、地すべりその他の異常な自然現象（地震を除く）

又は火災、爆発等の人為的な原因による災害が発生するお

それがあり、又は発生した場合で、市長（本部長・水防管

理者）が必要と認めたとき。 

（
非
常
体
制
） 

第
３
配
備 

甚大な被害が発生するおそ

れがあり、又は発生した場合

で、市の総力をあげて応急対

策活動にあたることができる

体制とします。 

全職員 市内広域にわたって暴風、豪雨、竜巻、地すべりその他の

異常な自然現象（地震を除く）又は火災、爆発等の人為的な

原因による大規模な災害が発生するおそれがあり、又は発生

した場合で、市長（本部長・水防管理者）が必要と認めたと

き。 
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[津市災害対策本部の組織] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策本部 

本部長   市長 

副本部長  副市長 

危機管理総務部 

本部総括班 

情報収集班 

総務班 

し尿処理班 

政策財政班 

広報班 

調査班 

市民班 

ｽﾎﾟｰﾂ文化振興班 

清掃班 

環境保全班 

上下水道総務班 

生活福祉班 

医療衛生班 

商工観光班 

農林水産班 

建設・都市計画班 

ボートレース事業班 

政策財務部 

市民部 

ｽﾎﾟｰﾂ文化振興部 

環境部 

健康福祉部 

商工観光部 

農林水産部 

ボートレース事業部 

建設・都市計画部 

上下水道部 水道班 

下水道班 

消防本部 消防班 

短期大学部 短期大学班 

議会部 議会班 

教育部 

教育総務班 

教育班 

各支部 
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４ 業務継続計画（※ＢＣＰ） ※Business Continuity Plan 

大規模災害発生時には、避難所運営、災害復旧等に多くの市職員が従事し、また、庁舎や電気・通

信機器の使用不能等により業務に支障をきたすことが想定されます。そのため、災害時に人、物、情

報等が制約を受けた場合でも、一定の業務を的確に行えるよう、「市町村のための業務継続計画作成

ガイド」に基づき策定した「津市業務継続計画」について、毎年見直しを行い、必要に応じて修正等

を行います。 

 

５ タイムラインの活用 

発災前から予測できる風水害に対し、災害対応の事前対策から発災後の対応まで、「いつ、誰が、

何をするか」を時系列で整理した「津市版タイムライン」を活用し、各部、各支部等の連携を強化し

ます。 

また、タイムラインは毎年見直しを行い、必要に応じて修正等を行います。 

 

６ 防災関係機関の体制の整備 

防災関係機関相互において緊密な連携の確保に努めるとともに、ライフライン事業者については、

必要に応じて応急対策に関し広域的な応援体制をとるように努めます。 

災害時に応急対策を迅速かつ的確に実施するため、防災関係機関の職員の配備体制、勤務時間外に

おける参集体制の整備を図ります。 

 

７ 情報連絡員等の受入体制の整備 

市は、三重県及び自衛隊、警察等の防災関係機関と緊密に連携し、迅速かつ的確な災害対応を実施

するため、防災関係機関から市へ派遣される情報連絡員（リエゾン）等の受入体制を整備します。 
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第２節 情報の収集・伝達体制 

 

○ 災害発生時に気象等の観測情報、被害情報を迅速に収集するとともに、防災関係機関相互の情報

連絡が円滑に行えるよう、平常時から情報の収集・伝達体制の確立や施設の整備に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 気象に関する予報及び警報等の情報収集体制の整備（危機管理部） 

津地方気象台が発表する気象に関する予報及び警報等とともに、国、県、その他民間機関からの情

報収集体制の充実・強化を図ります。 

 

２ 防災関係機関の連絡体制の整備 

(1) 防災関係機関は、相互の情報伝達ルートの多重化及び情報交換のための連絡体制を明確にします。 

(2) 防災関係機関は、情報の整理と発信を一元的に取り扱う部署・担当者を定め、対外的な情報発信

の窓口を一本化しておきます。 

(3) 夜間、休日においても対応できる体制を整備します。 

 

３ 市の体制の整備（危機管理部、消防本部） 

(1) 津市地域防災情報通信システムの整備 

防災行政無線を始め、その他情報配信システムの整備及び充実により確実な情報通信体制の構築

を図ります。 

また、整備後、高機能化の必要性や既存設備の老朽化等により、システムの更新が必要になった

場合には、適切なタイミングで更新を行います。 

(2) 住民への情報伝達 

同報系防災行政無線、その他情報配信システム等を活用し、地域住民へ迅速かつ正確な情報提供

を行います。 

情報の収集・伝達体制 

１ 気象に関する予報及び警報等の情報収集体制

の整備 

２ 防災関係機関の連絡体制の整備 

３ 市の体制の整備 

４ 通信の確保 

５ 情報の分析整理 

６ 住民への情報提供 



〔風水害等対策編〕 

 89 

(3) 初動配備の伝達 

災害発生時に職員を参集させるための職員参集メール、電話等を活用し、迅速な初動配備の伝達

を図ります。 

(4) 防災関係機関との情報の共有化 

津市地域防災情報通信システム、三重県防災通信ネットワーク等の活用により、防災関係機関と

の情報の共有化を図ります。 

(5) 消防救急無線の充実 

(6) 防災監視カメラ及び画像伝送システムの整備及び充実 

 

４ 通信の確保（危機管理部、政策財務部、総務部） 

(1) 通信手段の防災対策 

災害時の通信手段の確保に努めます。 

耐震性の強化、停電対策、情報通信施設の危険分散、通信路の多ルート化、ＣＡＴＶの整備 

(2) 非常通信の確保 

市及び防災関係機関は、有線通信や防災行政無線等が使用できない場合には、電波法の規定に基

づき、非常通信協議会構成員の協力を得て、他機関の無線通信施設を利用した非常通信（非常無線）

を行います。 

 

５ 情報の分析整理（危機管理部、健康福祉部） 

(1) 分析者の確保 

収集した情報を的確に分析する体制を整備します。 

(2) 分析システムの整理 

平常時から地形、地質、急傾斜地、がけ崩れ危険箇所等の自然情報、土地利用、建築物、土木構

造物及び人口動態などの社会情報を収集、蓄積し、災害時の的確な応急活動に資するよう活用しま

す。 

また、要配慮者、救助に必要な民間保有資機材、井戸の分布等の情報収集に努めます。 

 

６ 住民への情報提供（政策財務部、危機管理部） 

(1) 同報系防災行政無線、ホームページ、ＣＡＴＶの活用など多様な広報手段の整備を図ります。 

(2) 放送事業者による被災者等への情報伝達 

ア 災害時における放送要請について体制を整備します。また、三重エフエム放送株式会社と協定

を結び災害時の放送に係る連携を強化します。 

イ 放送事業者を通じ被災者等に提供すべき情報を伝達します。 

ウ 住民からの問い合わせ等に対する広聴体制を整備します。 

(3) 同報系防災行政無線による情報伝達体制の構築 

緊急情報の伝達の要である同報系防災行政無線の屋外拡声子局からの音声等による放送は、気象

条件や住環境等の影響を受けて聞き取りにくい場合があることを踏まえ、迅速かつ確実な情報伝達

を確保するため、市及び住民は以下のことに努めます。 
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ア 市は、「聞き取りやすい話し方の研究」「サイレン音源の改良」など同報系防災行政無線による

より伝わりやすい緊急放送技術を向上します。 

イ 住民は、サイレン音が聞こえたら住宅等の窓を開けて放送内容に耳を傾けるなど、自ら情報を

収集する態勢を整えます。また、市は平常時からそのことを周知啓発します。 

ウ 市は、同報系防災行政無線の放送を補完する津市防災情報メールやファクス配信などのサービ

スの整備を推進します。また、住民は、これらの補完サービスを積極的に活用します。 
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第３節 職員の災害対応力向上 

 

○ 災害対応力を向上するため、職員への防災研修・訓練を実施するとともに、専門的な見地を踏ま

えた防災対策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 職員に対する防災研修の実施（危機管理部） 

職員一人ひとりが自分の役割を自覚し、自主的にかつ的確に対応することが極めて重要です。その

ため、研修を実施し、基本的事項について職員に周知徹底します。 

(1) 研修の内容 

ア 津市地域防災計画 

イ 災害対策本部の設置基準及び非常配備基準 

ウ 非常参集の方法と個々の職員の役割の明確化と役割意識の自覚 

エ 避難所の開設と運営についての職員の役割の明確化と役割意識の自覚 

オ 活動要領 

カ 気象、災害の特性についての知識 

キ 過去の災害の事例 

ク その他必要な事項 

 

２ 職員を対象にした防災訓練の実施（各部、各総合支所） 

(1) 訓練の内容 

職員が災害発生時に速やかな行動が取れるように、シミュレーションや初期消火、救助・救急な

ど即応性のある訓練を実施します。 

ア 図上訓練 

イ 初期消火、救助・救急等必要な実技訓練 

ウ 所管する災害対応業務に関する訓練 

エ その他必要な訓練 

 

 

職員の災害対応力向上 

１ 職員に対する防災研修の実施 

２ 職員を対象にした防災訓練の実施 

３ 被災地への職員派遣 

４ 津市防災アドバイザー制度の活用 
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３ 被災地への職員派遣（危機管理部、総務部、各部） 

大規模災害の被災地に対しては、災害の応急期や復旧・復興期に本市職員を派遣し、被災地の早期

復興のための支援を行います。また、被災地で実際に業務に従事した経験を今後の本市の防災対策に

活かせるよう努めます。 

 

４ 津市防災アドバイザー制度の活用（危機管理部） 

学識経験を有する者を津市防災アドバイザーに委嘱し、災害への事前対策や災害発生時の対応等

について、専門的な見地からの助言を受け、災害対応力の向上を図ります。 
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第４節 広域的な相互応援体制の整備 

 

○ 市内において災害が発生し、自力による対応が困難な場合に備え、他市町や防災関係機関等との

相互応援協定の締結など、他機関相互の連携を強化して広域的な協力体制を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 応援協定の締結（各部） 

市は、他市町や防災関係機関等との間で次の内容について相互応援協定の締結を推進します。 

また、各協定に基づく対応について、その成果と課題等の把握に努め、より円滑かつ効果的な運用

ができるよう、各協定の更なる充実を図ります。 

(1) 飲料、食糧、生活必需物資の提供及びあっせん 

(2) 救出、医療、施設の応急復旧に必要な資機材等の提供及びあっせん 

(3) 応急活動に必要な車両等の派遣及びあっせん 

(4) 医療職、技術職、技能職等の職員派遣 

(5) 収容施設の提供及びあっせん 

 

２ 受援計画（危機管理部、総務部） 

大規模災害発生時に、被害規模が大きくなり、影響範囲が拡大すれば、求められる対応の内容や業

務量は拡大し、本市単独での対応は、一層困難になります。そのため、他の地方公共団体や指定行政

機関、指定公共機関、民間企業、NPO やボランティアなどの各種団体から、人的・物的資源などの支

援・提供を受け、効果的に活用できるよう、内閣府が定めた「地方公共団体のための災害時受援体制

に関するガイドライン」や県が策定した「三重県広域受援計画」を踏まえて策定した「津市災害時受

援計画」について、毎年見直しを行い、必要に応じて修正等を行います。 

 

３ 広域応援の受入れ体制の整備（危機管理部、総務部、健康福祉部、建設部、上下水道

事業局、上下水道管理局、消防本部） 

(1) 人命救助活動に係る実動部隊の受入れ体制の整備 

自衛隊、緊急消防援助隊、警察災害派遣隊をはじめ、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ、ＤＭＡＴなどの実動部

隊が、迅速かつ効果的に活動が行えるよう、平時から各関係機関と連携強化を図るとともに、津市災

害時受援計画で定める進出拠点（候補地）や救助活動拠点（候補地）での対応方法を検証する等、各

部隊の円滑な受入れに向けた体制の整備を図ります。 

広域的な 

相互応援体制の整備 

１ 応援協定の締結 

２ 受援計画 

３ 県内相互応援隊の受入れ体制の整備 

４ 他自治体災害時の応援活動体制の整備 
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(2) 県内相互応援受け入れ体制 

「三重県市町災害時応援協定」、「三重県水道災害広域応援協定」、「三重県内消防相互応援協定」に

基づく各種応援業務が迅速かつ効果的に実施できるよう、平時からの連携強化に努め、県内市町等か

らの人的支援及び物的支援の受け入れ体制の整備を図ります。 

(3) その他の応援受け入れ体制 

各種相互応援協定等に基づく応援業務が迅速かつ効果的に実施できるよう、平時からの情報交換等

に努め、受入れ体制の充実を図ります。 

 

４ 他自治体災害時の応援活動体制の整備（危機管理部、総務部） 

市は、総務省が構築した「応急対策職員派遣制度」により、三重県を通じて要請があった場合、又

は被災市町村より応援要請を受け、又は緊急を要し、応援要請を待たず派遣をしようとする場合は、

日常業務に支障をきたさないよう支援体制の整備を図ります。 

派遣職員は、被災地において被災市町村から援助を受ける事のないよう食糧、衣料から情報伝達手

段に至るまで各自で賄うことができる自己完結型の体制とします。 
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第５章 災害応急対策・復旧への備え 

 

○ 災害発生時に迅速に対応するため、必要な計画、体制、施設設備等の整備などを図るとともに、

訓練を実施することにより実効性を検証します。 

 

第１節 消火・救急・救助対策 

 

○ 被害を最小限にとどめるため、消火・救助・救急体制の整備に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 消防施設等の整備（消防本部） 

「消防力の整備指針」（平成 12年１月 20日消防庁告示第１号）や地域の実情などを考慮し、人員、

車両、資機材などを充実させるとともに、老朽化した消防庁舎を整備することにより、災害時の活動

拠点施設としての機能向上を図ります。 

 

２ 消防水利の整備（消防本部） 

(1) 「消防水利の基準」（昭和 39年 12月 10日消防庁告示第７号）に基づき、消火栓を配置します。 

(2) 河川、ため池、農業用水路などの自然水利やプールの活用、耐震性防火水槽の整備など、地域の

実情に応じて消防水利の多様化を図ります。 

 

３ 消防部隊の体制強化（消防本部） 

(1) 迅速かつ的確な消防活動実施のための初動体制、情報収集体制、通信運用体制、火災防御活動体

制、救助・救急体制、広報体制、後方支援体制などの整備に努めます。 

(2) 大規模災害時における適切な状況判断力と消火・救助技術の向上を図るための教育訓練に努めま

す。 

消火・救急・ 

救助対策 

１ 消防施設等の整備 

２ 消防水利の整備 

３ 消防部隊の体制強化 

４ 消防団の充実強化 

５ 自主防災組織の強化 
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４ 消防団の充実強化（消防本部） 

消防団の充実強化に向けて、施設及び車両の整備、資機材の整備、出動体制の確保、団員の訓練等

を総合的に推進します。 

 

５ 自主防災組織の強化（消防本部、危機管理部、各総合支所） 

(1) 地域の初期消火体制の向上 

火災は初期段階であれば、地域住民の手で消し止められる可能性もあります。そのため地域にお

いては、自主防災組織を中心として、消火器、バケツ、可搬ポンプ等の消火資機材を備えるととも

に、取扱訓練を実施します。また、市は、自主防災組織の結成、育成を促進します。 

(2) 事業所の初期消火体制の向上 

事業所においては、法令に基づく消火器等の取扱訓練を反復して実施します。また、地域の自主

防災組織との連携を進めます。 

(3) 救助体制の向上 

避難行動要支援者の名簿や居住者マップ等の作成が、当事者の同意を得て進むよう、地域の自主

防災組織に対して支援を行い、救助活動の備えを進めます。また、自主防災組織が災害時に十分な

活動が行えるよう、資機材の整備、訓練等を総合的に推進します。 
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第２節 災害時医療対策 

 

○ 大規模災害発生時には医療救護需要が極めて多く、広域的に発生することが想定され、かつ即応

体制が要求されるため、医療機関と連携して、これに対応する医療活動が実施できるよう研修会、防

災訓練、資機材の整備などを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 災害時医療体制の整備（健康福祉部） 

医療を必要とする状態にあるにもかかわらず、災害のために医療の途を失った者に対して、医療等

を提供できるよう、市及び医療機関等は、災害時医療体制の整備に努めます。 

 

２ 初期医療体制の整備（健康福祉部） 

(1) 医療救護班の整備 

災害時に備えて、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の協力を得て編成する医療救護班

の体制、県及びその他関係機関に協力を要請した場合の体制の整備に努めます。 

(2) 医療救護所の設置 

医療救護所の設置場所は、被災状況及び負傷者状況の確認・分析を行なった上で、適切かつ効果

的な場所を決定し、設置できる体制の整備に努めます。また、必要に応じ、津市応急診療所につい

ても、活用を図ります。 

 

 

 

 

１ 災害時医療体制の整備 

６ 関係機関との協力関係の構築 

災 害 時 医 療 対 策 

２ 初期医療体制の整備 

３ 後方医療体制の整備 

４ 医薬品等の確保体制の整備 

５ 負傷者等の搬送体制の整備 

７ 自主防災組織等の自主的救護体制の整備 
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３ 後方医療体制の整備（健康福祉部） 

(1) 医療機関相互の連携体制及び役割分担の整備 

医療救護所では対応困難な重傷者等については、後方医療施設に搬送し治療を行うことになりま

す。そのため、多数の人命救助と医療救護を可能にするため、医療救護所におけるトリアージやそ

の度合いに応じた医療機関への搬送等を迅速に行える連携体制及び医療機関の役割分担の整備を

進めます。 

(2) 医療情報の収集・伝達体制の整備 

広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）を活用して、災害時における医療機関の診療の可

否、受入可能患者数、患者転送要請数、医薬品等の備蓄状況、ライフラインの状況等、医療情報の

迅速かつ的確な収集、伝達の体制の整備に努めます。 

 

４ 医薬品等の確保体制の整備（健康福祉部、危機管理部） 

(1) 医薬品等の備蓄 

備蓄すべき医薬品等の品目等を定めるとともに、医療関係機関等と協力し、避難所(備蓄場所)へ

の災害対策用救急箱の配備を含めた、医薬品、医療用資機材の確保体制を整備します。 

(2) 医薬品の調達 

医薬品の調達のため、県及び医療関係機関等との協力関係の構築に努めます。 

(3) 輸血用血液製剤の確保 

輸血用血液製剤については、三重県赤十字血液センター及び県等と連携し、確保に努めます。 

(4) 医療用水の確保 

医療救護所で必要となる医療用水の確保に努めます。 

 

５ 負傷者等の搬送体制の整備（健康福祉部、消防本部） 

災害時における患者及び医療救護班の搬送体制と搬送手段の確保について整備します。 

 

６ 関係機関との協力関係の構築（健康福祉部、危機管理部） 

災害の規模及び患者の発生状況によっては、県をはじめ自衛隊、日本赤十字社三重県支部、医師会

等の関係機関に応援を要請する事態が想定されるため、これらの関係機関との間で緊密な協力関係を

構築します。 

 

７ 自主防災組織等の自主的救護体制の整備（危機管理部） 

大規模災害時には、救急車等搬送手段の不足、通信の途絶、交通混乱等により、医療活動、救急搬

送活動が困難となることが予想されます。そのため、自主防災組織等は、応急救護活動や医療機関へ

の搬送活動などについて自主的に対応する必要があることを認識し、自主的救護体制の整備を推進し

ます。 
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第３節 緊急輸送活動対策 

 

○ 災害発生時の消火、救助、救急、医療等の活動及び緊急物資の供給を実施するため、緊急輸送体

制の整備に努めます。 

○ 重要な防災拠点を選定し、それらを結ぶ緊急輸送道路ネットワーク計画を多重化や代替性を考慮

して策定し、計画的な道路の整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 
 
１ 緊急輸送体制の整備 

河川洪水等の大規模な水害発生時には、道路の浸水、土砂災害等による道路閉塞等の発生や、一般

車両通行による渋滞発生により緊急支援に関する車両の目的地到着に支障をきたすことが想定され

ます。このため、自衛隊や緊急消防援助隊、ＤＭＡＴ、物資輸送等の外部からの応援活動が迅速に救

助活動拠点及び物資拠点等の目的地に到達できるよう、国、県等の関係機関と連携して、あらかじめ

定めた緊急輸送ルートが有効に機能するよう体制の整備に努めます。 

(1) 救助活動拠点（危機管理部） 

救助機関が救助、救急、消火活動を行う際に、車両や資機材の留め置き場、宿営地等に利用する

活動拠点として、三重県広域受援計画において、次のとおり救助活動拠点を定めています。 

施設名 所在地 利用機関 

自衛隊 消防 警察 

津市産業・スポーツセンター内 

メッセウイングみえ 

津市北河路町 19-1  〇 〇 

安濃中央総合公園（芝生広場、

フットサルコート、野球場） 

津市安濃町田端上野 818他  〇 〇 

中勢グリーンパーク 津市あのつ台五丁目 757-1 〇 〇 〇 

町民の森公園 津市河芸町浜田 740-1 〇   

北部運動広場 津市栗真中山町 601-3  〇  

白山総合文化センター 津市白山町二本木 1139-2  〇  

津市モーターボート競走場 津市藤方 637  〇  

道の駅美杉 津市美杉町上多気 267  〇  

(2) 緊急物資輸送拠点（危機管理部） 

他地域からの緊急物資等の受入れ、一時保管及び各避難所等のニーズに応じた物資の配送等のた

めに、緊急物資輸送拠点の確保は重要であることから、次のとおり拠点を定めます。 

ア 安濃中央総合公園 

安濃中央総合公園については、広大な公園のほか体育館等を有していることから、物資の受入

緊 急 輸 送 活 動 対 策 

１ 輸送拠点の確保 

２ 輸送手段の確保 

３ 交通機能の確保 
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れ、集積場所の拠点として活用します。 

イ 津市防災物流施設 

津市防災物流施設については、伊倉津公共ふ頭及び伊勢湾ヘリポートの機能を活用した生活物

資の緊急輸送及び備蓄場所機能並びに緊急時の被災者の救護、避難所等としての機能を始め、防

災学習・防災啓発施設及び地域のコミュニティ施設としての機能を併せ持った施設として活用し

ます。 

ウ 道の駅津かわげ 

道の駅津かわげについては、大規模災害発生時における安濃中央総合公園及び防災物流施設等

との連携による陸路の緊急物資等の物流中継拠点機能、大規模災害時における地域及び道路利用

者の一時的な避難場所として活用します。 

(3) 海上輸送の拠点（都市計画部、農林水産部） 

港湾管理者及び漁港管理者は、選定した港湾及び漁港を物流拠点として必要な施設の整備に努め

ます。また、災害時の民間港湾施設の使用について、応援協定の締結を推進します。 

(4) 航空輸送の拠点（都市計画部） 

災害発生時におけるヘリポートの役割は、人命に関わる緊急輸送基地として重要です。ヘリポー

トの管理者は、緊急輸送等各種応急対策が効果的に実施できるよう整備に努めます。 

 

２ 輸送手段の確保（政策財務部、危機管理部） 

災害時に緊急輸送車両、船舶等を迅速に確保できるよう、市保有車両を把握するとともに輸送関係

機関等との協定の締結等により、協力体制の整備を図ります。 

また、緊急通行車両として使用する市保有車両については、あらかじめ緊急通行車両確認証明書及

び標章の交付を受けるため、管轄する警察署に対して緊急通行車両の確認手続きを行います。 

ヘリコプターについても、関係機関とあらかじめ運用上の取り決めを定めるよう努めます。 

また、市は、三重県等と連携し、グラウンドや公園等を臨時ヘリポート候補地として確保しておく

とともに、関係機関や地元住民等に対し、周知を図ります。 

[緊急通行車両標章] 

 

 

 

備 考 

１ 色彩は、記号を黄色、縁及び「緊急」の文字を赤色、 

 「登録（車両）番号」、「有効期限」、「年」、「月」及び「日」 

の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、月及び日を 

表示する部分を白色、地を銀色とします。 

２ 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて 

 変化する措置を施します。 

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとします。 

 

 

 

３ 交通機能の確保（各施設管理者） 

(1) 道路、鉄道、港湾、漁港、空港施設の管理者は、災害発生時における施設の機能確保のための体

制整備を図るものとします。 
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(2) 災害発生時の救助活動や緊急物資の輸送等を実施するための緊急交通路を確保するため、被害状

況を踏まえた迂回ルートの選定や必要な交通規制等の実施について、あらかじめ関係機関が協議す

る場を設け、平時から大規模災害時の交通機能の確保に向けた取組みを行います。 

(3) 災害発生時には、道路に障害物が散乱するなど、救援救護活動や緊急物資の輸送に支障が生じる

おそれがあります。このため、道路啓開作業に必要な資機材及び車両等を災害時に迅速に確保でき

るよう、資機材、車両の種類及び数量等を明らかにし、関係団体との協定の締結等により協力体制

を整備します。 
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第４節 緊急物資確保対策 

 

○ 災害発生直後に必要な緊急物資の確保体制を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 個人備蓄の促進（危機管理部） 

自主防災組織及び市民への啓発に努め、被害が広範囲に及ぶ大規模災害が発生し、支援が遅れるこ

とに備え、家庭における備蓄として、買い置きや冷蔵庫等での貯蔵、ローリングストック法の活用も

含め飲料水・食料及び生活必需品等、３日分以上の個人備蓄を促進します。 

孤立が想定される集落で生活する住民に対しては、水や食料のほか、必要となる物品の備蓄を促進

します。 

   また、新型コロナウイルス感染症などをはじめとする感染症対策として、今までに備えてきた個人

備蓄品に加え、マスク、アルコール消毒液、体温計等の追加についても促進します。 

 

２ 給水体制の整備（上下水道事業局、上下水道管理局、危機管理部） 

(1) 給水拠点の整備 

水道施設の耐震化、ポンプ設備の停電対策など、給水拠点の整備を進めます。 

(2) 応急給水の確保 

配水池、非常用貯水槽等、応急給水に利用する備蓄水量の確保に努めます。 

(3) 応急給水資機材の確保 

応急給水資機材について、必要量の調達体制の整備を進めます。 

(4) 飲料水の備蓄 

応急給水が実施できない場合に備えて、保存用飲料水を備蓄するものとします。 

(5) 災害時協力井戸の確保 

   災害時協力井戸を登録し、災害時における生活用水の確保に努めます。 

(6) 学校の受水槽の蛇口取付 

 

３ 食料、生活必需品等の備蓄及び調達体制の整備（危機管理部、商工観光部、市民部） 

(1) 津市備蓄計画に基づく食料、生活必需品等の備蓄 

  本市の災害用備蓄の基本的な考えを示す、「津市備蓄計画」に基づき、備蓄目標で定める数量の

備蓄品目を計画的に整備するとともに、目標に達している備蓄品目についても更新等の整備を行い

緊急物資確保対策 

１ 個人備蓄の促進 

２ 給水体制の整備 

３ 食料、生活必需品等の備蓄及び調達体制の整備 
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ます。 

  また、内閣府が構築した「物資調達・輸送調整等支援システム」や本市の「津市総合災害情報管

理システム」等も活用しながら、備蓄物資の確認や管理等、大規模災害時に速やかな物資支援が実

施できるよう、平時から準備に努めます。 

(2) 食料、生活必需品等の調達体制の整備 

  災害時の食料、生活必需品等の調達のため、生産者及び販売業者との協議により、業者と物資の

調達及び輸送に関する協定の締結を進めます。 

  災害時に必要となる食料・飲料水・衣料等に加え、特に備蓄しにくい粉ミルク、液体ミルク、生

理用品・下着等を調達できるよう、市内の販売業者と協定の締結を進めます。 

  また、他の地方自治体等と広域応援協定を結び、大規模災害時には相互に食料、飲料水、生活必

需品等の受入れ及び応援を行うものとします。 
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第５節 消毒・保健衛生・災害廃棄物の処理体制の整備 

 

○ 災害発生後に、必要とされる消毒・保健衛生活動と、災害廃棄物（ごみ及びし尿）の処理体制に

ついて整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 消毒、保健衛生体制の整備（健康福祉部、危機管理部） 

(1) 防疫班等の整備 

災害時被災地においては、衛生条件が極度に悪く、感染症等の疫病が多く発生することが予想さ

れます。これを防止するため、被災地の感染症対策、衛生活動を迅速かつ的確に実施するための防

疫班等を編成する必要があります。 

この編成を円滑に行うため、平常時から、防疫班等の編成について検討しておくものとします。 

(2) 消毒剤及び器具の備蓄 

消毒剤、消毒散布用器械、運搬器具などについて、緊急時には速やかに調達できるように、調達

可能業者とあらかじめ協定を結んでおくなど協力体制を整備します。 

なお、市においても常時備蓄に努めるものとします。 

 

２ ごみ処理体制の整備（環境部） 

(1) 災害廃棄物（ごみ）処理計画の見直し 

ア 被害状況に応じた、ごみの発生量の推計を行います。 

イ 災害により排出されるものと日常生活により発生するものとに区分し、各々について排出量を

推計するものとします。 

(2) ごみの迅速な収集と処理の計画 

ア 生ごみ等腐敗性の大きい廃棄物については、被災地における防疫上、収集可能な状態になった

時点から出来る限り早急に収集を行います。 

イ 建物の解体及び撤去等による災害廃棄物の処理については、原則として所有者自らが行うこと

とします。 

ウ 災害廃棄物については、平常時から公共施設等の仮置場の選定を行い、仮置場を拠点にした収

集・処理体制を整えます。 

エ 民間の廃棄物処理施設の活用も含め、処分先を確保します。 

消毒・保健衛生・ 

災害廃棄物の処理体制の整備 

１ 消毒、保健衛生体制の整備 

２ ごみ処理体制の整備 

３ し尿処理体制の整備 
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(3) 協力体制の確保 

ア 平常時から、災害ボランティアとの協力体制の構築に努めます。 

イ 県、近隣の市町、民間の廃棄物処理業者、土木・運送事業者等に対して、災害時に人員、資機

材等の確保について応援が得られるよう協力体制の整備を進めます。 

 

３ し尿処理体制の整備（環境部、上下水道事業局、上下水道管理局、危機管理部） 

(1) 災害廃棄物（し尿）処理計画の見直し 

被害状況に応じたし尿処理量を推定し、作業計画を策定します。 

(2) 緊急くみ取りの実施計画 

浸水による被害状況に応じて、便槽等が使用不能になった地域に対し、し尿処理業者の協力を得

ながら、応急的にくみ取りを実施します。 

(3) 仮設トイレ等の配置計画 

ア 災害時に避難所、住宅地内で下水道施設の使用ができない地域に、災害用組立トイレの配備を

進めます。 

イ 要配慮者に配慮した計画とします。 

ウ 津市下水道総合地震対策計画に基づき、マンホールトイレの設置を進めます。 

エ 避難所に仮設トイレ等が配置された場合は、学校のプールの水等を水洗用に確保することとし

ます。 

オ 市民は、水道の被災により水洗トイレが使用できない場合に備え、浴槽等への水の溜置きに努

めるものとします。 

(4) 協力体制の確保 

県、近隣の市町、民間のし尿処理関連業者及び仮設トイレを扱う民間のリース業者等に対して、

災害時に人員、資機材等の確保について応援が得られるよう協力体制の整備を進めます。 
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第６節 災害復興指針 

〇 大規模災害発生後、できるだけ早期に津市復興計画（仮称）を策定し、いち早く復興事業に取り

かかれるよう、取り組むべき対策と取組項目案を提示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 計画的復興に向けた体制整備 

  大規模災害発生直後から山積する課題に遅滞なく対処していくため、いち早く行政機能の回復を図

ります。また、計画的に復興に取り組んでいくため、各部において復興に向けて取り組む対策を検討

するとともに、津市災害復興対策本部（仮称）における議論等を通じて、津市復興計画（仮称）を策

定します。 

 (1) 行政機能の回復 

  ア 非常時優先業務の継続 

  イ 人的資源の確保（市外・県外からの派遣の受入れ） 

  ウ 人的資源の確保（任期付き職員等の採用） 

 (2) 復興体制の整備 

  ア 津市災害復興対策本部（仮称）の設置 

  イ 津市復興方針（仮称）の策定 

  ウ 津市復興計画（仮称）の策定 

  エ 津市復興計画（仮称）の進行管理 

 (3) 情報提供 

  ア 被災地調査の受入に係る調整 

  イ 復興状況の把握と情報提供 

  ウ 復興記録誌の作成 

 

２ 住まいと暮らしの再建 

  二次被害の恐れがなくなり次第、速やかに被害認定調査を行い、迅速な罹災証明の発行に努めます。 

 (1) 被災住宅の応急対策 

  ア 住宅の被害認定調査の実施 

  イ 罹災証明の発行 

  ウ 被災者による自宅の応急修理支援 

災害復興指針 

１ 計画的復興に向けた体制整備 

２ 住まいと暮らしの再建 

３ 公共土木施設の復旧・復興 
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 (2) 緊急の住宅確保 

  ア 住民の住宅再建意向の把握 

  イ 応急仮設住宅用地の確保 

  ウ 応急的な住宅の供給計画の作成 

  エ 応急仮設住宅（民間賃貸住宅）の借上げ 

  オ 応急仮設住宅の確保 

  カ 応急仮設住宅の長期利用化を見据えた取組・適切な解消に向けた取組 

 (3) ボランティアの受入体制の整備 

  ア 津市災害ボランティア本部及び災害ボランティアセンターの設置 

  イ 復興に向けたボランティア活動への支援 

 

３ 公共土木施設の復旧・復興 

  発災後、市が管理する施設について、施設の損傷及び機能を確認し、被害状況を把握するとともに、

応急復旧活動に取り組みます。 

 (1) 被災状況の把握と応急工事の実施 

 (2) 道路、港湾等の交通基盤の確保及び整備 

 (3) 海岸、河川等の保全 

 (4) 上下水道等のライフラインの復旧 

 (5) 公園、緑地の復旧 
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第３編 災害応急対策計画 
 

○ 風水害や大規模火災などによる災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合の被害の拡

大防止措置及び被害者に対する応急救助措置について基本的な計画を定めます。 

○ 実施する項目については、行動計画等を作成し、毎年必ず訓練などにより検証を行います。 

 

第１章 災害時応急活動 

 

○ 体制の確立、応急活動として実施すべき事項について明らかにします。 

 

第１節 活動体制の確立 

 

○ 的確な応急活動を実施するため、迅速な初動体制の確立を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 初動活動体制の整備（危機管理部、各部、各総合支所） 

(1) 配備の伝達 

災害が発生するおそれがある場合、又は災害が発生した場合、災害対策本部各部・支部があらか

じめ定めた配備計画に基づき、下記の連絡系統で、職員参集メール、電話等により迅速に職員を非

常招集し、初動活動体制を整えます。 

 

   《初動活動体制の連絡系統図》 

  

 

 

 

①自動メール配信 

（配備基準に係る 

気象情報等） 

活 動 体 制 の 確 立 

１ 初動活動体制の整備 

２ 非常招集時の職員の留意事項 

３ 職員の福利厚生への配慮 

②電話等 

（配備指令） 

②手動メール配信 

（配備指令） 

①自動メール配信 

（配備基準に係る 

気象情報等） ①自動メール配信 

（配備基準に係る 

気象情報等） 

（指示） 

（報告） 

職員参集システム 

災害対策本部 

各部・支部長等 

災害対策本部長（市長） 

災害対策副本部長（副市長） 一般職員 

     自動 

     手動 
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 (2) 職員の動員・参集 

ア 勤務時間外における職員の招集 

(ｱ) 勤務時間外における職員の招集のための連絡通知は、職員参集メール等によるものとし、各

部・支部は、あらかじめ各職員の参集場所及び配備体制を確立しておきます。 

(ｲ) 参集不能幹部職員が出ることが予想されるため、業務代行者を設定します。 

イ 本部員は常に予報及び警報やその他の状況に注意するとともに、災害が発生し又は発生するお

それがあるときは、自己の所在を明らかにしておき、直ちにその任務に応ぜられるよう準備しま

す。 

ウ 全職員は、勤務時間外、休日等において、非常体制に対応する災害の発生又は発生するおそれ

があることを知った場合は、本部から招集のない場合であっても自ら所属機関へ参集します。 

エ 交通の途絶により所属機関への参集が不可能な場合には、最寄りの機関に自主的に参集し、当

該機関の長の指示を受け、災害応急対策に従事します。 

オ 緊急事態において、参集不能職員の安否を把握することは重要なため、各部・支部長は、職員

参集システム等を活用し、職員の安否等を確認します。 

カ 災害により家族が死亡又は傷害を受けた場合は、必要な措置を講じた後に本部に参集します。 

また、居住地域の被害が甚大で、地域の救護活動に従事する必要がある場合は必要な措置を講

じた後に本部に参集します。 

キ 夜間、休日等において第二配備体制に準ずる緊急事態が発生した場合、これに対処するため、

あらかじめ本部長が指名した本庁あるいは支所至近距離に居住する職員を緊急要員として配備

します。 

(3) 動員状況の報告 

各部長・支部長は職員の動員状況を速やかに把握し、以下の事項を危機管理総務部に報告します。 

・部・支部、班名 

・動員連絡済人員数 

・動員連絡不能人員数及び地域 

・登庁人員数 

・登庁不能のため最寄りの出先機関に非常参集した人員 

・その他 

 

２ 非常招集時の職員の留意事項（各部、各総合支所） 

夜間、休日等に非常招集を受けた職員が迅速に勤務職場（あらかじめ参集場所を指定されたものを

除く。）に参集し、災害対策業務に従事できるよう、次の事項について留意します。 

(1) 出勤時の持ち物・服装等 

出勤時には飲料水・食料などを持参し、防災ユニフォームを着用することとします。 

(2) 参集手段 

  災害時は、原則として徒歩、自転車等で参集することとし、気象状況や交通機関の運行状況・道

路状況等を考慮して参集手段を判断します。 

(3) 出勤途上の緊急措置 

職員は、出勤途上において火災あるいは人身事故等緊急事態に遭遇したときは、消防機関又は警
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察等へ連絡通報するとともに、人命救助等適切な措置をとります。 

(4) 出勤途上の情報収集と報告 

職員は、出勤途上において災害発生状況や被害状況等の情報収集を行い、危機管理総務部へ報告

します。 

施設を管理する部局にあっては、それぞれの管理する施設の被害状況について情報収集を行い、

危機管理総務部へ報告します。 

(5) 第一・第二配備体制以外の職員の行動 

非常体制以外で、配備に就く必要がないとされる職員であっても、自己の住所地付近の状況把握

に努め、被害等について、災害対策本部へ通報します。 

また、いつでも配備に就けるよう待機します。 

 

３ 職員の福利厚生への配慮（総務部） 

(1) 災害対策に従事する職員の健康管理、勤務条件等を考慮するとともに、他市町等からの応援職員

に対しても福利厚生について配慮します。 

(2) 災害対策に従事する職員の勤務時間等を把握、管理し、また各部・支部は適宜要員の交代等を行

うことにより従事する職員の健康管理に努めます。 
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第２節 気象に関する予報及び警報等の収集・伝達活動 

 

○ 気象に関する予報及び警報、各種情報を関係機関、報道機関等と協力して、住民に速やかに伝達、

周知します。 

 

 

 

 

 

 

１ 気象に関する予報及び警報等の収集・伝達の多様化（危機管理部、政策財務部、消防

本部） 

(1) 気象に関する予報、警報等の収集・伝達系統 

気象に関する予報及び警報並びに各種情報の受領及び伝達系統は、資料編のとおりとし、迅速か

つ正確に行います。 

(2) 気象に関する予報、警報等の市民への広報 

市は、被害を及ぼす可能性のある情報を把握したときは、情報配信システム等を活用して、市民

に対して速やかに伝達します。 

(3) 収集する情報の種類とその内容 

収集する気象に関する予報及び警報並びに各種情報は、資料編のとおりです。 

(4) 特別警報、警報及び注意報の基準 

三重県における特別警報、警報及び注意報の基準は、資料編のとおりです。 

 

（※参考）三重県の細分区域（地図）は、資料編に示します。 

（※参考）気象業務法及び水防法に基づく警報等の取扱要領は、資料編に示します。 

  （※参考）気象庁ホームページにおける「大雨・洪水警報の危険度分布」については、下記ＵＲＬか

ら閲覧できます。 

 ○ 大雨警報（浸水害）の危険度分布 

https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/inund.html 

○ 大雨警報（土砂災害）の危険度分布 

https://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/index.html 

○ 洪水警報の危険度分布 

https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html 

２ 特別警報の周知（危機管理部） 

市は、気象等の特別警報について、三重県等から通知を受けたとき又は自ら知ったときは、同報系

防災行政無線、ホームページ、ＣＡＴＶ、メール・ファクス等により住民や官公署へ周知します。 

気象に関する予報及び 

警報等の収集・伝達活動 

１ 気象に関する予報及び警報等の収集・伝達の多様化 

２ 特別警報の周知 

https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/inund.html
https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html
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第３節 災害情報の収集・伝達 

 

○ 市及び防災関係機関は、災害発生時に相互に連携し、被害状況を早期に収集して被害規模を把握

します。また、応急対策実施に必要な情報を他の防災関係機関に伝達します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 情報収集・連絡体制の整備（各部、各総合支所） 

災害の発生に伴い、速やかに被害の状況を掌握し、併せて応急対策の迅速かつ適切な推進を図るた

め、各部・支部において津市災害対策本部に関する条例施行規則に基づき被害状況の調査を実施しま

す。 

また、大規模な災害が発生し、情報収集要員が不足した場合には、アマチュア無線家やインターネ

ットの利用者といった通信ボランティアの協力を募ります。 

(1) 情報収集・連絡 

市は、消防機関、警察署、自治会、自主防災組織その他防災関係機関からの情報入手、災害現地

への職員派遣、職員の登庁途上での目視等により被災地や被害規模等の把握に努めます。 

防災関係機関は、可能な限りの手段を講じて、それぞれの所掌する災害情報の収集に努めます。 

また、収集した情報は迅速に災害対策本部に連絡します。 

(2) 情報の連絡手段 

市、防災関係機関等は、三重県防災行政無線、津市移動系防災行政無線、インターネット、有線

電話、ファクス、携帯電話、衛星携帯電話等の通信手段の中から状況に応じ最も有効な手段を用い

て情報を連絡します。 

(3) 情報の共有化 

防災関係機関は、各種連絡手段を活用して情報の共有化を図ります。 

(4) 三重県緊急派遣チームとの連携 

三重県から、市の被害状況や支援要請などの情報収集や総括的支援を行う緊急派遣チーム等の支

援要員が派遣されている場合は、必要に応じて、情報の収集及び報告事務等を連携して行います。 

(5) 必要な情報の種類 

ア 災害の概況 

災害情報の収集・伝達 

１ 情報収集・連絡体制の整備 

３ 被害状況等の報告 

４ 住民等の安否情報の収集と伝達 

５ 異常現象発見時の通報と住民への周知徹底 

２ 被害調査の実施 
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(ｱ) 発生場所 

(ｲ) 発生日時 

(ｳ) 災害種別 

イ 被害の状況 

(ｱ) 人的被害、住居被害など 

(ｲ) ライフラインの被害状況 

ウ 応急対策の状況 

(ｱ) 応援の必要性 

(ｲ) 災害対策本部各部・支部の活動状況 

(ｳ) 消防、水防、救急救助等消防機関の活動状況 

(ｴ) 避難準備に必要な情報 

(ｵ) 避難所の設置状況（自主避難の状況を含む） 

(ｶ) 実施した応急対策 

〔情報収集の流れ〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）主要交通機関の災害速報 

災害時における主要交通機関の運行状況等は、必要に応じ次の機関により収集します。 

(1) 東海旅客鉄道株式会社 

ア 昼間 

広報室（℡ 052-564-2330） 

イ 夜間 

東海総合指令所（℡ 052-564-3686） 

(2) 近畿日本鉄道株式会社 

ア 平日の昼間 

近畿日本鉄道株式会社鉄道事業本部名古屋輸送統括部運輸部運行課（℡ 059-354-7021） 

自主防災組織(自治会) 

被災一般市民 

消防団員 

警察・消防 

防災関係機関等 

参集職員 

市民・避難所 

災害対策本部危機管理総務部 

災害対策本部応急対策担当部 
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イ 平日の夜間及び土、日、祝日 

  近畿日本鉄道株式会社鉄道事業本部名古屋輸送統括部運輸部運行課運輸指令 

（℡ 059-354-7022） 

鉄道路線全線 

(3) 三重交通株式会社 

ア 昼間 

三重交通株式会社運転保安部運転指導課 （℡ 059-229-5537） 

イ 夜間 

三重交通株式会社中勢営業所  （℡ 059-233-3501） 

バス路線全線 

(4) 伊勢鉄道株式会社 

伊勢鉄道株式会社本社 （℡ 059-383-2112） 

(5) 津エアポートライン株式会社 

津エアポートライン株式会社（℡ 059-213-6582） 

 

２ 被害調査の実施（各部、各支部） 

(1) 調査の時期 

  ア 概況（初動）調査 

全市的な被災状況を把握するため、目視あるいは被害写真などにより被害発生直後から３日以

内に調査を行い、速報として報告します。 

イ 中間調査 

被害状況の変化に応じて、逐次調査を実施するものとします。調査時期は、災害発生後３～７

日以内とします。 

ウ 確定調査 

国、県に対する報告などのため、所定の調査票や被害写真を添付するなど、調査内容の正確を

期するものとします。調査時期は、応急措置終了後 10 日から１ヶ月以内とします。 

(2) 調査及び報告の内容 

   調査項目は、資料編の被害状況報告基準のとおりとします。 

(3) 被害調査結果の集約 

    被害調査は、各部・支部単位で行い、各部・支部の庶務担当課は、各部・支部の調査結果を集約

し、危機管理部に報告します。 

   危機管理部は、災害対策本部又は災害対策連絡会議に報告します。（災害対策本部廃止後は、市長

に報告します。） 

 

３ 被害状況等の報告（危機管理部、消防本部） 

(1) 災害の報告 

災害に伴う被害状況は、法、災害報告取扱要領（昭和 45年４月 10日消防防第 246号）及び火災・

災害等即報要領（昭和 59年 10月 15日消防災第 267号）に基づき県に報告します。 

ただし、県に報告できないとき又は直接報告する必要がある場合は消防庁に連絡します。 
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※ 三重県（津地方災害対策部） 

   FAX 059－227－3170 

地域衛星 FAX 0-P-7-P-123-613 

   TEL 059－223－5013 

地域衛星電話 TEL 7-123-611 

【消防本部の報告】 

※ 三重県（防災対策部 消防・保安課） 

   FAX 059-224-3350 

   地域衛星 FAX 0-P-7-P-101-8-2199 

   TEL 059-224-2108 

   地域衛星電話 TEL 7-101-8-2108 

※ 消防庁 

 〇平日・昼間（応急対策室） 

   FAX 03-5253-7537 

   地域衛星 FAX 0-P-7-P-048-500-90-49033 

   TEL 03-5253-7527 

   地域衛星電話 TEL 7-048-500-90-49013 

 〇休日・夜間（宿直室） 

   FAX 03-5253-7553 

   地域衛星電話 FAX 0-P-7-P-048-500-90-49036 

   TEL 03-5253-7777 

   地域衛星電話 TEL 7-048-500-90-49102 

 〇消防庁災害対策本部（危機管理センター） 

   FAX 03-5253-7552 

   地域衛星電話 FAX 0-P-7-P-048-500-90-49037 

   TEL 03-5253-7527 

   地域衛星電話 TEL 7-048-500-90-49125 

 (2) 報告責任者 

ア 災害情報及び被害報告は災害対策の基本となるものです。そのため、あらかじめ指定された報

告責任者は、各部・支部の災害情報及び被害情報等を災害対策連絡調整会議へ報告します。 

イ 危機管理総務部情報収集班長は報告を取りまとめ、遅滞なく津地域防災総合事務所に報告しま

す。 

(3) 報告の内容及び要領 

ア 概況報告 

初期的なもので、被害の有無及び程度の概況についての報告とし、正確度よりも迅速度を旨と

し、資料編別表（１）に基づく内容とします。 

特に、以下の(ｱ)～(ｵ)に該当する災害が発生した場合には速やかに報告します。 

(ｱ) 災害救助法の適用基準に合致するもの。 

(ｲ) 市が災害対策本部を設置したもの。 

(ｳ) 災害による被害に対して国の特別の財政援助を要するもの。 
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(ｴ) 災害による被害が軽微であっても、今後上記(ｱ)～(ｳ)の要件に該当する災害に発展するおそ

れのあるもの。 

(ｵ) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響からみて報告する必要があると認められるもの。 

イ 災害速報 

被害状況が判明次第、逐次報告するもので、資料編別表（２）及び別表（３）に基づく内容と

します。 

ウ 被害報告 

(ｱ) 中間報告 

前記ア・イの速報の段階において報告を求められたときは、その都度所定の様式又は項目に

より県関係機関に報告します。 

(ｲ) 確定報告 

被害状況の最終報告であり、法令、その他所定の様式、方法（時期）に基づき報告します。 

報告要領は、(ｱ) 中間報告のとおりとします。 

エ 報告基準 

被害状況報告基準は、資料編のとおりとします。 

(4) 災害報告系統 

災害報告系統は、下図のとおりとします。 
 

〔災害報告系統図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 住民等の安否情報の収集と伝達（市民部、各総合支所） 

災害対策本部、その他防災関係機関並びに自治会及び自主防災組織は、お互いに協力し、災害時に

住民等の安否情報の収集又は伝達に努めます。 

(1) 災害対策本部 

災害対策本部は、多数の者を収容する施設等における住民等の安否情報を集約します。 

(2) 住 民 

住民は、大規模な災害に備え、家族との連絡方法や避難場所等をあらかじめ定めておきます。ま

た、災害伝言ダイヤルを活用し電話の輻輳の緩和に努めます。 

(3) 自主防災組織 

自主防災組織は、地域内住民の正確な安否情報を把握するため、大規模災害が発生した場合の集

災害情報受理者 

（記録） 

 

 

報告責任者 

 

 

上 司 

 

 

 

 

 

 

 

 災 害 情 報  
災害対策本部 

応急対策担当部 

 

 

報告責任者 

 

 

上 司 

（応急対策実施） 

災害対策本部危機管理総務部 三 重 県 

災害対策連絡調整会議 
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合場所（一時避難場所等）をあらかじめ定めておき、地域内住民に周知します。 

また、自主防災組織は、収集した地域内住民の安否について自主防災組織の長を通じ災害対策本

部へ報告します。 

 

５ 異常現象発見時の通報と住民への周知徹底（危機管理部、政策財務部、消防本部） 

災害が発生するおそれがあるような次の異常現象を発見した者は、その旨を遅滞なく施設管理者、

市長、警察官、海上保安官に通報します。 

通報を受けた警察官又は海上保安官及び施設管理者は、その旨を速やかに市長に、また市長は必要

に応じ、津地方気象台（夜間等は名古屋地方気象台）、県及び関係機関に通報するとともに、連携し

て住民への周知徹底を図ります。 

(1) 水害（河川、海岸、ため池等） 

堤防亀裂又は欠け、崩れ、堤防からの溢水など 

(2) 土砂災害・山地災害 

山鳴り、降雨時の川の水位の低下及び流れの濁りや流木の混在、地面のひびわれ、沢や井戸水の

濁り、斜面からの水の吹き出し、わき水の濁り又は量の変化、がけの亀裂、小石の落下など 

(3) 異常気象 

異常潮位、異常波浪、竜巻、高温など異常な気象現象 

(4) 停電情報 

  大規模・長時間に渡る停電 
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第４節 通信の確保 

 

○ 市及び防災関係機関は、災害発生後直ちに情報通信手段の機能確認を行い、通信の確保に努めま

す。 

  また、防災関係機関相互の施設を利用し、協力して通信体制を確保します。 

 

 

 

 

 

 

１ 通信機能の確認と応急復旧対策（危機管理部、政策財務部） 

(1) 市及び防災関係機関は、災害発生後直ちに情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が生じ

た施設の復旧を行います。 

(2) 西日本電信電話株式会社は、電気通信施設が被災した場合、防災関係機関等の災害対策用の通信

の確保を優先して応急復旧に努めます。 

 

２ 非常時の通信手段の確保（危機管理部、政策財務部） 

(1) 有線電話の優先利用 

西日本電信電話株式会社にあらかじめ登録した「災害時優先電話」を活用し、通信手段を確保し

ます。 

(2) 有線通信途絶の場合 

ア 三重県防災行政無線、津市移動系防災行政無線、消防救急無線を活用します。 

イ 携帯電話、衛星携帯電話等の移動通信回線を活用します。 

ウ 他の防災関係機関の有する無線通信施設を活用します。 

エ その他、非常通信協議会による無線通信設備の貸与制度や職員派遣による情報連絡等あらゆる

手段を尽くして通信手段の確保に努めます。 

通 信 の 確 保 

１ 通信機能の確認と応急復旧対策 

２ 非常時の通信手段の確保 



〔風水害等対策編〕 

 119 

第５節 応援要請 

 

○ 市内において災害が発生し、自力による対応が困難な場合は、法等に基づき、関係機関等に速や

かに応援を要請します。 

 

 

 

 

 

 

１ 関係機関への応援の要請（危機管理部、総務部） 

市は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、県、他市町、指定地方行政機関等に対

し、資料編に掲げる事項を明記した文書をもって、応援を要請します。ただし、緊急を要し、文書を

もってすることができないときは、口頭又は電話等によって要請し、事後速やかに文書を送付します。 

応援要請の種別、要請に必要な付記事項、経費負担等の詳細は、資料編のとおりです。 

 

２ 受入れ体制の確保（危機管理部、各部） 

(1) 受援体制の確保 

市は、危機管理総務部内に災害対策本部受援担当を配置し、要請先である県、他市町、その他関

係機関等との連絡調整及び情報共有を緊密に行うとともに、庁内調整、全体の受援状況の取りまと

め等を行います。 

また、津市災害時受援計画に基づき、所管部局内に受援担当を配置し、支援機関等との連絡調整

や業務の調整、その他必要な準備等を行います。 

(2) 受援計画による受入施設の確保 

市は、応援部隊の受入れを行う場合、到着後に迅速かつ円滑に活動ができるよう、津市災害時受

援計画に定める受入施設（候補地）を速やかに確保します。 

また、物資等の受入れを行う際には、津市災害時受援計画に定める物資拠点を確保します。 

なお、被災地側での交通手段・宿泊・食事等の手配に難を生じる場合は、派遣側で準備を行うこ

とを事前に伝え、必要な調整を行います。 

 

３ 受入れ後の迅速な活動に向けた情報伝達の実施（危機管理部、建設部） 

 

市は、大規模災害の被災地に全国から駆け付ける人命救助等を行う実動部隊が円滑かつ効果的に活

動できるよう、通行を妨げる被害状況の把握に発災直後から努め、適切な迂回ルートを選定するとと

もに、関係機関と連携して必要な交通規制を実施するなどしてルートを確保し、その情報を当該実動

部隊に迅速に伝達します。 

応 援 要 請 

１ 関係機関への応援の要請 

２ 受入れ体制の確保 
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第６節 広報活動 

 

○ 災害発生後の被害状況、生活関連情報や復旧状況などの災害関連情報を、報道機関の協力も得な

がら要配慮者にも配慮し様々な手段で広報します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 情報提供体制の整備（危機管理部、政策財務部） 

災害時には情報が錯綜するため、広報の一元化を図ります。 

防災関係機関は、連絡を密にし、情報共有を行います。 

災害対策本部各部・支部は、知り得た情報はすべて危機管理総務部に連絡するとともに、広報を必

要とする事項は政策財務部広報班を通じて行います。 

 

２ 広報活動の実施（政策財務部、危機管理部） 

(1) 広報の内容 

広報の内容は、下表のとおりとします。 

情報の種類 主 な 内 容 

被害状況 ・人的、物的被害      ・公共施設被害など 

気象関連情報 
・予報及び警報など気象庁の発表する情報 

・二次災害の危険性に関する情報 

安否情報 ・死亡者の情報 

応急対策情報 ・河川、港湾、橋りょう等応急対策の実施状況 

生活情報 

・電気、電話、ガス、水道等ライフライン施設の復旧状況 

・避難所情報 

・給食、給水、衣料、生活必需品等の供給状況 

住宅情報 ・仮設住宅         ・住宅復興制度 

医療情報 ・診療可能施設       ・心のケア相談 

福祉情報 
・救援物資         ・義援金 

・貸付制度         ・保育所等の状況 

教育情報 ・学校等の状況 

交通関連情報 ・道路規制         ・バス、鉄道、船舶、航空機の状況 

環境情報 ・災害ごみ 

ボランティア情報 ・ボランティア活動情報 

その他 
・融資制度         ・各種支援制度 

・各種相談窓口 

広 報 活 動 

１ 情報提供体制の整備 

２ 広報活動の実施 

３ 広聴活動の実施 

４ 情報提供体制の強化 
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(2) 伝達の手段 

ア Ｌアラート等を通じた報道機関（テレビ・ラジオ・通信社・新聞社）への情報提供 

イ 同報系防災行政無線（戸別受信機を含む。） 

ウ ＣＡＴＶ（データ放送を含む。） 

エ ホームページ 

オ 携帯電話、パソコンへのメール配信（津市防災情報メール（多言語版含む）、エリアメール等） 

カ ファクス配信 

キ 電話応答サービス 

ク 広報紙等の配布 

ケ 広報車の巡回 

コ 津市公式アプリケーション「津ぅなび」 

サ その他 

(3) 広報の伝達系統 

広報の伝達系統は、下図のとおりです。 
 

〔市の同報系防災行政無線・広報紙・広報車等を使用した広報伝達系統図〕 

                            同報系防災行政無線 

                         ＣＡＴＶ、ホームページ、「津ぅなび」 

                            メール配信、ファクス配信 

                            広報紙、広報車等 

                        Ｌアラート等         放送・新聞等 

 

３ 広聴活動の実施（市民部） 

(1) 広報活動と同時に地域における広聴活動を行い、応急、復旧活動に市民の要望等を反映させます。 

(2) 相談窓口を開設し、市民等からの相談、問い合わせに対応します。 

(3) 生活維持等に関するニーズの把握に努め、要望事項は速やかに関係機関に連絡します。 

 

４ 情報提供体制の強化（危機管理部、政策財務部） 

(1) 情報発信の代行 

   サーバの破損、通信回路の断絶等により、自力でホームページ等での情報発信が行えなくなった

場合に、災害時の情報発信に関する相互応援協定の締結先である上富良野町に、津市の被害情報、

避難所開設情報、ライフライン情報等を、ブログサイト等を活用して代行発信をすることを要請し

ます。また、上富良野町が大規模災害等の発生により被災した場合は、津市が代行して情報発信を

行います。 

(2) ホームページのアクセスの負荷の分散 

   災害発生時等において、津市ホームページへのアクセスが集中してつながりにくくなった際に、

災害に係る情報発信等に関する協定に基づきヤフー株式会社が同社のウェブサーバ上に津市のホ

ームページと同じ内容の複製（キャッシュサイト）を設置し、ヤフーポータルサイト上でキャッシ

ュサイトへの誘導を行います。これにより、津市ホームページへのアクセス負荷を分散し、津市ホ

ームページへの接続障害やシステムダウンを防ぎます。

防
災
関
係
機
関 

 

災害対策本部 

市 
 

 

民 

報道機関  
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第７節 水防計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 水防活動の実施（消防本部、危機管理部、建設部、上下水道事業局、上下水道管理局、

農林水産部、各総合支所） 

(1) 実施機関 

ア 指定水防管理団体 

市の区域内における水防活動は、市が行います。 

また、水防上公共の安全に重大な関係のある団体として、三重県知事から指定水防管理団体に

指定されています。 

イ 水防組織 

  市は、水防に関係のある注意報・警報等又は地震等により、水防活動を行う必要があると認め

られるときは、市内の水防活動を統括するための組織として災害対策本部を設置します。 

ウ 消防団 

消防団は、水防管理者（市長）の指示により、河川、海岸等の洪水、津波の被害に対する警戒、

防御その他の作業に当たります。なお、消防団の組織及び水防管轄は、資料編のとおりとします。 

(2) 水防倉庫及び資機材・土砂の備蓄状況 

水防倉庫及び資機材等の備蓄状況は、資料編のとおりとします。 

(3) 水防活動の配備基準 

第２編 第４章 第１節のとおりとします。 

  ア 水防組織配備基準 

 市の水防組織の配備基準は、風水害対策編第２編第４章第１節及び震災対策編第２編第４章第

１節のとおりとします。 

イ 消防団配備基準 
 

種別 配  備  内  容 配  備  基  準 

第
一
配
備 

消防団員は、緊急連絡がとれる体制を確保しま

す。 

１ 大雨・洪水・高潮・津波注意報が発表され、危

険が予想されるとき。 

２ 豪雨や長雨などにより浸水や山・崖崩れ等のお

それがあり、水防の必要が予想されるとき。 

○ 市及び防災関係機関は、災害の発生を防ぐため、水防及び土砂災害の警戒活動を行います。 

○ 本節は、水防法第 33条の規定に基づく津市水防計画を兼ねるものとします。 

 

水防計画 １ 水防活動の実施 
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種別 配  備  内  容 配  備  基  準 

第
二
配
備 

消防団員は、自宅又は連絡のとれる場所で待機

し、出動体制を確保します。 

なお、水防等警戒が必要な場合は危険箇所を巡

視し、水防の事態が生じた場合は、速やかに活動

できる体制とします。 

１ 暴風、大雨、洪水、高潮、津波警報等が発表さ

れたとき。 

２ 河川が増水し、警戒又は水防作業の必要がある

とき。 

３ 豪雨や長雨等により浸水や山・崖崩れ等の危険

があるとき。 

４ 気象状況により高潮の危険が予知されるとき。 

第
三
配
備 

 消防団員全員をもって当たり、水防活動を行う

体制とします。 

１ 風水害が発生し又は発生するおそれがあると

き。 

２ その他、必要により水防管理者が配備を指令し

たとき。 

ウ 消防団動員計画 

消防団長は、配備基準に基づき、団員の招集を行います。 

(4) 情報伝達 

ア 洪水等の場合 

第３編 第１章 第２・３節のとおりとします。 

イ 津波等の場合 

   津波対策編 第４章 第２節のとおりとします。 

(5) 重要水防区域 

ア 国の管理区間 

(ｱ) 重要水防箇所の評定基準（案） 

種別 
重要度 

要注意区間 
A 水防上最も重要な区間 B 水防上重要な区間 

堤防高 

（流下能力） 

計画高水流量規模の洪水の水位

(高潮区間の堤防にあっては計画高

潮位)が現況の堤防高を越える箇所。 

計画高水流量規模の洪水の水位

(高潮区間の堤防にあっては計画高

潮位)と現況の堤防高との差が堤防

の計画余裕高に満たない箇所。 

 

堤防断面 現況の堤防断面あるいは天端幅

が、計画の堤防断面あるいは計画の

天端幅の 2分の 1未満の箇所。 

現況の堤防断面あるいは天端幅

が、計画の堤防断面あるいは計画の

天端幅に対して不足しているが、そ

れぞれ2分の1以上確保されている

箇所。 

 

法崩れ・すべり 法崩れ又はすべりの実績がある

が、その対策が未施工の箇所。 

法崩れ又はすべりの実績がある

が、その対策が暫定施工の箇所。 

 法崩れ又はすべりの実績はない

が、堤体あるいは基礎地盤の土質、

法勾配等からみて法崩れ又はすべ

りが発生するおそれのある箇所で、

所要の対策が未施工の箇所。 

 

漏水 漏水の履歴があるが、その対策が

未施工の箇所。 

漏水の履歴があり、その対策が暫

定施工の箇所。 

漏水の履歴はないが、破堤跡又は

旧川跡の堤防で、漏水が発生するお

それがある箇所で、所要の対策が未

施工の箇所。 
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種別 
重要度 

要注意区間 
A 水防上最も重要な区間 B 水防上重要な区間 

水衝・洗掘 水衝部にある堤防の前面の河床が

深掘れしているがその対策が未施工

の箇所。 

 橋台取り付け部やその他の工作物

の突出箇所で、堤防護岸の根固め等

が洗われ一部破損しているが、その

対策が未施工の箇所。 

 波浪による河岸の欠壊等の危険に

瀕した実績があるが、その対策が未

施工の箇所。 

水衝部にある堤防の前面の河床

が深掘れにならない程度に洗掘さ

れているが、その対策が未施工の箇

所。 

 

工作物 河川管理施設等応急対策基準に基

づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋

管その他の工作物の設置されている

箇所。 

 橋梁その他の河川横断工作物の桁

下高等が計画高水流量規模の洪水の

水位(高潮区間の堤防にあっては計

画高潮位)以下となる箇所。 

橋梁その他の河川横断工作物の

桁下高等が計画高水流量規模の洪

水の水位(高潮区間の堤防にあって

は計画高潮位)との差が堤防の計画

余裕高に満たない箇所。 

 

工事施工   出水期間中に堤

防を開削する工事

箇所又は仮締切り

等により本堤に影

響を及ぼす箇所。 

新堤防・破堤跡 

旧河川 

  新堤防で築造後

3年以内の箇所。 

 破堤跡又は旧川

跡の箇所。 

陸閘   陸閘が設置され

ている箇所。 

(ｲ) 重要水防区域等 

本市における重要水防区域等は、資料編のとおりとします。 

イ 県の管理区間 

(ｱ) 重要水防箇所の評定基準 

種別 
重要度 

要注意区間 
A 水防上最も重要な区間 B 水防上重要な区間 

１．堤防高 ① 溢水、氾濫、越波の実績があり、

その対策が未施工の箇所。 

① 溢水、氾濫、越波の実績があり、

その対策が暫定施工の箇所。 

② 実績はないが、過去の出水又は

高潮により溢水、氾濫、越波のお

それがあり、対策が未施工の箇

所。 

③ 河川改修計画による計画堤防

高より低い箇所。 

④ 災害復旧工事等により被災水

位までの築堤となっており余裕

高のない箇所。 

 

２．堤防断面 ① 破堤、欠壊、半欠壊の実績があ

り、その対策が未施工の箇所。 

① 破堤、欠壊、半欠壊の実績があ

り、その対策が暫定施工の箇所。 

② 実績はないが、過去の出水又は

高潮により破堤、欠壊、半欠壊の

おそれがあり、対策が未施工の箇

所。 

③ 堤防断面が標準断面より小さ

い箇所（堤防の法勾配が２割より

急であったり天端巾が非常に小

さい堤防）。 
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種別 
重要度 

要注意区間 
A 水防上最も重要な区間 B 水防上重要な区間 

３．法崩れ・すべ

り 

① 法崩れ又はすべりの実績がある

が、その対策が未施工の箇所。 

① 法崩れ又はすべりの実績があ

るが、その対策が暫定施工の箇

所。 

② 法崩れ又はすべりの実績はな

いが、堤体あるいは基礎地盤の土

質、法勾配等からみて法崩れ又は

すべりが発生するおそれのある

箇所で、所要の対策が未施工の箇

所。 

 

４．漏水 ① 漏水の実績があるが、その対策

が未施工の箇所。 

① 漏水の履歴があり、その対策が

暫定施工の箇所。 

② 漏水の履歴はないが、破堤跡又

は旧川跡の堤防で、漏水が発生す

るおそれのある箇所で、所要の対

策が未施工の箇所。 

 

５．水衝・洗掘 ① 水衝部にある堤防の前面の河床

が深掘れしているがその対策が未

施工の箇所。 

② 橋台取り付け部、その他の工作

物の突出箇所で、堤防護岸の根固

め等が洗われ一部破損している

が、その対策が未施工の箇所。 

③ 波浪による河岸の欠壊等の危険

に瀕した実績があるが、その対策

が未施工の箇所。 

① 水衝部にある堤防の前面の河

床が深掘れにならない程度に洗

掘されているが、その対策が未施

工の箇所。 

 

 

６．工作物 ①「河川管理施設等応急対策基準」

に基づく改善措置が必要な床止め

及び堰、水門及び樋門、橋梁その

他工作物の設置場所。 

② 橋梁その他の河川横断工作物の

桁下高等が計画高水流量規模の洪

水の水位(高潮区間の堤防にあっ

ては計画高潮位)等以下となる箇

所。 

③ 護岸、堤防及び堰堤本体等が弱

体化し、亀裂等があり、その対策

が未施工の箇所。 

① 橋梁その他の河川横断工作物

の桁下高等が計画高水流量規模

の洪水の水位(高潮区間の堤防に

あっては計画高潮位)との差が堤

防の計画余裕高に満たない箇所。 

② 護岸、堤防及び堰堤本体等が弱

体化し、亀裂等の発生するおそれ

がありその対策が未施工の箇所。 

 

７．工事施工   ① 出水期間中に

堤防を開削する

工事箇所又は仮

締切り等により

本堤に影響を及

ぼす箇所。 

８．新堤防 

・破堤跡 

・旧川跡 

  ① 新堤防で築造

後３年以内の箇

所。 

② 破堤跡又は旧

川流の箇所。 

９．陸閘   ① 陸閘が設置さ

れている箇所。 

(ｲ) 重要水防区域等 

本市における重要水防区域等は、資料編のとおりとします。 

(6) 樋門、防潮扉、排水機場等の措置 

ア 樋門、防潮扉、排水機場等の管理者又は操作責任者は、水防に関する予報、警報等が発表され

たことを知ったときは、水位の変動を監視し、必要に応じて適切な操作を行います。 

イ 管理者又は操作責任者は、操作等について支障のないように常に整備点検を行います。 

ウ 樋門、防潮扉、排水機場等は、資料編のとおりです。 
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(7) ダム等の措置 

ダムの管理者は、常に該当施設が十分その機能を発揮できるよう努めるとともに、特に、水防時

においては、適正な操作を行い、水害の軽減、防止に努めるものとします。 

ア 水防上重要なダムは、次のとおりです。 

ダム名 河川名 種別 所在地 
幅高 

連数 

管理者又は

操作責任者 
電話番号 

君ヶ野ダム 八手俣川 堰堤 津市美杉町八手俣 
Ｈ＝73.0 

Ｌ＝323.0 
三重県 059(262)3248 

安濃ダム 安濃川 堰堤 津市芸濃町河内 
Ｈ＝73.0 

Ｌ＝212.5 
三重県 059(265)4133 

イ 操作の連絡 

   ダムの管理者から放流等の連絡があった場合は、次の連絡系統図に従って迅速確実に連絡する

ものとします。 

(ｱ) 君ヶ野ダム事前放流連絡経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ）はファクス番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

雲出川砂利採取事業協同組合 
059-262-0534 
(059-262-0629) 

津市竹原出張所 
059-262-3014 

雲出川漁業協同組合 
059-262-2511 

松阪漁業協同組合 
（香良洲支所） 
059-292-3331 

津市久居総合支所 
059-255-8816 
(059-255-0960) 

津市一志総合支所 
059-293-3000 
(059-293-5544) 

津市白山総合支所 
059-262-7011 
(059-262-5010) 

津市美杉総合支所 
059-272-8081 
(059-272-1119) 

津市香良洲総合支所 
059-292-4300 
(059-292-4318) 

津市雲出出張所 
059-234-3213 

三重県津建設事務所 
君ヶ野ダム管理室 
059-262-3248 
(059-262-3174) 

津市防災室 
059-229-3104 
(059-223-6247) 

津市消防本部 
059-254-0119 
(059-256-4100) 
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(ｲ) 安濃ダム放流連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ）はファクス番号 

(8) 避 難 

第３編 第１章 第８節のとおりとします。 

(9) 輸 送 

第２編 第５章 第３・４節、第３編 第１章 第 11節のとおりとします。 

(10) 監視、警戒体制 

ア 観 測 

(ｱ) 水位の観測及び通報 

ａ 水防管理者は、水防法第 10条第１項の規定による洪水に関する予報の連絡を受けたときは、

常に水防活動に対し的確な状況判断が下せるようにします。 

ｂ 水防管理者は、水防警報が発表されたとき及び国・県から次の水位の連絡を受けたときは、

各関係機関に対し通知します。 

(a) 氾濫注意水位 

(b) 避難判断水位 

(c) 氾濫危険水位 

(d) 氾濫危険水位を下ったとき 

(e) 避難判断水位を下ったとき 

(f) 氾濫注意水位を下ったとき 

 (ｲ) 水位の測定 

河川水位については、状況により建設・都市計画部及び消防本部の部員並びに消防団員等を

派遣し、状況を把握しておきます。 

(ｳ) 潮位の通報 

水防管理者は、高潮又は津波のおそれが予知されるときは、関係機関と連絡をとり、潮位に

関する情報を収集し、常に水防活動上的確な情勢判断が下されるようにします。 

三重県津農林水産事務所 
安濃ダム管理室 
059-265-4133 

津市防災室 
059-229-3104 
(059-223-6247) 

津市消防本部 
059-254-0119 
(059-256-4100) 

津市安濃総合支所 
059-268-5511 
(059-268-3357) 

津市芸濃総合支所 
059-266-2510 
(059-266-2522) 

津市農林水産部 
059-229-3173 
(059-229-3168) 
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イ 洪水予報 

  水防法第 10 条第２項の規定により国土交通大臣が指定した区域（雲出川、雲出古川）につい

ては、三重河川国道事務所と津地方気象台が共同で洪水予報を発表します。 

  この予報を受けたときは、必要に応じて水防体制に入るものとします。 

(ｱ) 国土交通大臣と気象庁長官が洪水予報を発表する河川及び区域 

水系名 河川名 左右岸 実施区域 実施機関 

雲出川 

雲出川 
左岸 津市一志町大仰字下山 379番１地先から海まで 三重河川国道事務所、

津地方気象台 右岸 津市一志町高野字二ノ筒 2006番２地先から海まで 

雲出古川 
左岸 雲出川からの分流点から海まで 三重河川国道事務所、

津地方気象台 右岸 雲出川からの分流点から海まで 

(ｲ) 洪水予報の種類と概要 

種 類 概 要 

洪

水

警

報 

氾濫発生情報 

氾濫が発生したときに発表される。 

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必要となる。 

緊急安全確保発令の判断の参考とする。 

氾濫危険情報 

基準点の水位が急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに水位の上昇が見

込まれる場合、あるいは氾濫危険水位に達したときに発表される。 

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況であり、避難していない住民への対応が必要である。

この後に避難指示を発令する場合、周辺状況を確認する必要がある。 

氾濫警戒情報 

基準点の水位が一定時間後に氾濫危険水位に達すると見込まれるとき、あるいは、避難判断

水位に達しさらに水位の上昇が見込まれるときに発表される。 

高齢者等避難の発令の判断の参考とする。 

洪

水

注

意

報 

氾濫注意情報 
基準点の水位が氾濫注意水位に達し、さらに水位の上昇が見込まれるときに発表される。 

氾濫の発生に対する注意を求める判断の参考とする。 

(ｳ) 洪水予報発表の対象とする水位観測所（基準地点） 

河

川

名 

観測所

名 
地先名 

付近 

堤防高 

水防団待機 

水位 

氾濫注意 

水位 

避難判

断水位 

氾濫危

険水位 

計画高

水位 

発報担

当者 

受報担

当者 

連絡

方法 

雲

出

川 

大仰 津 市 一 志

町大仰 

8.20 4.00 4.70 4.80 5.10 6.16 三 重 河

川 国 道

事 務 所

長 

三 重 県

県 土 整

備部 施
設 災 害

対策課 

加入

電話 

雲

出

川 

雲出橋 松 阪 市 小

野江町 

8.50 3.00 3.70 5.00 5.40 6.74 三 重 河

川 国 道

事 務 所

長 

三 重 県

県 土 整

備部 施
設 災 害

対策課 

加入

電話 
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県 水 防 本 部 

（施設災害対策課） 

 

 

県災害対策本部 

（災害対策課） 

県 水 防 支 部 

(津建設事務所) 

 

 

県地方災害対策部 

(津地域防災総合事務所) 

(ｴ) 洪水予報発表時の通信連絡系統図（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 水位到達情報 

  水防法第 13 条第１項及び第２項に基づき、水位到達情報の通知を受けた場合は、情報を基に

状況を適切に判断し、必要に応じ第３編第８節により、避難のための立退きの指示を行うものと

します。 

(ｱ) 国が行う水位情報の通知及び周知 

 ａ 水位周知河川の指定区域 

 

 

 

 

ｂ

 水位周知河川の対象とする水位観測所及び通知 

河川名 観測 

所名 

地先名 付近 

堤防高 

水防団待

機水位 

氾濫注意 

水位 

避難判

断水位 

氾濫危険

水位 

計画高 

水位 

発報 

担当者 

受報 

担当者 

連絡 

方法 

波瀬川 
下川 

原橋 

一志町 

井関 
4.20 1.70 2.20 2.20 

 

3.40 3.49 
三重河川国

道事務所長 

三重県県土

整備部施設

災害対策課 

加入 

電話 

ｃ 水位情報の発表 

     水位周知河川における水位到達情報の発表基準は対象水位観測所の水位が氾濫危険水位

（洪水特別警戒水位）に達するか、又は氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）を越えるおそ

れがあるときとします。 

また、水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）を下廻った場合についても発表するも

のとし、その間に水防活動上必要な洪水の状況について適宜通知します。  

 

 

水系名 河川名 左右岸 実施区域 実施機関 

雲出川 波瀬川 

左岸 津市一志町井関字下名倉口 1529 番２地先から雲出川合流点ま

で 三重河川国道事務所 

右岸 津市一志町井関字西ノ垣内口 412番地先から雲出川合流点まで 

県 警 本 部 警 察 署 

交
番 

 

駐
在
所 

中南勢流域 

下水道事務所 

津市 
(水防管理団体、避難

指示担当) 

水
門
・
樋
門
等 

管
理
者 

住
民 

三重河川国道事務所 

報 道 機 関 

津地方気象台 

共同発表 

洪水予報情報 

水位・雨量等の情報 

（財）河川情報センター 
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県 水 防 本 部 

（施設災害対策課） 

 

 

県災害対策本部 

（災害対策課） 

県 水 防 支 部 

 (津建設事務所) 

 

 

県地方災害対策部 

ｄ 水位情報の通信連絡系統図（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｲ) 県が行う水位情報の通知及び周知 

ａ 水位周知河川の指定区域 

河川名 
左右岸

の別 
区域 

延長

(ｍ) 

建設

事務

所名 

担当水防管理団体 

指定有無 団体名 

中ノ川 
左 鈴鹿市三宅町から河口まで 8,700 鈴鹿 

津 
有 

鈴鹿市

津市 右 鈴鹿市三宅町から河口まで 8,700 

志登茂川 
左 津市大里野田町から河口まで 8,800 

津 有 津市 
右 津市大里野田町から河口まで 8,800 

横川 
左 津市栗真小川町から志登茂川合流点まで 1,400 

津 有 津市 
右 津市栗真小川町から志登茂川合流点まで 1,400 

安濃川 
左 津市安濃町字荒木から河口まで 12,000 

津 有 津市 
右 津市安濃町北出から河口まで 12,000 

美濃屋川 
左 津市安濃町安濃から安濃川合流点まで 8,400 

津 有 津市 
右 津市安濃町安濃から安濃川合流点まで 8,400 

岩田川 
左 津市五軒町から河口まで 5,500 

津 有 津市 
右 津市大字野田から河口まで 5,500 

相川 
左 津市久居明神町から河口まで 4,000 

津 有 津市 
右 津市久居明神町から河口まで 4,000 

雲出川 
左 津市美杉町川上から津市一志町大仰まで 38,600 

津 有 津市 
右 津市美杉町川上から津市一志町大仰まで 38,600 

ｂ 水位周知河川の対象とする水位観測所及び通知             上段（ ）は TP 

河川名 
水位観測
所名 

水防団待機
水位 

氾濫注意 
水位 

避難判断水位 
氾濫危険 
水位 

発表 
担当者 

受報 
担当者 

連絡
方法 

中ノ川 三宅 
(9.530) 

1.00 
(10.730) 

2.20 
(11,530) 

3.00 
(12.230) 

3.70 
鈴 鹿 建 設
事務所長 

鈴鹿市長 

津市長 

加入
電話 

（財）河川情報センター 

県 警 本 部 

三重河川国道事務所 

報 道 機 関 津地方気象台 

警 察 署 

交
番 

駐
在
所 

水防警報情報 

水位・雨量等の情報 

中南勢流域 

下水道事務所 

津市 
(水防管理団体、避難

指示担当) 

 

水
門
・
樋
門
等 

管
理
者 

住
民 
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県水防本部 

（施設災害対策課） 

 

 

県災害対策本部 

（災害対策課） 

県 水 防 支 部 

(津建設事務所) 

 

 

県地方災害対策部 

(津地域防災総合事務所) 

志 登 茂
川 

一身田 
平野 

(1.820) 
2.98 

(1.990) 
3.15 

(2.260) 
3.42 

(2.590) 
3.75 

津 建 設 事
務所長 

津市長 
加入
電話 

横川 栗真小川 
(0.960) 

1.72 
(1.090) 

1.85 
(1.430) 

2.19 
(1.430) 

2.19 
津 建 設 事
務所長 

津市長 
加入
電話 

安濃川 一色 
(7.080) 

2.30 

(7.580) 

2.80 

(7.580) 

2.80 

(8.020) 

3.24 

津 建 設 事

務所長 
津市長 

加入

電話 

美 濃 屋
川 

長岡 
(5.230) 

1.10 
(5.450) 

1.32 
(6.290) 

2.16 
(6.630) 

2.50 
津 建 設 事
務所長 

津市長 
加入
電話 

岩田川 野田 
(1.200) 

1.20 

(1.780) 

1.78 

(1.780) 

1.78 

(1.780) 

1.78 

津 建 設 事

務所長 
津市長 

加入

電話 

相川 藤方 
(0.110) 

2.18 
(0.630) 

2.70 
(1.760) 

3.83 
(2.300) 

4.37 
津 建 設 事
務所長 

津市長 
加入
電話 

雲出川 元小西 
(149.170) 

1.92 
(150.070) 

2.82 
(150.070) 

2.82 
(150.070) 

2.82 
津 建 設 事
務所長 

津市長 
加入
電話 

ｃ 水位情報の発表 

   (a) 氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）情報は、水防支部長がこれを発信します。ただし、

水防本部の指示に基づき、水防支部長が発信する場合もあります。 

（b) 氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）情報の発信については、水防警報の発表・報告と同

様の手段により関係者に通知し、特に付近住民に対する避難の目安となるよう周知に努め

ます。 

（c) 市町参考水位（旧氾濫危険水位）については、参考であるため、水位情報の発表は行い

ません。  

 

ｄ 水位情報の通信連絡系統図（図３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 水防警報 

  水防法第 16 条の規定に基づき、水防警報の通知を受けた場合は、第２編第４章第１節の体制

により対応するものとします。 

水防警報情報 

水位・雨量等の情報 

水
門
・
樋
門
等 

管
理
者 

住
民 

水防管理団体 

（津市） 

中南勢流域 

下水道事務所 

警 察 署 

交
番 

駐
在
所 

県 警 本 部 

三重河川国道事務所 

報 道 機 関 

津地方気象台 

（財）河川情報センター 
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(ｱ) 国が発する水防警報 

ａ 水防警報を発する河川及び区域 

水系名 河川名 
左右

岸 
実施区域 実施機関 

雲出川 

雲出川 
左岸 津市一志町大仰字下山 379番１地先から海まで 三重河川国

道事務所 右岸 津市一志町高野字二ノ筒 2006番２地先から海まで 

波瀬川 

左岸 津市一志町井関字下名倉口 1529 番２地先から幹川合流点ま

で 

三重河川国

道事務所 

右岸 津市一志町井関字西ノ垣内口 412番地先から幹川合流点まで 

雲出古川 
左岸 雲出川からの分流点 三重河川国

道事務所 右岸 雲出川からの分流点 

ｂ 水防警報発令の対象とする水位観測所 

河

川

名 

観測

所名 
地先名 

付近 

堤防高 

水防団

待機水

位 

氾濫注

意水位 

避難判

断水位 

氾濫危

険水位 

計画高

水位 

発報 

担当者 
受報担当者 

連絡 

方法 

雲

出

川 

大仰 

津市一

志町大

仰 

7.0 4.00 4.70 

 

4.80 

 

5.10 6.16 

三 重 河 川

国 道 事 務

所長 

三重県県土

整備部施設

災害対策課 

加入 

電話 

雲出

橋 

松阪市

小野江

町 

8.50 3.00 3.70 

 

5.00 

 

5.40 6.74 

三 重 河 川

国 道 事 務

所長 

三重県県土

整備部施設

災害対策課 

加入 

電話 

波

瀬

川 

下川

原橋 

津市一

志町井

関 

4.60 1.70 2.20 

 

2.20 

 

3.40 3.49 

三 重 河 川

国 道 事 務

所長 

三重県県土

整備部施設

災害対策課 

加入 

電話 

雲

出

古

川 

雲出

橋 

松阪市

小野江

町 
8.50 3.00 3.70 

 

5.00 

 

5.40 
6.74 

三 重 河 川

国 道 事 務

所長 

三重県県土

整備部施設

災害対策課 

加入 

電話 

ｃ 水防警報発令の段階と範囲 

(a) 警報の種類・内容及び発表基準   

種類 内容 発表基準 

準備 
水防資器材、器具の整備点検、その他水防活

動の準備、幹部の出勤等に関するもの 

水位が氾濫注意水位に達し、気象状況及び河川状況等によ

り必要と認められたとき 

出動 水防団員の出動を通知するもの 
水位が出動水位に達し、気象状況及び河川状況等により必

要と認められたとき 

解除 水防活動の終了を通知するもの 
水位が氾濫注意水位を下廻り水防作業の必要がなくなっ

たとき 

情報 
水防活動上必要とする水位その他河川の状

況を通知するもの 
適宜 

(b) 範囲 

河川名 量水標名 待機 準備 出動 解除 情報 

雲出川 

大仰 ‐ 
氾濫注意水位 4.70ｍ

をもって準備とする 

出動水位 4.70ｍをも

って出動とする 

水位が氾濫注意水位を

下廻り水防作業の必要

がなくなったときとす

る 

水防活動

に必要が

あるとき 

雲出橋 ‐ 
氾濫注意水位 3.70ｍ

をもって準備とする 

出動水位 4.00ｍをも

って出動とする 

水位が氾濫注意水位を

下廻り水防作業の必要

がなくなったときとす

る 

水防活動

に必要が

あるとき 

波瀬川 下川原橋 ‐ 
氾濫注意水位 2.20ｍ

をもって準備とする 

出動水位 2.20ｍをも

って出動とする 

水位が氾濫注意水位を

下廻り水防作業の必要

がなくなったときとす

る 

 

水防活動

に必要が

あるとき 
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雲出 

古川 
雲出橋 ‐ 

氾濫注意水位 3.70ｍ

をもって準備とする 

出動水位 4.00ｍをも

って出動とする 

水位が氾濫注意水位を

下廻り水防作業の必要

がなくなったときとす

る 

水防活動

に必要が

あるとき 

ｄ 水防警報の通信連絡系統図 

    水防警報の通信連絡系統図は、図２のとおりです。 

(ｲ) 県が発する水防警報 

ａ 県が水防警報を発する河川及び区域 

河川名 
左右岸

の別 
区域 

延長

（ｍ） 

建設事

務所名 

担当水防管理団体 

指定有無 団体名 

中ノ川 
左 鈴鹿市三宅町から河口まで 8,700 鈴鹿 

津 
有 

鈴鹿市

津市 右 鈴鹿市三宅町から河口まで 8,700 

志登茂

川 

左 津市大里野田町から河口まで 8,800 
津 有 津市 

右 津市大里野田町から河口まで 8,800 

横川 
左 津市栗真小川町から志登茂川合流点まで 1,400 

津 有 津市 
右 津市栗真小川町から志登茂川合流点まで 1,400 

安濃川 
左 津市安濃町字荒木から河口まで 12,000 

津 有 津市 
右 津市安濃町北出から河口まで 12,000 

美濃屋

川 

左 津市安濃町安濃から安濃川合流点まで 8,400 
津 有 津市 

右 津市安濃町安濃から安濃川合流点まで 8,400 

岩田川 
左 津市五軒町から河口まで 5,500 

津 有 津市 
右 津市大字野田から河口まで 5,500 

相川 
左 津市久居明神町から河口まで 4,000 

津 有 津市 
右 津市久居明神町から河口まで 4,000 

雲出川 
左 津市美杉町川上から津市一志町大仰まで 38,600 

津 有 津市 
右 津市美杉町川上から津市一志町大仰まで 38,600 

ｂ 水防警報の発令の対象となる水位観測所                上段（ ）は TP 

ｃ 警報の種類・内容及び発表基準 

種類 内容 発表基準 

準備 
水防資器材、器具の整備点検、その他水防

活動の準備、幹部の出勤等に関するもの。 

水位が氾濫注意水位に接近し、又は達し、なお増水

のおそれがある場合 

出動 水防団員の出動を通知するもの。 
水位が氾濫注意水位を越えて、なお増水のおそれが

ある場合 

解除 水防活動の終了を通知するもの。 
水位が氾濫注意水位を下廻り、水防作業の必要がな

くなったとき 

河川名 
水位観
測所名 

水防団待機
水位 

氾濫注意 
水位 

避難判断水
位 

氾濫危険 
水位 

発表 
担当者 

受報 
担当者 

連絡
方法 

中ノ川 三宅 
(9.530) 

1.00 
(10.730) 

2.20 
(11,530) 

3.00 
(12.230) 

3.70 
鈴鹿建設事
務所長 

鈴鹿市長 
津市長 

加入
電話 

志登茂
川 

一身田 
平野 

(1.820) 
2.98 

(1.990) 
3.15 

(2.260) 
3.42 

(2.590) 
3.75 

津建設事務
所長 

津市長 
加入
電話 

横川 
栗 真 小

川 

(0.960) 

1.72 

(1.090) 

1.85 

(1.430) 

2.19 

(1.430) 

2.19 

津建設事務

所長 
津市長 

加入

電話 

安濃川 一色 
(7.080) 

2.30 

(7.580) 

2.80 

(7.580) 

2.80 

(8.020) 

3.24 

津建設事務

所長 
津市長 

加入

電話 

美濃屋
川 

長岡 
(5.230) 

1.10 
(5.450) 

1.32 
(6.290) 

2.16 
(6.630) 

2.50 
津建設事務
所長 

津市長 
加入
電話 

岩田川 野田 
(1.200) 

1.20 
(1.780) 

1.78 
(1.780) 

1.78 
(1.780) 

1.78 
津建設事務
所長 

津市長 
加入
電話 

相川 藤方 
(0.110) 

2.18 
(0.630) 

2.70 
(1.760) 

3.83 
(2.300) 

4.37 
津建設事務
所長 

津市長 
加入
電話 

雲出川 元小西 
(149.170) 

1.92 

(150.070) 

2.82 

(150.070) 

2.82 

(150.070) 

2.82 

津建設事務

所長 
津市長 

加入

電話 
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情報 
水防活動上必要とする水位その他河川の状

況を通知するもの。 
適宜 

氾濫危険（洪水

特別警戒）水位

情報 

市長が発令する避難指示の発令判断の目安

とするもの 

水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）を越えて、

なお増水のおそれがある場合 

※ 各河川の氾濫注意水位及び避難判断水位については、前記ｂの｢水防警報の発令の対象

となる水位観測所｣に記載のとおりです。 

ｄ 水防警報の通信連絡系統図 

    水防警報の通信連絡系統図は、図３のとおりです。 

オ 堤防の巡視及び警戒 

(ｱ) 巡 視 

ａ 水防管理者（市長）又は消防機関の長は、水防法第９条の規定に基づき、随時、区域内の

河川海岸堤防を巡視し、水防上危険と認められる箇所を発見したときは、直ちに当該河川、

海岸堤防等の管理者に報告し、必要な措置を求めます。 

ｂ 堤防の巡視については、次の事項について留意し、洪水及び高潮に備えます。 

(a) 樋門、防潮扉等の点検 

(b) 角落と資材の保管状況の確認 

(c) 堤防等の点検 

(ｲ) 警 戒    

水防管理者は、大雨・洪水・高潮に関する予報及び警報等が発表された場合、又は必要と認

められる場合は、重要水防区域等の監視及び警戒を厳重にし、現在工事中の箇所並びに既往の

災害箇所、その他重要な箇所を重点に警戒し、特に次の状態に注意し、異常を発見したときは

直ちに当該河川、海岸堤防等の管理者に報告し、水防作業を行います。 

ａ 堤防の裏のりの漏水又は飽水による亀裂及び欠け崩れ 

ｂ 堤防表のりで水当たりの強い場所の亀裂又は欠け崩れ 

ｃ 堤防天端の亀裂又は沈下 

ｄ 堤防溢水 

ｅ 樋門の両袖又は底部からの漏水と扉の異常 

ｆ 橋りょう及びその他の構造物と堤防とのとり付け部分の異常 

カ 出 動 

(ｱ) 災害対策本部員 

災害対策本部各部、各班は互いに協力して水防活動を行います。 

(ｲ) 消防団員 

河川の水位が氾濫注意水位に達し、上昇のおそれがあるときは、水防管理者の出動指令によ

り、直ちに出動して、警戒又は水防活動を行います。 

キ 安全配慮 

  水防活動従事者においては、ライフジャケットの着用や、通信機器の携行など、団員自身の安

全確保に留意して水防活動を実施するものとします。 

  津波による浸水のおそれがある場合は、安全な場所までの避難完了に要する時間、津波到達時

刻等を考慮して、自身の避難を優先します。 

ク 居住者等の水防活動 
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水防管理者又は消防機関の長は、水防法第 24 条の規定により、水防のためやむを得ない必要

があるときは、区域内に居住する者等に協力を求め、水防活動に従事させます。 

ケ 水防工法 

工法を選択するに当たっては、堤防の組成材、流速、法面、護岸等の状態及び原因等を勘案し、

最も効果的でかつ使用材料がその近くで得易い工法で施工します。 

コ 水防資器材の調達 

水防資器材は関係地区内の水防倉庫から搬出し、不足を生じたときは災害対策本部の指示によ

り非被災地区の水防倉庫から調達します。さらに不足する場合は、災害応援協定を活用するなど

して、水防資機材を調達します。 

サ 決壊等の通報並びに措置 

(ｱ) 堤防、橋りょうその他の施設が決壊、損壊したとき、又はそのおそれがあるときは、災害対

策本部員等現場にある者は電話その他適切な方法により水防管理者に報告するとともに、被害

を最小限度にとどめるため、必要な措置を講じます。 

(ｲ) 水防管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに区域住民、警察署長、河川管理者に通知

します。 

シ 避難のための立退き 

  第３編第１章第８節のとおりとします。 

ス 応 援 

(ｱ) 河川管理者の協力 

河川管理者は、自らの業務に照らし可能な範囲で、水防管理団体の行う水防のための活動に

下記の協力を行うものとします。 

【中部地方整備局】 

ａ 水防管理団体に対して、河川に関する情報（雲出川水系の水位、河川管理施設の操作状況

に関する情報、ＣＣＴＶの映像、ヘリ巡視の画像）の提供 

ｂ 重要水防箇所の合同点検の実施 

ｃ 水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加 

ｄ 水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態に際して、河川管

理者の応急復旧資器材又は備蓄資器材の提供 

ｅ 水防管理団体及び水防協力団体の人材で不足するような緊急事態に際して、水防に関する

情報又は資料を収集し、及び提供するための職員の派遣 

【三重県】 

ａ 河川に関する情報の提供 

ｂ 水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加 

ｃ 水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態に際して、河川管

理者の応急復旧資器材又は備蓄資器材の提供 

(ｲ) 警察官の応援要請 

水防管理者は、水防法第 22 条の規定により、水防のため必要があると認められるときは、

警察署長に対し警察官の出動を要請します。 

(ｳ) 隣接水防管理団体等の応援要請 

水防管理者は、水防法第 23 条の規定に基づき、水防のため緊急の必要があると認めるとき
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は、他の水防管理者又は市町村長若しくは消防長に対して応援を要請します。 

(ｴ) 自衛隊の応援要請 

水防管理者は、大規模の応援が必要であると認める緊急事態が生じたときは、県災害対策本

部長を通じて自衛隊の出動を要請します。 

(ｵ) 一般社団法人三重県建設業協会の応援要請 

水防管理者は、水防のため必要があると認めたときは、一般社団法人三重県建設業協会に協

力を要請します。 

セ 水防解除 

水防管理者は、次のいずれかの通報を受け、水位が氾濫注意水位を下回り、危険が去ったと認

められるときは、県水防支部と協議の上これを解除します。また、消防団についても同様としま

す。 

(ｱ) 国土交通省及び三重県が発表する水防警報の解除 

(ｲ) 気象台が発表（又は通報）する気象・洪水・高潮・津波に関する特別警報・警報・注意報の

解除 

ソ 水防報告 

(ｱ) 水防管理者は、次の場合直ちにその概要を県水防支部に報告します。 

ａ 氾濫注意水位に達し、又はそれ以外の場合で水防関係者が出動したとき。 

ｂ 水防作業を開始したとき。 

ｃ 他の水防管理者に応援を要請したとき。 

ｄ 堤防、樋門、ため池等が決壊し、又はこれに準じた事態が発生したとき。 

(ｲ) 水防管理者が水防解除を指令したときは、消防団長等及び警察署長に連絡し、住民に周知を

図るとともに、県水防支部長に報告します。 

(ｳ) 水防顛末報告 

水防管理者は、水防活動終結後、直ちに次の事項を取りまとめ、県水防支部長を経由して、

知事に報告します。 

ａ 気象及び水防状況 

ｂ 警戒出動及び解散命令時期 

ｃ 消防団員等の出動時刻及び人員 

ｄ 堤防その他諸施設の異状の有無及びこれに対する処置とその効果 

ｅ 水防作業の状況 

ｆ 使用水防資器材の種類及び員数 

ｇ 水防法第 28条の規定に基づき公用負担を命じた資材等の種別、数量及び使用場所 

ｈ 応援の状況 

ｉ 居住者の出動状況 

ｊ 警察の応援状況 

ｋ 現場指揮者の職氏名 

ｌ 立ち退きの状況及びそれを指示した理由 

ｍ 水防関係者の死傷の有無 

ｎ 功労のあった者の職、氏名及びその功績の内容 

ｏ 今後の水防施策上、改善を要すると認められる事項及びその要旨 
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ｐ 所見 

ｑ その他必要と認められる事項 

タ 水防信号及び標識 

水防信号並びに標識規則（昭和 24年三重県規則第 76号）に基づき、次の水防信号及び標識を

使用します。 

(ｱ) 水防信号は、次の各号に掲げます。 

ａ 第１信号は、氾濫注意水位に達したことを知らせるもの 

ｂ 第２信号は、消防団の全員が出動すべきことを知らせるもの 

ｃ 第３信号は、水防管理団体の区域内に居住する者が出動すべきことを知らせるもの 

ｄ 第４信号は、必要と認める区域内の居住者等に対し、避難のため立ち退くべきことを知ら

せるもの 

ｅ 第５信号は，水位が氾濫注意水位を下回り、増水のおそれがなくなったことを知らせるも

の 

(ｲ) サイレン等による水防信号は、下表の方法に従い発します。 

[水防信号の種類] 

区  分 種類 警鐘信号 サイレン信号 その他の信号 

第１信号 
氾濫注意水位信

号 

休   休 

●   ●   ● 

  止   止 

約５秒  約５秒  約５秒 

休止   休止 

約 15秒  約 15秒 

掲示板 

氾濫注意水位

発令中 

第２信号 出動信号 

●－●－● 

●－●－● 

●－●－● 

約５秒  約５秒  約５秒 

休止   休止 

約６秒   約６秒 

吹き流し 

 

 

 

 

 

（白地に青色） 

 

旗 

 

 

 

 

 

形状大きさは

適宜 

第３信号 

水防管理団体の

区域内の居住者

出動信号 

●－●－●－● 

●－●－●－● 

●－●－●－● 

約 10秒  約 10秒  約 10秒 

休止   休止 

約５秒   約５秒 

第４信号 避難信号 乱 打 

約１分  約１分  約１分 

休止   休止 

約５秒   約５秒 

第５信号 
洪水警報 

解除信号 

●  ●－● 

●  ●－● 

１点と２点の斑点 

 

ａ 信号は、適宜の時間継続します。 

ｂ 必要に応じて、サイレン信号等により伝達します。 

(ｳ) 前記(ｱ)に掲げる「氾濫注意水位」は、資料に示すとおりとします。 

(ｴ) 前記(ｲ)による「第４信号」は、水防法第 29条の規定に基づき発します。 
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(ｵ) 車両等に対する優先通行の標識は、次のとおりとします。 

ａ 車両等の標識 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 職員の標識 

現場に赴く職員は、次の腕章を着用します。 

 

 

 

 

 

 

 

チ 水防訓練 

水防訓練は、水防法第 32条の２に基づき、次の項目について消防機関、自主防災組織等が毎年、

各種水防工法及び避難等の訓練を実施します。 

(ｱ) 実施要領 

観測（水位、潮位、雨量） 

通報（電話、伝達） 

動員（消防団の動員、居住者の応援） 

輸送（資材、人員） 

工法（各水防工法） 

樋門の操作法 

避難・立ち退き（危険区域居住者の避難） 

救援救護（災害対策本部の活動準備体制） 

(ｲ) 実施の時期 

指定水防管理団体の水防訓練は、毎年７月末日までに１回以上実施します。 

（白地） 

(赤字→) 

 

 

 

津  市 

約 81cm 

約
61

cm 

（白地） 

津       市 

災  害  対  策  本  部 

（↑青字） 

約 30cm 

約
10

cm 
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第８節 避難対策活動 

 

○ 災害発生時に危険から逃れるためには、住民自らが自主的に避難することを基本とします。 

    市は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命又は身体を災害から保護し、

その他の災害の拡大を防止するため特に必要があると認めたときは、避難指示を速やかに発令し、誘

導を行います。 

  また、避難の必要がなくなったときは速やかにその旨を伝えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 避難情報の根拠法と実施責任者 

 ・ 災害対策基本法第 60 条（市、県）      ・ 災害対策基本法第 61 条（警察、海上保安部） 

 ・ 地すべり等防止法第 25条（県）       ・ 水防法第 29条（県、水防管理者） 

 ・ 警察官職務執行法第 4条（警察）       ・ 自衛隊法第 94条（自衛隊） 

避 難 対 策 活 動 

１ 住民の避難 

２ 広報 

４ 高齢者等避難 

７ 災害対策基本法第 60条に基づく 

「避難指示」又は「緊急安全確保」 

３ 緊急的な避難誘導 

10 警戒区域の設定 

８ 避難のための立ち退き 

９ 避難情報の伝達方法 

11 避難所の開設 

12 避難所の管理運営 

５ 避難のための立ち退きの指示の権限 

６ 避難の一般的基準 
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１ 住民の避難（危機管理部、各総合支所） 

 「避難行動」は、いのちを守るという観点から、危険を回避することを最優先に、状況に応じた避

難の時期や方法、避難する場所を適切に選択します。 

(1) 適切な避難行動 

避難に当たっては、的確な情報収集を行い、地域特性に応じた早期避難を心がけます。 

避難所への避難が困難で付近が冠水しているような場合には、従来の避難所へ避難するだけでな

く、屋外移動を避けて自宅などに留まる「待避」や、屋内の２階以上の安全が確保できる場所に移

動する「垂直避難」などの「屋内安全確保」といった適切な避難行動を住民がとれるよう努めます。

また、土砂災害のおそれがある場合は、できるだけ周囲の堅牢な建物に避難し、建物内では、２階

以上かつ斜面と反対側の部屋に移動します。 

(2) 住民の自主的な避難 

  市は確実な避難行動を促すため、適時適切に防災行政無線等を活用して注意喚起を行います。 

住民は、災害発生時に危険から逃れるためにはあらかじめ住民自らで作成した避難行動計画や自

主防災組織等で決めた「避難開始の目安」、高齢者等避難に基づき、地域の一時避難場所に要配慮

者を伴い自主的に避難し、地域内住民の安否確認を行います。また、被害が拡大するおそれのある

場合は、避難経路等を考慮し、地域ぐるみで最も安全な避難所へ移動します。 

なお、避難所へ移動する場合は、避難先、避難する世帯、人数、要配慮者等を市（災害対策本部）

その他関係防災機関に連絡します。 

(3) 避難指示発令による避難 

避難指示が発令された場合、対象地域内の住民は、地域内又は近隣住民と協力し、迅速に地域の

一時避難場所や安全な避難所へ避難します。 

(4) 緊急安全確保による避難等 

緊急安全確保が発令された場合、既に災害が発生・切迫している状況であるため、対象地域内の

住民は、命を守るための最善の行動をとります。また、緊急安全確保は、実際に災害が発生してい

ることを把握した場合に、可能な範囲で発令するもので、必ずしも発令されるものではないこと、

また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らないことに留意します。 

 

２ 広報（政策財務部、危機管理部） 

市は、あらかじめ定めた広報の計画により、気象に関する予報及び警報の発表や雨量等の観測情報

を住民に広報します。 

 

３ 緊急的な避難誘導（危機管理部、各総合支所） 

集中豪雨など急な災害が発生し、市の体制が整う前に危険が目前に迫っているときは、消防団及び

自主防災組織は自治会等と協力し、あらかじめ定めた避難誘導計画により住民を避難誘導します。 

 

４ 高齢者等避難（危機管理部） 

市は、避難判断水位に達する等により、避難に時間を要する高齢者等の要配慮者が安全に避難でき

るタイミングで、円滑且つ迅速に避難行動を開始できるよう早めの避難を促します。 
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また、要配慮者等以外の者についても、必要に応じて、普段の行動の見合わせや、自主避難を行う

よう呼びかけます。 

 

５ 避難のための立ち退きの指示の権限 

実 施 者 災害の種類 要        件 根拠法令 

市  長 

(指示) 
災害全般 

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合に、人命又は

身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため

に特に必要があると認めるとき及び急を要すると認める

とき 

災害対策基本法 

第 60条 

知  事 災害全般 

市が事務の全部又は大部分の事務を行うことができなく

なったとき、避難のための立ち退きの指示に関する措置の

全部又は一部を市長に代わって行う 

災害対策基本法 

第 60条 

警 察 官 

（ 指 示 ） 
災害全般 

市長が避難のための立ち退きを指示することができない

と認めるとき、又は市長から要請があったとき 

災害対策基本法 

第 61条 

人命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害

を及ぼすおそれのある天災等危険な事態がある場合 

警察官職務執行法 

第 4条 

知事、その命を

受けた職員 

（指 示） 

洪  水 
洪水の氾濫により著しい危険が切迫していると認められ

るとき 
水防法第 29条 

地すべり 地すべりにより危険が切迫していると認められるとき 
地すべり等防止法 

第 25条 

自 衛 隊 

（ 指 示 ） 
災害全般 

災害派遣を命じられた部隊の自衛官が災害の状況により

特に急を要する場合で、警察官がその現場にいない場合 
自衛隊法第 94条 

 

６ 避難の一般的基準 

避難指示は、原則として次のような状態になったときに発せられるものとします。 

(1) 河川の水位が氾濫危険水位等を超えて更に上昇が見込まれ、氾濫のおそれがあるとき 

(2) 洪水、地すべり、がけ崩れ、山崩れ、土石流、ため池の決壊等による危険が切迫しているとき 

(3) 爆発のおそれがあるとき 

(4) 火災が拡大するおそれがあるとき 

(5) その他、市民等の生命又は身体、財産を災害から保護するため必要と認められるとき 

 

７ 災害対策基本法第 60条に基づく「避難指示」又は「緊急安全確保」（危機管理部） 

(1) 避難指示又は緊急安全確保 

避難指示又は緊急安全確保は、次の内容を明示して行います。 

ア 避難を必要とする理由 

イ 対象となる地域 

ウ 避難する場所 

エ 注意事項（避難経路の危険性、避難方法など） 

(2) 避難誘導 

ア 市は、避難指示を発令したときは、警察や自主防災組織、自治会等の協力を得て、あらかじめ

定めた避難誘導計画に基づき、迅速に避難行動要支援者を含めた住民の避難を実施するよう広報

活動を行います。 
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イ 市は、実際に災害が発生していることを把握し、緊急安全確保を発令した場合は、対象地区の

住民に対し、命を守るための最善の行動をとるよう、広報活動を行います。 

ウ 市は、孤立地区等が生じた場合、ヘリコプターによる避難についても検討し、必要に応じて応

援を要請します。この際、伊勢湾ヘリポートと津市防災物流施設との連携による被災者救護等を

推進します。 

エ 市は、自ら避難者の誘導及び移送の実施が困難な場合、他市町又は県へ避難者の誘導及び移送

の実施又はこれに有する要員及び資機材につき応援を要請します。 

(3) 避難情報発令の判断に関する関係機関の助言（法第 61条の 2） 

避難情報発令の判断に際しては、専門的な知識や詳細なデータを保有している指定行政機関や

三重県に助言を求めます。 

また、避難情報発令の判断基準を設定する際には、これらの機関に協力を求めます。 

 

８ 避難のための立ち退き（危機管理部） 

(1) 立ち退きの指示（水防法第 29条） 

ア 堤防等が破堤した場合又は破堤の危機に瀕した場合、市長は、直ちに必要と認める区域の住民

に対し立ち退きを指示します。 

イ 市長は当該区域を管轄する警察署長に通知します。 

ウ 市長は、実施した内容を県に報告します。 

(2) 知事又はその命を受けた職員の指示（水防法第 29条、地すべり等防止法第 25条） 

洪水、高潮又は地すべりにより非常に危険が切迫し、人命の保護その他災害の拡大防止等のため

必要が認められたときは、知事又はその命を受けた職員は、危険地域の居住者に対し立ち退きを指

示します。 

 

９ 避難情報の伝達方法（政策財務部、危機管理部、消防本部） 

(1) 同報系防災行政無線による放送を始め、メール及びファクス配信、電話応答システム、エリアメ

ール等の携帯電話会社の提供する緊急速報サービス、ホームページ、ＣＡＴＶ、広報車、緊急告知

ラジオなどにより周知徹底します。 

(2) 必要に応じ、報道機関に放送を要請します。 

(3) 周知徹底のため、消防団、自主防災組織等の戸別訪問によるきめ細やかな伝達にも努めます。 

(4) 要配慮者と一緒に避難できるよう、地域が一体となって効果的な広報を行います。 

(5) 同報系防災行政無線により伝達する場合には、チャイム又はサイレン音の後、避難情報を音声で

伝達することとし、そのパターンは以下のとおりとします。なお、音声伝達文例は、別途定めます。 
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＜避難情報のチャイム及びサイレンパターン＞ 

内容 サイレン等パターン 

〔警戒レベル３〕 

高齢者等避難 

（チャイム音＋音声放送） 

「上り４音チャイム」×２回 

（音声放送後は「下り４音チャイム」×１回） 

〔警戒レベル４〕 

避難指示 

（サイレン音＋音声放送） 

 

〔警戒レベル５〕 

緊急安全確保 

（サイレン音＋音声放送） 

 

 

(6) 広報の伝達系統は、下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 警戒区域の設定（危機管理部、消防本部） 

(1) 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命身体を保護するため必

要があると認めるときは、市長は、法第 63 条に基づく警戒区域を設定し、当該区域への立入りを

制限若しくは禁止し、又は退去を命じます。 

(2) 警察官は、市長又はその職権を行う吏員が現場にいない場合、又はこれらの者から要求があった

場合、市長の権限を代行します。この場合は、直ちにその旨を市長に報告します。 

(3) 災害派遣を命ぜられた部隊などの自衛官は、市長、警察官が現場にいない場合に限り市長の権限

放送  

情報伝達等 

警 察 署 
発令情報 

避難誘導協力要請 

消 防 団 

自治会・自主防災組織 

 

 

 

 

 

 

市 民 等 

（避難対象者） 

避 難 所 

（管理者） 

市
長
に
よ
る
避
難
情
報
の
発
令 

報道機関  

広 報 車 

同報系防災行政無線 

電  話 

ﾒ ｰ ﾙ 、 ﾌ ｧ ｸ ｽ 

ホームページ 

「津ぅなび」 

Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 

サ イ レ ン 等 

伝  令 

Ｌアラート、緊急告知ラジオ等 

 【吹鳴】    (休止)    【吹鳴】 

 【吹鳴】 (休止) 【吹鳴】 (休止) 【吹鳴】  

 【５秒】    (６秒)    【５秒】 
×２回 

×２回 

【３秒】 (２秒) 【３秒】 (２秒) 【３秒】 
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を代行します。この場合は、直ちにその旨を市長に報告します。 

ア 避難の指示が対人的にとられていて指示を受ける者の保護を目的としているのに対し、警戒区

域の設定権は地域的にとらえて、立入制限、禁止、退去命令によりその地域の居住者の保護を図

ろうとするものであること。 

イ 警戒区域の設定権は、災害がより急迫している場合に行使するものであること。 

ウ 警戒区域設定権に基づく禁止、制限又は退去命令については、その履行を担保するために、そ

の違反について罰金又は拘留の罰則が科される（法第 116条第２号）ことになっており、避難の

指示については罰則がないこと。 

市長の警戒区域設定権は、地方自治法第 153条第１項に基づいて市の吏員に委任することがで

きます。 

 

11 避難所の開設（市民部、各総合支所、教育委員会事務局、健康福祉部、危機管理部） 

(1) 避難空間 

ア 必要に応じて速やかに避難所を開設し、市民等に対して周知徹底を図ります。 

イ 指定避難所では避難生活に支障が想定される高齢者、障がい者、妊産婦などの要配慮者を対象

に、長期間の避難生活が想定される場合、要配慮者の状況を踏まえ、福祉避難所を開設します。 

ウ 避難所はあらかじめ指定している避難所としますが、必要に応じ、これらを補完する施設とし

て、指定した避難所以外の集会所施設や民間施設等の活用も検討します。 

(ｱ) 一時避難場所 

災害発生直後における周辺住民等の一時的・短期的な避難空間として、集会所や公民館等の

屋内の施設を活用します。また、必要に応じてテント等の設置も検討します。 

(ｲ) 避難所 

住家が全壊（焼）、流失、半壊（焼）等の被害を受け、あるいは受けるおそれのある周辺住

民等を収容する避難空間として学校施設等の屋内施設を活用し、必要に応じてテント等の設置

も検討します。 

また、指定避難所に指定されている市立の小・中学校においては、施設管理者と調整の上、

気温や災害の規模等により、体育館の他、校舎棟の教室や多目的教室等を積極的に活用するこ

ととします。さらに、体調不良者、妊産婦等の配慮が必要な方々については、専用のスペース

を確保するよう努めます。 

なお、市民の健康、生命等に係る感染症が発生または発生が見込まれる場合は、国や県の示

す方針に従い対応します。 

(ｳ) 福祉避難所 

福祉避難所は、大規模な災害が発生した際に、指定避難所では避難生活に支障が想定される

介助や見守り等の特別な配慮を必要とする高齢者、障がい者、妊産婦などの要配慮者を対象に、

資格を有した専門職員を配置することにより安心して避難生活を送ることができる避難所で

す。 

また、福祉避難所は、要配慮者のうち、一部介助が必要な方を対象に公共施設を活用した拠

点福祉避難所と、常時介助が必要な方を対象に民間の社会福祉施設を活用した指定福祉避難所

に区分します。 
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拠点福祉避難所については、災害対策基本法上の福祉避難所として位置づけ、垂水地内の公

共施設である、たるみ子育て交流館、たるみ作業所、たるみ老人福祉センターの福祉施設３箇

所で、津市社会福祉事業団、津市社会福祉協議会と連携し運用を開始します。 

なお、今後も総合支所を単位として各地域に一箇所程度の整備を進めていきます。 

指定福祉避難所については、施設管理者との連携の下、受け入れ時の避難者の移送や受け入

れ方法に係る協議を進め、対象となる要配慮者が安全に避難できる体制づくりに努めます。 

(2) 受入れの対象 

ア 住家が被害を受け、居住の場所を失った者 

イ 現に災害に遭遇（旅行者、通行人等）した者 

ウ 災害によって、現に被害を受けるおそれのある者 

 

(3) 開設場所 

避難所としてあらかじめ指定している施設を原則としますが、土砂災害等の二次災害のおそれが

ないと認められる場合は、その他の施設を避難所とすることも検討します。 

(4) 開設期間 

必要と認められる期間とします。ただし、災害救助法の適用を受けたときは、災害の日から７日

以内とし、状況に応じて知事の承認（厚生労働大臣に協議）を求めた上で延長を行います。 

(5) 県・隣接市への協力要請 

必要とする地域にあらかじめ指定した避難所がない場合又は既存の避難所の収容能力が不足す

る場合は、県・隣接市に対し協力を要請し、避難所開設を検討します。 

(6) 避難所開設の報告 

避難所を開設したときは、直ちに次の事項について知事に報告します。 

ア 避難所開設の日時及び場所 

イ 箇所数及び収容人員 

ウ 開設期間の見込み 

 

12 避難所の管理運営（危機管理部、市民部、各総合支所、教育委員会事務局、各施設管

理者） 

(1) 避難所の運営 

ア 避難所の運営は、避難者の協力を得て、施設管理者、災害対策本部要員、地域の自主防災組織

等により、避難所運営委員会を設置して行います。なお、設置に当たっては、男女共同参画に配

慮した体制となるよう努めます。 

イ 指定された避難所については、施設管理者、災害対策本部要員、地域の自主防災組織等により、

平常時から女性をはじめ、障がい者や子ども、高齢者などの多様な視点を取り入れた避難所運営

マニュアルを作成し、事前に各避難所の運営方法や役割分担を定めておきます。 

また、指定管理施設が指定避難所となっている場合においては、指定管理者との間で事前に避

難所運営に関する役割分担等を定めるよう努めます。 

ウ 各避難所の運営責任者は、災害対策本部と連携し、避難者数、避難者名簿、必要物資等、避難

に係わる情報を提供します。 
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エ 避難所の運営は、次の事項に留意して行います。 

(ｱ) 避難所における速やかな情報の収集・伝達・各種相談、食料・飲料水等の配布、清掃等 

(ｲ) 男女双方及び要配慮者等、多様な視点に配慮した避難所に係るニーズの早期把握 

(ｳ) 避難所における生活環境、避難者のプライバシーの確保 

(ｴ) 避難所の衛生状態及び避難者の健康状態の把握、避難者への感染症対策の周知 

(ｵ) 負傷者に対する応急の救護及び搬送 

(ｶ) 要配慮者に対する相談・支援、必要な場合の福祉施設等の福祉避難所への搬送 

（ｷ）避難所の施設環境に応じてペットの同行避難に備えたスペースの確保及び他の避難者にも配

慮した避難所でのルールやマナーの周知 

(ｸ) 感染者等用の専用のスペースやトイレの確保、（やむを得ず同室とする場合は、）パーテー

ション、テントの設置などの感染症対策の実施 

(ｹ) やさしい日本語やイラスト等を使用した分かりやすい案内表示の設置 

オ 避難所は、情報提供、食料、飲料水の配布を行うなど在宅避難者の支援の拠点とします。 

 [避難所運営委員会の班構成編成例] 

避難所運営委

員会 

管理情報班 
避難誘導、避難所の開設･運営、情報収集・伝達、備蓄倉庫の管理、

安否確認、トイレ設置等環境の維持管理等 

救 護 班 
応急手当、医療機関との連絡、重傷者の連絡・搬送補助、保健対策

等 

給食･給水班 
貯水状況の確認・管理、飲料水の配布、備蓄食糧の配布、救援物資

の収受・管理・配布等 

 

(2) 避難所における感染症対策 

避難所では、避難者自身が基本的な感染症対策を自己の判断に委ねることとしますが、感染症の

集団発生を予防するための環境整備と避難者の健康管理を必要に応じて行います。 

ア 感染症防止対策として有効なもの 

(ｱ) 感染症の流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多

数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けること 

(ｲ) 感染症の流行期においては、必要に応じて入口でのスクリーニング、ゾーニングの実施 

(ｳ) アルコール消毒の設置、換気の実施、必要に応じて共用スペースの消毒等の衛生環境の整備 

(ｴ) 手洗い・手指消毒 

(ｵ) マスクの着用の推奨、咳エチケットの推奨 

※マスクの着用については、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねますが、感染症

の流行期など感染リスクが高い場合には、マスクの着用を求めます。 

(ｶ) 感染症の流行期においては、必要に応じて手袋、フェイスシールドなどの個人用防護具の使

用 

（ｷ）感染症の流行期においては、避難者及び避難所運営委員の定期的な体調確認 

イ 感染症対策として実施するもの 

(ｱ) 感染症の症状を有する人が発生した場合における、専用スペースへの誘導、定期的な検温、

体調確認、症状のスクリーニング等の対応   

(ｲ) 体調不良者が利用したスペースの清掃・消毒 
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(3) 避難所の閉鎖 

ア 災害の状況により被災者が帰宅できる状態になったと認めるときは、避難所を閉鎖します。 

イ 被災者のうち住居が倒壊等により帰宅困難な者がある場合は、避難所を統合して存続させる等

の措置をとります。また、応急仮設住宅の迅速な提供により避難所の早期解消に努めます。 

ウ 施設等の清掃及び消毒を行い避難所を閉鎖します。 
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第９節 消防救急救助活動 

 

○ 風水害時等における消火、救急、救助活動体制を強化し、市民の生命・身体・財産を保護します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 消防救急活動の実施（消防本部） 

(1) 消防活動 

ア 風水害等により被害が発生し、又は発生が予想される場合は、消防職員を招集し、消防本部の

指揮統制機能を強化するとともに、消防部隊を増強して消防活動及び警戒態勢を強化します。 

イ 災害の規模が大きく、他市町等の応援を必要とする場合は、消防組織法第 39条・第 44条、法

第 68条等の規定により、県及び近隣市町に対して応援出動を要請します。 

(ｱ) 市は、近隣市町の応援のみでは対応できないほど災害が大規模な場合は、県、市町及び消防

組合により締結している「三重県内消防相互応援協定」に基づき、「三重県内消防相互応援隊」

の応援出動を要請します。 

(ｲ) 災害の状況、津市の消防力及び三重県内消防相互応援協定に基づく消防応援だけでは十分な

対応がとれないと判断したときは、消防組織法第 45条に規定する緊急消防援助隊の出動を要請

します。 

(ｳ) 市は、県内外からの消防応援部隊の受援を行うとともに、被害状況に応じて効果的な消防部

隊の投入を図ります。 

ウ 市長は、火災気象通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めたときは

火災警報を発することができ、警報を発したときは火災予防上必要な措置をとります。 

エ 災害情報の収集、伝達を迅速かつ的確に行うために、通信体制の拡充・多元化を図るとともに、

非常時の電源等を確保しておきます。 

(2) 林野火災空中消火活動 

ア 県防災ヘリコプターの派遣要請 

市長は、林野火災が発生し、人命の危険、その他重大な事態となるおそれのあるときは、県防

災ヘリコプターの応援を要請します。 

イ 報告 

市は、空中消火を実施した場合、次の項目について速やかにその概要を県(災害対策課）に報

告します。 

(ｱ) 林野火災の場所 

(ｲ) 林野火災焼失(損)面積 

消 防 救 急 救 助 活 動  

１ 消防救急活動の実施 

２ 救助活動の実施 

３ 消防団活動 
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(ｳ) 災害派遣に要した航空機の機種と機数 

(ｴ) 散布回数(機種別) 

(ｵ) 散布効果 

(ｶ) 地上支援の概要 

(ｷ) その他必要事項 

(3) 救急活動 

ア 市は、医療機関、運輸業者等の協力を求めて救急活動を実施します。 

イ 市は、多数の傷病者が発生し、他市町の応援を必要とする場合、消防活動と同様に、協定に基

づき、県及び近隣市町に対し応援出動を要請します。また、県内の消防相互応援のみでは対応で

きないと判断した場合は、緊急消防援助隊の出動を要請します。 

ウ 市は、平常時において、住民に対し応急手当の普及啓発を推進するとともに、救急救命士の育

成及び医師の指示のもとに特定行為を行うことができる救急搬送体制の強化を図ります。 

(4) 資機材の調達等 

ア 消防救急活動に必要な資機材は、原則として当該活動を実施する機関が携行します。 

イ 必要に応じて、民間からの協力等により消火・救急活動のための資機材を確保し、効率的な消

火・救急活動を行います。 

 

２ 救助活動の実施（消防本部、危機管理部） 

市は、警察署及び自主防災組織等と協力して救助活動を実施します。 

(1) 救助対象 

ア 火災時に逃げ遅れた場合 

イ 倒壊家屋の下敷きになった場合 

ウ 流失家屋及び孤立した地点に取り残された場合 

エ 山津波あるいは雪崩により生き埋めになった場合 

オ 船舶が遭難し乗客等の救出が必要な場合 

カ 鉄道若しくは自動車の大事故が発生した場合 

キ その他これに類する場合 

(2) 救助の手順 

ア 市は、救助を要する状態にあるとの報告を受けたときは直ちに全力をあげて救助活動を実施し

ます。 

なお、救助困難と認められたときは警察署、自主防災組織等の協力を得て実施します。 

イ 救助された負傷者は、直ちに救急車又はその他の手段により症状に適合した医療機関等に搬送

します。 

(3) 資機材の調達 

ア 救助活動に必要な資機材は、原則として、当該活動を実施する機関が携行します。 

イ 市は必要に応じて、民間からの協力等により救助活動のための資機材を確保し、効率的な救助

活動を行います。 

(4) 行方不明者の捜索 

行方不明者の捜索に当たっては、救助活動に引き続き、市は、警察署、自主防災組織等の協力を
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得て実施します。 

(5) 関係機関等への応援要請 

大規模な災害により市だけで対応できない場合は、県、県警察本部、近隣消防機関に協力を要請

するとともに、三重県内消防相互応援協定に基づく県内相互応援隊の出動要請又は消防組織法第 44

条に基づく緊急消防援助隊の出動要請若しくは必要に応じ自衛隊、ＤＭＡＴ等の派遣要請を県に依

頼します。 

(6) 関係機関との連絡調整 

関係機関へ応援要請したときは、円滑な救助活動を実施するため、市は応援要請した関係機関の

活動内容等について連絡調整を行います。 

 

３ 消防団活動（消防本部） 

消防団は、消防本部、警察、自衛隊等が到着するまでの間は可能な限りの消火・救急・救助活動に

努め、到着後は後方支援活動に当たります。 
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第 10節 被災宅地の危険度判定 

 

○ 降雨時の災害により多くの宅地が被害を受けることが予想されるため、危険度判定士を現地に派

遣して危険度判定を行い、その危険性を周知することにより二次災害を未然に防止し、市民の生命の

保護を図ります。 

 

 

 

 

 

 

１ 危険度判定実施本部の設置（都市計画部） 

(1) 市は、市の区域で危険度判定を実施するに当たり、災害対策本部の中に危険度判定実施本部（以

下「実施本部」という。）を設置します。 

(2) 実施本部は、判定士及び判定のための資機材等を確保し、危険度判定活動を実施します。 

 

２ 被災宅地危険度判定士の派遣要請（都市計画部） 

市は、洪水等による地盤・擁壁等の変形による二次災害の防止を図るため、必要に応じて県に被災

宅地危険度判定士の派遣を要請します。 

被災宅地危険度判定士は、宅地の被害状況を現地調査して宅地の危険度を判定し、宅地に判定結果

を表示し、使用者及び付近住民等に注意を喚起します。 

 

１ 危険度判定実施本部の設置 

２ 被災宅地危険度判定士の派遣要請 

被災宅地の 

危険度判定 
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第 11節 輸送及び交通応急対策 

 

○ 道路交通渋滞等により人命にかかる応急対策活動が支障をきたさないよう、陸上及び海上の交通

を確保します。 

○ 発災後における緊急物資の輸送活動等の災害応急対策を円滑に行うため、緊急交通路を迅速に確

保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 災害輸送体制の確立（危機管理部、政策財務部、都市計画部、商工観光部、農林水産

部） 

(1) 実施機関 

被災者及び災害応急対策要員の移送あるいは災害応急対策用物資、資機材の輸送は、市において

行います。ただし、市において処理できないときは、三重県災害対策本部津地方災害対策部に車両

その他の輸送力の確保あるいは輸送、移送について応援を要請します。 

(2) 輸送対象 

災害時における輸送の対象については、局地的な豪雨や大規模な土砂災害等による被害の状況等

に応じ、段階的に対処します。 

   ア 第１ステージ 

(ｱ) 救助・救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助に要する人員、物資  

(ｲ) 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資  

(ｳ) 災害対策要員、情報通信・電力・ガス・水道等初動の応急対策に必要な人員、物資  

(ｴ) 広域医療機関へ搬送する負傷者等  

(ｵ) 緊急輸送に必要な道路や防災上の拠点となる施設の応急復旧、交通規制等に必要な人員、 

物資  

輸送及び  

交通応急対策  

１ 災害輸送体制の確立 

３ 路上放置車両等に対する措置 

４ 緊急通行車両の確保 

２ 災害輸送の確保 

５ ヘリポート等の確保 

６ 防災ヘリコプターの応援要請 

７ 緊急車両の通行ルート確保のための措置 
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イ 第２ステージ 

(ｱ) 上記アの続行  

(ｲ) 食料、飲料水等生命の維持に必要な物資  

(ｳ) 被災地外に搬送する傷病者及び被災者  

(ｴ) 輸送施設（道路、港湾、漁港、ヘリポート等）の応急復旧等に必要な人員、物資  

ウ 第３ステージ 

(ｱ) 上記イの続行  

(ｲ) 災害復旧に必要な人員、物資  

(ｳ) 生活必需品  

(3) 災害輸送の方法 

次の方法のうち、最も適切な方法により実施します。 

ア 自動車等による輸送  

イ 鉄道による輸送  

ウ 船舶による輸送 

エ 航空機による輸送 

(4) 災害輸送の体系 

市外や県外から陸海空路により送られてくる緊急物資について、津市防災物流施設や物資集

積場所（安濃中央総合公園、道の駅津かわげ）に集積し、避難所や被災現場等へ緊急輸送道

路を活用して配送します。 

 

[災害輸送体系図] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 緊急交通路の指定による輸送体制の確保 

河川洪水等の大規模な水害発生時には、道路の浸水、土砂災害等による道路閉塞等の発生等によ

り緊急支援に関する車両の目的地到着に支障をきたすことが想定されます。このため、県公安委員

会等において、必要に応じて、緊急交通路の指定がされ、一般車両の通行を禁止又制限し、緊急通

行車両や規制除外車両の通行を確保する措置が講じられます。 

市は、緊急通行車両等による応急活動が円滑に行われるよう、警察及び道路管理者等の関係機関

と緊密に連携して情報共有を図る等、迅速かつ的確な輸送体制の確保に努めます。 

市
外
・
県
外
か
ら
の
物
資 

避難所 
被災現場等 

物資集積場所 

（安濃中央総合公園） 
（道の駅津かわげ） 

市本庁舎 
各総合支所等 

 津松阪港（伊倉津

地区）、各漁港 

伊勢湾ヘリポート 

臨時ヘリポート 

 
津市防災物流施設    
（雲出伊倉津地区） 

    陸路      海路      空路 
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２ 災害輸送の確保（危機管理部、政策財務部、都市計画部） 

(1) 陸上輸送 

ア 輸送車両等の確保 

輸送車両等は、次の車両等を確保するものとします。 

(ｱ) 市が保有する車両等 

(ｲ) 防災関係機関が所有する車両等 

(ｳ) 自動車運送事業者の車両等 

イ 輸送力の確保 

(ｱ) 各部は、あらかじめ各部で保有する車両等の数及び種別を掌握し、円滑な輸送の確保に努め

ます。 

(ｲ) 政策財務部は、あらかじめ保有する車両の数、種類等を把握し、緊急度及び用途等を定めた

輸送・配車計画を作成します。 

(ｳ) 各部の保有する車両等で輸送力の確保ができない場合は、政策財務部に市有集中管理車両の

確保の要請をするものとします。政策財務部は、集中管理車両に不足が生じる場合は、防災

関係機関又は自動車運送事業者等に車両の確保を要請します。 

ウ 車両燃料の確保  

災害時における車両燃料を確保するため、市内の燃料取扱事業所、三重県石油商業組合津支

部・一志支部等の協力により確保を図ります。 

(2) 鉄道輸送 

鉄道の利用については、必要の都度、東海旅客鉄道株式会社、近畿日本鉄道株式会社等の関係機

関に連絡の上、措置します。 

(3) 海上輸送  

船舶による輸送は、津松阪港及び各漁港を拠点とし、港湾及び漁港の状況を考慮し、県災害対策

本部、港湾管理者、漁業協同組合等関係機関に協力要請を行います。 また、民間港湾施設保有事業

者と、災害時における港湾の一時使用に関する協定を締結し、拠点として活用します。 

(4) 航空輸送  

陸上輸送の途絶等に伴い、緊急に航空輸送が必要なときは、県災害対策本部に輸送条件を示して

航空輸送の要請を行います。  

 

３ 路上放置車両等に対する措置（消防本部） 

消防吏員は、消防車両の緊急通行に際し緊急通行車両以外の車両の通行禁止規制が実施された区域

又は道路の区間において車両その他の物件が通行の妨げになる場合は、法第 76条の３各項に基づき、

警察官と協力して必要な措置を行います。また、現場に警察官がいない場合は、消防吏員が行った措

置については直ちに現場を管轄する警察署長に通知します。 

４ 緊急通行車両の確保（政策財務部） 

緊急通行車両については、あらかじめ緊急通行車両確認証明書及び標章の交付を受けた車両を優先

して使用しますが、これらの車両のほか、緊急交通路を通行する車両が必要となった場合には、管轄

する警察署又は三重県に対し、緊急通行車両であることの確認手続きを行います。 
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[緊急通行車両標章] 

 

 

 

備 考 

１ 色彩は、記号を黄色、縁及び「緊急」の文字を赤色、 

 「登録（車両）番号」、「有効期限」、「年」、「月」及び「日」 

の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、月及び日を 

表示する部分を白色、地を銀色とします。 

２ 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて 

 変化する措置を施します。 

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとします。 

 

 

５ ヘリポート等の確保（危機管理部、消防本部） 

災害時に陸上交通が途絶した場合において、被災住民の人命救助や生活物資等の緊急輸送を迅速か

つ円滑に行うため、津市伊勢湾ヘリポートの活用を始め、あらかじめ選定した候補地の中から、適切

な箇所に臨時離着陸場を開設します。 

なお、ヘリポート及びあらかじめ選定した臨時離着陸場の候補地は、資料編のとおりです。 

また、市は、臨時離着陸場を開設する際、次の作業を行います。 

(1) 臨時離着陸場には、ヘリコプターに安全進入方向を予知させるため、吹流し又は発煙筒をたいて

風向きを示しておきます。 

(2) 降下場所の目印として、着陸点に石灰粉等でＨ印を付けます。 

(3) 夜間は、着陸場への灯火標識の設置等、上空からの識別が容易となるような手段を講じます。 

 

６ 防災ヘリコプターの応援要請（危機管理部、消防本部） 

(1) 要請の要件 

市は、防災ヘリコプターの要請を三重県防災ヘリコプターに関する支援協定の定めるところに

より、次の場合に行います。 

ア 災害が隣接する市町等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 

イ 発災市の消防力だけでは火災防御が著しく困難と認められる場合 

ウ その他、緊急輸送等緊急性があり、かつ防災ヘリコプター以外に適切な手段がない場合 

(2) 要請の方法 

緊急を要する要請であるので、電話等により次の事項について連絡を行いますが、事後速やか

に文書で要請します。 

ア 災害の種別 

イ 災害発生の日時、場所及び被害の状況 

ウ 災害発生現場の気象状態 

エ 災害現場の最高指揮者の職名・氏名及び連絡方法 

オ 離着場所の所在地及び地上支援体制 
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カ 応援に要する資機材の品目及び数量 

キ その他必要事項 

(3) 緊急応援要請連絡先 

三重県防災対策部防災対策総務課防災航空隊 

ＴＥＬ ２３５－２５５８（緊急専用回線）  ＦＡＸ ２３５－２５５７ 

 

７ 緊急車両の通行ルート確保のための措置 （建設部） 

(1) 放置車両対策 

緊急車両の通行を確保する緊急の必要がある場合、道路管理者は、区間を指定して緊急車両の

妨げとなる車両の運転者等に対して移動を命令します。運転者の不在時等は、道路管理者自ら車

両を移動します。 

(2)  土地の一時使用等 

放置車両対策の措置のため、やむを得ない必要がある場合、道路管理者は、他人の土地の一時 

使用、竹木その他の障害物の処分をします。 
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第 12節 障害物の除去 

 

○ 救出・救助活動等の最優先に実施すべき応急対策活動に支障が生じないよう、障害物を除去しま

す。 

○ 被災者が当面の日常生活を営むことができるよう、住家等に流れ込んだ土砂、竹木、がれき等の

障害物を除去するとともに、応急活動を実施するための輸送が円滑に行われるよう道路、河川等、港

湾・海岸・漁港の障害物を除去します。 

 

 

 

 

 

 

１ 障害物の除去活動の実施（建設部、農林水産部） 

(1) 障害物除去の対象 

災害時における障害物除去の対象は、災害救助法の適用を受ける災害で、概ね次のとおりとしま

す。 

ア  住家が、半焼半壊又は床上浸水した場合で、かつ、障害物を除去しない限り生活を営み得ない

状態である場合 

イ  自らの資力を持ってしては、障害物の除去を実施し得ない場合 

(2) 実施機関 

ア 障害物除去の対象に当たる場合に限って、山（崖）崩れ等によって住家又はその周辺に流れ込

んだ障害物の除去は、市が行います。 

イ 道路、河川等、港湾・海岸・漁港にある障害物の除去は、その道路、河川等、港湾・海岸・漁

港の管理者が行います。 

(3) 道路障害物の除去 

道路の通行に支障をきたす障害物があるとき、災害救助法の適用の有無にかかわらず、国道につ

いては直轄区間は国土交通省が、その他の国道及び県道については三重県が、市道等については市

がそれぞれ除去するとともに、必要に応じ相互に支援し、速やかに道路施設の応急復旧を実施しま

す。 

除去に伴う作業は、自らの組織、労力及び資機材を用い、又は関係機関や一般社団法人三重県建

設業協会等の協力を得て速やかに行います。 

(4) 河川等の障害物の除去 

損壊家屋等により河川等の流れに支障をきたすおそれがあるときは、災害救助法の適用の有無に

かかわらず、河川等の管理者である国土交通省、三重県、市が協力してそれぞれの管轄河川等の障

害物を除去します。 

除去に伴う作業は、自らの組織、労力及び資機材を用い、又は関係機関や一般社団法人三重県建

設業協会等の協力を得て速やかに行います。 

１ 障害物の除去活動の実施 

２ 障害物の処理 

障 害 物 の 除 去 
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(5) 港湾・海岸・漁港の障害物の除去 

航行や漁業に支障をきたす障害物がある場合は、災害救助法の適用の有無にかかわらず、港湾・

海岸・漁港の管理者である三重県、市は相互に連携してそれぞれの管轄する港湾・海岸・漁港の障

害物を除去します。 

 

２ 障害物の処理（建設部、農林水産部、環境部） 

(1) 障害物の処理における留意点 

障害物の処理については、次のことに留意して行います。 

ア 障害物の発生量の把握 

イ 危険なもの、通行上支障のあるもの等の優先的な収集 

ウ できる限りの分別収集とリサイクル化 

(2) 除去した障害物の集積場所等 

障害物の集積場所については、それぞれの実施者において考慮しますが、概ね次のとおり集積廃

棄又は保管します。 

ア 廃棄するものについては、実施者の管理に属する遊休地及び空地、その他廃棄に適当な場所 

イ 保管するものについては、その保管する工作物等に対応する適当な場所 
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第 13節 飲料水の確保、調達 

 

○ 被災者等に対する飲料水及び生活用水を迅速かつ的確に供給します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 給水体制の確立（上下水道事業局、上下水道管理局） 

(1) 実施機関 

市は、水道、井戸等の給水施設が損壊し、飲料水が汚染し又は枯渇のために現に飲料水が得られ

ない者に対し、災害発生直後は配水池等の貯留水により飲料水を供給し、その後は仮設給水栓設置

等により必要な生活水量を確保します。 

(2) 給水対象者 

災害のため飲料水に適した水を得ることができない者及び炊事、洗面等の生活用水を得ることが

できない者とします。 

(3) 給水量 

給水量は、１人１日当たり、概ね３ℓとします。 

なお、応急給水の目標水準は、次のとおりです。 

 

 

被災（発生）        ３日          10日         21日 

段  階 第１段階 第２段階 第３段階  

目標水量 ３ℓ／人日 20ℓ／人日 100ℓ／人日  

主 用 途 生命維持に必要な飲料水 
炊事、洗面等の 

最低生活用水 
生活用水の確保  

給水方法 
運搬給水(仮設水槽、給水

車、簡易容器) 

運搬給水(仮設水槽、給水

車、簡易容器)、仮設給水 
仮設給水場所の増設  

給水拠点 住居より１ｋｍ以内 住居より 500ｍ以内 住居より 250ｍ以内  

１ 給水体制の確立 

２ 生活用水及び応急給水用資機材・人員の確保 

３ 車両・燃料等の調達 

４ 水道施設の応急復旧の実施 

５ 応援の要請 

６ 広報の実施 

飲料水の確保、調達 
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(4) 給水の方法 

ア 仮設水槽への運搬給水 

応急給水施設等から給水車により水を運搬し、給水場所で給水タンクに補給して水を確保し、

市民に水を供給します。 

イ 給水車での運搬給水 

応急給水施設等から給水場所に給水車等により水を運搬し、時間を区切って市民に水を供給し

ます。 

ウ 小学校等の蛇口付受水槽による拠点給水 

  蛇口付受水槽に貯留している水道水を市民自らが蛇口から利用します。 

エ 非常用耐震貯水槽による拠点給水 

  非常用耐震貯水槽で貯留した水道水を市民に供給します。 

オ 簡易容器による運搬給水 

  応急給水施設等から給水ポリ容器や非常用給水袋に給水し、市民に水を供給します。 

カ 仮設給水 

  給水場所付近の配水管に仮設給水栓を設置して、市民に水を供給します。 

(5) 給水場所 

     大規模断水時の給水場所は、避難所とします。 

     ただし、断水規模や復旧状況に応じて変動することがあります。 

     また、拠点となる医療施設や福祉施設など優先的な給水が必要となる施設に対して、水道水の運

搬を行います。 

 

２ 生活用水及び応急給水用資機材・人員の確保（上下水道事業局、上下水道管理局、危

機管理部） 

(1) 生活用水の確保 

市は、災害時の生活用水の水源として、応急給水施設等の貯留水を確保します。また、あらかじ

め登録された災害時協力井戸に標識を設置し平常時から周知を行い、災害時に生活用水として活用

します。 

(2) 応急給水用資機材・人員の確保 

災害時に使用できる貯水槽等の整備に努めるとともに、応急給水用資機材の確保に努め、保有状

況を常時把握します。 

自己保有分で不足する場合は、「三重県水道災害広域応援協定」等により所有機関に給水車等の

応急給水用資機材及び人員の応援を要請します。 

 

３ 車両･燃料等の調達（上下水道事業局、上下水道管理局） 

応急給水及び応急復旧等に必要な車両、工作機械、ポンプ等が不足する場合には、速やかに関係団

体及び関係業者等に支援又は手配の要請を行います。 

また、災害対策本部、取水場、浄水場、配水場の非常用発電機械燃料及び車両の燃料等についても、

関係団体及び関係業者等に緊急手配等の要請を行います。 
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４ 水道施設の応急復旧の実施（上下水道事業局、上下水道管理局） 

水道施設が損壊した場合は、まず、取水施設、導水施設、浄水施設の早期復旧を図り、次に送水管、

配水場、配水本管、配水管、給水装置の順に復旧を図ります。 

 

５ 応援の要請（上下水道事業局、上下水道管理局） 

大規模災害により甚大な被害が発生し、上下水道部単独での応急対策の実施が困難となった場合は、

被害の状況に応じて応急給水、応急復旧、資機材及び後方支援等について、下記の「三重県水道災害

広域応援協定」に基づいて、県等に速やかに応援要請を行います。 

〔「三重県水道災害広域応援協定」要請方法（参考）〕 

ａ 県内を５ブロック（北勢、中勢、南勢志摩、東紀州及び伊賀）に分け、各ブロックの代表市町（以下「代表」

という。）をあらかじめ定めており、被災市町は該当ブロックの代表市に要請を行います。 

ｂ 代表者は、応援が必要と認めるときには、災害発生時に設置される三重県水道災害対策本部（以下「本部」

という。）に要請します。 

ｃ 本部は、代表者からの要請に基づき応援の調整を行った後、他の代表者を通じて市及び水道用水供給事業者

に応援要請を行います。 

ｄ 現地連絡本部が設置されたときは、上記ａ，ｂで規定する応援要請は、現地連絡本部が代表者に代わってこ

れを行います。 
 

 

６ 広報の実施（上下水道事業局、上下水道管理局） 

被災後の断水の状況、応急給水方法、応急復旧の見通し、飲料水の衛生対策等について、広報車、

同報系防災行政無線、ホームページなどを活用して広報することにより、市民の不安解消に努めます。 
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第 14節 食料の確保、調達 

 

○ 大災害の発生時において、被災者等に対する食料の応急供給を迅速かつ的確に行います。 

 

 

 

 

 

 

１ 応急食料の調達体制の確立（市民部、商工観光部、各総合支所） 

(1) 実施機関 

災害時における主食等の供与及び炊き出しは市長が実施し、災害救助法が適用されたときは、知

事の委任を受けて市長が実施します。 

(2) 供給対象者 

ア 避難所に収容された者 

イ 住家が流出、全壊、半壊又は床上浸水等の被害を受け、炊事のできない者 

ウ 旅行者、市内通過者等で食料を得る手段のない者 

エ 被災地における救助作業、災害防止及び応急復旧作業に従事し、給食を行う必要がある者 

(3) 応急食料の調達 

ア 市は，事前に食料等の調達及び供給に関する協定を締結している業者等に対し、速やかに協力

要請を行い、食料等の調達を行います。 

 イ 必要に応じ、その他の食料品を取り扱う卸売業者、小売業者、食料品製造業者からも必要な食

料を調達します。 

 ウ 市において、食料の調達が困難な場合は、県及びその他の関係団体等に要請します。 

 エ 調達した食料等は、原則、物資の一時集積場所（受入拠点）で受入れ、仕分け等を行った上、

各避難所等へ配送することとしますが、状況に応じて、直接各避難所等へ配送します。 

オ 食料の調達は、食物アレルギーに配慮が必要な方を把握した上で行います。 

(4) 応急食料の供給 

 ア 供給品目は、原則として握り飯、弁当又はパン等とします。 

 イ 供給の基準額は、災害救助法の例による額とします。 

 ウ 供給期間は、原則として電気・ガス・水道等ライフライン機能が復旧し、被災地周辺の商店等

商業機能が復旧した段階までを目途とします。 

(5) 非常用食料の供給 

市は、公共施設等に備蓄している乾パン等を、必要に応じて、非常用食料として避難者等に供給

します。その際は、食物アレルギーに配慮が必要な方を把握して供給します。 

また、備蓄している非常用食料等の一覧は、資料編のとおりです。 

 

 

食料の確保、調達 

１ 応急食料の調達体制の確立 

２ 炊き出しの実施及び食料の配分 
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２ 炊き出しの実施及び食料の配分（市民部、各総合支所、教育委員会事務局） 

(1) 炊き出しの実施 

ア 炊き出しは、自治会、自主防災組織、婦人会等の協力により既存の給食施設等を利用して行い

ます。 

炊き出しの場所及びその能力は資料編のとおりですが、被害の状況によっては炊き出し場所を

変更又は増減します。 

なお、炊き出しの場所には、市職員等の責任者が立会い、その実施に関して指導するとともに、

関係事項を記録します。 

炊き出しの実施に当たっては、事前に食物アレルギーに配慮が必要な方を把握し、アレルギー

事故を回避するよう努めます。 

イ 供給対象者は、被災者及び救助作業、急迫した災害の防止作業又は緊急復旧作業の従事者とし

ます。 

ウ 供給品目は、米穀及び副食のほか、必要に応じ乾パン、パン及び麺類等とします。 

エ 供給数量は、市長及び知事が必要と認めた数量とします。 

(2) 食料の配分 

災害用の食料の配分について事情により急を要すると認められたときは、市長がその責任におい

て現品の購入又は引渡しを受けて実施します。 

ア 調達した食料は、避難所の責任者へ引渡し、責任者を通じて避難者へ配布します。 

イ 災害救助法が適用された場合、炊き出し、その他食品の給与を実施する期間は、原則として災

害発生の日から７日以内とします。ただし、住宅の被害により、被災者が一時縁故地等へ避難す

る場合は、近くの避難所で３日分以内を現物により支給します。 
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第 15節 生活必需品の確保、調達 

 

○ 被災者等に対して、日常的に欠くことのできない被服、寝具、その他の衣料品等の生活必需品を

給与又は貸与します。 

 

 

 

 

 

 

１ 生活必需品の確保、調達体制の確立（健康福祉部、商工観光部） 

(1) 実施機関 

市長は、被災者に対する生活必需品等の給与又は貸与を行います。 

(2) 生活必需品等供給対象者 

供給対象者は、災害によって日常生活に欠くことのできない生活必需品を喪失又はき損し、しか

も資力の有無に関わらずこれらの物資を直ちに入手することができない状態にある者とします。 

(3) 支給品目 

被害の実情に応じ、寝具、外衣、肌着、身の回り品、炊事道具、食器、日用品、衛生用品、光熱

材料等の生活必需品について現物をもって行います。 

(4) 生活必需品の調達状況の把握 

市は、地域内で調達できる生活必需品の調達先及び集積場所等の状況を把握しておきます。 

 

２ 物資の受入れ及び配分（商工観光部、健康福祉部、各総合支所） 

大規模災害発生時には、市外・県外から大量の緊急物資等が送られてくることが想定されます。 

国からのプッシュ型の物資支援や被災者のニーズに対応し、各地から送られてくる救援物資等が

被災者の元に迅速に供給されるよう、物資の供給システムについて定め、シミュレーションしておき

ます。 

(1) 被災者のニーズの把握 

避難所等被災現場において、避難者等の年齢構成、性別、アレルギー等の配慮すべき事項につい

て迅速に把握し、必要となる物資について、災害対策本部へ連絡します。 

(2) 物資の受入、集積及び配分 

市外・県外から届けられた救援物資等は、原則、安濃中央総合公園及び津市防災物流施設に集積

し、各被災現場のニーズに合わせた荷捌き・配分を行い、各配分段階において受払の記録及び受領

書等を整備して物資を管理します。 

(3) 供給方法 

商工観光部は関係部局と連携し、受け入れた救援物資等を適切に配分し、被災者へ供給します。

救援物資等の供給に際しては、被災現場において物資受入場所を確保し、物資の受け渡し場所、時

生活必需品の確保、調達 

１ 生活必需品の確保、調達体制の確立 

２ 物資の受入れ及び配分 



〔風水害等対策編〕 

 165 

間等を被災者に周知します。 

また、車中泊や自宅等で援助を必要とする被災者にも物資が行き渡るよう配慮します。 

物資の輸送体系については、第３編 第１章 第 11節のとおりです。
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第 16節 医療救護活動 

 

○ 被災者の生命、身体の保護に当たっては、災害現場、現地医療、後方医療の各局面で的確な医療

活動を行います。 

○ 現場医療においては、トリアージ及び応急処置を中心に行います。 

○ 後方医療においては、主に重傷者に対する迅速な高度医療を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 医療救護体制の確立（健康福祉部） 

(1) 実施体制 

市は、多数の傷病者が発生するなど、医療救護の必要を認めた場合は、公益社団法人津地区医師

会（以下「津地区医師会」という。）及び公益社団法人久居一志地区医師会（以下「久居一志地区

医師会」という。）、公益社団法人津歯科医師会（以下「津歯科医師会」という。）、一般社団法人津

薬剤師会（以下「津薬剤師会」という。）との災害救護活動協定等及び公益社団法人三重県看護協

会（以下「看護協会」という。）との災害時における看護支援活動に関する協定に基づき、速やか

に医療救護活動の協力要請を行います。 

(2) 医療救護班の編成 

市は、津地区医師会及び久居一志地区医師会並びに津歯科医師会、津薬剤師会、看護協会等に協

力を要請し、医療救護班を編成すると共に医療救護班に必要な資材を準備します。 

医療救護班の基本編成は、おおむね次のとおりとします。 

  医師：１名（班長） 

 看護師又は保健師：２名 

 事務職員等（連絡員）：１名 

ただし、災害の規模や種類に応じて、編成人数を増減し、又は専門分野の要員（医師、助産師、

薬剤師等）を加えることもあります。 

(3) 師会災害対策本部の設置 

津地区医師会長、久居一志地区医師会長、津歯科医師会長、津薬剤師会長は、それぞれ津地区医

師会（℡ 227-1775）、久居一志地区医師会（℡ 255-3155）、津歯科医師会（℡ 225-1304）、津薬剤

師会（℡ 255-4387）に災害対策本部（以下「師会災害対策本部」という。）を設置し、市災害対策

本部と連携し、医療救護班の指揮を行います。 

医療救護活動 

１ 医療救護体制の確立 

２ 医療救護活動の実施 

３ 医療救護体制の充実 

４ 日本赤十字社が実施する防災対策の推進 
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なお、状況によっては上記以外の場所に臨時本部を設置することもあります。 

(4) 医療救護所の設置 

医療救護所の設置場所は、被災状況及び負傷者状況の確認・分析を行なった上で、適切かつ効果

的な場所を決定し、設置します。また、必要に応じ、津市応急診療所についても、活用を図ります。 

(5) 連携体制の確保 

市災害対策本部及び師会災害対策本部は、円滑な医療救護活動を行うため、相互に情報共有を図

る等、緊密な連携体制を図ります。 

また、師会災害対策本部は、災害の状況により市災害対策本部へ連絡調整員の派遣や移動系防災

行政無線など連絡体制の確保を図るとともに、医療施設の被害状況等の把握に努め、市災害対策本

部へ情報を提供します。 

(6) 収容施設 

ア 傷病者及び妊産婦で病院等への収容を必要とする場合は、災害救護活動協定書第４条に基づき

行います。 

イ 収容の場合は、できる限り救急車を利用します。 

 

２ 医療救護活動の実施（健康福祉部、消防本部） 

(1) 医療及び助産の対象者 

医療及び助産の救助は、次の者を対象に実施します。 

ア 医療救助 

医療を必要とする状態にあるにもかかわらず、災害のため医療の途を失った者 

イ 助産救助 

災害発生時（災害発生前後 7日以内)に分娩した者で災害のため助産の途を失った者 

(2) 医療及び助産の実施方法 

医療及び助産の実施は、概ね次の方法により実施します。 

ア 医療救護所での実施 

市は、被災地において、医療の必要があるときは、災害の規模や種類に応じ、医療救護班を派

遣して行います。 

医療救護班は、医療救護所等において医療救護活動を行い、業務内容は次のとおりとします。 

(ｱ) 医療トリアージ 

(ｲ) 傷病者に対する応急医療 

(ｳ) 後方医療施設への搬送指示 

(ｴ) 助産救護 

なお、医療救護所において行われる医療トリアージは、医師等により行い、「軽処置群(緑)」、

「非緊急治療群(黄)」、「緊急治療群(赤)」、「不処置群(黒)」の４分類とします。 

また、状況に応じて、医療救護所である避難所等において、歯科医療等を行います。 

イ 救急病院等の医療機関の実施 

市は、被災地及びその周辺の救急病院等の医療機関の協力を得て実施します。 

ウ 患者搬送及び収容の実施 

市は、重篤救急患者等をその症状に応じて医療が可能な救急病院や災害拠点病院等に搬送し、
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医療を実施します。 

なお、患者の搬送は、消防本部の救急車及び救急隊員等を出動させ、傷病者を医療機関等に搬

送するものとし、傷病者搬送用の車両が不足するときは、第 11 節「輸送及び交通応急対策」に

より応急的に措置します。 

また、市長は、緊急性があり、他に適切な手段がないときは、知事に対し防災ヘリコプターの

派遣要請を行います。 

エ 応援等 

市は、当該地域において医療、助産救助の実施が不可能又は困難なときは、県の地方部長に医

療救護班の派遣要請を行います。ただし、緊急を要する場合は、隣接地に対し派遣要請等を行い

実施します。 

オ 災害拠点病院との連携体制 

災害対策本部（健康福祉部）は、災害拠点病院と患者搬送についての協力依頼を行い、医療救

護を行います。 

 

３ 医療救護体制の充実（健康福祉部） 

(1) 医師等への損害補償 

救急医療及び助産活動のため出動した医師等がそのために死亡又は負傷し、若しくは疾病にかか

り、あるいは廃疾となったときは、法第 84条第２項等又は災害救助法第 12条の規定に基づき、市

又は県若しくは企業体等は、その者又はその者の遺族、被扶養者がこれによって受ける損害を補償

します。 

(2) こころのケアを考慮した健康支援の実施 

被災地、特に避難所においては、生活環境の激変に伴い、被災者が心身双方の健康に不調をきた

す可能性が高いため、常に良好な衛生状態を保つよう努めるとともに、健康状態を十分把握し、必

要に応じて相談窓口を設けます。 

(3) 要配慮者への配慮 

要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じて、福祉施設等への入所、ホ

ームヘルパーの派遣、車椅子等の手配を福祉事業者、ボランティア団体等の協力を得て実施します。 

(4) 救護に必要な医薬品、衛生材料の確保 

災害時における医薬品、衛生材料等が円滑に供給できるよう、市は関係機関と緊密に連携し、医

薬品、衛生材料等の確保に努めます。また、必要に応じて、県の地方部長に対し備蓄医薬品等の支

給を要請します。 

 

 

４ 日本赤十字社が実施する防災対策の推進（日本赤十字社） 

災害救助法に基づく救護業務（医療、助産及び死体の処理）は、次のとおりです。 

(1) 医療救護活動 

災害発生時迅速に行動がとれるよう常備救護班を伊勢赤十字病院に８個班、三重県赤十字血液セ

ンターに１個班を編成し、救護活動を行います。 

(2) 救護班活動 
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ア 救護班編成及び派遣 

医  師   １人   ※ ただし、災害の規模や種類に応じて、編成人数を増減し、 

看護師長   １人     又は専門分野の要員（医師、助産師、薬剤師等）を加える 

看 護 師   ２人     こともあります。 

主  事   ２人  

  計     ６人 

イ 救護所の開設 

(3) 赤十字奉仕団の活動 

災害発生時において、日本赤十字社三重県支部は、次の奉仕団に協力を要請します。 
 

区   分 活    動    概    要 

地域奉仕団 市町単位に組織され、避難誘導、義援金募集、炊き出し等に協力をします。 

青年奉仕団 18歳以上の社会人、学生の青年層により組織され、県支部の救援物資搬送等に協力します。 

無線奉仕団 県内無線愛好家により組織され、情報収集、被災地の案内等に協力します。 

安全奉仕団 
県内各地で講習会を開催し、実技指導を行っている赤十字救急法、水上安全法指導員で組織

しています。被災地において日赤救護班のもとで負傷者の救護等に協力します。 

救    護 

ボランティア 

災害時に救護所設営・運営・救護物資の管理・運搬、ボランティアの受付、安否調査、幼児

一時預かり、情報収集・伝達、道路案内等の協力をします。 
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第 17節 消毒・保健衛生・災害廃棄物等の処理活動 

 

○ 被災地における感染症の流行等を未然に防止します。 

○ 被災地において大量に発生する災害廃棄物（倒壊家屋等のがれき、避難所のし尿等）を適切に処

理し、環境衛生に万全を期します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 防疫活動の実施（健康福祉部、各総合支所） 

(1) 実施責任者 

市長は、災害の発生に際し、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平成

10年法律第 114号）及び予防接種法(昭和 23年法律第 68号)の趣旨に基づいて速やかに必要な防疫

措置を実施します。 

(2) 防疫班の編成 

ア 薬剤配布班 

イ 予防接種班 

ウ 保健班 

(3) 防疫器具 

普通車 (消毒機付)、動力噴霧器（二兼式）、電動式噴霧器、その他各種容器等により実施し、必

要に応じ借り上げます。 

(4) 検病調査及び健康診断 

ア 検病調査班の構成 

検病調査班は、医師１名、保健師（又は看護師）１名及び助手１名で編成します。 

イ 検病調査の実施 

検病調査班の稼働能力を考慮し、緊急度に応じて計画的に実施しますが、たん水地域において

は週１回以上、集団避難所においてはできる限り頻回行います。 

ウ 検病調査班の任務 

(ｱ) 災害地区の感染症患者の発生状況の迅速かつ正確な把握 

(ｲ) 未収容患者及び保菌者に対する適切な処理 

(ｳ) 全般的な戸口調査 

(ｴ) 前号による疑わしい症状のある者の菌検索及び接触者の保菌者検索 

エ 病理調査の結果、必要があるときは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第 17条の規定による健康診断を実施します。 

消毒・保健衛生・ 

災害廃棄物等の処理活動 

１ 防疫活動の実施 

２ 災害廃棄物等処理活動の実施 

３ し尿処理活動の実施 
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(5) 防疫の種類 

ア 清潔方法及び消毒方法の施行 

イ そ族昆虫等の駆除 

ウ 臨時予防接種の施行 

(6) 薬剤の備蓄整備 

ア 防疫薬剤については、計画的な備蓄整備を図るとともに緊急時には速やかに調達できるように

調達可能業者に協力を要請します。 

イ 市においても常時備蓄します。内容については、資料編のとおりです。 

(7) 防疫薬剤の基準量 

ア 衛生状態の向上を図るため消毒を実施する場合において、その薬剤基準量は、資料編のとおり

とします。 

イ そ族昆虫等駆除を実施する場合において、その薬剤基準量は、資料編のとおりとします。 

(8) 消毒活動 

ア 浸水地区など感染症が発生するおそれがある地区を重点に消毒を実施するとともに、次の消毒

方法によりねずみ、蚊、蝿等の駆除を行います。 

(ｱ) 動力噴霧器架載自動車による消毒 

(ｲ) 手押噴霧器による消毒 

イ 避難所の防疫指導 

避難所生活が長期化する場合は、自主防災組織、自治会の協力を得て、避難所内の防疫指導を

行い、衛生管理面の徹底を図るとともに感染症の早期発見に努めます。 

ウ 臨時予防接種の実施 

三重県知事の指示により、被災地区の感染症の未然防止又は拡大防止のため、種類、対象及び

機関等を定め、三重県や地区医師会の協力のもと臨時予防接種を実施します。 

エ 感染症を未然に防止し、環境の悪化を防止するため、衛生教育を行うとともに防疫に関する意

識の普及及び啓発の広報活動に努めます。 

 

２ 災害廃棄物等処理活動の実施（環境部） 

(1) 処理体制 

被害地域の災害廃棄物（ごみ）の発生状況と収集運搬体制及び処理施設の被害状況等を踏まえた

「災害廃棄物処理実行計画」を策定し、同計画に基づき、適切な処理を進めます。 

また、市は、日々大量に発生するごみの処理や一時保管が困難とならないよう、住民に対して集

積や分別の協力依頼を行います。 

処理機材、人員等については、可能な限り市の現有の体制で対応しますが、必要に応じて機材の

借り上げ等を行うことにより迅速な処理を実施します。 

(2) ごみ処理能力 

ごみ処理施設の処理能力は、資料編のとおりです。 

(3) 処理方法 

ア 生活ごみ処理 

市は、災害により通常の集積場所の使用が不可能となった場合、ごみ収集にあたり臨時的な集
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積所を確保します。 

避難所及び災害対策本部が開設した指定以外の避難所等を含めた収集・運搬路を確保し、収集

車を巡回させ応急処理を行います。 

高齢者や要支援者等が居宅の災害ごみを自ら搬出できない場合は、災害規模や被災状況を総合

的に判断して支援を行います。 

ごみの処理は、できる限りの分別排出と再資源化に努め、再資源化できないごみは「西部クリ

ーンセンター」「クリーンセンターおおたか」での焼却、リサイクルセンターで処理後、一般廃

棄物最終処分場での埋め立て処分を原則としますが、一時的に多量のごみが出ることから必要に

応じ、あらかじめ選定する市の公共用地等の仮置場に一時的に集積し、適切に処理を行います。 

  イ がれき等処理 

被災した住宅のがれき等は、発生量が多量となることが予想されるため、市が処理する場合に

あっては、あらかじめ選定する市の公共用地等の仮置場、処理施設等を確保し、適切かつ計画的

に収集、運搬及び処分を行います。 

(4) 被災地が広大な場合の措置 

被災地が広大なときは、関係業者の協力を要請するとともに近隣市町及び県の対応を求めます。 

(5) 応援の要請 

災害により被害を受け、その処理能力が減少又は停止し、本市のみでごみ処理ができないときは、

近隣市町及び県の応援を求めます。 

 [ごみ処理対策活動フロー図] 

 

 

 

 

 

 

 

        生活ごみ処理           がれき等処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ し尿処理活動の実施（環境部） 

災害により上下水道設備が破壊され水洗トイレが使用できなくなった場合や浸水により便槽等が

使用できなくなった場合には、し尿の収集見込み量及び共同仮設トイレの必要数を把握します。なお、

災 害 発 生 

処理対策組織の設置 

情報収集、発生量の推計 

処理施設、収集・運搬路の確保 

応急時の生活ごみ処理、応援の要請 

仮置場（廃家電仮置場を含む）、 

処理施設の確保 

応急時のがれき等処理、応援の要請 
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共同仮設トイレの設置に当たっては高齢者、障がい者等に配慮します。また、浸水により被害を受け

た便槽等の管理者に対し、し尿汲み取り無料券を交付し、支援を行います。 

収集方法については、し尿汲取車により医療機関、避難所等緊急性の高いところから収集します。 

(1) 処理体制 

し尿の発生量について発生箇所、利用人数等を総合的に判断し、適切な処理体制を敷きます。特

に、仮設トイレ、避難所の汲み取り便所については貯留槽容量を越えることがないように配慮しま

す。 

(2) 処理方法 

し尿の処理は、原則として、し尿処理班により、し尿処理施設（安芸・津衛生センター、クリー

ンセンターくもず）で処理を行うこととしますが、災害により被害を受け、その処理能力が減少又

は停止し、本市のみで処理ができないときは、近隣市町村及び県等へ応援を要請します。 

(3) し尿処理能力 

し尿処理施設の処理能力は、資料編のとおりです。 
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第 18節 行方不明者の捜索、遺体の収容・埋火葬 

 

○ 多数の行方不明者、死者が発生した場合に、捜索、収容、埋火葬等を的確に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 行方不明者の捜索の実施（消防本部、危機管理部） 

(1) 実施方法 

災害現場の状況に応じて、警察、消防本部、消防団、自主防災組織等は、相互に連携・協力し、

生存の可能性のある者を優先して、捜索を実施します。また、災害により行方不明の状態にあり、

既に死亡していると推測される者の捜索を状況に応じて実施します。 

(2) 応援要請等 

大規模な災害により市だけで対応できない場合は、警察、近隣消防機関に協力を要請するととも

に、三重県内消防相互応援協定に基づく県内消防相互応援隊の出動要請又は消防組織法第 44 条に

基づく緊急消防援助隊の出動要請若しくは必要に応じ第３編第２章第１節による自衛隊派遣要請

を行います。 

また、他の市町災害対策本部、若しくは県災害対策本部から行方不明者の捜索要請があった場合

には、警察・消防本部等と連携・協力して、これを行います。 

 

２ 遺体の収容の実施（市民部、各総合支所） 

市は、災害により死亡した者について、速やかに警察・消防本部等と連絡して、遺体の収容を実

施します。 

(1) 遺体安置所の設置 

市は被災状況に応じて、警察等の関係機関・団体と連携し、遺体安置所を設置します。 

(2) 遺体の処理・一時保存 

ア 市は、医師及び警察署等関係機関・団体と連携し、検視が行われた遺体の収容を実施します。 

イ 遺体の安置に必要な物資は、市において確保します。 

ウ 遺留品は、遺体と共に保管します。 

エ 市は、警察から身元が判明した遺体を遺族へ引き渡し、埋火葬が円滑に行われるように支援し

ます。 

オ 市は、身元が判然としない遺体及び引取人が見当たらない遺体について、身元等が判明するま

行方不明者の捜索、 

遺体の収容・埋火葬 

埋火葬 

１ 行方不明者の捜索の実施 

体の捜索の実施 

２ 遺体の収容の実施 

３ 遺体の埋火葬の実施 
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での間、引き続き、遺体安置所において適切な方法により遺体を一時保存します。 

  また、遺族に遺体の引き渡しが円滑に行われるよう、遺体安置所での情報提供の支援を行いま

す。 

カ 身元不明遺体は、警察から引き渡しを受けて、火葬等を行います。 

(3) 遺体数の把握 

市と警察は互いに連携し、遺体数を把握します。 

 

３ 遺体の埋火葬の実施（市民部、各総合支所） 

(1) 火葬体制の整備 

ア 市は、斎場・火葬場の被害状況を把握し、速やかに復旧するとともに、火葬体制の整備を行い

ます。 

イ 市は、燃料に不足が生じるおそれがある場合は、速やかな燃料確保に努めます。 

ウ 遺体安置所から斎場・火葬場までの遺体搬送等について、災害時応援協定を活用し、葬祭業者

に必要な協力を要請します。 

エ 市内の斎場・火葬場が被害により使用できない場合及び遺体の数が市内の斎場・火葬場の処理

能力を超える場合は、他の市町の斎場等の使用について応援を要請します。 

(2) 遺体の火葬の実施 

ア 引取人がいる場合の取扱 

   身元が判明した遺体は、遺族が埋火葬を行うものとします。 

イ 引取人がいない場合の取扱 

  身元が判明し、引取人がいない遺体については、市において火葬を実施し、遺骨、遺留品を保

管します。 

ウ 身元不明遺体の取扱 

  (ｱ) 市に警察から引き渡しのあった身元不明遺体については、墓地、埋葬等に関する法律の規定

に基づき取り扱います。 

  (ｲ) 市は、身元不明遺体の火葬を行う場合は、検視と身元確認に必要な所定の調査が終了してい

ることを確認します。 

  (ｳ) 火葬が終了した身元不明遺体の遺骨は、遺留品とともに、市において保管します。 
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第 19節 動物の保護及び管理 

 

○ 被害を受けた動物の適正な管理を行い、動物の愛護及び環境衛生の保持に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 愛玩動物の保護及び管理（環境部、市民部、各総合支所） 

(1) 愛玩動物の保護 

ア 災害発生により被害を受けた動物を、三重県や公益社団法人三重県獣医師会等と協力して保護

します。 

イ 三重県や獣医師会等と協力して、逸走した動物の人間への危害の発生を防止します。 

(2) 愛玩動物への対策 

近年、ペットは家族の一員として生活を共にしていることから、避難所及び避難生活においても

その対策が必要となります。 

基本的に屋内での避難生活ではペットを同居させることは困難であるため、避難所の屋外の一角

をペットの保護場所とし、ペットは首輪やケージなどを用いて、他の避難者に迷惑がかからないよ

う飼い主が管理することを原則としますが、今後、施設環境に応じてペット同伴者に配慮した避難

所運営について検討します。 

(3) 愛玩動物の死体の焼却・埋却の実施 

ア 焼却 

燃料等を用いて焼却し、焼却後残った灰等は土中に埋却します。 

イ 埋却 

埋却に十分な穴を掘り、死体の上に消石灰を散布し、土砂をもって覆います。 

 

２ 家畜、家きんの管理（農林水産部、各総合支所） 

(1) 農場外に出た家畜、家きんの捕獲 

農場外に出た家畜、家きんにより人に対して危害を加えるおそれや、交通事故等を招く可能性が

ある場合、三重県と連携の上、所有者に協力し、捕獲に努め、危険性を排除します。 

(2) 家畜・家きんの死がいの処理 

農場外で発見された家畜・家きんの死がいについて、所有者、三重県と連携の上、生活環境を保

持するため、速やかに回収し埋却処理を行います。 

なお、埋却に当たっては、十分な深さの穴に死がいを埋め、消石灰を散布した後、土砂にて覆い

ます。 

動物の保護及び管理 

１ 愛玩動物の保護及び管理 

２ 家畜、家きんの管理 
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第 20節 住宅の応急確保対策 

 

○ 住居を失った被災者のうち、自らの資力で住宅を確保又は修理することができない者に対する住

居の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１ 住宅の応急対策の実施責任と確保体制の確立（建設部、健康福祉部） 

(1) 災害救助法が適用され県から委任された場合や市長が必要と認めるときは、応急仮設住宅の建設

及び住宅の応急修理を実施します。 

(2) 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理に係る建設資材の調達については、一般社団法人三重県

建設業協会等の業界団体に協力を求めて実施します。 

 

２ 応急仮設住宅の建設（建設部、市民部） 

(1) 災害のため住家が滅失したり、被災者のうち自らの資力では住宅を確保することができない者に

対し、簡単な住宅を仮設し一時的な居住の安定を図ります。 

(2) 設置場所は、あらかじめ建設可能箇所を把握しておきます。 

(3) 避難所に避難している被災者のうち、応急仮設住宅を必要とする被災者数を把握し、必要建

設戸数の検討を行います。 

(4) 仮設住宅の建設に当たっては、要配慮者に配慮した住宅の建設をします。 

(5) 応急仮設住宅については、その必要戸数を県等へ要請します。 

 

３ 市営住宅等の活用（建設部、市民部） 

(1) 発災後、市営住宅の被害状況を把握し、応急住宅として活用できるかを確認します。 

(2) 民間賃貸住宅や県営住宅などの空家情報を収集し、応急住宅として活用できるかを確認します。 

(3) 公営住宅や民間賃貸住宅などを、災害被災者用住宅として可能な限り活用します。また、要配慮

者については優先入居などの配慮に努めます。 

 

４ 住宅の応急修理（健康福祉部、建設部） 

災害のため住宅が半壊又は半焼し、そのままでは当面の日常生活が営めない状態であり、かつ、自

らの資力では応急修理をすることができない者（世帯単位）に対し、災害により被害を受けた居室、

炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分について応急修理を行います。 

１ 住宅の応急対策の実施責任と確保体制の確立 

２ 応急仮設住宅の建設 

３ 市営住宅等の活用 

住宅の応急確保対策 

４ 住宅の応急修理 
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費用の限度は、「災害救助法による救助の程度・方法及び期間」早見表のとおりとし、期間につい

ては、原則、災害発生の日から３カ月以内とします。応急修理の期間が災害発生の日から１カ月を超

えると見込まれる方に対しては、内閣府と事前協議の上、災害発生の日から６カ月を限度とし、応急

修理完了までの一時的な住まいとして民間賃貸住宅を災害被災者用住宅として可能な限り活用しま

す。 
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第 21節 公共施設・ライフライン施設等応急対策 

 

○ 災害発生後の二次災害を防止します。 

○ 被災者の生活確保のため、公共施設、ライフライン施設の迅速な応急復旧を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 公共土木施設等の応急対策（建設部、都市計画部、上下水道事業局、上下水道管理局、

農林水産部） 

(1) 道路、橋りょう 

各道路管理者は被害状況を把握し、状況に応じて交通規制等の措置やう回路により、通行者の安

全を確保します。 

    応急復旧工事は緊急輸送道路を優先に実施し、逐次重要な生活道路での復旧を進めます。 

 (2) 港湾、漁港施設 

各施設管理者は、関係機関の協力を得て必要な応急措置を行い、速やかに応急復旧工事に着手し

ます。 

 (3) 河川、海岸 

各施設管理者は、管理施設の被災の発見に努め、被災箇所について必要な応急措置を行い、速や

かに応急復旧工事に着手します。 

 (4) 下水道施設 

被災後は速やかに応急復旧工事に着手するとともに、処理不能となった場合、市民に対して下水

使用の制限を行います。 

また、復旧には平常時から諸資機材の整備点検を行い、災害に対する安全性の高い応急措置がで

きるようにします。 

 

公共施設・ライフライン施設等 

応急対策 

１ 公共土木施設等の応急対策 

２ 水道施設の応急対策 

３ 電力施設の応急対策 

４ ガス施設の応急対策 

５ 通信施設の応急対策 

６ 公共交通機関施設の応急対策 
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２ 水道施設の応急対策（上下水道事業局、上下水道管理局） 

(1) 水道施設の復旧作業は、他のライフライン事業者（電気、ガス、電話、情報供給機関）との連携

を図りながら、関係事業者間の広域応援体制を確立し、その協力を得て早期復旧に努めます。 

(2) 水道施設の復旧作業においては、本管及び医療施設等緊急を要する施設に接続する配水管など重

要施設から優先的に実施します。 

(3) 県営用水供給事業からの受水分については、県企業庁と連絡を密にしながら復旧に当たります。 

(4) 水道事業の復旧に当たっては、各自の復旧計画に基づき、速やかに実施します。 

自ら実施が困難な場合は、下記の「三重県水道災害広域応援協定」に基づいて県等に応援を要請

します。 

〔「三重県水道災害広域応援協定」要請方法（参考）〕 

ａ 県内を５ブロック（北勢、中勢、南勢志摩、東紀州及び伊賀）に分け、各ブロックの代表市町（以下「代表」

という。）をあらかじめ定めており、被災市町は該当ブロックの代表市に要請を行います。 

ｂ 代表者は、応援が必要と認めるときには、災害発生時に設置される三重県水道災害対策本部（以下「本部」

という。）に要請します。 

ｃ 本部は、代表者からの要請に基づき応援の調整を行った後、他の代表者を通じて市及び水道用水供給事業者

に応援要請を行います。 

ｄ 現地連絡本部が設置されたときは、上記ａ，ｂで規定する応援要請は、現地連絡本部が代表者に代わってこ

れを行います。 
 

 

３ 電力施設の応急対策 

中部電力パワーグリッド株式会社は災害時における電力供給設備の「災害予防」「災害応急」「災害

復旧」に万全を期するため、次のとおり体制等を整えて対策を実施します。 

(1) 非常体制 

ア 第一次非常体制 

被害が予想される場合または発生した場合 

イ 第二次非常体制 

相当程度の被害が予想される場合または発生した場合 

ウ 第三次非常体制 

甚大な被害が予想される場合または発生した場合 

(2) 非常体制の発令及び解除 

ア 防災体制の発令及び解除は、営業所長がこれを行います。 

イ 非常体制を発令した場合、それぞれの段階別の非常動員を行います。 

(3) 防災本部の設置及び任務 

非常体制時の対策本部は、非常災害に関する情報を収集し、社内外の関係箇所との連絡・調整を

行うとともに、災害応急対策及び災害復旧対策等について、必要な措置を講ずることを任務としま

す。 

自供給区域内の被害・復旧状況の把握により、復旧方針の確立及び復旧等を行います。 
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 (4) 広報活動 

   災害の発生が予想される場合又は災害が発生した場合は、停電などによる社会不安を除去するた

め、対外情報班は、関係部署と連携して適切な手段を選択し、社外に対し適時、適切に積極的な広

報に努めます。 

   また、災害に伴う断線、電柱の倒壊・折損等による公衆感電事故及び電気火災を未然に防止する

ため、一般公衆に対し、次の事項を中心に広報活動（電気事故防止ＰＲ）を行います。 

ア 停電した時は、当社事業場に通報すること。 

イ 電柱の倒壊・折損、電線の断線垂下等設備の異常を発見した場合は、速やかに当社事業場に通

報すること。 

ウ 断線垂下している電線には、絶対に触らないこと。 

エ 浸水、雨漏りなどにより冠水した屋内配線、電気器具等は危険なため使用しないこと。 

オ 屋外に避難するときは、ブレーカーを必ず切ること。 

カ 電気器具を再使用するときは、ガス漏れのないことや器具の安全を確認すること。 

キ その他事故防止のため留意すべき事項。 

 (5) 行政機関及び報道機関への情報提供 

ア 行政機関及び監督官庁に対しては、本部統括班が適時、適切に情報提供を行います。なお、報

道機関については、対外情報班が適時、適切に情報提供を行います。 

イ 津市災害対策本部とホットラインを構築するとともに、必要に応じてに連絡要員を津市に派遣

し、円滑な情報交換による復旧作業の推進を図ります。 

 

４ ガス施設の応急対策 

東邦ガス株式会社は、災害時においてガス施設を防護し、二次災害防止を図るとともに復旧計画の

策定の迅速化を図り、緊急事態に対応し、その万全を期するため次のとおり定めます。 

(1) 非常体制 

ア 警戒体制 

警戒体制としてその状況により、第一次警戒体制・第二次警戒体制・第三次警戒体制をとりま

す。 

イ 復旧体制 

復旧体制としてその状況により、第一次復旧体制・第二次復旧体制・第三次復旧体制をとりま

す。 

(2) 非常時における緊急措置 

ア 情報収集 

ガスによる二次災害を防止するための的確な措置を緊急に実施するため、供給区域にかかる地

域内の被害情報を迅速に収集し、緊急巡回調査等によりガス施設の被害情報を把握します。 

(ｱ) ガス製造所の施設の状況及び送出量の変動 

(ｲ) 供給所ガスホルダーの送出量の変動、又は主要整圧器等の圧力の変動 

(ｳ) ガス漏えい通報の受付状況 

(ｴ) 事業所建屋及び周辺家屋の被害状況 

(ｵ) 動員した要員の報告による市街の状況及びガス施設の被害状況 
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(ｶ) 一般情報 

ａ 気象情報 

ｂ 一般被害情報 

テレビ・ラジオによる一般公衆の家屋被害情報及び人身被害発生情報、並びに電気・水道・

交通・通信、放送施設、道路、橋りょう等の公共施設の被害情報 

ｃ 対外対応状況 

県・市町災害対策本部及び警察・消防、並びに関係官公署・関係機関からの情報 

ｄ その他災害に関する情報（交通状況等） 

イ 緊急巡回点検の実施 

動員等により巡回要員が確保され次第、直ちに緊急巡回調査を行い、主要なガス施設及び供給

区域の家屋等の被害状況を把握します。 

ウ ガス供給停止の判断 

設備の巡回点検やガス漏えい通報等により発見された漏えい状況が緊急対応能力を超えるお

それのある場合は、ガスによる二次災害を防止するため、被害の大きいと想定される緊急措置ブ

ロックのガス供給停止を行います。 

エ 緊急連絡体制 

被害状況、ガス供給停止の緊急措置、応援復旧に係る情報連絡や応援要請を関係機関に行いま

す。 

(3) 保安管理 

供給継続地区のお客様からのガス漏えい通報に対しては、処理要領に基づき迅速かつ適切に対応

し、ガスによる二次災害の防止に必要な措置を講じます。 

(4) 広 報 

被害が発生した直後は、速やかに報道機関、自治体、警察、消防との連絡を密にし、広報活動の

協力を得ながら時間的経過を踏まえて、状況に対応した適切な広報を実施します。 

 

５ 通信施設の応急対策 

(1) 西日本電信電話株式会社三重支店 

西日本電信電話株式会社三重支店は、災害発生時には速やかに応急措置、応急復旧工事に着手し

ます。 

ア 災害対策 

(ｱ) 災害対策体制 

状況により必要と認められるときは、災害対策本部又は情報連絡室を設置します。 

(ｲ) 本部又は連絡室の設置については、災害等の規模により支店長等が決定します。 

イ 本部の組織 

(ｱ) 本 部 長 

ＮＴＴ西日本三重支店長 

(ｲ) 副本部長 

ＮＴＴ西日本三重支店設備部長 

(ｳ) 本部員 

ＮＴＴ西日本三重支店 
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ウ 本部の業務 

(ｱ) 災害等の状況及び被害に関する情報収集及び伝達をすること。 

(ｲ) 災害応急対策及び災害復旧に関する具体的な方針決定及び応急復旧、本復旧に関すること。 

エ 各班の任務 

(ｱ) 情報統括班 

ａ 本部運営及び各種調整に関すること。 

ｂ 災害に関する社内・外情報の収集及び本部等への周知に関すること。 

ｃ 行政の災害対策機関との連絡協力に関すること。 

(ｲ) 設備復旧班 

ａ 電気通信設備の応急復旧計画に関すること。 

ｂ 出勤可能な要員の確保と手配に関すること。 

ｃ 災害対策機器の検討と出動に関すること。 

ｄ 復旧用資材及び工事用車両の手配に関すること。 

ｅ 回線の切替え及び規制措置に関すること。 

ｆ 特設公衆電話の設置に関すること。 

(ｳ) お客様対応班 

お客様への影響把握と臨時営業窓口の開設等に関すること。 

(ｴ) 広報班 

ａ 報道関係機関に対する情報提供に関すること。 

ｂ 通信、電話の利用についての広報に関すること。 

(ｵ) 総務厚生班 

ａ 復旧要員の宿舎の設営、非常炊き出し、補食を処理すること。 

ｂ 社屋及び交換所等の保全について事前の手配及び応急的な措置を行うこと。 

ｃ その他各部門についての庶務的事務を行うこと。 

オ  通信設備 

(ｱ) 各施設に対する応急措置 

ａ 高潮に備え、対象交換所は防潮板等により防護を行います。 

ｂ トラヒックそ通状況、交換機等通信設備の監視強化を行います。 

ｃ 屋外設備については道路の陥没、橋りょう、家屋の倒壊、火災等により被害は免れないと

想定されます。このため、重要ケーブル等についてはその影響度合いを確認します。 

(ｲ) 段階的な応急対策 

ａ 緊急復旧（初動体制） 

災害発生から直ちに実施するものであり、災害用機器及び通信路線の仮復旧等で災害復旧

に必要な緊急臨時回線の作成、長期避難所への特設公衆電話の設置等緊急の通話を確保する

までの対策とします。 

また、復旧方法は屋外線及び仮ケーブル等による復旧、重要市外伝送路のマイクロ方式に

よる救済、自家発電及び移動電源車の活用等で行います。 

ｂ 第一次応急復旧・・・重要回線及び公衆電話等の通話確保まで 

対策は重要加入者及び重要専用線の救済、ボックス公衆電話の復旧、孤立地域の通信途絶

解消等とします。また、復旧方法は屋外線、架空ケーブル及び地下ケーブルの仮工事等によ
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る復旧、非常用移動電話局装置、移動無線車及びポータブル衛星通信システムによる復旧等

とします。 

ｃ 第二次応急復旧は、被害地の復旧状況に対応して加入電話等がほぼ使用可能となるまでの

対策とします。 

(2) 株式会社ＮＴＴドコモ東海支社三重支店 

株式会社ＮＴＴドコモは、非常災害の発生又は発生するおそれのある場合の移動通信施設の防護

並びに応急復旧の促進については、次に定めるところによります。 

ア 災害対策機関 

(ｱ) 状況により必要と認めるときは、災害対策本部又は情報連絡室等を設置します。 

(ｲ) 本部又は連絡室の設置については、災害等の規模により支店長等が決定します。 

イ 本部の組織 

支店長を本部長とし、本部は情報連絡班・応急措置班・お客様対応班・総務経理班等の各班に

より構成します。 

ウ 応急措置 

対象地域に対するトラヒックそ通状況の把握と、必要に応じてトラヒック規制措置等を実施し

ます。また、各交換機・電力設備等の運用状態、停電状態を把握し、その影響度合を確認します。 

エ 応急復旧 

電気通信施設を緊急に復旧する必要があるため、災害対策用機器、応急用資機材等により簡易

な方法によって仮設備で復旧するなど重要度に合わせて段階的に行います。 

(3) 三重テレビ放送株式会社 

ア 放送体制 

(ｱ) 非常災害対策要綱により災害対策本部を設置します。 

(ｲ) 災害対策本部は動員計画表により、放送実施に必要な職員を確保します。 

(ｳ) 災害特別放送実施要項に基づき、緊急放送を実施します。 

イ 放送応急措置 

(ｱ) 演奏所 

商業電力が停止した場合、非常用電源設備により災害情報放送の送出を継続します。被災に

より演奏所が機能を失った場合は、中継車を臨時の演奏所として最小限の緊急放送を継続しま

す。 

(ｲ) 送信所・中継局 

商業電力が停止した場合、長谷山送信所・伊勢中継局・青山中継局等の各基地局は、非常用

電源施設により放送を継続します。 

(4) 三重エフエム放送株式会社 

ア 放送体制 

非常災害対策本部を設置し、災害放送体制の確保を図ります。 

イ 放送応急措置 

(ｱ) 放送対策 

災害規模に応じ通常番組を中止し、あるいはそのままで適宜に「臨時ニュース」「災害特別

番組」として災害情報、安否確認、生活情報等を放送します。 
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(ｲ) 施設対策 

本社及び放送所は商用電源が中断しても非常用自家発電機により放送を継続します。 

(ｳ) 県との連絡 

県との情報交換を密にするため、防災無線を活用するほか、状況に応じて社員を県に派遣し

て連絡に充てます。 

 

６ 公共交通機関施設の応急対策 

(1) 東海旅客鉄道株式会社 

東海旅客鉄道株式会社は、現地被災の情報を敏感に把握し、人命救助を第一として適切な初動体

制のもとに被災列車の救援救護を最優先に行います。また、鉄道施設被害の応急処置をとり、輸送

業務を早急に復旧します。 

なお、旅客及び公衆の動揺、混乱の発生防止のため情報機能の維持に努めます。 

ア 災害時の活動組織 

東海旅客鉄道株式会社に対策本部及び被災現地に現地対策本部を設置し、応急活動を行います。 

イ 初動措置 

(ｱ) 保守担当区の措置 

災害により列車の運転に支障を生じる事態の発生、又は発生が予想される場合は、線路、ト

ンネル、橋りょう、重要建造物、電車線路及び信号保安設備等の巡回、固定警備を行います。 

(ｲ) 列車の措置 

乗務員は、状況によっては旅客の避難、救出救護の要請を行うとともに、関係箇所に対し必

要事項の速報をします。 

(ｳ) 駅の措置  

駅長は次の措置をとります。 

ａ 列車防護及び運転規制 

ｂ 速やかな情報収集と必要な場合の救護所の開設、医療機関への救援の要請 

ウ 旅客の避難誘導及び救出救護 

(ｱ) 避難誘導 

ａ 駅における避難誘導 

駅長は、被害の状況により旅客への広報を積極的に行い、避難について駅員の指示に従う

よう協力を求めます。 

ｂ 列車における避難誘導 

乗務員は、被害状況等について積極的に案内を行い、協力を求めます。また、被災の状況、

救出救護の手配、避難場所その他必要事項について、列車指令（最寄り駅）に連絡の方法を

講じます。 

(ｲ) 救出救護 

列車の脱線、転覆、又は建造物の崩壊等によって死傷者が発生したときは、駅長及び乗務員

は直ちに救出救護活動を行います。 

対策本部長は、災害の実情に応じ運転事故及び災害応急処理取扱細則等の定めるところによ

り、直ちに救護班の派遣を指示します。 
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また、現地対策本部長は現地社員を指揮し、救援の地域防災医療機関と協力し、最善の方法

で救出救護活動に当たります。 

エ 被災状況の早期収集及び関係箇所への連絡指示 

オ 復旧体制の確立 

カ 他機関との応援体制 

災害により列車の運行が不能となった場合には、あらかじめ定められた他の運輸機関と打合わ

せのうえ、鉄道による振替輸送、又は、バスによる代行輸送の取扱を行います。 

(2) 近畿日本鉄道株式会社 

近畿日本鉄道株式会社は、人命尊重を第一とし、被害を最小限に防止するとともに、速やかに災

害の復旧に努め、輸送の確保を図ります。 

ア 関係者の措置 

(ｱ) 運転指令者は、被害、列車運行等の状況把握に努め、列車に対して適切な指示を行います。 

(ｲ) 駅長は付近の状況把握に努め、列車運転上危険と認められたときは、運転指令者に報告する

とともに列車の運転を見合わせます。 

(ｳ) 運転士は、運転指令者からの指令に留意するとともに、進路の異常の有無を確かめます。付

近に異常が認められないときは最寄りの駅まで注意運転を行い、駅長の指示を受けます。 

(ｴ) 施設関係各区長は、要注意箇所を点検するとともに、指令を受けたときは至急巡回点検しま

す。 

イ 旅客整理、避難誘導 

駅係員・乗務員は、状況を的確に判断し、旅客の整理避難誘導を行い、混乱による二次災害防

止に努めます。 

ウ 他機関との応援体制 

災害により列車の運行が不能となった場合には、あらかじめ定められた他の運輸機関と打合せ

の上、鉄道による振替輸送、又は、バスによる代行輸送の取扱いを行います。 

エ 災害発生時の対応 

災害が発生したときは、当社「災害救助規定」に基づき非常本部、非常支部、復旧本部を設け、

連絡通報、被災者の救助及び災害の復旧に当たります。 

非常本部は本社に、非常支部は各輸送総括部に、また、復旧本部は現地に設けます。 

(3) その他の鉄道事業者 

伊勢鉄道株式会社についても同様の体制を整備します。 

(4) バス（一般乗合旅客自動車運送事業者） 

県内における一般乗合旅客自動車運送事業者の災害対策計画は、三重交通株式会社の例を参考に

他の事業者においても防災体制を確立し、人命尊重を第一にして輸送の確保を図ります。 

ア 災害発生時の組織対応 

災害対策本部を設置し、被災現地への救援活動を行うとともに、情報収集、連絡を行い、必要

に応じ応急計画に沿って組織の一部を派遣し応急復旧に当たります。 

イ 旅客の広報・避難誘導 

(ｱ) 乗務員は被災状況等、情報収集の範囲において旅客への広報を積極的に行い、安全確保のた

めの協力を求めます。 

(ｲ) 運行を中断したときは、速やかに車内に現存する旅客の人員を把握し、旅客の生命に危険が
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予想されるときは直ちに安全な場所への避難誘導を行い、救助、応援の依頼等、旅客の保護の

ための適切な処置に当たります。 
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第 22節 危険物による二次災害防止対策 

 

○ 危険物施設、高圧ガス施設、毒物劇物保管施設、火薬類貯蔵施設、放射性物質施設等の事故等に

よる災害の発生時における被害の拡大を防止します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 災害時の連絡体制の確立（消防本部） 

危険物、高圧ガス、毒物・劇物、火薬類による被害が発生したとき、又は発生するおそれがあると

きは、施設等の責任者と密接に連絡をとるとともに、県をはじめ関係機関と十分連携し応急対策を実

施します。 

 

２ 危険物製造所等の使用の制限（消防本部） 

市長は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、製造所、

貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、当該製造所・貯蔵所若しくは取扱所の使用を

一時停止すべきことを命じ、又はその使用の制限を行います。 

 

３ 二次災害防止対策の実施（消防本部） 

(1) 危険物施設 

関係事業所の管理者、危険物取扱者等は関係機関の指導を受けて、危険物施設の実態に即して応

急対策を次のとおり講じます。 

ア 危険物の流出あるいは爆発等のおそれのある場合、作業及び移送の停止並びに施設の応急点検

と出火等の防止 

イ 危険物の混触発火等による火災の防止及び異常反応、タンク破壊等による流出、拡散の防止並

びに初期消火活動の徹底 

ウ 災害発生時の危険物に対する自衛消防組織と活動要領の確立 

エ 災害状況の把握と関係機関及び関係事業所相互間の連携活動による従業員並びに周辺地域住

民等に対する人命安全措置の強化 

(2) 火薬保管施設 

火薬保管施設は、災害発生時に火災、爆発の危険が大きく、施設の被害を最小限にとどめるため、

関係事業者は危険予防規定を整備し自主防災体制を確立しておきます。 

また、火薬保管施設の二次災害防止のため、警察、消防機関との連絡を密にし、施設に対して自

危険物による 

二次災害防止対策 

１ 災害時の連絡体制の確立 

２ 危険物製造所等の使用の制限 

３ 二次災害防止対策の実施 
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衛保安に必要な指示を行います。 

(3) ガス施設等 

災害における危険時に際して、ガス事業者、高圧ガスの販売所・貯蔵所等の事業主は関係機関（県、

市、消防機関等）に届け出をし、市は次の措置をとります。 

ア 災害発生防止の緊急措置 

(ｱ) 消防機関への出動命令及び警察官等への出動要請 

(ｲ) 警戒区域の設定に伴う立ち入り制限、禁止、退去 

(ｳ) 物的応急公用負担の権限及び障害物の除去等の権限 

イ 災害応急対策 

(ｱ) 関係機関及びガス事業者は、事故発生後直ちに出動し、相互連携をとり、速やかに危険区域

の住民に事態を周知、住民の安全を確保します。 

(ｲ) ガス事業者等は、ガス施設等が危険な状態になったときは、直ちにガスを遮断するため、バ

ルブの締め切り等のあらゆる措置を行い、危険を回避します。 

(ｳ) 消防機関は、ガス事業者等と協議の上、危険区域への立ち入り規制をします。また、市は防

災関係機関と協力のもと地域住民を安全な場所に避難誘導します。 

(4) 毒劇物施設等 

災害により被害を受け、毒劇物が飛散漏洩等の事故が発生した場合、毒劇物営業者及び業務上取

扱業者等は、保健衛生上の危害防止に必要な措置を講じるとともに所轄の関係機関に届け出ます。 

また、市、県等関係機関は密接な連絡を取り合い、住民に対する広報、汚染区域の拡大防止措置、

警戒区域の設定、被害者の救出救護、避難誘導等の措置を行います。 
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第 23節 応急教育対策 

 

○ 災害時又は災害が発生するおそれがある場合、児童生徒及び幼稚園児の安全確保を図ります。 

○ 被災後、速やかに被災地の教育機能を回復します。 

○ 市内文化財の被害を未然防止又は被害拡大防止を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 応急教育体制の確立（教育委員会事務局） 

(1) 市立小・中学校、義務教育学校・幼稚園の応急教育は、教育委員会が計画し実施します。 

(2) 災害に対する市立小・中・義務教育学校及び幼稚園の措置については、教育委員会の計画に基づ

き校長、園長が具体的な応急対策を講じます。 

(3) 教材、学用品の確保については市長が実施します。 

 

２ 児童生徒等の保護（教育委員会事務局） 

児童生徒等の安全を確保するため、危険が予想される場合は、教育長又は校長、園長、所長の判断

で、次の措置をとります。 

(1) 災害が始業後にあった場合は、原則として直ちに授業を中止し、幼児・児童・生徒を安全な場所

に避難させるなど安全確保を行います。 

また、通学路の安全点検など地域の情報収集を行います。 

１ 応急教育体制の確立 

２ 児童生徒等の保護 

３ 学校教育施設の応急対策 

４ 学用品の調達及び確保 

５ 被災児童生徒等の保健管理 

６ 給食の措置 

７ 教職員の確保 

応 急 教 育 対 策  

８ 文化財の保護 

９ 私立学校、国立学校等への対応 
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状況から判断して、安全に帰宅すること等が困難な幼児・児童・生徒は学校で保護します。通学

路の安全が確認されるなどして、幼児・児童・生徒を帰宅させる場合も、保護者と連絡を取り、教

職員の引率による集団下校、保護者による迎え、安全指導などの措置を講じます。 

万一、保護者との連絡が取れないなどの場合はそのまま留め置き、保護者の安全確認或いは児童

福祉制度による措置が講じられるまでの間は、幼児・児童・生徒は、避難所での生活に移行します。 

(2) 登校（園）前に休校（園）の措置をとったときは、直ちにその旨を保護者、児童生徒等に連絡し

ます。 

(3) 学校長等は、災害等で校舎等が危険であると予想される場合は直ちに教育委員会等に報告し、適

切な臨時避難の措置を行うとともに教職員等を誘導にあたらせます。 

 

３ 学校教育施設の応急対策（教育委員会事務局） 

(1) 施設等の被害状況の報告 

施設管理者は、災害の規模、児童生徒等、教職員及び施設・設備の被害状況を速やかに把握し、

教育委員会等に報告します。教育委員会等は、報告に基づき校舎等の管理に必要な職員を確保し、

直ちに現場に派遣し教職員等と協力して万全の体制を確立します。 

(2) 施設の応急対策 

ア 校舎等の一部が使用できない場合は、特別教室、屋内運動場等を利用し授業を行います。 

イ 応急修理ができる場合は、速やかに修理の上、使用します。なお、上記事項については関係機

関が協議して定め、その決定事項は教職員、児童生徒及び市民に周知します。 

ウ 黒板、机、椅子その他施設の修理可能なものは応急修理を行い、不足する場合は隣接の学校等

の協力により措置します。 

エ 状況を速やかに把握し、関係機関と密接に連絡の上、被害地域の状況に応じて被害僅少の地域

の学校施設、公民館、その他の施設を借り上げます。 

 

４ 学用品の調達及び確保（教育委員会事務局） 

(1) 給与の対象 

災害により住家に被害を受け、学用品等を喪失又はき損し、就学上支障をきたした児童生徒等に

対し被害の実情に応じ、教科書(教材を含む)、文房具及び通学用品を支給します。 

(2) 給与の方法 

学用品の給与は、市長(災害救助法が適用された場合は知事の委任による市長)が行います。 

 

５ 被災児童生徒等の保健管理（教育委員会事務局） 

(1) 被災児童生徒等の健康管理及び心のケアに努めます。 

(2) 学校の設置者は、必要な物品を各学校に整備し、養護教諭等が応急処置に当たります。 

 

６ 給食の措置（教育委員会事務局） 

学校給食は、次のような事情を十分留意して、できる限り実施します。 

(1) 学校給食施設が被害を受け、調理が不可能な場合は、他の給食施設の活用に努めます。 
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(2) 災害救助のために学校給食施設を使用して炊き出しを実施する場合は、給食実施との調整を適切

に行います。 

 

７ 教職員の確保（教育委員会事務局） 

教職員の人的被害が大きく、教育の実施に支障をきたすときは、県教育委員会との連携のもと、学

校間等の教職員の応援を図るとともに、非常勤講師等の任用に努めます。 

 

８ 文化財の保護（教育委員会事務局） 

(1) 被害報告 

国・県・市指定文化財等が被害を受けたときは、その所有者、管理者及び管理団体は、被害状況

を調査し、その結果を速やかに教育委員会に報告します。 

(2) 応急対策 

国・県・市指定文化財等が被害を受けたときは、その所有者、管理者及び管理団体は、市指定文

化財にあっては教育委員会の指示に、また国・県指定文化財にあっては県教育委員会の指示に従い、

その保存等を図ります。ただし、人命に関わるような被害が発生した場合は、この限りではありま

せん。 

 

９ 私立学校、国立学校等への対応（教育委員会事務局、危機管理部） 

私立学校、国立学校等は、市立小・中学校、義務教育学校、幼稚園に準じた応急教育対策を講じる

ように努めるものとします。 

市は、三重県災害対策本部と連携し、私立学校、国立学校等の被害状況等を収集するとともに、必

要な情報伝達に努めます。 
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第 24節 応急保育対策 

 

○ 災害時又は災害が発生するおそれがある場合、児童の安全確保を図ります。 

○ 被災後は、保護者等の保育ニーズを踏まえ、速やかに被災地の保育機能を回復します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 応急保育体制の確立（健康福祉部） 

(1) 保育所・こども園における応急保育は、市が計画し実施します。 

(2) 災害に対する保育所・こども園の措置については、市の計画に基づき各施設長が具体的な応急対

策を講じます。 

 

２ 児童の保護（健康福祉部） 

児童の安全を確保するため、危険が予想される場合は、各施設長の判断で、次の措置をとります。 

(1) 災害が登園後にあった場合は、原則として直ちに保育を中止し、児童を安全な場所に避難させる

など安全確保を行います。 

児童を帰宅させる場合は、保護者と連絡を取り、保護者に引き渡すなどの措置を講じます。 

引き渡しのできない児童は、引き渡しまで避難所等で保育します。 

(2) 登園前に休園（登園自粛要請）の措置をとったときは、直ちにその旨を保護者に連絡します。 

(3) 各施設長は、園舎等が危険であると予想される場合は、適切な臨時避難の措置を行うとともに、

保育士等を誘導にあたらせます。 

 

３ 保育施設の応急対策（健康福祉部） 

(1) 施設等の被害状況の報告 

各施設長は、災害の規模、児童、保育士等及び施設・設備の被害状況を速やかに把握し、健康福

祉部に報告します。 

１ 応急保育体制の確立 

２ 児童の保護 

３ 保育施設の応急対策 

４ 被災児童の保健管理 

５ 給食の措置 

６ 保育士等の確保 

応急保育対策  
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(2) 施設の応急対策 

ア 園舎の一部が使用できない場合は、使用できる保育室や遊戯室を用いて保育を行います。 

イ 応急修理ができる場合は、速やかに修理の上、使用します。 

ウ 被災によって園舎が使用不能となった場合は、代替の保育施設等の確保を図ります。 

 

４ 被災児童の保健管理（健康福祉部） 

(1) 被災児童の健康管理及び心のケアに努めます。 

(2) 市は、応急処置に必要な物品を各保育所・こども園に整備し、保育士等が応急措置に当たります。 

 

５ 給食の措置（健康福祉部） 

給食施設が被害を受け、調理が不可能な場合は、他の給食施設等の活用に努めます。 

 

６ 保育士等の確保（健康福祉部） 

保育士等の人的被害が大きく、保育の実施に支障をきたすときは、保育所間等の保育士の応援を図

るとともに、会計年度任用職員の確保に努めます。 
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第 25節 災害時における要配慮者への支援 

 

○ 避難や救出の困難さ、避難所生活の困窮等、災害にさまざまなハンディキャップのある高齢者、

障がい者や乳幼児等の要配慮者への支援を迅速、適切に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 災害発生直後の支援（健康福祉部、各総合支所） 

(1) 安否確認 

民生委員・児童委員、自治会、自主防災組織、社会福祉協議会、関係団体、地域ボランティア団

体等の協力を得て、速やかに避難行動要支援者の安否確認を行います。 

(2) 福祉ニーズの把握 

被災した在宅要配慮者が居宅、避難所及び応急仮設住宅等においても福祉サービスが継続して受

けられるよう、安否確認と併せて福祉ニーズを把握します。 

 

２ 避難行動要支援者の把握（健康福祉部、市民部、各総合支所） 

(1) 一次調査 

避難所要員は、避難所を開設した場合、民生委員・児童委員、自主防災組織、自治会やボランテ

ィア等の協力を得て、避難行動要支援者を把握し、これらの者に対して健康状態等について聞き取

り調査（一次調査）を行います。 

(2) 二次調査 

市は、避難生活が長期化する場合、指定避難所において避難者名簿（一次調査）に基づいて、避

難行動要支援者の所在、被災状況、介護の必要性を調査・確認します。 

 

 

 

１ 災害発生直後の支援 

２ 避難行動要支援者の把握 

３ 避難所等での要配慮者対策の推進 

４ 福祉避難所への避難の実施 

５ 在宅福祉サービスの継続的提供 

６ その他の支援 

災害時における  

要配慮者への支援  
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３ 避難所等での要配慮者対策の推進（健康福祉部） 

市は、避難所において生活する要配慮者のために、移動の円滑化、障がい者用仮設トイレの設置等、

要配慮者のための設備の充実を図ります。また、避難空間については、トイレ等の利用のしやすさ、

騒音・出入り口の配慮などを積極的に行うとともに、介護器具及び盲導犬利用者等への配慮を行いま

す。 

 

４ 福祉避難所への避難の実施（健康福祉部） 

避難所での避難生活が困難な避難行動要支援者は、一次調査・二次調査の結果から福祉避難所への

避難の実施に努めます。 

 

５ 在宅福祉サービスの継続的提供（健康福祉部） 

(1) 市は、被災した救護を必要とする高齢者、障がい者等に対し、居宅、避難所、応急仮設住宅等に

おいて補装具の支給や日常生活用具の給付、ホームヘルパーの派遣等、在宅福祉サービスの継続的

な提供に努めます。 

(2) 市は、社会福祉施設の早期開設に努め、高齢者や障がい者等に対する福祉サービスの継続的な提

供に努めます。 

 

６ その他の支援（健康福祉部、市民部） 

(1) 相談できる環境づくり 

高齢者や障がい者等の身近な相談相手として、自主防災組織や民生委員・児童委員が中心となり、

相談しやすい環境の確保を図ります。 

(2) 巡回相談の実施 

避難所を定期的に巡回し、保健・福祉に関する相談窓口を開設し、避難所周辺の住民も含めた相

談業務を行うとともに、地域保健・福祉ニーズの把握に努めます。 

(3) 災害情報の提供 

関係団体は、ボランティア等の協力を得て、要配慮者に対して次のように災害情報の提供を行い

ます。 

ア 筆談や手話通訳者等の支援団体に情報を提供することにより聴覚障がい者に確実に情報が伝

達されるよう配慮します。 

イ ラジオ、テレビ、広報車等の利用や障がい者等の支援団体に情報を提供することにより、視覚

障がい者に確実に情報が伝達されるよう配慮します。 

ウ 国際交流団体や外国人等の支援団体に情報を提供することにより、日本語を解さない外国人に

確実に情報が伝達されるよう配慮します。 
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第 26節 災害ボランティアの受入れ 

 

○ 災害発生後、被災者の生活や自立を支援するため、市、県、日本赤十字社三重県支部、社会福祉

法人三重県社会福祉協議会、社会福祉法人津市社会福祉協議会、青年会議所、その他ボランティア活

動推進機関は、相互に協力・連携し、ボランティアが被災者ニーズに応えて支援活動が円滑に展開で

きるよう、次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ボランティア受入れ体制の確立（市民部、健康福祉部） 

(1) 受入体制 

市は、津市社会福祉協議会と協議し、必要に応じて災害ボランティア本部の設置を行います。 

市災害対策本部のボランティア担当と津市社会福祉協議会は、災害ボランティアの受入れに関し

て、収集した被害状況等を踏まえ、市災害ボランティアセンターの設置を検討し、設置が必要と判

断された場合、津市社会福祉協議会が市災害ボランティアセンター等を設置し運営を行います。 

災害ボランティアセンターの設置場所は、あらかじめ定めた施設の中から選定します。 

(2) 活動拠点の設置 

市は、災害ボランティアセンターによるボランティア活動の支援が円滑かつ効果的に行われるよ

う必要に応じて活動拠点を設置します。設置に際しては、津市社会福祉協議会と協議し、既存の公

共施設等を活用します。 

 

２ ボランティア活動の内容（市民部、健康福祉部） 

(1) 活動の範囲 

災害発生時のボランティア活動の範囲は、被災世帯への救援物資の配給、炊き出し、情報伝達等

とし、その後の状況等により活動の範囲を広げていきます。 

(2) 活動の内容 

ボランティアとして受け入れる活動内容は、主に次のとおりとします。 

なお、ボランティアの受入れに際しては、専門的な知識や経験、資格等を持ったボランティアの

能力が活かされるよう配慮します。 

ア 災害発生初期の避難所等における運営への協力 

１ ボランティア受入れ体制の確立 

２ ボランティア活動の内容 
災害ボランティアの 

受入れ 

４ 災害ボランティアセンターの役割 

３ 災害ボランティア本部の役割 
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イ 被災者に対する炊き出し、飲料水輸送等の協力 

ウ 被災者に対する救助物資の配分及び輸送等の協力 

エ 要配慮者の安否確認への協力 

オ 高齢者、障がい者等要救護者の介助への協力 

カ 被災者が行う被災家屋からの家財搬出等への協力 

キ 地域における生活関連情報等の収集及び被災者への提供 

ク 災害時における情報収集活動への協力（外国語、手話通訳要員等を含む） 

ケ こころのケアへの協力 

コ 災害ボランティアセンター運営への参加 

 

３ 災害ボランティア本部の役割（市民部） 

災害ボランティア本部は、関係機関等で運営する災害ボランティアセンターと連携を図り、被災者

のニーズ等の集約及びボランティアの受入れ体制の整備等の調整を行うとともに、市災害対策本部等

との連絡調整を行います。 

また、災害ボランティア本部は、災害時のボランティア活動が円滑かつ適切に行われるよう県等が

みえ県民交流センターに設置するみえ災害ボランティア支援センターと連携します。 

＜主な活動内容＞ 

ア 市災害対策本部及び関係機関等との連絡調整 

   イ ボランティアに関する情報の集約 

   ウ 災害ボランティアセンターの体制整備等の調整 

エ ボランティアに関する情報発信、広報活動 

   オ その他、災害ボランティアセンターの支援等 

 

４ 災害ボランティアセンターの役割（市民部、健康福祉部） 

災害ボランティアセンターは、災害ボランティア本部並びにみえ災害ボランティア支援センターと

連携し、ボランティアの受入れ等を行うとともに、被災者のニーズ等を把握し、これらに基づくボラ

ンティア活動の調整などのコーディネートを行います。 

＜主な活動内容＞ 

ア ボランティアの受付、登録 

   イ 被災者ニーズ等の把握 

   ウ ボランティア活動の調整、指示 

   エ ボランティア活動に必要な物資等の確保と配布 

   オ その他、ボランティア活動の支援等 
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第 27節 災害義援金・義援物資の受入れ 

 

○ 市民や他県の市町村等からの義援金品を、迅速かつ適切に被災者に配分します。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 義援金品等の受入れ、配分及び輸送（健康福祉部、各部） 

(1) 実施機関 

災害義援金品等の募集、輸送及び配分は、三重県共同募金会、日本赤十字社三重県支部、三重県

社会福祉協議会、県、市、その他各種団体が共同し、あるいは協力して行います。 

(2) 保管 

義援金については、健康福祉部において一括取りまとめ保管し、義援品等については、各関係部・

機関において保管します。 

(3) 配分及び輸送 

ア 義援金及び義援品の配分計画については、健康福祉部及び関係部・機関と協議の上、策定しま

す。 

イ 義援金及び義援品が、速やかに被災者に届くよう、関係部・機関を通じて配分、輸送します。 

 

１ 義援金品等の受入れ、配分及び輸送 
災害義援金・ 

義援物資の受入れ 
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第 28節 災害救助法の適用 

 

○ 災害救助法に基づく救助実施の必要が生じた場合に、速やかに所定の手続を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 災害救助法の適用（危機管理部） 

(1) 各部の情報伝達活動 

[各部の情報伝達活動] 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 適用基準 

災害救助法の適用基準は災害救助法施行令（昭和 22年政令第 225号。以下「施行令」という。）

第１条に定めるところによりますが、市における具体的適用基準は、資料編のとおりです。 

(3) 適用手続 

市域の災害が災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みであるときは、市

長は直ちにその旨を県知事に報告します。その場合には、次に掲げる事項について口頭又は電話で

もって要請し、後日文書により改めて手続をします。 

ア 災害発生の日時及び場所 

イ 災害の原因及び被害の状況 

ウ 適用を要請する理由 

エ 適用を必要とする期間 

オ 既にとった救助措置及び採ろうとする救助措置 

カ その他必要な事項 

(4) 被災世帯の算定基準 

ア 住家の滅失等の認定 

市 

県
（ 

地
方
部
） 

県
（ 

防
災
対
策
部
） 

国 

災害発生 

救助実施 

被害調査 
発生報告 発生報告 発生報告 

適用協議 適用協議 適用報告 

適用通知 適用通知 了 承 

適用協議 

災害救助法の適用 

１ 災害救助法の適用 

２ 災害救助法による救助の実施 

３ 非常災害等が発生するおそれがある段階

における災害救助法の適用 
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「災害救助法適用基準」（資料編）による被害認定方法を用います。 

 

２ 災害救助法による救助の実施（健康福祉部、市民部、建設部、消防本部、教育委員会

事務局、各総合支所） 

(1) 救助の種類と実施権限の委任 

ア 災害救助法による救助の種類 

(ｱ) 避難所及び応急仮設住宅の供与 

(ｲ) 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

(ｳ) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

(ｴ) 医療及び助産 

(ｵ) 被災者の救出 

(ｶ) 被災した住宅の応急修理 

(ｷ) 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

(ｸ) 学用品の給与 

(ｹ) 埋葬 

(ｺ) 死体の捜索及び処理 

(ｻ) 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼし

ているものの除去 

イ 知事から委任を受けた市長は、委任された救助の実施責任者となります。 

ウ アの(ｷ) 生業資金の貸付については、各種の貸付金制度が充実されているため、事実上停止し

ており、これに代わって「災害弔慰金の支給等に関する法律」による支給や貸付が実施されてい

ます。 

(2) 救助の実施内容 

救助の内容等については、「災害救助法による救助の程度・方法及び期間」（資料編）によります。 

 

３ 非常災害等が発生するおそれがある段階における災害救助法の適用 

災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置したときは、これまで適用できなか

った災害が発生する前段階においても、災害救助法の適用が可能となったため、県知事と緊密に連携

し、速やかに所定の手続きを行います。 
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第２章 自衛隊の災害派遣 

 

第１節 災害派遣の要請 

 

○ 市民の人命を保護するために市長が自衛隊の支援を必要と判断したときは、法第 68条の２の規定

に基づき、迅速に知事に自衛隊の災害派遣要請を行うため、次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

１ 災害派遣の要請（危機管理部） 

(1) 災害派遣の要請の基準 

ア 災害が発生し、災害対策本部の職員だけでは市民の生命の保護が困難で自衛隊の出動が必要と

認められるとき。 

イ 災害の発生が迫り、予防措置に急を要し、かつ自衛隊の派遣以外に予防方法がないとき。 

(2) 災害派遣の要請手続 

ア 市長の派遣要請の要求 

市長は、自衛隊の派遣を要請しなければならない事態が生じたときは、災害派遣要請書に次の

事項を記入し、津地域防災総合事務所長を経由して知事（防災対策部災害即応・連携課）に提出

します。ただし、事態が急を要するときは、電話又は防災行政無線等で通報し、事後に文書を送

付します。 

また、市長は人命救助等事態が急迫し、速やかに自衛隊の派遣を要すると認められる場合は、

知事に派遣の要請を求めます。その後、必要に応じて直接自衛隊に対し事態の状況を通報します。 

なお、知事に派遣要請を求めることができない場合には、市長はその旨及び市の地域に係る災

害状況を自衛隊の部隊等の長に通知します。ただし、事後速やかに自衛隊の部隊等の長に通知し

た旨を知事に通知します。 

(ｱ) 災害の状況及び派遣要請を要求する事由（特に災害区域の状況を明らかにすること。） 

(ｲ) 派遣を希望する期間 

(ｳ) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(ｴ) その他参考となる事項 

※ 緊急時派遣要請要求先電話番号  防災対策部災害即応・連携課 ℡ 224-2186 

災害派遣の要請 

１ 災害派遣の要請 

２ 災害時の緊急派遣 
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要  請  先 所  在  地 電  話  番  号 

陸上自衛隊 

（第 33普通科連隊長） 
津市久居新町 975 

255-3133 

（内線 236 夜間 302） 

防災行政無線 4010 

 

イ 引き続き災害派遣を必要とする場合の派遣要請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 災害時の緊急派遣（危機管理部） 

災害の発生が突発的でその救護が特に急を要し、要請を待ついとまがない場合で、陸上自衛隊第

33普通科連隊長又は航空学校長等の判断に基づいて部隊等が派遣されることがあります。（自衛隊法

第 83条第２項ただし書に規定する自主派遣） 

この場合、市長等は、陸上自衛隊第 33 普通科連隊長又は航空学校長に直接災害の状況等を通知し

ます。 

 

 

県 知 事 市  長 
災害派遣命令者 

（第 33普通科連隊長） 

派遣要請の要求 

被害状況の通知 派遣要請 

情報収集 
要請による派遣 

又は自主派遣 

派遣要請の要求ができない旨及び災害の状況を通知 
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第２節 派遣部隊の受入れ体制 

 

○ 派遣部隊の活動に必要な受入れ体制について定めます。 

 

 

 

 

 

 

１ 派遣部隊の受入れ体制の確立（危機管理部） 

(1) 派遣部隊の受入れ体制 

市は、派遣部隊の任務が円滑に実施できるよう、次の事項について配慮します。 

ア  派遣部隊と市との連携窓口及び責任者の決定 

イ 作業計画及び資機材の準備 

ウ 宿泊施設（野営施設）及びヘリポート等施設の準備 

エ 住民の協力 

オ 派遣部隊の誘導 

カ 新型コロナウイルス感染症対策のための適切な空間の確保 

(2) 経費の負担区分 

派遣部隊が活動に要した経費のうち次に掲げるものは、市の負担とします。ただし、２つ以上の

地域にわたる場合は、関係市町が協議して負担割合を定めます。 

ア 派遣部隊が連絡のため宿泊施設に設置した電話の設置及び通話料金 

イ 派遣部隊が宿泊のために要した宿泊施設借上料、光熱水費、入浴料 

ウ 活動のため現地で調達した資機材の費用 

※ その他必要な経費については事前に協議しておきます。 

(3) ヘリポートの指定と取扱い 

ヘリポートの指定と取扱いについては、資料編に示すとおりとします。 

 

派遣部隊の受入れ体制 １ 派遣部隊の受入れ体制の確立 
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第３節 派遣部隊の業務及び撤収 

 

○ 派遣部隊の業務と撤収要請について定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 派遣部隊の業務及び撤収（危機管理部） 

(1) 業務 

派遣部隊は、人命救助に関する活動及び水防活動その他の救援活動を行います。 

救助活動の内容は、災害の状況及び他の救援機関等の活動状況等によって異なりますが、概ね次

のとおりです。 

ア 被害状況の把握（車両、航空機による調査）  

イ 避難の援助（誘導、輸送）  

ウ 遭難者等の捜索救助  

エ 水防活動 

オ 消防活動 

カ 道路及び水路の啓開（障害物除去等）  

キ 応急医務・救護、防疫  

ク 人員及び物資の緊急輸送  

ケ 炊飯及び給水 

コ 救助物資の無償貸付又は譲与  

サ 危険物の保安及び除去等 

(2) 撤収 

派遣部隊が目的を完了し、又はその必要がなくなった場合、市長は、関係機関の長及び派遣部隊

の長等と十分協議を行った上、知事に災害派遣部隊の撤収要請を行います。 

 

２ 災害派遣を命ぜられた自衛官の措置 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に

おいて、市長等、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、次の措置をとることができま

す。 

この場合において、当該措置をとったときは、直ちにその旨を市長に通知します。 

(1) 自衛隊緊急車両の通行を妨害する車両、その他物件の移動命令、車両、物件の破損 

(2) 避難の措置・立入 

派遣部隊の業務及び撤収 

１ 派遣部隊の業務及び撤収 

２ 災害派遣を命ぜられた自衛官の措置 
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(3) 警戒区域の設定並びにそれに基づく立入り制限禁止及び退去命令 

(4) 他人の土地等の一時使用等 

(5) 現場の被災工作物等の除去等 

(6) 住民等を応急措置の業務に従事させること 
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第４編 災害復旧・復興対策 
 

 大災害の発生は多数の生命や身体に危害を与えるだけでなく、住居、家財の喪失、環境破壊などをも

たらし、市民を極度の混乱に陥れることになります。 

 そのため、このような混乱状態を解消し、早期に人心の安定と社会秩序の維持を図るために、被災者

の生活安定、社会経済活動の早期回復に万全を期します。 

 

第１章 災害復旧・復興の推進 

 

第１節 迅速な復旧・復興 

 

○ 市は、被災者の生活再建を基本に、二度と同じ災害を繰り返さない安全性に配慮した復旧・復興

の基本方針を市民の合意を得ながら速やかに策定し推進できる体制を整えます。 

 

１ 復旧・復興に関する事前対策（各部、各総合支所） 

(1) 各種データの整理及び保存 

ア 市は、復興の円滑化のため、あらかじめ地籍、建物、権利関係、施設、地下埋設物等の情報や

測量図面、情報図面等の各種データの整備及び保存に努めます。 

イ 市は、円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ所管施設の資料の整理及び保存に努めます。 

(2) 連絡体制の構築 

    各部は、災害発生時における国、県の担当部局及び関係機関との緊急の連絡体制を構築し、発災

時の情報収集や連絡調整に備えます。 

(3) 代替施設の検討 

   必要な住民サービスを維持するため、被災した公共施設等の代替施設をあらかじめ検討します。 

(4) 資機材等の整備 

   災害時に必要な資機材等の整備や調達方法についてあらかじめ検討するとともに、災害応援協定

の締結を推進します。 

 

２ 生活再建支援に関する事前対策（危機管理部、政策財務部、建設部） 

(1) 被災者台帳の作成体制の構築 

罹災証明書の発行、各種給付や減免等の管理を迅速・的確に行えるよう、被災者支援システム等

の導入に取り組み、「人」「建物」「被害」の情報を集約した被災者台帳を発災後速やかに作成する

体制を構築します。 

(2) 家屋被害認定調査に関する事前対策 

家屋の全半壊に対する罹災証明書の発行等は、家屋被害認定調査に基づいて行うため、調査漏れ
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や調査の追加などによる混乱が生じないよう、事前に基準の明確化、調査要員の教育などを促進し

ます。 

また、罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査の担当者の育成、他の地方公

共団体や民間団体との応援協定の締結、応援の受入体制の構築等を計画的に進める等、罹災証明書

の交付に必要な業務の実施体制の整備に努めます。 

(3) 地籍調査事業の推進 

市は、災害復旧の迅速化が図れるように、地元自治会や関係機関の協力を得ながら、地籍調査事

業を推進します。 

 

３ 市街地及び都市基盤施設の迅速な復旧・復興（都市計画部、建設部） 

 (1) 被災施設の復旧等 

ア 市は、応急復旧計画に沿って、あらかじめ定めた応援協定等を活用し、被災公共施設の復旧に

当たっては、可能な限り早期の応急復旧に努めます。 

イ ライフライン、交通関係施設の復旧については、関係事業者と連携のもと、地域別の復旧見込

みを明らかにするよう努めるものとし、施設間の復旧速度の相違に起因する二次災害の防止に努

めます。 

(2) 防災都市づくり 

市は、市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置法を活用するとともに、市

民の合意形成に最大限の努力を傾注し、土地区画整理事業や市街地再開発事業等の実施により、良

好な市街地の形成と都市機能の更新を図ります。 

(3) 建築基準法第 84条による建築制限の実施 

    市は、必要に応じ、建築制限区域を指定します。 

(4) 建築基準法第 85条による制限の緩和の実施 

   市は、必要に応じ、仮設建築物に対する制限の緩和の区域を指定します。 
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第２章 災害復旧・復興 

第１節 公共施設災害復旧事業計画 

 

○ 公共施設の災害復旧については、各施設の原形復旧とあわせ、再度の災害の発生を防止するため、

施設の新設、改良を実施します。 

 

１ 公共土木施設災害復旧事業計画（建設部、上下水道事業局、上下水道管理局、農林水

産部） 

(1) 河川災害復旧事業計画 

河川の災害復旧は、原形復旧にとどまらず、必要に応じ将来計画に整合した復旧に努めます。 

また、河川の改修事業等は、従前の生態系が形成される良好な河川環境の保全・復元が可能な復

旧工法を進んで採用していきます。 

(2) 道路災害復旧事業計画 

産業経済の動脈であるとともに地域住民の生活基盤となっている道路の災害復旧は、最も急を要

するものであり、被災後、直ちに応急復旧工事に着手し、交通の確保に努めなければなりません。

近時の自動車交通量の増加に伴いその重要性も増大する傾向にあるので、自然災害の防除と併せて

交通安全の見地からみた工法によって積極的に早期復旧を進めます。 

橋りょうについても洪水流量の流下能力の増大を図るとともに、永久橋を主眼とした復旧を推進

します。 

(3) 下水道災害復旧事業計画 

下水道における各施設について災害が発生した場合は、雨水、汚水の疎通に支障がないよう速や

かに応急復旧を行い、平常時の機能を維持するよう努めます。 

なお、復旧には、平常時から諸資機材の整備点検を行い、災害に対する応急措置ができるように

するとともに、被害場所については施設の補強を図り被害の軽減に努めます。 

(4) 漁港等の災害復旧計画 

市は、被災した漁港等の現地確認により被災状況を把握し、国の災害復旧事業等を活用して災害

廃棄物の撤去を行い、被災状況等に応じて県に委託します。復旧に当たっては、被害箇所や被害額

を国に報告し、被害査定を受け、国の災害復旧事業を活用します。ただし、被災状況に応じて、県

と協議を行い、連携して対応を図るものとします。また、効率的に復旧作業を実施するため、原則

として係留施設の復旧を優先し、その後、水域施設、外郭施設、航行補助施設の復旧を行い、漁獲

物の処理保蔵及び加工施設等その他の施設等を復旧することとします。復旧作業に際しては、円滑

な実施のため、技術者の派遣等について土木建設企業等に対して協力を要請するとともに、漁協等

関係機関と情報共有を図ります。 

 

２ 農林水産施設災害復旧事業計画（農林水産部） 

(1) 農地農業用施設災害復旧計画 
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市は、被災した農地及び農業用施設等の現地確認により被災状況を把握し、国の災害復旧事業等

を活用して災害廃棄物の撤去を行い、被災状況等に応じて県に委託します。復旧に当たっては、被

害箇所や被害額を国に報告し、被害査定を受け、国の災害復旧事業を活用します。ただし、被災状

況に応じて、県と協議を行い、連携して対応を図るものとします。排水機場、頭首工、パイプライ

ン等の農業用施設の復旧作業に際しては、円滑な実施のため、修理部品の手配や技術者の派遣等に

ついて各ポンプメーカーや土木建設企業等に対して協力を要請します。 

(2) 林道災害復旧計画 

市は、被災した林道の現地確認により被災状況を把握し、国の災害復旧事業等を活用して災害廃

棄物の撤去を行い、被災状況等に応じて県に委託します。復旧に当たっては、被害箇所や被害額を

国に報告し、被害査定を受け、国の災害復旧事業を活用します。ただし、被災状況に応じて、県と

協議を行い、連携して対応を図るものとします。また、効率的に復旧作業を実施するため、集落間

を結ぶ幹線林道の復旧を優先することとします。林道の復旧作業に際しては、円滑な実施のため、

資材の手配や技術者の派遣等について土木建設企業等に対して協力を要請するとともに、森林組合

等関係機関と情報共有を行います。 

(3) 農林水産施設災害復旧計画 

農業協同組合又は漁業協同組合の所有する倉庫、加工施設、共同作業場及びその他の農林水産業

者の共同利用に供する施設で、農林水産業施設災害復旧事業国庫補助の暫定措置に関する法律に基

づき、国庫補助を得て災害復旧の促進を図ります。 

 

３ 学校教育施設災害復旧事業計画（教育委員会事務局） 

日常多数の児童、生徒を収容する学校施設の災害は、その生命保護並びに正常な教育実施のいずれ

の観点からみても迅速、かつ適切に復旧しなければなりません。 

特に学校施設は非常時において、しばしば地域住民の緊急避難場所となることもあるので、復旧計

画の樹立に当たっては次の点に留意します。 

(1) 災害の原因を究明し、再度の災害発生を防止するため必要に応じ改良復旧に努めるとともに災害

防止施設も併せて実施するよう考慮します。 

(2) 公立学校施設の災害復旧については、公立学校施設災害復旧費国庫負担法の規定に基づき復旧計

画を推進します。 

 

４ 水道施設災害復旧事業計画（上下水道事業局、上下水道管理局） 

(1) 水道施設災害復旧計画 

水道の基幹施設である取水施設、導水施設、浄水施設及び受水施設の早期復旧により水を確保し、

順次、送水管、配水場、配水本管、配水管及び給水管の復旧を行い、平常時の機能を維持するよう

努めます。また、被災の程度により全面復旧が困難な場合は、給水車等により応急給水を実施しま

す。 

なお、復旧を速やかに行うため、平常時から諸資機材の点検及び整備を行い、配置場所や調達方

法等を局内で周知します。 
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第２節 財政金融計画 

 

○ 災害予防、災害応急対策及び災害復旧等の防災行政の実施は、国、県、市及びその他関係機関等

のすべてがそれぞれの立場において分任して、それに要する費用はそれぞれの機関が負担します。 

  しかし、このことで市財政に混乱を生じさせるおそれがあるときは、法令に基づき、又は予算上

の措置により、財政負担の適正化のため所要の措置を講じます。 

 

１ 費用の負担者（政策財務部） 

(1) 災害予防及び災害応急対策に要する費用 

災害予防及び災害応急対策に要する費用は、法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内にお

いて特別の措置が講じてある場合を除き、その実施責任者が負担します。 

（注）法令に特別の定めがある場合 

ア 災害救助法   第 36条 

イ 水防法     第 44条 

ウ 災害対策基本法 第 94条、第 95条 

エ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第 62条 

(2) 応援に要した費用 

他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合に、市は当該応援に要した費用を負担します。ただ

し、当該費用を支弁するいとまがないときは、一時繰替え支弁を求めます。 

(3) 知事の指示に基づいて市長が実施した費用 

知事の指示に基づいて市長が実施した応急措置のために要した費用及び応援のために要した費

用のうちで指示又は応援を受けた市に負担させることが困難又は不適当なもので災害対策基本法

施行令第 39 条で定めるものについては、国がその一部を負担する費用を除いて政令で定めるとこ

ろによって、県が一部又は全部を負担します。 

 

２ 国が負担又は補助する範囲（政策財務部） 

(1) 災害応急対策に要する費用 

災害応急対策に要する費用については、法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において

国がその全部又は一部を負担し、又は補助します。 

(2) 非常災害対策本部長又は緊急災害対策本部長の指示に基づく応急措置に対する費用 

非常災害対策本部長又は緊急災害対策本部長の指示に基づいて市長が実施した応急措置のため

に要した費用のうちで、当該市に負担させることが困難又は不適当なもので政令で定めるものにつ

いては、政令で定めるところにより、国がその全部又は一部を補助します。補助率については、応

急措置内容その他の事情によりその都度決定されます。 

(3) 災害復旧事業費等 

災害復旧事業その他災害に関連して行われる事業に要する費用は、別に定めるところにより、又

は予算の範囲内で国がその全部又は一部を負担し、又は補助します。 



津市 地域防災計画 

 212 

(4) 激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費 

国は著しく激甚である災害が発生した場合は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に

関する法律」に規定されている事業に対し援助します。 

 

３ 起債の特例（政策財務部） 

災害対策基本法施行令第 43 条に定める地方公共団体は、次の場合において激甚災害が発生したと

き、その発生した日に属する年度に限り地方財政法第５条の規定にかかわらず地方債をもってその財

源とします。 

(1) 地方税、使用料、手数料、その他の徴収金で自治省令で定めるものの当該災害のための減免で、

その程度及び範囲が被害の状況を照らし相当と認められるものによって生じる財政収入の不足を

補う場合 

(2) 災害予防、災害応急対策又は災害復旧で、総務省令で定めるものに通常要する費用で当該地方公

共団体の負担に属するものの財源とする場合 
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第３節 被災者等の生活再建等の支援 

 

○ 災害時の混乱状態を解消し、早期に人心の安定と社会秩序の回復を図ります。 

○ 被災者の生活の安定、社会経済活動の早期回復を図ります。 

 

１ 生活福祉資金等の貸付（健康福祉部） 

(1) 生活福祉資金の貸付 

ア 貸付の対象 

低所得世帯、障がい者世帯及び高齢者世帯とします。 

イ 借入の手続 

貸付を受けようとする者は、市社会福祉協議会に備え付けられている借入申込書を、その居住

地を担当する民生委員・児童委員を通じ、市社会福祉協議会を経由して、三重県社会福祉協議会

に提出します。 

ウ 貸付金の種類 

(ｱ) 総合支援資金（生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費） 

(ｲ) 福祉資金（療養費、介護等費、福祉費、福祉費（住宅）、福祉用具購入費、障がい者自動車

購入費、災害援護資金、生業費、技能習得費、緊急小口資金） 

(ｳ) 教育支援資金（教育支援費、就学支度費） 

(ｴ) 不動産担保型生活資金（不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金） 

（注）災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金の貸付対象になる世帯は、原則と

して災害援護資金及び住宅資金の貸付対象にはなりません。 

（注）災害発生時においては、緊急小口資金等の借入・償還などの要件が緩和されることがあり

ます。 

(2) 母子父子寡婦福祉資金の貸付 

ア 貸付の対象 

配偶者のない女子または男子であって、現に児童（20歳未満の者）を扶養している者及び「母

子及び父子並びに寡婦福祉法」の対象となっている寡婦等。ただし、現に扶養する子等のない寡

婦及び 40 歳以上の配偶者のない女子の場合は、前年度所得が政令で定める額以下の者を原則と

します。 

イ 借入の手続 

貸付を受けようとする者は、市役所に備え付けられている貸付申請書に関係書類を添付して市

を経由して県に申請します。 

ウ 貸付金の種類 

(ｱ) 事業開始資金 

(ｲ) 事業継続資金 

(ｳ) 住宅資金 

(ｴ) 技能習得資金 

(ｵ) 生活資金 
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(ｶ) 就職支度資金 

(ｷ) 修学資金 

(ｸ) 転宅資金 

(ｹ) 就学支度資金 

(ｺ) 修業資金 

(ｻ) 医療介護資金 

(ｼ) 結婚資金 

 (3) 恩給担保貸付金 

ア 借入の手続 

貸付を受けようとする者は、日本政策金融公庫に備え付けられている貸付申込書に証書及び貸

付証明書を添付して日本政策金融公庫に提出します。 

イ 貸付金の限度、期間等 

貸 付 額  恩給年額の３倍以内の額、ただし、最高は 2,500,000円とします。 

償還期限  ３年以内（ただし、変動あり） 

利  率  年 1.25％（ただし、変動あり） 

 

２ 災害援護資金の貸付（健康福祉部） 

災害弔慰金支給等に関する法律及び津市災害弔慰金支給等に関する条例が適用される自然災害が

本市に発生した場合、被災者に災害援護資金の貸付を行います。 

(1) 対象となる自然災害 

三重県内において災害救助法が適用された市町が１以上ある場合の災害 

(2) 貸付対象者 

以下の所得制限以内の方 

     所得制限表 

世帯人員 市民税における前年の総所得金額 

１人 ２２０万円 

２人 ４３０万円 

３人 ６２０万円 

４人 ７３０万円 

５人以上 １人増すごとに７３０万円に３０万円を加えた額 

その世帯の住居が滅失（流失）した場合にあっては、１，２７０万円とする。 

(3) 貸付限度額 

ア 世帯主が療養に要する期間が概ね１月以上の負傷をした場合 

被害の種類及び程度 貸付限度額 

住居の損害がない場合 １５０万円 

家財についての被害金額がその家財の価額の概ね３

分の１以上である損害の場合 

２５０万円（３５０万円） 

住居が半壊した場合 ２７０万円（３５０万円） 

住居が全壊した場合 ３５０万円 
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イ 世帯主に負傷がない場合 

被害の種類及び程度 貸付限度額 

家財についての被害金額がその家財の価額の概ね３

分の１以上である損害の場合 

１５０万円 

住居が半壊した場合 １７０万円（２５０万円） 

住居が全壊した場合 ２５０万円（３５０万円） 

住居の全体が滅失、又は流失した場合 ３５０万円 

※ただし、被災した住居を建て直すにあたり残存部分を取り壊さざるを得ない場合は（ ）内

の金額となります。 

(4) 貸付条件 

ア 利率     保証人を立てる場合は無利子 

         保証人を立てない場合は措置期間中は無利子、措置期間経過後は延滞の場合を

除き年１％ 

イ 措置期間   ３年 

ウ 償還期間   措置期間を含み 10年 

エ 償還方法   年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の元利均等償還払い 

オ 連帯保証人  不要（保証人を立てる場合は無利子） 

 

３ 被災者に対する職業斡旋等（商工観光部） 

(1) 通勤地域における適職求人の開拓 

ア 職業転職者に対して常用雇用求人開拓を実施します。 

イ 復旧までの間の生活確保を図るため、日雇求人の開拓を実施します。 

(2) 巡回職業相談所、臨時職業相談所の開設 

ア 災害地域を巡回し、就職相談を実施します。 

イ 収容場所に臨時相談所を設け、就職相談を実施します。 

(3) 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の適用により雇用保険求職者給付

を行います。 

 

４ 租税の減免等及び期限延長（政策財務部） 

災害による被害者の納付すべき租税の徴収猶予及び減免を行って、被害者の生活の安定を図ります。 

(1) 市税の減免等及び期限延長 

ア 市税の減免及び徴収猶予 

市は、被災者の市税の減免及び徴収猶予について、津市市税条例（平成 18年条例第 71号）の

定めるところにより行い、被災者の生活の安定を図ります。 

イ 災害等による期限の延長 

市は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、津市市税条例等に定める申告、申

請、請求等、又は納付若しくは納入に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認

める場合には、期日及び地域を指定して申告等の期限を延長します。 
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(2) 県税の減免及び期限延長 

ア 県税の減免 

県は、災害が発生した場合において必要があると認めるときは、被災納税者に対する県税の減

免を行います。 

なお、災害が広範かつ大規模にわたる場合は、県は、県税の減免に関する単独条例を制定して

被災納税者の救済を図ります。 

イ 各種期限の延長 

広範囲にわたる災害が発生し、交通又は通信等が途絶した場合等においては、県は、被災地域

内における県税の納税者について、県税の納付期限、申告期限及び申請期限を延長します。 

(3) 国税の減免等及び期限延長 

ア 災害被害者に対する租税の減免及び徴収猶予等 

「災害被害者に対する租税の減免及び徴収等に関する法律」（昭和 22年法律第 175号）の規定

に基づき、風水害、落雷、火災その他これに類する災害による被害者の納付すべき国税の軽減若

しくは免除、その課税標準の計算若しくは徴収の猶予又は災害を受けた物品について納付すべき

国税の徴収に関する特例については、他の法律に特別の定めのある場合を除いてこの法律の定め

ることころによります。 

イ 災害等による期限の延長 

国税通則法（昭和 37 年法律第 66 号）第 11 条の規定に基づき、災害により国税に関する法律

の定めるところによる申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限ま

でにこれらの行為をすることができないと認めるとき、国税庁長官、国税局長及び税務署長は、

当該期限を延長することができます。 

 

５ 郵便業務に係る災害特別事務取扱い及び援護対策（日本郵便株式会社東海支社） 

  災害が発生した場合において、災害の態様、被災者・被災地の実情に応じ、次のとおり、郵便事業

に係る災害特別事務取扱い及び援護対策を迅速かつ的確に実施します。 

 (1) 被災者の安否通信等の便宜を図るため、被災地の支店において、被災世帯に対し、通常葉書及び

郵便書簡を無償交付します。 

 (2) 被災者が差し出す郵便物の料金免除を実施します。 

 (3) 被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社、その他総務省で定める法人又は団体にあてた

救助用の現金書留郵便物等の料金免除を実施します。 

(4) 被災者の救助を行う団体が被災者に配布する救助物資を購入するために必要な費用に充てるた

め、あらかじめ当該団体からの申請に基づき、総務大臣の許可を得て、お年玉付郵便葉書等寄付金

を配分します。 

 

６ 公営住宅の建設及び住宅金融支援機構資金の斡旋 

(1) 公営住宅の建設（建設部） 

災害により住宅を滅失又は焼失した低所得者の被害者に対する住宅対策として、県及び市は、必

要に応じて公営住宅を建設し、住居の確保を図ります。 



〔風水害等対策編〕 

 217 

滅失また焼失した住宅が公営住宅法に定める基準に該当する場合には、市及び県は被災住宅の状

況を速やかに調査して国土交通省に報告するとともに、災害公営住宅建設計画を作成し、災害査定

の早期実施が得られるよう努めます。 

 

(2) 住宅金融支援機構資金の斡旋（都市計画部） 

県及び市は、住宅金融支援機構に規定する災害復興住宅資金の融資適用災害に該当するときは、

被災者に対し当該資金の融資が円滑に行われるよう借入手続の指導、融資希望者家屋の被害状況調

査及び被害率の認定を早期に実施して、災害復興資金の借入の促進を図ります。 

 

７ 生活必需物資・災害復旧用資機材の確保 

防災に関係ある機関は、災害復旧に当たって被災者の生活必需物資の確保に努め、また災害復旧用

資機材の調達、輸送等に努めます。 
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第４節 被災者生活再建支援制度 

 

○被災者生活再建支援法(平成 10年 5月 22日法律第 66号)に基づき自然災害により生活基盤に著しい

被害を受けた世帯に対して、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支援金を支給し

ます。 

 

１ 対象となる自然災害（健康福祉部） 

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然災害により生ずる被害であ

り、対象となる災害の程度は次のとおりです。 

(1) 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した市の区域にかかる

自然災害 

(2) 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市の区域に係る自然災害 

(3) 100世帯以上の住宅全壊被害が発生した県の区域に係る自然災害 

 

２ 対象世帯（健康福祉部） 

対象世帯は次のとおりです。 

(1) 上記「１」の自然災害により、住宅が「全壊」した世帯 

(2) 上記「１」の自然災害により、住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得

ず解体した世帯 

(3) 上記「１」の自然災害により、危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続してい

る世帯（長期避難者世帯） 

(4) 上記「１」の自然災害により、住宅が半壊し、大規模な補修をしなければ居住が困難な世帯（大

規模半壊世帯） 

 

３ 支援金の支給額（健康福祉部） 

支給額は、住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）と住宅の再建方法に応じて支給

する支援金（加算支援金）を支給します。 

 

 

《複数世帯の場合》 

区分 住宅の再建方法 基礎支援金 加算支援金 合計 

全壊世帯、半壊又は敷地に被害が生じ、やむ

を得ず解体した世帯、長期避難者世帯 

建設・購入 １００万円 ２００万円 ３００万円 

補修 １００万円 １００万円 ２００万円 

賃借（公営住宅以外） １００万円 ５０万円 １５０万円 

大規模半壊世帯 

建設・購入 ５０万円 ２００万円 ２５０万円 

補修 ５０万円 １００万円 １５０万円 

賃借（公営住宅以外） ５０万円 ５０万円 １００万円 
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区分 住宅の再建方法 基礎支援金 加算支援金 合計 

中規模半壊世帯 

建設・購入 － １００万円 １００万円 

補修 － ５０万円 ５０万円 

賃借（公営住宅以外） － ２５万円 ２５万円 

 

《単数世帯の場合》 

区分 住宅の再建方法 基礎支援金 加算支援金 合計 

全壊世帯、半壊又は敷地に被害が生じ、やむ

を得ず解体した世帯、長期避難者世帯 

建設・購入 ７５万円 １５０万円 ２２５万円 

補修 ７５万円 ７５万円 １５０万円 

賃借（公営住宅以外） ７５万円 ３７．５万円 １１２．５万円 

大規模半壊世帯 

建設・購入 ３７．５万円 １５０万円 １８７．５万円 

補修 ３７．５万円 ７５万円 １１２．５万円 

賃借（公営住宅以外） ３７．５万円 ３７．５万円 ７５万円 

中規模半壊世帯 

建設・購入 － ７５万円 ７５万円 

補修 － ３７．５万円 ３７．５万円 

賃借（公営住宅以外） － １８．７５万円 １８．７５万円 
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第５節 災害弔慰金・災害障害見舞金・災害見舞金・弔慰金 

 

○ 被災者又は遺族に対して弔慰金、見舞金を支給します。 

 

１ 災害弔慰金（健康福祉部） 

災害弔慰金の支給等に関する法律及び津市災害弔慰金の支給等に関する条例が適用される災害が

本市に発生した場合に、被災者又は遺族に対して災害弔慰金を支給します。 

(1) 対象となる自然災害 

以下のいずれかに該当する災害 

ア 津市において住居が５世帯以上滅失した災害 

  イ 三重県内において住居が５世帯以上滅失した市町が３以上ある場合の災害 

  ウ 三重県内において災害救助法が適用された市町が１以上ある場合の災害 

  エ 災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が２以上ある場合の災害 

 (2) 支給対象者 

災害により死亡された方の遺族（配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹） 

 ※遺族の１人に代表して支給され、支給される方は法によって決定する。 

 ※兄弟姉妹は死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。 

(3) 支給額 

ア 生計維持者が死亡した場合：500万円 

イ その他の方が死亡した場合：250万円 

(4) 支給の制限 

下記のいずれかに該当する場合は、災害弔慰金は支給されません。 

 ア 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 

イ 当該死亡に関しその者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ず 

る給付金で厚生労働大臣が定めるものが支給される場合 

ウ 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、市長が支

給を不適当と認めた場合 

   

２ 災害障害見舞金（健康福祉部） 

災害弔慰金の支給等に関する法律及び津市災害弔慰金の支給等に関する条例が適用される災害が

本市に発生した場合に、被災者に対して災害障害見舞金を支給します。 

(1) 対象となる自然災害 

以下のいずれかに該当する災害 

ア 津市において住居が５世帯以上滅失した災害 

  イ 三重県内において住居が５世帯以上滅失した市町が３以上ある場合の災害 

  ウ 三重県内において災害救助法が適用された市町が１以上ある場合の災害 

  エ 災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が２以上ある場合の災害 
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(2) 支給対象者 

災害により下記の障害を受けた者 

ア 両眼が失明したもの 

イ 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 

ウ 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの  

エ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの  

オ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの  

カ 両上肢の用を全廃したもの  

キ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの  

ク 両下肢の用を全廃したもの  

ケ 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と

認められるもの  

(3) 支給額 

ア 生計維持者が障害を受けた場合：250万円 

イ その他の方が障害を受けた場合：125万円 

(4) 支給の制限 

下記のいずれかに該当する場合は、災害障害見舞金は支給されません。 

ア 当該障害者の障害が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 

イ 当該障害に関しその者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる

給付金で厚生労働大臣が定めるものが支給される場合 

ウ 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、市長が支

給を不適当と認めた場合 

 

３ 災害見舞金（健康福祉部） 

津市災害見舞金等の支給に関する条例が適用される災害が本市に発生した場合に、被災者に対して

災害見舞金を支給します。 

(1) 対象となる自然災害 

暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象、又は火災 

(2) 支給対象者 

災害により下記に該当する被害を受けた被災者又は世帯主。 

ア 住居が全壊し、流失し、又は全焼した世帯 

イ 住居が半壊し、又は半焼した世帯 

ウ 住居が床上浸水による被害を受けた世帯 

(3) 支給額 

   

   

   

   

   

被害状況 支給額 

住居が全壊し、流失し、又は全焼した世帯 ３.５万円 

住居が半壊し、又は半焼した世帯 ２万円 

住居が床上浸水による被害を受けた世帯 １.３万円 
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(4) 支給の制限 

下記に該当する場合は、災害見舞金は支給されません。 

ア 当該災害が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 

  

４ 弔慰金（健康福祉部） 

津市災害見舞金等の支給に関する条例が適用される災害が本市に発生した場合に、遺族に対して弔

慰金を支給します。ただし、災害弔慰金の支給等に関する法律による「１ 災害弔慰金」の支給を受

けた場合、弔慰金は支給されません。 

(1) 対象となる自然災害 

暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象、又は火災 

(2) 支給対象者    

下記の災害により死亡された方の遺族（配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹） 

ア 住居の滅失した世帯数が１世帯以上の災害 

イ 上記に準ずる程度の災害で市長が適当と認める災害 

※遺族の１人に代表して支給され、支給される方は法によって決定する。 

※兄弟姉妹は死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。 

(3) 支給額 

 

 

 

 

 

(4) 支給の制限 

下記のいずれかに該当する場合は、弔慰金は支給されません。 

ア 当該遺族が津市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成 18年津市条例第 106号）の規定による

災害弔慰金の支給を受けた場合 

イ 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 

ウ 当該死亡に関しその者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる

給付金で厚生労働大臣が定めるものが支給される場合 

エ 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、市長が支

給を不適当と認めた場合 

 

 

 

死亡状況 支給額 

生計維持者が自然災害で死亡された場合 ５００万円 

その他の方が自然災害で死亡された場合 ２５０万円 

火災により死亡された場合 ６０万円 
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第６節 被災中小企業の復興その他経済復興の支援 

 

○ 被災した中小企業の自立を支援します。 

 

１ 対 策（商工観光部） 

被災により経営に支障を生じている中小企業者に、県の融資制度や政府系金融機関（日本政策金融

公庫）の各種融資制度を紹介します。 
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第７節 農林漁業経営の安定策 

 

○被災農林漁業者等の自立を支援します。 

 

１ 対 策（農林水産部） 

被災により経営に支障を生じている農林漁業者のために、政府系金融機関である日本政策金融公庫

や県等の融資制度のうち災害復旧に利用可能なものを紹介します。 

 

２ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法による災害経営資金

（農林水産部） 

暴風雨及び豪雨等により農林漁業者等が被害を受けた場合、国県及び市が農協系金融機関や銀行等

に対し利子補給を行い、再生産確保のための経営資金等を融資します。 

なお、対象となる災害、貸付限度、償還期限等については、天災の都度政令に定めるところにより

ます。 
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第８節 激甚災害の指定 

 

○ 災害発生に伴う被害が甚大であり、激甚災害の指定を受ける必要があると考えられる場合に、速

やかに所定の手続を行います。 

 

(1) 激甚災害に関する調査（危機管理部、建設部、農林水産部） 

ア 市長は、大規模な災害が発生した場合、激甚災害指定基準及び局地激甚災害指定基準を十分考

慮し、災害状況等の調査結果を県知事に報告します。 

イ 市長は激甚災害又は局地激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、県の

各部局に提出し、公共施設等の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置します。 

(2) 激甚災害指定の適用措置（危機管理部） 

ア 激甚災害指定基準（本激） 

激甚法適用条項 適用措置 

第2章 

（第3条）（第4条） 

公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

第5条 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 

第6条 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助特例 

第8条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措

置の特例 

第11条の2 森林災害復旧事業に対する補助 

第12条 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

第16条 

第17条 

第19条 

公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

第22条 罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例 

第24条 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等 

第7条 開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助 

第9条 森林組合等の行なう堆積土砂の排除事業に対する補助 

第10条 土地改良区等の行なう湛水排除事業に対する補助 

第11条 共同利用小型漁船の建造費の補助 

第14条 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

第20条 母子及び寡婦福祉法による国の貸付けの特例 

第21条 水防資材費の補助の特例 

第25条 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 
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イ 局地激甚災害指定基準 

激甚法適用条項 適用措置 

第2章 

（第3条）（第4条） 

公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

第5条 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 

第6条 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助特例 

第11条の2 森林災害復旧事業に対する補助 

第12条 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

第24条 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等 
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